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開
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（
太
田
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（
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四
三
一
）

観
光
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
開
発
効
果
の
国
際
比
較

太　
　

田　
　

和　
　

男

は
じ
め
に

観
光
イ
ン
タ
ー
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
（
本
論
で
は
、
主
に
ホ
テ
ル
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
を
指
す
）
の
有
効
性
を
キ
ャ
リ
ア
形
成
効
果
の
視
点
か

ら
研
究
し
、
わ
が
国
に
お
い
て
最
も
有
効
か
つ
実
現
性
の
あ
る
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
モ
デ
ル
の
構
築
を
目
指
す
。

キ
ャ
リ
ア
開
発
（
1
）

貢
献
度
に
着
目
し
た
判
断
を
、
大
学
観
光
系
学
部
、
観
光
系
企
業
、
実
習
学
生
の
三
つ
の
視
点
か
ら
、
観
光
イ
ン

タ
ー
ン
シ
ッ
プ
を
一
般
ビ
ジ
ネ
ス
分
野
に
お
け
る
文
系
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
と
対
比
し
つ
つ
、
日
米
を
中
心
と
す
る
国
際
比
較
に
よ
り
行

う
。
本
研
究
に
よ
り
、
最
も
キ
ャ
リ
ア
形
成
効
果
が
高
く
、
観
光
企
業
、
観
光
系
学
部
に
有
効
と
み
ら
れ
る
観
光
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
を

導
出
し
、
そ
の
モ
デ
ル
を
提
示
す
る
。
三
側
面
に
つ
い
て
の
国
際
比
較
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
指
標
に
つ
い
て
実
施
す
る
。

第
一
に
は
、
観
光
系
学
部
の
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
が
、
自
己
実
現
へ
の
寄
与
度
の
高
い
キ
ャ
リ
ア
開
発
型
か
否
か
を
、
実
習
期
間
、
必

論　

説

一
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（
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四
三
二
）

修
制
・
選
択
制
の
別
に
よ
り
判
断
す
る
。

第
二
に
は
、
観
光
企
業
が
、
キ
ャ
リ
ア
開
発
と
い
う
視
点
か
ら
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
を
実
施
し
て
い
る
か
否
か
を
、
採
用
責
任
者
へ
の

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
、
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
経
験
者
の
採
用
率
、
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
経
験
の
有
無
に
よ
る
採
用
後
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
比
較

か
ら
検
証
す
る
。

第
三
に
は
、
観
光
業
務
は
、
一
般
ビ
ジ
ネ
ス
分
野
の
総
合
職
に
比
べ
、
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
実
習
の
必
要
性
が
高
い
の
か
否
か
に
つ
い

て
考
察
し
、
さ
ら
に
そ
の
理
由
に
つ
い
て
検
証
す
る
。

本
来
的
に
、
観
光
業
で
は
米
国
で
見
ら
れ
る
よ
う
に
、「
専
門
的
」
な
座
学
に
よ
る
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
イ
ン
タ
ー

ン
シ
ッ
プ
に
よ
る
第
一
線
に
お
け
る
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
修
得
効
果
と
が
あ
い
ま
っ
て
、
顧
客
満
足
を
与
え
る
ホ
ス
ピ
タ

リ
テ
ィ
を
具
現
化
す
る
。
こ
れ
は
、
わ
が
国
で
も
理
系
が
そ
の
「
高
度
専
門
性
に
裏
付
け
ら
れ
た
即
戦
力
」
を
要
請
さ
れ
る
た
め
、
イ
ン

タ
ー
ン
シ
ッ
プ
を
必
修
と
し
て
い
る
こ
と
と
同
様
の
必
要
理
由
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
場
合
、
理
系
学
科
、
観
光
系
学
科
卒
業
生
に
要
請
さ

れ
る
共
通
の
能
力
水
準
は
、
専
門
性
に
裏
付
け
ら
れ
る
顕
在
的
な
即
戦
力
の
保
有
で
あ
る
。

顧
客
対
応
時
の
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
適
応
能
力
を
強
く
求
め
ら
れ
る
観
光
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
に
お
い
て
は
、
専
門
能

力
修
得
を
目
的
と
す
る
キ
ャ
リ
ア
開
発
型
、
す
な
わ
ち
米
国
型
の
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
実
習
が
要
請
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
わ
が
国
の
一
般
ビ
ジ
ネ
ス
の
文
系
総
合
職
に
は
、
専
門
能
力
で
は
な
く
潜
在
能
力
評
価
を
評
価
し
、
就
職
後
、
Ｏ
Ｊ
Ｔ

や
企
業
内
の
知
の
伝
承
と
い
う
社
内
教
育
に
よ
り
キ
ャ
リ
ア
開
発
を
す
す
め
て
き
た
。
こ
の
た
め
、
一
般
ビ
ジ
ネ
ス
の
文
系
総
合
職
が
参

加
す
る
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
は
、
進
路
決
定
を
主
目
的
と
す
る
就
業
体
験
型
（
キ
ャ
リ
ア
ガ
イ
ダ
ン
ス
型
）
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。

二



観
光
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
開
発
効
果
の
国
際
比
較
（
太
田
）

（
一
四
三
三
）

1
．
研
究
目
的
と
仮
説

本
論
の
研
究
課
題
は
、
観
光
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
が
学
生
の
キ
ャ
リ
ア
形
成
に
果
た
し
て
い
る
機
能
に
つ
い
て
、
ホ
テ
ル
、
旅
行
会
社

な
ど
観
光
企
業
の
生
産
性
向
上
に
貢
献
す
る
人
材
を
供
給
で
き
る
の
か
と
い
う
視
点
か
ら
深
堀
り
し
、
わ
が
国
に
お
け
る
そ
の
秀
逸
な
モ

デ
ル
を
提
示
す
る
こ
と
に
あ
る
。

研
究
方
法
は
、
観
光
先
進
国
で
あ
る
欧
米
、
特
に
米
国
の
ホ
テ
ル
・
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
に
つ
い
て
、
大
学
の
観
光
系
学
部
・
学
科
で

の
取
り
組
み
、
観
光
企
業
（
特
に
ホ
テ
ル
）
の
取
り
組
み
姿
勢
、
観
光
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
と
一
般
ビ
ジ
ネ
ス
型
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
と

の
比
較
の
三
点
に
つ
い
て
、
キ
ャ
リ
ア
開
発
と
の
関
連
に
着
目
し
て
、
先
行
研
究
の
知
見
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
や
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査
に

よ
る
実
態
認
識
を
国
際
比
較
的
視
点
か
ら
統
合
、
解
釈
す
る
。

本
研
究
を
通
し
て
、
わ
が
国
大
学
の
観
光
系
学
部
・
学
科
が
キ
ャ
リ
ア
教
育
効
果
を
高
め
、
観
光
企
業
の
人
材
育
成
・
人
材
供
給
源
と

し
て
、
観
光
業
志
望
人
材
の
自
己
実
現
努
力
を
支
援
す
る
よ
う
な
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
の
あ
り
方
に
迫
り
た
い
と
考
え
る
。
秀
逸
な
観
光

イ
ン
タ
ー
ン
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
あ
り
方
を
探
求
す
る
こ
と
が
最
上
位
の
命
題
で
あ
る
。

こ
う
し
た
研
究
課
題
に
こ
た
え
る
た
め
、
次
の
三
つ
の
仮
説
を
置
く
。

第
一
の
仮
説
は
、
日
米
の
大
学
の
観
光
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
の
位
置
づ
け
の
差
異
が
、
就
職
に
お
け
る
観
光
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
の
評

価
に
決
定
的
と
も
い
え
る
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
米
国
の
観
光
系
大
学
学
部
で
は
、
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
を
キ
ャ
リ
ア
開
発

の
一
環
と
し
て
と
ら
え
る
の
に
対
し
、
わ
が
国
で
は
キ
ャ
リ
ア
ガ
イ
ダ
ン
ス
（
就
業
体
験
）
と
し
て
と
ら
え
る
傾
向
が
強
く
、
こ
れ
が
彼

我
の
就
職
決
定
力
の
差
を
も
た
ら
し
て
い
る
。

三
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米
国
の
観
光
系
学
部
で
は
、
専
門
能
力
を
修
得
さ
せ
て
学
生
を
送
り
だ
す
た
め
に
、
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
を
長
期
の
必
修
科
目
と
し
て

い
る
。
米
国
の
大
学
の
場
合
、
学
卒
者
を
専
門
分
野
の
能
力
保
持
者
と
し
て
と
ら
え
、
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
を
他
の
座
学
の
科
目
と
共
に
、

職
場
へ
の
重
要
な
接
続
課
程
と
し
て
対
応
す
る
。
そ
の
結
果
、
実
習
経
験
学
生
の
実
習
業
界
へ
の
就
職
決
定
率
が
二
〜
四
割
と
高
い
。

こ
れ
に
対
し
、
わ
が
国
の
観
光
系
学
部
で
は
実
習
を
就
業
体
験
に
よ
る
進
路
明
確
化
の
手
段
と
し
て
認
識
す
る
に
と
ど
ま
り
、
キ
ャ
リ

ア
開
発
の
中
核
と
考
え
な
い
た
め
、
短
期
の
選
択
制
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
り
、
直
接
的
な
就
職
候
補
先
と
し
て
は
考
え
な
い
。

第
二
の
仮
説
は
、
受
け
入
れ
機
関
で
あ
る
観
光
企
業
に
お
け
る
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
で
あ
る
。
米
国
で
は
、
イ

ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
を
優
秀
な
人
材
登
用
の
入
り
口
で
あ
り
キ
ャ
リ
ア
開
発
の
一
環
と
位
置
付
け
る
の
に
対
し
、
わ
が
国
観
光
企
業
で
は
人

材
開
発
と
は
切
り
離
し
て
、
単
に
就
業
体
験
の
場
と
し
て
対
応
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
専
門
の
即
戦
力
獲
得
を
め
ざ
し
、
観
光
イ
ン

タ
ー
ン
シ
ッ
プ
を
そ
の
重
要
な
場
と
位
置
づ
け
る
欧
米
に
対
し
、
わ
が
国
の
ホ
テ
ル
な
ど
の
観
光
企
業
は
、
実
習
を
ほ
と
ん
ど
評
価
し
な

い
。
こ
の
た
め
、
学
生
自
身
も
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
先
を
直
接
的
な
就
職
先
対
象
先
と
は
み
な
さ
な
い
で
、
進
路
決
定
の
さ
い
の
有
力
な

情
報
源
、
あ
る
い
は
就
業
体
験
の
場
と
受
け
止
め
て
い
る
。

第
三
の
仮
説
は
、
観
光
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
は
、
総
合
職
志
望
の
文
系
学
生
に
よ
る
一
般
企
業
な
ど
の
オ
フ
ィ
ス
で
の
ビ
ジ
ネ
ス
就
業

体
験
（
以
後
、
一
般
ビ
ジ
ネ
ス
就
業
体
験
と
い
う
）
に
比
べ
て
、
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
体
現
す
る
専
門
性
が
濃
い
の
で
、
就

職
後
の
即
戦
能
力
を
身
に
つ
け
る
た
め
に
は
、
長
期
・
必
修
型
実
習
が
必
然
と
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
わ
が
国
で
そ
う
な
ら
な

い
の
は
、
3
│
2
⑸
で
述
ベ
る
通
り
一
括
採
用
シ
ス
テ
ム
と
い
う
雇
用
慣
行
の
た
め
、
観
光
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
は
単
な
る
就
業
体
験
と

さ
れ
、
採
用
の
際
の
参
考
指
標
に
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

本
論
文
の
結
論
と
し
て
は
、
仮
説
一
か
ら
仮
説
三
ま
で
に
つ
い
て
、
先
行
研
究
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
や
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
よ
り
お
お
む

四



観
光
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田
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四
三
五
）

ね
検
証
し
え
た
と
考
え
る
。
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
を
観
光
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
充
実
の
重
要
な
一
環
と
し
て
、
観
光
分
野
の
ホ
ス
ピ

タ
リ
テ
ィ
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
能
力
、
顕
在
的
能
力
を
教
育
手
段
と
し
て
の
一
翼
を
担
い
う
る
よ
う
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
導

入
を
提
案
す
る
た
め
の
研
究
基
盤
は
で
き
た
と
い
え
よ
う
。

仮
説
の
検
証
過
程
で
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
、
先
ず
、
わ
が
国
観
光
業
界
を
巡
る
環
境
は
、
海
外
か
ら
の
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
旅
行
者
の

急
増
、
外
資
系
巨
大
ホ
テ
ル
チ
ェ
ー
ン
の
急
テ
ン
ポ
で
の
本
邦
進
出
と
い
う
急
激
な
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
中
で
、
人
材
の
ホ
ス
ピ
タ
リ

テ
ィ
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
力
の
強
化
を
迫
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
次
い
で
そ
の
結
果
、
国
内
に
お
い
て
も
外
資
系
ホ
テ
ル
を
中
心
に
、

イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
経
験
者
の
雇
用
比
率
が
一
般
企
業
よ
り
も
若
干
高
く
な
っ
て
き
て
い
る
と
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
一
方
、
観
光
系

学
部
・
学
科
に
お
け
る
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
の
認
識
も
、
欧
米
型
の
出
口
志
向
に
シ
フ
ト
す
る
兆
し
が
う
か
が
わ
れ
る
。
し
か
し
、
国
内

大
学
観
光
系
学
部
の
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
認
識
が
、
新
卒
一
括
採
用
に
よ
る
面
接
重
視
、
大
学
の
ブ
ラ
ン
ド
重
視
、
専
門
的
ス
キ
ル
の
無

視
、
潜
在
力
重
視
な
ど
を
背
景
に
し
て
い
る
だ
け
に
、
容
易
に
、
長
期
必
修
の
キ
ャ
リ
ア
開
発
志
向
、
即
戦
力
志
向
に
切
り
か
わ
る
わ
け

で
は
な
い
。

わ
が
国
の
観
光
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
が
就
職
に
結
び
付
く
割
合
は
、
米
国
に
比
べ
著
し
く
低
い
も
の
の
、
文
系
の
就
業
体
験
型
ビ
ジ
ネ

ス
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
よ
り
は
や
や
高
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
終
身
雇
用
、
新
卒
一
括
採
用
、
タ
ー
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
グ
校
制
と
い
う
潜
在
力

重
視
の
わ
が
国
の
雇
用
環
境
は
、
即
戦
力
重
視
の
欧
米
と
の
差
異
が
際
立
っ
て
大
き
い
。
こ
の
た
め
、
本
邦
の
観
光
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ

が
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
大
潮
流
の
中
で
、
欧
米
型
の
キ
ャ
リ
ア
開
発
志
向
型
に
接
近
す
る
と
し
て
も
、
そ
の
歩
み
は
緩
慢
な
も
の
に
な
る

で
あ
ろ
う
。
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六
）

2
．
研
究
方
法

本
調
査
研
究
は
、
科
研
費
に
よ
る
「
観
光
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
が
キ
ャ
リ
ア
形
成
に
及
ぼ
す
効
果
」
の
課
題
の
下
に
、
太
田
和
男
（
武

蔵
野
学
院
大
学
）、
那
須
幸
雄
（
文
教
大
学
）、
千
葉
隆
一
（
文
京
学
院
大
学
）、
渡
辺
昇
（
武
蔵
野
学
院
大
学
）
の
四
名
に
よ
る
チ
ー
ム
が
共
同

研
究
と
し
て
実
施
し
て
い
る
（
2
）

。

研
究
方
法
は
、
以
下
に
述
べ
る
通
り
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査
を
日
米
独
英
の
観
光
系
大
学
学
部
、
観
光
系
学
生
、

観
光
企
業
（
ホ
テ
ル
）
に
対
し
て
実
施
し
、
新
た
に
得
た
知
見
を
先
行
研
究
な
ど
と
と
も
に
統
合
し
、
解
釈
す
る
国
際
比
較
と
し
た
（
3
）

。

二
〇
一
一
年
八
月
、
米
国
の
コ
ー
ネ
ル
大
学
、
セ
ン
ト
ラ
ル
フ
ロ
リ
ダ
大
学
、
ヒ
ュ
ー
ス
ト
ン
大
学
、
二
〇
一
二
年
八
月
に
は
ハ
ワ
イ

大
学
、
二
〇
一
三
年
に
は
ネ
バ
ダ
大
学
の
観
光
系
学
部
教
職
員
や
学
生
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査
を
実
施
し
た
。
ま
た
そ
の
際
、
ヒ
ュ
ー
ス

ト
ン
大
学
で
は
大
学
生
に
は
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
し
、
三
六
票
の
回
答
、
う
ち
三
〇
票
の
有
効
回
答
を
得
た
。
次
い
で
、

二
〇
一
二
年
五
月
、
二
〇
一
三
年
二
月
に
実
施
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
で
は
、
日
本
の
ホ
テ
ル
宛
に
合
計
三
〇
五
票
発
送
し
て
、
四
九
票

の
回
収
、
米
国
の
ホ
テ
ル
に
二
七
七
票
発
送
し
て
二
〇
票
の
回
収
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
米
国
観
光
系
学
部
に
お
け
る
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査

を
二
〇
一
一
年
か
ら
二
〇
一
三
年
ま
で
実
施
し
た
。
さ
ら
に
、
米
国
に
お
け
る
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
生
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
二
〇
一
一

年
に
、
米
国
の
三
つ
の
ホ
テ
ル
の
人
事
担
当
者
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査
を
二
〇
一
三
年
に
実
施
し
た
。
さ
ら
に
、
独
逸
の
五
大
学
、

一
〇
ホ
テ
ル
、
一
旅
行
社
、
一
航
空
会
社
、
英
国
の
二
ホ
テ
ル
、
一
旅
行
社
、
一
航
空
会
社
に
つ
い
て
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
な
ど
を
実
施
し

た
。
日
米
独
英
の
観
光
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
に
関
す
る
こ
れ
ら
の
調
査
結
果
を
先
行
研
究
と
統
合
し
て
、
研
究
課
題
に
つ
い
て
考
察
す
る

こ
と
と
し
た
（
太
田
、
二
〇
一
二
、
二
〇
一
三
（
4
）

）（
太
田
・
千
葉
・
那
須
、
二
〇
一
三
（
5
）

）。
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観
光
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
開
発
効
果
の
国
際
比
較
（
太
田
）

（
一
四
三
七
）

仮
説
検
証
の
た
め
に
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
解
釈
と
合
わ
せ
て
先
行
研
究
を
検
証
し
、
米
国
観

光
系
学
部
に
お
け
る
教
員
お
よ
び
ホ
テ
ル
の
人
事
担
当
者
と
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
実
施
し
た
が
、

そ
れ
ら
の
内
容
の
一
部
は
太
田
（
二
〇
一
二
、
二
〇
一
三
）
が
す
で
に
報
告
済
み
で
あ
る
。

3
．
調
査
と
先
行
研
究
に
よ
る
仮
説
の
検
証

3
│
1
．
仮
説
一 　

観
光
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
の
キ
ャ
リ
ア
開
発
効
果
を
重
視
す
る
米
国
の
大

学
に
対
し
、
国
内
観
光
学
部
は
キ
ャ
リ
ア
ガ
イ
ダ
ン
ス
（
就
業
体
験
）
を
重

視
す
る
と
考
え
る
仮
説
の
検
証

⑴　

欧
米
の
必
修
制
、
長
期
型
と
わ
が
国
の
選
択
制
、
短
期
型
に
見
る
そ
れ
ぞ
れ
の
背
景

大
学
観
光
学
部
が
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
に
よ
る
キ
ャ
リ
ア
開
発
を
目
指
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
、

他
の
条
件
が
同
一
で
あ
れ
ば
、
実
習
が
必
修
制
か
否
か
、
長
期
型
で
あ
る
か
否
か
に
表
れ
て
い
る
。

イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
が
学
生
の
キ
ャ
リ
ア
開
発
を
目
指
す
の
で
あ
れ
ば
、
必
修
制
か
つ
長
期
型
で

な
け
れ
ば
、
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
い
う
専
門
性
の
高
い
能
力
の
養
成
と
い
う
目

的
を
十
分
に
は
達
成
し
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

観
光
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
が
キ
ャ
リ
ア
形
成
に
き
わ
め
て
効
果
的
と
し
て
重
視
す
る
米
国
の
場

合
に
は
、
表
1
に
見
る
通
り
、
大
学
の
観
光
系
学
部
で
は
、
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
を
す
べ
て
必
修

と
し
て
い
る
。

表－ 1　米国大学観光学部のインターンシップ
大学観光学部 必修・選択 実習年次 単　位 実習期間

セントラルフロリダ大学
ホスピタリティ経営学部

必修
（有給が条件）

1． 2．
3． 4年

3単位
＝ 1単位× 3回

（ 1単位＝400時間）
800時間～1000時間

コーネル大学ホテル経営校 必修 1． 2．
3． 4年

2単位以上
（ 1単位＝400時間） 最低800時間

ヒューストン大学コンラッ
ドN．ヒルトンホテルレス
トラン経営校

必修 2単位
選択 2単位

1． 2．
3． 4年

3単位
＝ 1単位× 3回

有給200時間＋
無給90～200時間

ネバダ大学
ホテル経営学部 必修 3年 3単位 有給200時間＋

無給90～120時間
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わ
が
国
で
は
、
観
光
系
学
部
で
あ
っ
て
も
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
を
必
修

と
す
る
と
こ
ろ
は
、
き
わ
め
て
少
な
い
。

そ
れ
は
、
国
内
観
光
系
学
部
の
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
が
キ
ャ
リ
ア
ガ
イ

ダ
ン
ス
（
就
業
体
験
）
型
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
キ
ャ
リ
ア
開
発
型
の
米

国
と
は
異
な
っ
て
い
る
こ
と
に
も
よ
る
。
国
内
観
光
系
学
部
で
も
イ
ン

タ
ー
ン
シ
ッ
プ
を
必
修
と
す
る
と
こ
ろ
が
少
な
い
の
は
、
入
学
時
に
必
修

を
承
知
し
て
い
て
も
、
志
望
先
企
業
が
な
い
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
理
由
か
ら

イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
を
忌
避
す
る
学
生
が
あ
ら
わ
れ
る
た
め
で
あ
る
。

わ
が
国
の
学
生
の
進
路
を
決
定
す
る
時
期
は
、
新
卒
一
括
採
用
に
よ
り
、

志
望
業
種
を
決
め
る
必
要
性
の
う
す
い
総
合
職
採
用
が
主
体
に
な
る
た
め
、

お
お
む
ね
大
学
三
年
生
ご
ろ
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
学
生
が
そ
の
よ
う
な
状

況
に
あ
る
の
で
、
進
路
を
明
確
に
す
る
た
め
の
情
報
が
、
イ
ン
タ
ー
ン

シ
ッ
プ
に
も
求
め
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
は
、
就

業
体
験
（
キ
ャ
リ
ア
ガ
イ
ダ
ン
ス
）
型
中
心
に
な
っ
て
く
る
。

も
っ
と
も
、
国
内
観
光
系
学
部
に
入
学
す
る
学
生
は
、
観
光
業
界
を
少

な
く
と
も
一
進
路
と
し
て
考
慮
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
決

意
の
あ
り
よ
う
は
柔
軟
で
あ
る
か
ら
、
大
学
観
光
系
学
科
が
ポ
リ
シ
ー
と

図－ 1　観光インターンシップ期間の日米比較（％）

（注）　日本はホテル・アンケート、米国は学生アンケートによる。
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観
光
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
開
発
効
果
の
国
際
比
較
（
太
田
）

（
一
四
三
九
）

し
て
、
ホ
テ
ル
従
業
員
や
Ｃ
Ａ
な
ど
特
定
の
専
門
業
種
の
能
力
要
請
に
特
化
し
た
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
用
意
し
て
い
る
ケ
ー
ス
は
あ
ま
り
見

ら
れ
な
い
。
観
光
業
分
野
の
専
門
能
力
養
成
は
、
わ
が
国
で
は
専
門
学
校
に
任
せ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
、
ホ
テ
ル
従
業
員
な
ど
特
定
業
種
へ
の
就
職
を
決
意
し
て
観
光
系
学
科
に
入
学
す
る
学
生
の
多
い
米
国
で
は
、
イ
ン
タ
ー

ン
シ
ッ
プ
を
含
め
て
卒
業
ま
で
に
専
門
能
力
を
習
得
さ
せ
る
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
用
意
す
る
。
米
国
の
観
光
系
学
部
で
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ

を
必
修
制
・
長
期
制
に
で
き
る
主
因
は
、
一
五
歳
ま
で
に
は
、
進
路
を
明
確
に
決
定
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
さ
れ
る
（
6
）

。

米
国
観
光
系
学
部
の
実
習
期
間
は
、
最
低
三
〇
〇
時
間
以
上
で
あ
り
、
一
〇
〇
〇
時
間
ま
で
認
め
る
場
合
も
あ
る
。
三
〇
〇
時
間
は
週

四
〇
時
間
労
働
と
す
れ
ば
二
か
月
弱
で
あ
り
、
一
〇
〇
〇
時
間
と
な
れ
ば
、
六
か
月
超
に
達
す
る
。
わ
が
国
の
観
光
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ

期
間
が
二
週
間
程
度
と
な
っ
て
い
る
の
と
対
照
的
で
あ
る
。

観
光
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
は
、
わ
が
国
で
は
就
業
体
験
型
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
米
国
は
採
用
直
結
型
で
あ
る
た
め
、
大
学

も
そ
の
環
境
に
対
応
し
て
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
整
備
し
、
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
も
長
期
必
修
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
は
長
期
に
な
る
ほ
ど
、
実
習
生
の
観
光
業
へ
の
適
性
の
有
無
や
、
学
習
が
必
要
な
方
向
な
ど
を
明
確
に
す
る

機
能
を
有
す
る
。

⑵　

観
光
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
が
就
職
直
結
と
な
っ
て
い
る
度
合

平
岡
（
二
〇
〇
五
）
は
、
観
光
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
と
就
職
の
関
係
に
つ
い
て
、
二
〇
一
二
年
の
「
北
海
道
ホ
テ
ル
業
界
イ
ン
タ
ー
ン

シ
ッ
プ
事
業
に
関
す
る
研
究
」
で
報
告
し
て
い
る
。
同
研
究
は
、
北
海
道
の
九
ホ
テ
ル
の
従
業
員
に
対
し
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
し
、

こ
れ
を
回
析
し
た
結
果
、
次
の
よ
う
な
結
果
を
得
た
と
し
て
い
る
。
ま
ず
、
観
光
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
の
必
要
性
は
認
め
ら
れ
た
（
7
）

。
次
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に
、
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
が
企
業
に
対
す
る
貢
献
で
は
、
実
習
生
に
お
け
る
「
業
務
適
性
の
把
握
」
が
最
大
の
利
点
で
あ
る
。

そ
し
て
さ
ら
に
平
岡
（
二
〇
〇
五
）
は
こ
の
結
果
を
受
け
て
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。「
ホ
テ
ル
業
界
で
は
、
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ

は
採
用
活
動
の
一
環
と
い
う
意
味
合
い
を
持
つ
。
し
た
が
っ
て
、
参
加
学
生
は
卒
業
後
に
ホ
テ
ル
へ
の
就
職
を
意
識
す
る
の
で
あ
る
な
ら

ば
、
選
考
が
始
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
意
識
し
て
参
加
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」

平
岡
の
指
摘
は
納
得
で
き
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
わ
が
国
で
も
観
光
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
が
観
光
企
業
に
就
職
す
る
際
の
重
要
な
切
り

札
と
な
っ
て
よ
い
は
ず
で
あ
る
。

実
際
、
わ
が
国
の
観
光
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
の
就
職
直
結
率
は
、
他
産
業
比
で
は
わ
ず
か
に
優
位
に
あ
る
と
み
ら
れ
る
。

し
か
し
、
米
国
比
で
は
か
な
り
の
低
水
準
で
あ
る
。

米
国
の
観
光
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
に
お
け
る
就
職
と
日
本
の
そ
れ
と
の
比
較
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
に
は
、
前
述
の
太
田

（
二
〇
一
二
、
二
〇
一
三
）
が
あ
る
。
同
研
究
で
は
、
米
国
の
大
学
観
光
学
部
の
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
は
、
長
期
必
修
型
で
あ
り
、
実
習
未

経
験
者
に
比
べ
、
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
先
へ
の
就
職
や
就
職
活
動
全
般
に
有
利
で
あ
る
こ
と
を
検
証
し
て
い
る
。

米
国
の
場
合
、
観
光
業
へ
の
就
職
に
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
が
い
わ
ば
不
可
欠
な
手
段
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
①
観
光
系
学
部
が
い
ず

れ
も
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
を
必
修
と
し
て
い
る
こ
と
、
②
さ
ら
に
は
、
採
用
者
の
う
ち
に
占
め
る
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
経
験
者
が
未
経
験

者
の
そ
れ
を
大
き
く
上
回
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
（
図
2
）。

こ
こ
で
、
観
光
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
と
就
職
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
太
田
・
那
須
・
千
葉
が
二
〇
一
二
年
度
、
二
〇
一
三
年
度
に
実
施

し
た
「
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
」
に
よ
り
、
考
察
す
る
。
こ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
は
、
①
国
内
ホ
テ
ル
、
②
海

外
ホ
テ
ル
、
③
米
欧
の
観
光
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
経
験
学
生
に
対
し
て
、
実
施
し
た
も
の
で
あ
る
。

一
〇



観
光
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
開
発
効
果
の
国
際
比
較
（
太
田
）

（
一
四
四
一
）

米
国
で
は
、「
採
用
者
の
う
ち
に
占
め
る
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
経
験
者
は

ゼ
ロ
」
と
回
答
し
た
ホ
テ
ル
が
一
七
％
で
あ
る
の
に
対
し
、
日
本
で
は

四
三
％
に
達
し
て
い
る
（
図
2
）。
明
ら
か
に
ホ
テ
ル
業
に
お
け
る
就
職
直

結
度
は
米
国
で
高
い
。
こ
の
よ
う
に
米
国
で
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
の
就
職
直

結
度
が
観
光
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
で
高
い
理
由
は
何
か
。

第
一
の
要
因
と
し
て
は
、
米
国
の
ホ
テ
ル
は
、
長
期
の
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ

プ
経
験
者
を
即
戦
力
と
し
て
評
価
し
、
採
用
し
て
い
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。

第
二
に
は
、
米
国
の
観
光
系
学
部
生
は
、
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
を
就
職
、
ま

た
は
進
路
確
定
の
た
め
と
明
確
に
決
め
て
い
る
こ
と
が
多
い
こ
と
で
あ
る
。

⑶　

イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
経
験
者
を
採
用
す
る
理
由

イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
実
習
経
験
者
を
採
用
す
る
理
由
と
し
て
は
、
米
国
で

は
、「
宿
泊
業
務
へ
の
基
本
的
理
解
」
を
あ
げ
る
ホ
テ
ル
が
八
三
％
に
達
し
、

次
い
で
、「
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
理
解
」
が
六
一
％
、「
ホ

ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
の
重
要
性
の
理
解
」
四
四
％
と
続
い
て
い
る
（
図
3
）。
国

内
の
ホ
テ
ル
で
は
、「
宿
泊
業
務
へ
の
基
本
的
理
解
」
を
あ
げ
る
も
の
が

四
四
％
で
最
も
多
く
、
次
い
で
「
業
務
経
験
者
と
し
て
安
心
で
き
る
」
が

図－ 2　ホテルの採用時に占めるインターン経験者の割合（2011～2012年）（％）
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経
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究　

第
五
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
一
四
四
二
）

一
九
％
で
あ
る
。
複
数
回
答
可
と
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
邦
ホ
テ

ル
で
採
用
理
由
に
つ
い
て
回
答
す
る
ケ
ー
ス
が
全
体
と
し
て
少
な
い
の
は
、

イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
実
習
を
採
用
時
に
ほ
と
ん
ど
評
価
し
て
い
な
い
た
め
と

い
え
よ
う
。
一
方
、
米
国
の
ホ
テ
ル
が
、
全
項
目
で
、
わ
が
国
ホ
テ
ル
を
大

き
く
上
回
っ
て
い
る
こ
と
は
、
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
実
習
を
最
大
の
採
用
要

因
と
位
置
づ
け
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。

大
学
・
企
業
と
も
短
期
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
を
形
式
的
に
行
う
の
み
で
、

潜
在
能
力
重
視
、
ブ
ラ
ン
ド
重
視
で
の
採
用
を
実
施
す
る
本
邦
観
光
企
業
と
、

長
期
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
実
習
に
よ
り
、
顕
在
能
力
、
顕
在
適
性
を
明
確
に

把
握
し
て
採
用
し
、
キ
ャ
リ
ア
開
発
を
お
こ
な
い
、
生
産
性
向
上
に
つ
な
げ

る
米
国
観
光
企
業
と
で
は
、
採
用
理
由
は
明
ら
か
に
異
な
る
。

3
│
2
．
仮
説
二 　

イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
を
キ
ャ
リ
ア
開
発
の
一
環
と
位

置
付
け
る
米
国
観
光
企
業
に
対
し
、
わ
が
国
観
光
企
業

に
は
そ
の
意
識
が
全
く
な
い
と
す
る
仮
説
の
検
証

⑴　

観
光
企
業
に
よ
る
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
生
の
配
属
先

こ
の
仮
説
を
検
証
す
る
た
め
に
、
米
国
の
三
か
所
の
ホ
テ
ル
の
採
用
担
当

図－ 3　ホテルにおいて実習経験者を優先採用する理由（％）　複数回答
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観
光
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
開
発
効
果
の
国
際
比
較
（
太
田
）

（
一
四
四
三
）

マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
た
と
こ
ろ
、

イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
は
ホ
テ
ル
の
人
材
の
キ
ャ

リ
ア
開
発
の
一
環
と
し
て
考
え
て
い
る
と
い
う

回
答
を
得
た
。

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
で
も
、
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ

プ
実
習
時
の
配
属
先
を
み
る
と
、
米
国
で
は
管

理
部
門
に
八
六
％
配
属
し
、
下
級
管
理
者
と
し

て
の
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
能
力

の
適
性
を
み
る
と
同
時
に
、
即
戦
力
養
成
を
推

進
す
る
な
ど
、
キ
ャ
リ
ア
開
発
に
資
す
る
姿
勢

が
表
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
、
日
本
で
は

九
九
％
が
、
単
純
労
働
分
野
で
あ
る
料
理
飲
食

部
門
に
配
属
し
て
い
る
（
表
2
）。

次
に
、
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
生
の
業
務
内
容

の
位
置
づ
け
を
、「
業
務
内
容
の
責
任
度
合
」

か
ら
み
る
と
配
属
の
意
味
が
一
層
明
確
に
な
る

（
図
4
）。
米
国
で
は
、「
社
員
と
同
じ
業
務
」

表－ 2　インターンシップ実習生の配属先（％）　複数回答

日本（Ｎ＝36） 米国（Ｎ＝14）

その他 6 29

管理 15 86

客室 42 43

調理・料飲 99 57

フロント・ベル 64 36

（注）　管理は、企画、営業・情報、総務・広報、人事・経理の合計。

図－ 4　インターンシップ生の業務内容の責任度合（％）　複数回答
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五
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四
号
（
二
〇
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四
年
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月
）

（
一
四
四
四
）

及
び
「
社
員
に
同
行
・
同
席
」
と
い
う
社
員
と
同
等
の
責
務
を
あ
た
え
ら
れ
る
割
合
が
高
い
の
に
対

し
、
わ
が
国
で
は
、
ア
ル
バ
イ
ト
と
同
じ
業
務
、
社
員
の
補
助
業
務
し
か
与
え
ら
れ
て
い
な
い
。
こ

う
し
た
、
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
生
の
業
務
責
任
度
の
差
異
は
、
大
学
観
光
学
部
の
教
育
内
容
を
か
な

り
反
映
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

実
習
に
人
材
開
発
の
一
環
と
し
て
の
位
置
づ
け
を
あ
た
え
て
い
る
か
否
か
の
傍
証
は
、
次
の
事
実

か
ら
も
得
ら
れ
る
。

先
ず
、
実
習
生
受
け
入
れ
理
由
に
つ
い
て
、
米
国
で
は
「
よ
い
人
材
の
採
用
に
有
利
」
が
最
多
の

五
九
％
に
達
し
て
い
る
の
に
対
し
、
わ
が
国
で
は
、
そ
れ
は
二
八
％
に
と
ど
ま
り
、「
社
会
貢
献
」

が
六
九
％
で
最
多
と
な
っ
て
い
る
（
表
3
）。
次
に
、
実
習
生
に
課
す
業
務
内
容
が
、
米
国
で
は
、

「
社
員
と
同
じ
業
務
（
企
画
・
営
業
・
情
報
・
総
務
・
人
事
・
経
理
・
広
報
・
客
室
・
調
理
・
料
飲
・
フ
ロ
ン

ト
・
ベ
ル
な
ど
全
般
）」
が
四
三
％
で
ト
ッ
プ
で
あ
る
の
に
対
し
、
わ
が
国
で
は
一
七
％
に
と
ど
ま
り
、

「
ア
ル
バ
イ
ト
や
パ
ー
ト
と
同
じ
業
務
」
と
い
う
単
純
業
務
（
調
理
・
料
飲
な
ど
）
が
五
八
％
を
占
め

て
い
る
（
図
4
）。
ち
な
み
に
「
実
習
生
に
求
め
る
も
の
」
に
つ
い
て
は
、
米
国
で
は
最
多
が
「
専

門
的
能
力
」
五
三
％
、
次
い
で
、「
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
・
マ
イ
ン
ド
」
四
七
％
で
あ
る
の
に
対
し
、

日
本
は
、「
積
極
性
」
が
最
多
の
八
一
％
、
次
い
で
「
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ナ
ー
（
接
客
適
性
）」
が
五
八
％

と
続
い
て
い
る
。
こ
れ
は
実
習
修
了
者
に
対
す
る
期
待
能
力
の
差
異
を
反
映
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

ホ
テ
ル
実
習
修
了
者
に
は
、
米
国
で
は
専
門
分
野
に
お
け
る
即
戦
力
を
要
求
す
る
の
に
対
し
、
わ
が

表－ 3　インターンシップ実習生の受け入れ理由（％）

日本（Ｎ＝36） 米国（Ｎ＝17）

良い人材の採用に有利 28 59

社会貢献 69 0

社員の活性化 33 18

労働力の確保 14 24

企業名の認知度を高める 8 18

その他 6 18

一
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観
光
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
開
発
効
果
の
国
際
比
較
（
太
田
）

（
一
四
四
五
）

国
で
は
一
般
ビ
ジ
ネ
ス
業
務
へ
の
汎
用
性
の
あ
る
適
応
能
力
を
求
め
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
実
習
修
了
者
に
対
す
る
期
待
能
力
の
差
異
は
、
当
然
に
実
習
期
間

の
差
と
な
っ
て
現
れ
て
く
る
。
専
門
能
力
の
修
得
に
は
長
期
実
習
が
必
要
で
あ
る
し
、

汎
用
的
な
適
応
能
力
で
あ
れ
ば
短
期
で
十
分
と
な
る
。

⑵　

イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
の
効
果

観
光
企
業
の
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
の
効
果
に
つ
い
て
の
見
方
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

ま
ず
、
欧
米
企
業
で
は
「
宿
泊
業
界
へ
の
就
職
に
有
利
」
が
四
一
％
と
最
も
多
く
、

「
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
先
へ
の
就
職
に
有
利
」
が
三
五
％
で
続
い
て
い
る
（
図
5
）。

こ
れ
は
、
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
を
採
用
の
前
提
、
ひ
い
て
は
キ
ャ
リ
ア
開
発
の
一
環

と
し
て
と
ら
え
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

一
方
、
わ
が
国
で
は
、「
ミ
ス
マ
ッ
チ
の
防
止
」、「
進
路
の
明
確
化
」
が
そ
れ
ぞ

れ
六
四
％
で
最
多
で
あ
る
の
に
対
し
、「
就
職
に
有
利
」、「
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
先

へ
の
就
職
に
有
利
」
は
そ
れ
ぞ
れ
一
六
％
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
ら
の
指
標
は
、
観
光

イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
が
、
キ
ャ
リ
ア
ガ
イ
ダ
ン
ス
、
就
業
体
験
と
し
て
と
ら
え
ら
れ

て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

米
国
で
の
調
査
で
は
、
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
経
験
者
は
離
職
率
の
引
き
下
げ
、
す

図－ 5　インターンシップの効果（％）　複数回答
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二
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月
）

（
一
四
四
六
）

な
わ
ち
リ
テ
ン
シ
ョ
ン
率
（
定
着
率
）
の
向
上
に
貢
献
し
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
。
実
習
経
験
者
の
リ
テ
ン

シ
ョ
ン
率
は
、
未
経
験
者
に
比
べ
て
高
く
、
自
社
で
の
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
経
験
者
だ
け
で
な
く
、
他
社
で

の
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
経
験
者
も
定
着
率
が
高
い
と
、
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
表
4
（
8
）

）。
米
国
の
よ
う
に
、
イ

ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
が
い
わ
ば
就
職
の
前
提
に
な
っ
て
い
る
場
合
で
も
、
実
習
経
験
者
の
リ
テ
ン
シ
ョ
ン
率
が

高
い
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
観
光
業
界
で
も
実
習
経
験
者
の
リ
テ
ン
シ
ョ
ン
率
が
高
い
の
で

あ
れ
ば
、
就
職
先
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
開
発
に
有
効
と
な
ろ
う
。

⑶　

観
光
実
習
経
験
者
の
採
用
後
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
お
け
る
顕
著
な
日
米
格
差

観
光
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
生
の
採
用
後
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
は
著
し
い
格
差
が
み
ら
れ
る
。

観
光
実
習
生
の
採
用
後
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
企
業
評
価
が
、「
か
な
り
優
れ
て
い
る
」
と
さ
れ
る
の
は
、

米
国
の
キ
ャ
リ
ア
開
発
型
観
光
実
習
経
験
者
で
五
〇
％
で
あ
る
が
、
わ
が
国
で
は
ゼ
ロ
で
あ
る
（
図
6
）。

こ
れ
は
、
日
米
の
観
光
イ
ン
タ
ー
ン
生
に
求
め
る
能
力
の
差
異
の
反
映
で
も
あ
る
（
後
述
3
│
3
⑶
参
照
）。

観
光
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
生
に
求
め
る
日
米
の
能
力
差
は
、
実
習
生
の
①
実
習
目
的
に
つ
い
て
の
認
識
・
覚

醒
、
②
実
習
効
果
の
認
識
度
合
い
に
よ
る
自
己
効
力
感
の
向
上
度
な
ど
の
差
と
な
り
、
③
以
後
の
人
生
に
お

け
る
キ
ャ
リ
ア
開
発
力
の
格
差
と
な
っ
て
現
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
経

営
力
の
修
得
度
に
お
い
て
、
米
国
の
長
期
観
光
イ
ン
タ
ー
ン
経
験
者
は
わ
が
国
の
キ
ャ
リ
ア
ガ
イ
ダ
ン
ス
型

短
期
観
光
実
習
経
験
者
よ
り
も
格
段
に
高
い
の
で
、
彼
ら
は
就
職
活
動
や
観
光
企
業
に
お
い
て
、「
や
れ
ば

表－ 4　米国における入社 5年後の定着率

自社のインターンシップ経験者 63.5％

他社のインターンシップ経験者 63.8％

インターンシップ未経験者 57.2％

（出所） 　資料：経済産業省・エティック「産学連携によるインターンシップの

あり方に関する調査報告書」平成25年
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太
田
）

（
一
四
四
七
）

で
き
る
」
と
い
う
強
い
自
信
を
有
し
行
動
す
る
よ
う
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る

こ
と
は
、
太
田
（
二
〇
一
二
）
が
既
に
お
お
む
ね
指
摘
し
て
い
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。
そ
れ
が
、
結
局
は
米
国
型
キ
ャ
リ
ア
開
発
型
観
光
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ

プ
の
就
職
後
の
高
い
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
と
な
っ
て
い
る
（
図
6
）。

⑷ 　

キ
ャ
リ
ア
ガ
イ
ダ
ン
ス
型
と
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
目
的
と
す
る
キ
ャ
リ

ア
開
発
型

イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
は
、
就
業
体
験
重
視
の
キ
ャ
リ
ア
ガ
イ
ダ
ン
ス
型
と

キ
ャ
リ
ア
教
育
を
目
的
と
す
る
キ
ャ
リ
ア
開
発
型
に
、
大
き
く
分
類
さ
れ
る
（
9
）

。

わ
れ
わ
れ
の
調
査
に
よ
り
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
、
米
国
の
観
光
イ
ン

タ
ー
ン
シ
ッ
プ
は
キ
ャ
リ
ア
開
発
型
で
あ
る
が
、
国
内
の
観
光
イ
ン
タ
ー
ン

シ
ッ
プ
は
、
就
業
体
験
重
視
型
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
わ
が
国
観
光
産
業
の

就
業
体
験
重
視
型
で
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
業
務
を
経
験
す
る
こ
と
に
よ
り
、

進
路
を
明
確
化
し
、
働
く
意
義
を
意
識
し
、
企
業
業
務
を
部
分
的
に
体
験
す

る
こ
と
を
通
し
て
、
就
職
後
の
適
応
力
を
高
め
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
で
も
、

イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
未
経
験
者
に
く
ら
べ
れ
ば
、
実
習
に
よ
り
情
報
収
集
し

て
進
路
決
定
す
る
の
で
、
リ
テ
ン
シ
ョ
ン
率
は
高
く
な
る
は
ず
で
あ
り
、
間

図－ 6　ホテルインターン生の採用後のパフォーマンス（％）
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接
的
に
生
産
性
向
上
に
貢
献
し
よ
う
。

一
方
、
米
国
の
キ
ャ
リ
ア
開
発
型
は
、
就
職
直
結
度
が
高
く
、

イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
実
習
企
業
に
就
職
し
、
そ
の
生
産
性
向
上

に
即
戦
力
と
し
て
貢
献
す
る
。
加
え
て
就
職
後
も
経
験
者
は
未

経
験
者
比
、
リ
テ
ン
シ
ョ
ン
率
が
高
く
、
他
の
条
件
が
等
し
け

れ
ば
生
産
性
向
上
に
よ
り
寄
与
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
産
業
へ

の
生
産
性
向
上
へ
の
貢
献
度
は
他
の
条
件
を
同
一
と
仮
定
す
れ

ば
、
米
国
型
の
キ
ャ
リ
ア
開
発
型
の
方
が
、
わ
が
国
の
就
業
体

験
型
に
比
べ
生
産
性
向
上
に
資
す
る
と
い
え
る
（
図
6
参
照
）。

⑸ 　

わ
が
国
観
光
産
業
の
雇
用
環
境
と
キ
ャ
リ
ア
開
発
型
イ

ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ

で
は
、
な
ぜ
国
内
観
光
業
界
が
、
短
期
の
就
業
体
験
型
（
ガ

ン
ダ
イ
ン
ス
型
）
を
中
心
に
実
施
し
、
米
欧
で
実
施
さ
れ
て
い

る
長
期
の
キ
ャ
リ
ア
開
発
型
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
を
積
極
的
に

導
入
し
な
い
の
か
。

背
景
に
あ
る
の
は
、
第
一
に
は
新
卒
一
括
採
用
、
定
期
昇
給
、

図－ 7　新卒採用のタイプ別国際比較モデル
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終
身
雇
用
と
い
う
日
本
型
雇
用
環
境
で
あ
る
。

新
卒
一
括
採
用
シ
ス
テ
ム
下
で
の
、
近
年
に
お
け
る
大
学
の
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
化
、
ネ
ッ
ト
社
会
化
の
進
行
に
よ
り
、
多
数
の
エ
ン
ト

リ
ー
シ
ー
ト
か
ら
の
選
抜
採
用
は
、
観
光
企
業
に
も
同
様
の
採
用
シ
ス
テ
ム
を
強
制
す
る
。
仮
に
、
コ
ス
ト
と
時
間
の
か
か
る
イ
ン
タ
ー

ン
シ
ッ
プ
経
験
者
に
し
ぼ
っ
た
場
合
、
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
が
、
企
業
に
お
け
る
指
導
者
や
ス
ー
パ
ー
バ
イ
ザ
ー
不
足
な
ど
か
ら
普
及
し

て
い
な
い
わ
が
国
で
は
、
十
分
な
応
募
者
が
集
ま
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

大
企
業
は
、
厖
大
な
エ
ン
ト
リ
ー
シ
ー
ト
に
よ
る
応
募
者
の
中
か
ら
、
逆
選
択
の
弊
害
を
防
ぎ
優
秀
な
人
材
を
採
用
す
る
た
め
に
、

タ
ー
ゲ
ッ
ト
校
制
度
や
Ｓ
Ｐ
Ｉ
な
ど
に
よ
り
し
ぼ
り
こ
み
、
面
接
で
選
考
す
る
方
法
を
と
る
。
観
光
企
業
も
、
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
の
重

要
性
は
一
部
で
は
理
解
し
て
い
る
も
の
の
、
そ
れ
が
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
一
環
と
し
て
定
着
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
新
卒
一
括
採

用
シ
ス
テ
ム
の
中
で
エ
ン
ト
リ
ー
シ
ー
ト
、
Ｓ
Ｐ
Ｉ
な
ど
筆
記
、
面
接
に
よ
り
、
採
用
す
る
。
そ
れ
は
、
潜
在
力
重
視
、
ブ
ラ
ン
ド
重
視
、

面
接
重
視
の
選
抜
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
逆
選
択
回
避
を
意
図
し
た
「
欠
点
の
少
な
い
学
力
優
秀
な
」
人
材
を
採
用
す
る
方
式
が
、
顕
在

力
重
視
、
実
習
重
視
で
選
抜
し
、
人
材
採
用
を
実
施
す
る
米
国
型
募
集
方
式
に
比
較
し
て
、
効
率
的
と
言
え
る
か
ど
う
か
は
議
論
の
あ
る

と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

観
光
産
業
で
は
、
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
、
お
も
て
な
し
が
実
践
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
顧
客
に
対
し
満
足
を
与
え
ら
れ
る
の
は
、

キ
ャ
リ
ア
開
発
型
長
期
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
実
習
な
ど
に
よ
り
ホ
テ
ル
業
務
を
実
際
に
遂
行
し
た
際
、
高
い
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
発
揮
し

た
人
材
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
実
績
を
評
価
し
て
、
選
抜
・
採
用
す
る
米
国
型
人
材
採
用
方
式
は
、
ホ
テ
ル
経
営

に
と
っ
て
極
め
て
効
率
的
で
あ
り
、
国
際
競
争
上
優
位
に
立
つ
こ
と
に
な
る
契
機
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

第
二
は
、
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
は
わ
が
国
に
輸
入
さ
れ
た
教
育
形
態
で
あ
り
、
文
系
学
部
で
は
、
教
育
機
関
、
企
業
双
方
に
、
キ
ャ
リ

一
九
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ア
開
発
型
と
し
て
定
着
し
な
い
ま
ま
、
多
く
の
場
合
、
形
式
的
な
就
業
体
験
型
と
し
て
と
ど
ま
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
就
業
体
験
型
イ

ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
は
、
就
職
先
の
業
務
内
容
の
認
識
度
向
上
を
通
し
て
、
進
路
の
明
確
化
を
も
た
ら
し
、
リ
テ
ン
シ
ョ
ン
率
の
向
上
、
離

職
率
の
低
下
に
寄
与
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
が
就
職
に
直
結
し
、
キ
ャ
リ
ア
開
発
の
一
環
と
し
て
作
用
す
る
米

国
型
の
段
階
に
至
っ
て
い
な
い
こ
と
を
示
す
。

第
三
に
は
、
㈳
日
本
経
団
連
な
ど
は
、
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
を
、「
選
考
活
動
と
は
一
切
関
係
の
な
い
就
業
体
験
を
伴
う
五
日
間
以
上

の
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
と
定
義
づ
け
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
観
光
企
業
が
採
用
試
験
の
た
め
に
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
を
実
施
す
る

こ
と
は
、
事
実
上
き
わ
め
て
困
難
で
あ
る
（
10
）

。

と
こ
ろ
で
、
厚
生
労
働
省
「
新
規
学
卒
者
の
離
職
状
況
に
関
す
る
資
料
」
に
よ
れ
ば
、
日
本
の
宿
泊
業
、
飲
食
業
サ
ー
ビ
ス
業
に
お
け

る
大
卒
三
年
目
の
離
職
率
は
五
七
％
と
産
業
中
ト
ッ
プ
の
高
さ
で
あ
る
（
11
）

。
こ
れ
は
、
日
本
型
の
新
規
一
括
採
用
シ
ス
テ
ム
が
観
光
産
業

に
、
効
率
的
で
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。

グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
急
速
に
進
行
し
て
い
る
現
在
、
キ
ャ
リ
ア
開
発
型
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
が
、
採
用
時
の
最
重
要
な
考
慮
条
件
と
な
る

よ
う
な
シ
ス
テ
ム
を
観
光
産
業
が
導
入
す
る
こ
と
は
、
国
際
競
争
力
維
持
の
観
点
か
ら
、
喫
緊
の
検
討
課
題
と
な
っ
て
い
る
も
の
と
思
わ

れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
キ
ャ
リ
ア
開
発
型
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
を
採
用
時
の
重
要
な
考
慮
条
件
と
す
る
か
ど
う
か
は
、
わ
が
国
観
光
企

業
の
ポ
リ
シ
ー
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
る
。
ま
た
、
そ
の
さ
い
、
青
田
買
い
に
つ
な
が
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
、
観
光
企
業
の
採
用
開
始
時
期
な

ど
に
歯
止
め
を
か
け
て
お
く
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
。

二
〇



観
光
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
開
発
効
果
の
国
際
比
較
（
太
田
）

（
一
四
五
一
）

3
│
3
．
仮
説
三 　

観
光
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
は
、
総
合
職
志
望
の
文
系
学
生
に
よ
る
一
般
ビ
ジ
ネ
ス
就
業
体
験
に
比
べ
て
、
接
客
現

場
的
な
色
彩
が
濃
い
の
で
、
就
職
後
の
即
戦
能
力
を
身
に
つ
け
る
た
め
に
は
、
長
期
・
必
修
型
実
習
が
必
然
と
さ
れ

る
と
す
る
仮
説
の
検
証

第
三
の
仮
説
は
、
観
光
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
は
、
文
系
学
生
に
よ
る
メ
ー
カ
ー
な
ど
に
お
け
る
一
般
ビ
ジ
ネ
ス
就
業
体
験
型
に
比
べ
て
、

専
門
性
や
現
場
対
応
能
力
が
強
く
要
求
さ
れ
る
の
で
、
必
修
・
か
つ
長
期
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

⑴　

観
光
学
科
の
実
習
重
視
と
そ
の
理
由

わ
が
国
の
観
光
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
と
一
般
ビ
ジ
ネ
ス
体
験
型
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
と
の
差
異
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
と
し
て
は

二
〇
〇
五
年
、
崔
・
金
・
林
の
立
教
大
学
生
を
対
象
と
す
る
「
観
光
専
攻
学
生
の
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
認
識
に
関
す
る
研
究
」
が
ま
ず
あ

げ
ら
れ
る
（
崔
・
金
・
林
、
二
〇
〇
五
（
12
）

）。
同
研
究
で
は
、
観
光
経
営
学
科
や
国
際
観
光
学
科
が
そ
の
他
の
学
科
よ
り
業
界
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト

に
期
待
し
て
い
る
こ
と
、
つ
ま
り
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
へ
の
期
待
が
大
き
い
こ
と
が
判
明
し
た
と
し
て
い
る
。

観
光
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
生
は
、
文
系
学
生
に
よ
る
メ
ー
カ
ー
な
ど
に
よ
る
一
般
ビ
ジ
ネ
ス
体
験
型
に
比
べ
、
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
へ

の
期
待
度
が
高
く
、
基
礎
的
・
専
門
的
知
識
を
修
得
で
き
る
こ
と
が
立
証
さ
れ
て
い
る
（
崔
・
金
・
林
、
二
〇
〇
五
）。

こ
う
し
た
観
光
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
生
が
、
一
般
文
系
学
科
生
に
く
ら
べ
、
現
場
実
習
効
果
の
高
さ
を
期
待
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
観

光
系
学
部
・
学
科
の
実
践
、
就
業
体
験
重
視
に
反
映
さ
れ
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
わ
が
国
で
は
観
光
系
の
学
部
・
学
科
を
有
す
る
各
大
学
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
観
光
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
を
組
み
込
む
ケ
ー

ス
が
多
く
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
、
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
の
観
光
教
育
に
お
け
る
重
要
性
を
あ
る
程
度
認
識
し
て
い
る
結
果
と
い
わ
れ
る
。

二
一
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中
村
（
二
〇
〇
九
）
に
よ
れ
ば
、
国
土
交
通
省
総
合
政
策
局
観
光
企
画
課
（
二
〇
〇
五
）
は
二
〇
〇
三
年
度
ま
で
に
開
設
さ
れ
た
「
観
光
」

の
名
の
付
く
学
部
・
学
科
を
も
つ
一
九
大
学
を
対
象
に
調
査
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
回
答
の
あ
っ
た
一
七
大
学
す
べ
て
で
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ

プ
を
実
施
し
て
お
り
、
実
施
主
体
は
「
観
光
関
連
学
部
・
学
科
が
単
独
で
実
施
」
し
て
い
る
の
が
六
大
学
、「
観
光
関
連
学
科
を
含
む
学

部
」
が
実
施
し
て
い
る
の
が
三
大
学
、「
大
学
全
体
」
で
実
施
が
一
一
大
学
と
い
う
状
況
に
な
っ
て
い
る
（
重
複
含
む
（
13
）

）。

そ
の
う
ち
、
七
大
学
に
お
い
て
は
正
規
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
組
み
込
ま
れ
、
事
前
・
事
後
の
指
導
を
行
っ
て
い
る
（
中
村
、
二
〇
〇
九
）。

観
光
従
事
者
で
あ
る
ホ
テ
ル
の
従
業
員
は
、
エ
ア
ラ
イ
ン
の
Ｃ
Ａ
（
キ
ャ
ビ
ン
ア
テ
ン
ダ
ン
ト
）
や
地
上
接
客
勤
務
者
（
グ
ラ
ウ
ン
ド
ス

タ
ッ
フ
）、
旅
行
業
従
事
者
な
ど
と
共
に
共
通
し
て
高
い
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
能
力
が
要
求
さ
れ
て
い
る
。
観
光
業
務
は
、

ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
能
力
等
の
修
得
と
い
う
、
座
学
で
は
教
え
難
い
専
門
的
教
育
課
題
を
多
く
抱
え
て
い
る
分
野
で
あ
り
、

受
入
れ
企
業
が
、
現
場
で
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
実
習
機
会
を
提
供
す
る
こ
と
で
、
教
育
効
果
を
高
め
ら
れ
る
と
想
定
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
が
、
米
国
で
一
般
メ
ー
カ
ー
等
に
お
け
る
ビ
ジ
ネ
ス
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
が
選
択
科
目
と
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
観
光
系
学
部

で
は
キ
ャ
リ
ア
開
発
型
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
実
習
が
必
修
科
目
と
さ
れ
て
い
る
理
由
で
あ
る
。

⑵　

観
光
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
が
要
請
す
る
キ
ャ
リ
ア
開
発
型
長
期
実
習

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査
な
ど
に
よ
れ
ば
、
米
国
大
学
の
観
光
系
学
部
で
は
、
観
光
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
と
し
て
お
お
む
ね
四
〇
〇
時
間
〜

一
〇
〇
〇
時
間
を
必
修
と
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
ま
さ
に
、
観
光
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
が
、
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
の
知
識
・
技
術
を
修
得

す
る
う
え
で
必
須
事
項
で
あ
り
、
キ
ャ
リ
ア
開
発
の
一
過
程
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
村
田
・
杉
田
・
長
岡
二
〇
一
一
、

太
田
、
二
〇
一
二
（
14
）

）。
ま
た
、
本
研
究
の
研
究
分
担
者
千
葉
（
注
3
③
参
照
）
に
よ
れ
ば
、
ド
イ
ツ
の
ホ
テ
ル
の
実
習
期
間
は
三
〜
六
か
月

二
二



観
光
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
開
発
効
果
の
国
際
比
較
（
太
田
）

（
一
四
五
三
）

で
、
観
光
系
大
学
や
観
光
系
学
部
で
は
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
は
必
修
で
あ
る
。

次
に
、
二
〇
一
二
年
、
二
〇
一
三
年
に
実
施
し
た
日
本
の
ホ
テ
ル
向
け
ア
ン

ケ
ー
ト
調
査
お
よ
び
米
国
の
大
学
観
光
系
学
部
で
の
学
生
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
結

果
か
ら
実
習
期
間
を
考
察
す
る
（
図
1
参
照
）。

わ
が
国
ホ
テ
ル
の
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
期
間
は
一
か
月
未
満
が
五
三
％
、
一

か
月
以
上
が
四
七
％
と
な
っ
て
い
る
。
一
か
月
以
上
が
五
割
近
く
あ
り
、
一
般

ビ
ジ
ネ
ス
就
業
体
験
の
実
習
期
間
に
比
べ
れ
ば
長
期
で
あ
る
。
一
方
、
米
国
の

ホ
テ
ル
の
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
期
間
を
み
る
と
、
実
習
期
間
一
か
月
以
上
三
か

月
が
主
で
、
一
か
月
以
上
の
長
期
は
七
四
％
に
達
し
て
お
り
、
米
国
の
大
学
観

光
系
学
部
の
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
実
習
期
間
が
四
〇
〇
時
間
〜
一
〇
〇
〇
時
間

と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
対
応
し
て
い
る
。
米
国
で
観
光
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
は

長
期
の
キ
ャ
リ
ア
開
発
型
と
な
っ
て
い
る
。

⑶ 　

観
光
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
生
に
求
め
る
能
力
差
が
も
た
ら
す
自
己
効
力

感
・
キ
ャ
リ
ア
開
発
力
格
差

米
国
の
観
光
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
生
に
は
、
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
・
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
経
営
力
、
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
能
力
、
専
門
的
能
力
、
ホ

図－ 8　観光インターンシップ生に求める能力（％）　複数回答

（注）　日本は実習生の実習前の能力、米国は実習生。

二
三
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五
十
巻
第
四
号
（
二
〇
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四
年
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月
）

（
一
四
五
四
）

ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
マ
イ
ン
ド
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
キ
ャ
リ
ア
開
発
型
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
の
実
施
に
要
請
さ
れ
る
能
力
だ
か
ら
で
あ
る

（
図
8
）。

一
方
、
本
邦
で
は
、
積
極
性
が
最
も
重
視
さ
れ
、
次
い
で
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ナ
ー
が
重
視
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
、
米
国
で
大
学
の
観
光
系
学
部
が
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
経
営
能
力
を
重
視
し
て
い
る
の
に
対
し
、
国
内
大
学
の

観
光
系
学
部
が
接
遇
重
視
に
傾
斜
し
て
い
る
こ
と
に
対
応
し
て
い
る
。

⑷　

観
光
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
生
に
求
め
る
能
力
の
差
を
生
む
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
差
異

観
光
業
務
に
は
、
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
と
共
に
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
経
営
能
力
が
要
請
さ
れ
る
こ
と
は
、
図
8
で
見
た

と
こ
ろ
で
あ
る
。
観
光
庁
が
、
講
座
数
全
体
に
占
め
る
経
営
・
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
系
科
目
の
比
率
を
比
較
し
た
と
こ
ろ
、
コ
ー
ネ
ル
大
学

（
必
修
科
目
）
の
場
合
に
は
六
六
・
七
％
に
達
し
て
い
る
の
に
対
し
、
国
内
Ａ
大
学
で
は
一
三
・
七
％
、
国
内
Ｂ
大
学
で
は
二
二
・
三
％
と
に

と
ど
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
（
15
）

。
国
内
大
学
の
接
遇
偏
重
、
料
飲
サ
ー
ビ
ス
学
偏
重
は
、
経
営
感
覚
や
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
・
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト
の
基
礎
を
習
得
で
き
て
い
な
い
人
材
を
供
給
す
る
こ
と
に
な
る
。
国
内
観
光
学
部
の
供
給
す
る
人
材
と
観
光
業
界
の
求
め
る
人
材

の
ミ
ス
マ
ッ
チ
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
進
行
に
よ
り
、
や
が
て
し
だ
い
に
明
瞭
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

4
．
お
わ
り
に

4
│
1
．
研
究
方
法
な
ど
の
課
題

イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
の
キ
ャ
リ
ア
開
発
度
の
判
定
基
準
と
し
て
の
就
職
後
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
実
績
に
つ
い
て
は
、
十
分
な
デ
ー
タ
件

二
四



観
光
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
開
発
効
果
の
国
際
比
較
（
太
田
）

（
一
四
五
五
）

数
が
見
い
だ
せ
な
い
た
め
、
今
後
の
検
討
課
題
と
し
た
い
。
次
に
、
米
国
の
キ
ャ
リ
ア
開
発
型
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
の
生
産
性
向
上
率
が

わ
が
国
就
業
体
験
型
の
そ
れ
に
対
し
て
優
位
に
あ
る
こ
と
の
検
証
も
必
要
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
、
デ
ー
タ
の
入
手
難
と
い
う
問
題
が
あ
る

た
め
、
後
日
に
譲
り
た
い
。
ま
た
、
観
光
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
が
米
国
型
に
接
近
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
が
あ
る

と
思
わ
れ
る
の
で
、
機
会
を
改
め
て
検
討
し
た
い
。

4
│
2
．
観
光
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
を
巡
る
環
境
変
化
の
方
向

イ
ン
バ
ウ
ン
ド
旅
行
者
の
急
増
、
外
資
系
巨
大
ホ
テ
ル
チ
ェ
ー
ン
の
急
テ
ン
ポ
で
の
本
邦
進
出
と
い
う
急
激
な
グ
ロ
ー
バ
ル
化
な
ど
わ

が
国
観
光
業
界
を
巡
る
環
境
変
化
は
、
大
学
の
観
光
系
学
部
、
観
光
企
業
に
お
け
る
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
の
意
識
を
、
欧
米
型
へ
と
シ
フ

ト
さ
せ
る
よ
う
に
作
用
し
よ
う
。

実
際
、
わ
が
国
の
ホ
テ
ル
の
二
八
％
は
、
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
実
習
生
を
受
け
入
れ
る
理
由
（
複
数
回
答
可
）
に
、「
良
い
人
材
の
採
用

に
有
利
」
を
あ
げ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
米
国
の
五
九
％
に
は
遠
く
及
ば
な
い
も
の
の
、
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
を
良
質
な
人
材
採
用
の
手
段

と
す
る
考
え
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。
そ
れ
は
、
国
内
観
光
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
を
キ
ャ
リ
ア
開
発
型
に
誘
導
す
る
よ
う
に
作
用
し
よ
う
。

4
│
3
．
現
在
の
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
の
課
題

観
光
企
業
か
ら
見
た
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
の
課
題
に
つ
い
て
は
、
ホ
テ
ル
向
け
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
（
二
〇
一
二
年
、
二
〇
一
三
年
）
に
お

い
て
記
述
式
回
答
を
得
た
。
そ
れ
を
次
に
述
べ
る
。

二
五



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
一
四
五
六
）

⑴　

観
光
企
業
に
と
っ
て
の
課
題
と
対
応
策

観
光
企
業
に
と
っ
て
の
課
題
と
し
て
、
我
が
国
ホ
テ
ル
の
記
述
回
答
の
合
計
件
数

二
二
件
中
一
五
件
が
、「
従
業
員
不
足
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
実
習
指
導
者
の
不
足
で

あ
り
、
そ
れ
が
企
業
側
に
と
っ
て
最
大
の
負
担
と
な
っ
て
い
る
」
こ
と
を
あ
げ
て
い

る
。
こ
の
課
題
に
つ
い
て
は
、
企
業
は
、
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
を
人
材
発
掘
、
人
材

育
成
、
さ
ら
に
は
キ
ャ
リ
ア
開
発
の
一
環
と
位
置
づ
け
推
進
す
る
こ
と
に
よ
り
、
長

期
的
な
生
産
性
上
昇
、
コ
ス
ト
ダ
ウ
ン
を
も
た
ら
す
要
因
に
な
り
う
る
こ
と
を
前
提

と
し
て
取
り
組
む
よ
う
提
案
し
た
い
。

ま
た
、「
三
か
月
以
上
と
い
う
長
期
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
に
合
致
し
な
い
場
合
、

学
生
、
企
業
に
と
っ
て
の
メ
リ
ッ
ト
が
な
い
」
こ
と
を
指
摘
す
る
記
述
が
四
件
あ
っ

た
。
結
局
、
長
期
実
習
は
、
実
習
生
を
企
業
の
人
材
育
成
、
キ
ャ
リ
ア
開
発
の
一
環

と
し
て
実
習
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
充
実
を
図
り
、
実
習
生
の
採
用
率
を
あ
げ
る
取
り
組
み

を
可
能
に
し
、
企
業
、
学
生
、
大
学
が
そ
れ
ぞ
れ
メ
リ
ッ
ト
を
得
ら
れ
る
基
本
的
条

件
で
あ
る
こ
と
を
企
業
は
認
識
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

⑵　

観
光
業
界
の
要
望
す
る
大
学
教
育
の
課
題

わ
が
国
観
光
業
界
が
観
光
系
学
部
に
要
請
す
る
大
学
教
育
の
課
題
と
し
て
あ
げ
る

図－ 9　ホテルにおいて実習経験者を優先採用する理由（％）　複数回答

二
六



観
光
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
開
発
効
果
の
国
際
比
較
（
太
田
）

（
一
四
五
七
）

の
は
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
に
よ
れ
ば
、「
語
学
力
（
英
語
）」
が
三
割
強
と
最
も
多
く
、
次
い
で
、「
社
会
人
基
礎
力
」
が
三
割
程
度
あ
げ

ら
れ
て
い
る
。
国
際
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
の
向
上
と
就
業
力
の
向
上
を
大
学
に
強
く
要
請
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
大
学
観

光
学
部
が
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
を
向
上
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
り
、
大
学
も
英
語
教
育
の
充
実
、
海
外
イ
ン
タ
ー

ン
へ
の
積
極
的
取
組
み
な
ど
の
対
応
を
急
い
で
い
る
。

ま
た
、
そ
れ
は
、
観
光
企
業
の
実
習
重
視
に
よ
る
生
産
性
向
上
を
促
進
す
る
た
め
、
大
学
教
育
に
長
期
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
実
習
の
必

修
化
な
ど
エ
ン
プ
ロ
イ
ア
ビ
リ
テ
ィ
向
上
の
た
め
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
整
備
が
問
わ
れ
て
い
る
と
受
け
止
め
る
動
き
と
な
っ
て
い
る
。
実
際

に
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
の
担
当
教
職
員
の
意
識
は
、
長
期
志
向
、
さ
ら
に
海
外
志
向
へ
と
近
年
、
明
確
に
傾
斜
し
て
き
て
い
る
。
し
か
し
、

そ
れ
は
、
な
お
、
イ
ン
タ
ー
ン
推
進
の
た
め
の
ス
ー
パ
ー
バ
イ
ザ
ー
制
の
未
整
備
な
ど
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
支
援
シ
ス
テ
ム
が
キ
ャ
リ
ア

教
育
の
一
貫
と
し
て
有
機
的
に
機
能
し
て
い
な
い
こ
と
な
ど
か
ら
遅
々
と
し
た
歩
み
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
わ
が
国
で
は
ほ
と
ん
ど
の
場

合
、
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
は
、
一
部
の
担
当
教
員
に
任
せ
て
し
ま
う
た
め
、
学
部
学
科
内
の
実
習
の
位
置
づ
け
や
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
の
関

連
も
あ
い
ま
い
に
な
っ
て
い
る
。
一
方
、
米
国
の
セ
ン
ト
ラ
ル
フ
ロ
リ
ダ
大
学
、
ハ
ワ
イ
大
学
、
ネ
バ
ダ
大
学
な
ど
い
ず
れ
も
ス
タ
ッ
フ

中
心
の
強
力
な
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
担
当
の
ス
ー
パ
ー
バ
イ
ザ
ー
や
ス
ー
パ
ー
バ
イ
ザ
ー
・
チ
ー
ム
を
擁
す
る
。
ス
ー
パ
ー
バ
イ
ザ
ー
が

学
部
の
意
向
を
踏
ま
え
て
、
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
先
の
斡
旋
・
仲
介
、
実
習
前
の
事
前
教
育
、
実
習
中
の
学
内
ネ
ッ
ト
に
よ
る
管
理
な
ど

を
組
織
的
に
実
践
し
て
い
る
。
ス
ー
パ
ー
バ
イ
ザ
ー
は
、
ス
タ
ッ
フ
で
あ
り
、
実
習
に
つ
い
て
、
一
部
の
実
習
担
当
教
員
に
依
存
す
る
場

合
も
あ
る
が
多
く
は
、
独
自
に
計
画
し
実
践
し
て
い
る
。

米
国
の
大
学
卒
は
、
観
光
企
業
（
ホ
テ
ル
）
で
は
、
す
ぐ
に
ノ
ル
マ
を
与
え
ら
れ
、
こ
れ
を
処
理
す
る
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
・
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
能
力
を
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
期
間
中
、
な
ら
び
に
卒
業
ま
で
に
修
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
奥
谷
、
二
〇
一
三
（
16
）

）。
そ
れ
は
、
イ
ン

二
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四
年
三
月
）

（
一
四
五
八
）

タ
ー
ン
シ
ッ
プ
が
座
学
の
経
営
学
や
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
能
力
と
と
も
に
、
接
客
現
場
能
力
を
習
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
機
会
で
あ
る
こ

と
を
意
味
す
る
。
そ
こ
で
は
キ
ャ
リ
ア
セ
ン
タ
ー
に
所
属
す
る
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
の
ス
ー
パ
ー
バ
イ
ザ
ー
が
、
主
導
的
に
イ
ン
タ
ー
ン

シ
ッ
プ
を
展
開
し
て
い
る
。

4
│
4 

．
観
光
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
の
モ
デ
ル
構
築
に
関
す
る
提
案
│
米
国
型
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
ス
ー
パ
ー
バ
イ
ザ
ー
制
度
導
入
に

よ
る
キ
ャ
リ
ア
開
発
型
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ

以
上
を
総
括
し
次
の
よ
う
に
提
案
す
る
。

ホ
テ
ル
な
ど
観
光
企
業
の
施
設
の
近
代
化
・
設
備
投
資
拡
大
競
争
と
い
う
グ
ロ
ー
バ
ル
化
は
、
当
然
に
人
材
育
成
を
ふ
く
め
た
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
を
要
請
す
る
。
そ
れ
は
、
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
お
け
る
米
欧
型
へ
の
接
近
で
あ
り
、
米
欧
型
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ

制
度
へ
の
緩
や
か
な
シ
フ
ト
で
あ
る
。

観
光
イ
ン
タ
ー
ン
生
の
採
用
後
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
比
較
し
て
み
る
と
、
前
述
の
通
り
、
米
国
で
は
「
か
な
り
す
ぐ
れ
て
い
る
」
が

五
〇
％
に
も
達
し
て
い
る
の
に
、
わ
が
国
で
は
ゼ
ロ
と
な
っ
て
い
る
（
図
6
参
照
）。
こ
れ
は
、
米
国
の
①
大
学
観
光
系
学
部
の
キ
ャ
リ
ア

開
発
型
教
育
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
が
成
果
を
あ
げ
て
い
る
こ
と
と
、
②
観
光
企
業
が
実
習
重
視
の
採
用
を
行
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
わ
が
国
観

光
企
業
や
観
光
系
学
部
が
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
を
あ
ま
り
評
価
し
て
い
な
い
結
果
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。

し
か
し
、
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
経
営
、
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
観
光
学
部
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
で
習
得
し
、
長
期
の
キ
ャ
リ

ア
開
発
型
イ
ン
タ
ー
ン
で
磨
き
上
げ
ら
れ
た
卒
業
生
が
、
他
の
条
件
を
同
一
と
す
れ
ば
、
高
い
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
示
す
の
は
当
然
と
い

え
よ
う
。
そ
の
結
果
は
、
観
光
企
業
の
付
加
価
値
生
産
性
の
格
差
を
通
し
て
、
国
際
競
争
力
の
格
差
に
現
れ
て
く
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

二
八



観
光
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
開
発
効
果
の
国
際
比
較
（
太
田
）

（
一
四
五
九
）

外
資
系
ホ
テ
ル
の
対
日
投
資
増
加
、
競
争
力
確
保
の
観
点
か
ら
促
進
さ
れ
る
ホ
テ
ル
業
界
に
お
け
る
転
職
な
ど
に
よ
り
、
観
光
業
界
の

雇
用
は
、
急
速
に
流
動
化
す
る
方
向
に
あ
る
。
本
邦
観
光
企
業
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
大
潮
流
の
中
で
、
潜
在
能
力
重
視
、
ブ
ラ
ン
ド
重

視
の
現
行
採
用
方
式
に
、
即
戦
力
重
視
、
長
期
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
重
視
の
米
国
型
採
用
方
式
な
ど
を
採
り
こ
ん
だ
人
材
育
成
シ
ス
テ
ム

へ
の
変
貌
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

以
上
か
ら
、
わ
が
国
観
光
企
業
・
観
光
系
学
科
は
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
対
応
し
、
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
能
力
向
上
、
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
観
光
産

業
の
競
争
力
強
化
の
た
め
、
観
光
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
の
一
層
の
質
的
向
上
を
図
る
こ
と
を
要
請
さ
れ
る
と
言
え
よ
う
。
こ
れ
に
対
応
す

る
た
め
、
観
光
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
開
発
教
育
の
一
環
と
し
て
、
観
光
分
野
の
即
戦
力
養
成
の
一
翼
を
担
い
う
る
よ
う
な
長
期
観
光
イ
ン

タ
ー
ン
シ
ッ
プ
と
海
外
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
を
必
修
と
し
て
組
込
ん
だ
キ
ャ
リ
ア
開
発
型
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
導
入
を
提
案
す
る
。
そ
の
狙

い
は
グ
ロ
ー
バ
ル
、
専
門
職
、
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
重
視
の
長
期
実
習
で
あ
り
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
上
は
、
一
年
次
に
一
〜
三
日
程
度
の
観
光
企

業
で
の
必
修
・
短
期
の
職
場
体
験
を
必
修
と
し
、
二
年
〜
三
年
次
に
四
週
間
以
上
の
キ
ャ
リ
ア
開
発
型
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
を
内
外
で
必

修
科
目
と
し
て
実
施
、
二
〜
四
年
次
に
二
週
間
以
上
の
キ
ャ
リ
ア
開
発
型
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
を
内
外
で
選
択
科
目
と
し
て
実
施
す
る
構

成
で
あ
る
。
ま
た
、
原
（
二
〇
〇
八
）
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
大
学
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
で
は
、
ホ
テ
ル
の
人
事
管
理
・
会
計
／
財
務
管

理
・
マ
ー
ケ
テ
イ
ン
グ
、
Ｉ
Ｔ
な
ど
に
強
い
人
材
を
育
成
す
る
体
系
に
す
る
こ
と
で
あ
る
（
17
）

。

こ
れ
を
実
施
推
進
す
る
に
は
、
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
専
門
家
に
よ
る
米
国
型
の
強
力
な
ス
ー
パ
ー
バ
イ
ザ
ー
制
度
を
導
入
定
着
さ
せ
る

こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
専
門
型
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
作
成
し
、
長
期
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
・
海
外
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
を
観
光
企
業
と
協
働

開
発
、
調
整
、
推
進
し
、
も
っ
て
大
学
と
企
業
の
キ
ャ
リ
ア
開
発
型
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
の
遂
行
能
力
を
高
め
、
日
本
観
光
企
業
の
人
材

開
発
、
生
産
性
向
上
に
資
す
る
制
度
を
創
設
、
推
進
す
る
に
は
ス
ー
パ
ー
バ
イ
ザ
ー
の
制
度
化
が
必
要
不
可
欠
だ
か
ら
で
あ
る
。

二
九
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十
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第
四
号
（
二
〇
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四
年
三
月
）

（
一
四
六
〇
）

大
学
観
光
系
学
部
が
主
体
的
に
キ
ャ
リ
ア
開
発
型
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
を
開
発
し
、
企
業
の
賛
同
を
得
て
長
期
・
推
進
す
る
こ
と
が
、

観
光
企
業
へ
の
有
能
な
人
材
投
入
と
な
り
、
国
内
観
光
業
の
振
興
に
貢
献
す
る
こ
と
に
な
る
。
強
力
な
米
国
型
イ
ン
タ
ー
ン
・
ス
ー
パ
ー

バ
イ
ザ
ー
制
度
導
入
に
よ
る
キ
ャ
リ
ア
開
発
型
米
国
型
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
へ
の
転
換
は
、
観
光
企
業
へ
の
支
援
と
な
り
、
観
光
志
望
人

材
の
キ
ャ
リ
ア
開
発
を
促
進
し
、
そ
れ
は
、
教
育
機
関
へ
の
評
価
に
還
元
さ
れ
よ
う
。
ま
た
、
学
生
に
は
長
期
・
海
外
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ

プ
を
実
施
す
る
場
合
に
は
、
旅
費
な
ど
の
一
部
の
必
要
経
費
に
つ
い
て
資
金
の
融
資
や
助
成
、
海
外
イ
ン
タ
ー
ン
の
壁
と
な
っ
て
い
る
ビ

ザ
取
得
な
ど
の
支
援
機
関
の
設
置
も
図
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
教
育
機
関
側
、
企
業
双
方
が
、
観
光
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
へ
の

認
識
に
つ
い
て
転
換
し
、
そ
れ
を
具
現
化
す
る
指
導
体
制
強
化
を
実
行
で
き
る
か
ど
う
か
に
か
か
っ
て
い
る
。

【
謝
辞
】

本
研
究
は
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費
課
題
番
号23531021

の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
す
。

【
注
】

（
1
） 

プ
ラ
イ
ス
ウ
ォ
ー
タ
ー
ハ
ウ
ス
ク
ー
パ
ー
ス
Ｈ
Ｒ
Ｓ
株
式
会
社
に
よ
れ
ば
「
キ
ャ
リ
ア
開
発
（career developm

ent

）
と
は
、
個
人
が
主
体

的
に
自
身
の
キ
ャ
リ
ア
を
捉
え
、
ス
キ
ル
と
知
識
を
習
得
し
、
仕
事
を
通
じ
て
成
長
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
日
本
社
会
に
お
い
て
は
、

キ
ャ
リ
ア
は
会
社
主
導
で
作
ら
れ
た
が
、
今
後
は
個
人
が
自
ら
の
キ
ャ
リ
ア
に
責
任
を
持
つ
こ
と
が
大
切
に
な
っ
て
く
る
。
二
〇
世
紀
に
お
い
て
、

日
本
企
業
で
は
終
身
雇
用
制
の
も
と
、
従
業
員
は
ひ
と
つ
の
会
社
で
一
生
の
キ
ャ
リ
ア
を
終
え
る
の
が
当
た
り
前
と
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
昨
今
の

経
済
情
勢
の
変
化
に
よ
り
、
個
人
の
キ
ャ
リ
ア
に
対
す
る
意
識
も
大
き
く
変
化
し
、
個
人
が
自
分
自
身
で
キ
ャ
リ
ア
に
責
任
を
持
ち
、
キ
ャ
リ
ア
を

積
み
上
げ
て
い
く
こ
と
が
必
要
と
な
っ
て
き
た
。
そ
こ
で
登
場
し
た
の
が
キ
ャ
リ
ア
開
発
と
い
う
概
念
で
あ
る
。」
出
所
：exB

uzzw
ords, http://

三
〇



観
光
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
開
発
効
果
の
国
際
比
較
（
太
田
）

（
一
四
六
一
）

w
w
w
.exbuzzw

ords.com
/static/keyw

ord_3420.htm
l

、
二
〇
一
三
年
一
一
月
五
日
。

な
お
、
筆
者
は
、
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
の
キ
ャ
リ
ア
開
発
度
を
判
定
す
る
基
準
と
し
て
、
定
性
的
に
判
断
し
た
そ
の
自
己
実
現
へ
の
貢
献
度
を
使

用
し
た
。
ま
た
、「
キ
ャ
リ
ア
形
成
効
果
」
を
「
キ
ャ
リ
ア
開
発
効
果
」
と
同
義
と
し
て
使
用
し
て
い
る
。

（
2
） 
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費
課
題
番
号23531021

、「
観
光
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
が
キ
ャ
リ
ア
形
成
に
及
ぼ
す
効
果
」、
本
研
究
は
、
研
究
代
表
者
：
太
田

和
男
（
武
蔵
野
学
院
大
学
）、
研
究
分
担
者
：
那
須
幸
雄
（
文
教
大
学
）、
研
究
分
担
者
：
千
葉
隆
一
（
文
京
学
院
大
学
）、
研
究
分
担
者
：
渡
辺
昇

（
武
蔵
野
学
院
大
学
）
の
共
同
研
究
に
よ
り
実
施
さ
れ
た
も
の
で
、
研
究
期
間
は
平
成
二
三
年
度
〜
二
五
年
度
（
二
〇
一
一
年
度
〜
二
〇
一
三
年
度
）。

（
3
） 

①
太
田
和
男
、
那
須
幸
雄
は
、
二
〇
一
一
年
八
月
、
セ
ン
ト
ラ
ル
・
フ
ロ
リ
ダ
大
学
、
コ
ー
ネ
ル
大
学
、
ヒ
ュ
ー
ス
ト
ン
大
学
、
二
〇
一
二
年

八
月
ハ
ワ
イ
大
学
、
二
〇
一
三
年
ネ
バ
ダ
大
学
の
各
観
光
系
学
部
を
訪
問
、
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
担
当
教
職
員
、
学
生
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
た
。
千

葉
隆
一
は
二
〇
一
三
年
九
月
に
英
国
・
ド
イ
ツ
の
ホ
テ
ル
な
ど
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
た
。（
ち
な
み
に
、
米
国
に
お
け
る
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
訪
問
大
学

の
詳
細
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
①U

niversity of C
entral F

lorida, R
osen C

ollege of H
ospitality M

anagem
ent.

②C
ornell U

niversity, 

S
chool of H

otel A
dm
inistration.

③U
niversity of H

ouston, C
onrad N

. H
ilton C

ollege of H
otel and R

estaurant M
anagem

ent.

④

U
niversity of H

aw
aii M

anoa, S
chool of T

ravel Indsutry M
anagem

ent.

⑤U
niversity of N

evada, L
as V

egas, W
illiam

 F
. H
arrah 

C
ollege of H

otel A
dm
inistration.

ま
た
、
米
国
に
お
け
る
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
訪
問
先
の
ホ
テ
ル
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
①T

he C
osm
opolitan of L

as V
egas.

②D
ouble T

ree by 

H
ilton.

③H
ilton A

naheim
.

）

②
太
田
和
男
、
那
須
幸
雄
は
、
二
〇
一
二
年
四
月
、
二
〇
一
三
年
二
月
、
日
本
の
ホ
テ
ル
三
〇
五
件
、
米
国
ホ
テ
ル
二
七
七
件
に
対
し
て
、
イ
ン

タ
ー
ン
シ
ッ
プ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
し
た
。
回
答
は
日
本
四
九
件
、
米
国
二
〇
件
で
あ
っ
た
。

③
千
葉
隆
一
は
、
二
〇
一
二
〜
二
〇
一
三
年
に
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
ド
イ
ツ
の
①B

est S
abel H

ochschule B
erlin

私
立
を
含
む
五
大
学
、

A
dron B

erlin

を
含
む
一
〇
ホ
テ
ル
、
英
国
の
二
ホ
テ
ル
、
英
独
の
二
航
空
会
社
、
英
独
の
三
旅
行
社
に
実
施
し
た
。

（
4
） 

①
太
田
和
男
（
二
〇
一
二
）「
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
と
キ
ャ
リ
ア
教
育
│
観
光
・
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
課
程
に
お
け
る
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
は
必

要
か
│
」、
帝
京
平
成
大
学
紀
要
第
二
三
巻
第
二
号
、
帝
京
平
成
大
学
、
四
四
五
│
四
五
四
頁
。

三
一



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
一
四
六
二
）

②
太
田
和
男
（
二
〇
一
三
）「
観
光
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
と
就
職
」、
帝
京
平
成
大
学
紀
要
第
二
四
巻
第
二
号
、
帝
京
平
成
大
学
、
三
三
五
│

三
四
五
頁
。

（
5
） 
太
田
和
男
・
千
葉
隆
一
・
那
須
幸
雄
（
二
〇
一
三
）「
経
営
サ
イ
ド
か
ら
み
た
観
光
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
発
展
の
た
め
の
課
題
と
キ
ャ
リ
ア
開

発
」、
日
本
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
学
会
第
一
四
回
大
会
、
北
海
道
武
蔵
女
子
短
期
大
学
。

（
6
） 

奥
谷
啓
介
（
二
〇
一
三
）「
奥
谷
啓
介
オ
フ
ィ
シ
ャ
ル
サ
イ
ト
」
の
「
私
が
見
た
ア
メ
リ
カ
の
ホ
テ
ル
」
第
三
一
回
『
ア
メ
リ
カ
の
ホ
テ
ル
に

見
る
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
の
雇
用
形
態
』
で
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
ア
メ
リ
カ
の
学
生
の
多
く
は
一
五
歳
く
ら
い
で
、
将
来
の
道
を
決
め
る
。

そ
し
て
、
そ
の
道
に
入
る
た
め
の
大
学
を
選
ん
で
入
学
す
る
。
ホ
テ
ル
マ
ン
に
な
り
た
け
れ
ば
、
ホ
テ
ル
学
科
に
入
っ
て
勉
強
を
す
る
。
だ
か
ら
、

日
本
の
大
学
と
違
い
、
ア
メ
リ
カ
の
大
学
は
専
門
学
科
が
多
い
。
技
能
者
を
育
成
す
る
の
が
ア
メ
リ
カ
の
大
学
の
役
割
と
い
え
る
。」http://

applew
orld.com

/gal/concierge/hotel_in_usa/1176061_245078.htm
l

、
二
〇
一
三
年
一
一
月
四
日
。

（
7
） 

平
岡
祥
孝
（
二
〇
一
二
）「
北
海
道
ホ
テ
ル
業
界
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
事
業
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
」、
開
発
こ
う
ほ
う
八
六
、
北
海
開
発
協
会
、

二
九
│
三
三
頁
。

（
8
） 

経
済
産
業
省
・
特
定
非
営
利
活
動
法
人
エ
テ
ィ
ッ
ク
・
平
成
二
四
年
度
産
業
経
済
研
究
委
託
事
業
、「
産
学
連
携
に
よ
る
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ

の
あ
り
方
に
関
る
報
告
書
」
平
成
二
五
年
。http://w

w
w
.m
eti.go.jp/policy/kisoryoku/houkokusyo_H

24F
Y
_internship.pdf

、
二
〇
一
三

年
一
一
月
四
日
。

（
9
） 

経
済
産
業
省
・
特
定
非
営
利
法
人
エ
テ
ィ
ッ
ク
、「
産
学
連
携
に
よ
る
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
の
あ
り
方
に
関
る
報
告
書
」
平
成
二
五
年
三
月
。

（
10
） 

㈳
日
本
経
済
団
体
連
合
会
「
新
卒
者
の
採
用
選
考
活
動
の
在
り
方
に
つ
い
て
」
二
〇
一
一
年
一
月
一
二
日
は
、
我
が
国
の
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ

に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
わ
が
国
で
行
わ
れ
る
べ
き
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
は
、
本
来
、
学
生
の
職
業
観
涵
養
を
目
的
と
し
た
就
業
体

験
の
機
会
の
提
供
で
あ
り
、
採
用
選
考
活
動
と
は
全
く
関
係
な
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
最
近
で
は
、
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
と
称
し
て
は
い
る
も
の

の
、
実
質
的
に
広
報
活
動
と
し
て
の
企
業
セ
ミ
ナ
ー
と
大
差
な
い
も
の
が
行
わ
れ
て
い
る
実
態
が
あ
る
ほ
か
、
学
生
側
と
し
て
も
「
参
加
す
る
と
選

考
上
有
利
に
な
る
」、「
参
加
し
な
い
と
差
を
つ
け
ら
れ
る
」
と
い
っ
た
考
え
方
が
強
ま
る
傾
向
に
あ
り
、
こ
う
し
た
現
状
を
踏
ま
え
る
と
、
早
期
化

是
正
の
対
応
に
あ
た
っ
て
は
、
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
も
併
せ
て
検
討
し
、
対
応
を
図
る
必
要
が
あ
る
。

三
二



観
光
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
開
発
効
果
の
国
際
比
較
（
太
田
）

（
一
四
六
三
）

そ
こ
で
、【
一
二
月
一
日
】
よ
り
前
に
実
施
す
る
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
は
、
採
用
選
考
活
動
と
は
一
切
関
係
の
な
い
活
動
で
あ
る
と
し
て
整
理
す

る
方
向
で
引
き
続
き
検
討
し
、
な
る
べ
く
早
期
に
結
論
を
得
て
い
く
。」

さ
ら
に
、
㈳
日
本
経
済
団
体
連
合
会
「
採
用
選
考
に
関
す
る
企
業
の
倫
理
憲
章
」
二
〇
一
一
年
三
月
一
五
日
改
定
は
次
の
よ
う
に
記
述
し
て
い
る
。

「
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
は
、
産
学
連
携
に
よ
る
人
材
育
成
の
観
点
か
ら
、
学
生
の
就
業
体
験
の
機
会
を
提
供
す
る
た
め
に
実
施
す
る
も
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
そ
の
実
施
に
あ
た
っ
て
は
、
採
用
選
考
活
動
（
広
報
活
動
・
選
考
活
動
）
と
は
一
切
関
係
な
い
こ
と
を
明
確
に
し
て
行
う
こ
と
と
す

る
。」http://w

w
w
.keidanren.or.jp/japanese/policy/2011/015.pdf

。

（
11
） 

厚
生
労
働
省
「
新
規
学
卒
者
の
離
職
状
況
に
関
す
る
資
料
」
二
〇
一
三
年
。

（
12
） 

崔
圭

・
金
宜
根
・
林
相
澤
（
二
〇
〇
五
）「
観
光
専
攻
学
生
の
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
認
識
に
関
す
る
研
究
」、
立
教
観
光
学
研
究
紀
要
第
七
号
、

立
教
大
学
、
五
│
一
三
頁
。

（
13
） 

中
村
哲
（
二
〇
〇
九
）「
観
光
・
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
関
連
の
短
期
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
の
現
状
と
課
題
」『
経
済
文
化
研
究
所
紀
要
』、
千
葉
：

敬
愛
大
学
経
済
文
化
研
究
所
、
一
四
一
│
一
六
八
頁
。

（
14
） 

村
田
弘
美
・
杉
田
万
起
・
長
岡
久
美
子
（
二
〇
一
一
）「
海
外
に
お
け
る
長
期
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
制
度
│
米
国
・
英
国
の
取
り
組
み
│
」、

W
orka R

eview
 V
ol.6

、
リ
ク
ル
ー
ト
ワ
ー
ク
ス
研
究
所
、
一
七
八
│
一
八
一
頁
。

（
15
） 

観
光
庁　

観
光
系
人
材
育
成
の
た
め
の
産
学
官
連
携
会
議
「
観
光
系
大
学
の
現
状
と
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
関
す
る
検
討
会
」
二
〇
一
〇
年
。

（
16
） 

奥
谷
啓
介
（
二
〇
一
三
）「
奥
谷
啓
介
オ
フ
ィ
シ
ャ
ル
サ
イ
ト
」http://applew

orld.com
/gal/concierge/hotel_in_usa/1176061_245078.

htm
l

、
二
〇
一
三
年
一
一
月
四
日
。

（
17
） 

原
忠
之
（
二
〇
〇
八
）「
わ
が
国
に
お
け
る
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
制
度
の
方
向
性
検
討
へ
の
議
論
」、
月
刊
ホ
テ
ル
旅
館
四
五
（
三
）（
通
号

五
三
九
）、
柴
田
書
店
、
七
二
│
七
六
頁
。

三
三





イ
タ
リ
ア
憲
法
に
お
け
る
人
権
保
障
と
欧
州
人
権
条
約
（
庄
司
・
東
）

（
一
四
六
五
）

イ
タ
リ
ア
憲
法
に
お
け
る
人
権
保
障
と
欧
州
人
権
条
約

庄　
　

司　
　

克　
　

宏

東　
　
　
　
　

史　
　

彦

は
じ
め
に

本
稿
で
は
、
イ
タ
リ
ア
憲
法
に
お
け
る
人
権
保
障
と
欧
州
人
権
条
約
の
関
係
を
考
察
す
る
。

ま
ず
前
提
と
し
て
、
イ
タ
リ
ア
は
、
イ
タ
リ
ア
憲
法
第
一
一
条

（
1
）

に
よ
り
、
諸
国
間
の
平
和
と
正
義
を
確
保
す
る
制
度
に
必
要
な
主
権
の

制
限
に
同
意
す
る
と
し
、
よ
っ
て
イ
タ
リ
ア
で
は
、
同
第
一
一
条
、
お
よ
び
、
条
約
の
法
律
に
よ
る
批
准
承
認
を
規
定
し
た
イ
タ
リ
ア
憲

法
第
八
〇
条

（
2
）

に
も
と
づ
き
、
主
権
を
制
限
す
る
条
約
の
通
常
法
律
に
よ
る
批
准
承
認
、
な
い
し
施
行
命
令
が
認
め
ら
れ
て
い
る

（
3
）

。
そ
の
よ

う
な
具
体
例
と
し
て
今
の
と
こ
ろ
唯
一
挙
げ
ら
れ
る
の
は
Ｅ
Ｕ
基
本
条
約
の
み
で
あ
る
。

＊

三
五



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
一
四
六
六
）

Ｅ
Ｕ
基
本
条
約
は
、
イ
タ
リ
ア
憲
法
第
八
〇
条
に
し
た
が
い
批
准
承
認
お
よ
び
施
行
命
令
さ
れ
て
い
る
が

（
4
）

、
こ
の
Ｅ
Ｕ
基
本
条
約
に
も

と
づ
く
Ｅ
Ｕ
法
は
、
直
接
適
用
可
能
で
あ
り
、
Ｅ
Ｕ
派
生
法
な
い
し
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
の
判
決
を
含
め
て
、
イ
タ
リ
ア
憲
法
第
一
一
条
を

根
拠
と
し
て
、
イ
タ
リ
ア
憲
法
の
基
本
原
則
お
よ
び
不
可
侵
の
人
権
に
反
し
な
い
限
り
、
イ
タ
リ
ア
法
に
対
し
優
越
す
る
。
そ
の
た
め
、

第
一
に
、
国
内
裁
判
所
は
国
内
法
が
Ｅ
Ｕ
法
と
抵
触
せ
ず
適
合
す
る
よ
う
に
解
釈
適
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
適
合
解
釈
）。
第
二
に
、

適
合
解
釈
が
不
可
能
な
場
合
に
は
国
内
裁
判
所
（
お
よ
び
行
政
機
関
等
）
は
Ｅ
Ｕ
法
に
抵
触
す
る
国
内
法
を
適
用
排
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
第
三
に
、
Ｅ
Ｕ
法
が
国
内
法
秩
序
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
権
利
を
私
人
に
付
与
す
る
場
合
、
直
接
効
果
を
生
ず
る
。
第
四
に
、
加
盟

国
が
Ｅ
Ｕ
法
に
違
反
し
た
結
果
と
し
て
損
害
が
発
生
し
た
場
合
、
Ｅ
Ｕ
法
上
の
損
害
賠
償
責
任
が
発
生
す
る

（
5
）

。
こ
の
よ
う
に
、
Ｅ
Ｕ
法

は
、
付
与
さ
れ
た
権
限
範
囲
内
に
お
い
て
イ
タ
リ
ア
法
に
対
し
て
優
越
す
る
結
果
、
イ
タ
リ
ア
の
主
権
を
制
限
す
る
が
、
こ
の
主
権
の
制

限
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
の
が
イ
タ
リ
ア
憲
法
第
一
一
条
で
あ
る
。

一
方
、
欧
州
人
権
条
約
は
、
ど
の
よ
う
な
性
質
を
有
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
欧
州
人
権
条
約
は
、
国
際
人
権
規
約
等
の
一
般
的
な
人

権
条
約
と
異
な
る
特
徴
を
備
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
国
連
の
主
な
人
権
条
約
の
場
合
、
締
約
国
が
条
約
違
反
を
行
っ
た
と
き
、
条
約
が

設
置
し
た
委
員
会
へ
の
国
家
報
告
制
度
や
個
人
通
報
制
度
を
通
じ
て
、
委
員
会
が
条
約
違
反
の
有
無
を
審
査
し
勧
告
を
決
定
す
る
が
、
こ

れ
に
法
的
拘
束
力
は
な
い

（
6
）

。
国
連
の
主
な
人
権
条
約
に
は
、
拘
束
力
あ
る
判
決
を
出
せ
る
人
権
裁
判
所
の
設
置
を
認
め
た
も
の
は
ま
だ
な

い
の
で
あ
る

（
7
）

。
こ
れ
に
反
し
て
、
欧
州
人
権
条
約
の
場
合
、
締
約
国
が
欧
州
人
権
条
約
違
反
を
行
っ
た
と
き
、
欧
州
人
権
裁
判
所
へ
の
国

家
ま
た
は
個
人
申
立
て
に
よ
り
、
訴
訟
が
行
わ
れ
、
同
裁
判
所
は
、
欧
州
人
権
条
約
違
反
の
締
約
国
に
対
し
、
違
反
の
是
正
を
命
じ
る
拘

束
力
を
有
す
る
判
決
を
下
す
こ
と
が
で
き
る

（
8
）

。
こ
の
よ
う
な
欧
州
人
権
条
約
な
い
し
欧
州
人
権
裁
判
所
の
判
例
法
は
、
イ
タ
リ
ア
の
主
権

を
制
限
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
つ
ま
り
、
イ
タ
リ
ア
憲
法
第
一
一
条
に
も
と
づ
き
直
接
適
用
可
能
で
あ
り
、
イ
タ
リ
ア
法
に
優
越
し
、

三
六



イ
タ
リ
ア
憲
法
に
お
け
る
人
権
保
障
と
欧
州
人
権
条
約
（
庄
司
・
東
）

（
一
四
六
七
）

Ｅ
Ｕ
法
同
様
、
条
件
を
満
た
せ
ば
直
接
効
果
を
有
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

本
稿
で
は
、
同
議
論
に
つ
い
て
、
判
例
を
確
認
し
つ
つ
、
学
説
の
検
討
を
行
う
。

一　

Ｅ
Ｕ
法
と
イ
タ
リ
ア
法

一
般
的
な
国
際
条
約
の
法
的
性
質
が
各
締
約
国
の
憲
法
に
も
と
づ
き
決
定
さ
れ
る
一
方
、
Ｅ
Ｕ
法
は
、
各
加
盟
国
の
憲
法
に
も
と
づ
き

締
結
さ
れ
た
国
際
条
約
に
基
礎
を
置
く
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
の
法
的
性
質
は
、
一
般
的
な
国
際
条
約
と
し
て
各
加
盟
国
の
憲
法
に
も
と
づ

き
決
定
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
新
た
な
法
秩
序
た
る
Ｅ
Ｕ
法
と
し
て
、
Ｅ
Ｕ
法
自
体
に
よ
り
決
定
さ
れ
る

（
9
）

。

で
は
、
欧
州
人
権
条
約
の
法
的
性
質
は
、
一
般
的
な
国
際
条
約
と
し
て
、
各
締
約
国
の
憲
法
に
も
と
づ
き
決
定
さ
れ
る
の
か
、
そ
れ
と

も
Ｅ
Ｕ
法
の
一
部
と
し
て
Ｅ
Ｕ
法
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
の
か
。
結
論
と
し
て
は
、
欧
州
人
権
条
約
の
法
的
性
質
は
、
Ｅ
Ｕ
法
の
適
用
範
囲

外
で
は
各
締
約
国
の
憲
法
に
も
と
づ
き
決
定
さ
れ
る
が
、
Ｅ
Ｕ
法
の
適
用
範
囲
内
で
は
、
Ｅ
Ｕ
法
上
の
基
本
権
に
該
当
す
る
場
合
、
Ｅ
Ｕ

法
の
問
題
で
あ
る
の
で
、
各
締
約
国
の
憲
法
で
は
な
く
、
Ｅ
Ｕ
法
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
Ｅ
Ｕ
法
の
性
質
を
確
認
す

る
。（

一
）　

Ｅ
Ｕ
法
の
優
越
性

Ｅ
Ｕ
法
は
、
国
内
法
が
Ｅ
Ｕ
法
に
抵
触
す
る
場
合
、
国
内
法
秩
序
に
お
け
る
当
該
国
内
法
の
地
位
に
か
か
わ
ら
ず
、
常
に
国
内
法
に
対

し
て
優
先
す
る
。
そ
の
た
め
、
第
一
に
、
国
内
裁
判
所
は
国
内
法
が
Ｅ
Ｕ
法
と
抵
触
せ
ず
適
合
す
る
よ
う
に
解
釈
適
用
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
第
二
に
、
適
合
解
釈
が
不
可
能
な
場
合
に
は
国
内
裁
判
所
（
お
よ
び
行
政
機
関
等
）
は
Ｅ
Ｕ
法
に
抵
触
す
る
国
内
法
を
適
用
排
除
し

三
七



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
一
四
六
八
）

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
三
に
、
Ｅ
Ｕ
法
が
国
内
法
秩
序
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
権
利
を
私
人
に
付
与
し
、
直
接
効
果
を
生
ず
る
場
合
が

あ
る
。
ま
た
第
四
に
、
加
盟
国
が
Ｅ
Ｕ
法
に
違
反
し
た
結
果
と
し
て
損
害
が
発
生
し
た
場
合
、
Ｅ
Ｕ
法
上
の
損
害
賠
償
責
任
が
発
生
す
る

（
10
）

。

こ
の
よ
う
な
Ｅ
Ｕ
法
の
優
越
性
は
、
各
加
盟
国
が
主
権
の
一
部
を
制
限
な
い
し
委
譲
す
る
こ
と
に
よ
り
Ｅ
Ｕ
を
創
設
し
た
こ
と
の
帰
結

で
あ
る

（
11
）

。
こ
の
よ
う
に
Ｅ
Ｕ
法
が
各
加
盟
国
の
主
権
の
制
限
に
も
と
づ
く
点
は
、
一
般
的
な
国
際
条
約
に
は
見
ら
れ
な
い
特
徴
で
あ
り
、

Ｅ
Ｕ
法
が
新
た
な
法
秩
序
た
る
所
以
で
あ
る
。

一
方
、
加
盟
国
の
側
は
、
こ
う
し
た
加
盟
国
の
主
権
の
制
限
に
も
と
づ
く
Ｅ
Ｕ
法
の
加
盟
国
法
に
対
す
る
優
越
性
の
要
請
を
、
自
国
が

主
権
の
制
限
を
受
け
容
れ
る
の
と
同
時
に
、
Ｅ
Ｕ
に
付
与
し
た
権
限
の
範
囲
内
に
お
い
て
受
け
容
れ
て
き
た
。
イ
タ
リ
ア
も
、
イ
タ
リ
ア

の
Ｅ
Ｕ
加
盟
の
根
拠
で
あ
る
イ
タ
リ
ア
憲
法
第
一
一
条
に
も
と
づ
き
、
紆
余
曲
折
を
経
な
が
ら
も
、
一
般
的
な
国
際
条
約
と
は
異
な
る

Ｅ
Ｕ
法
の
新
た
な
法
秩
序
と
し
て
の
要
請
を
受
け
容
れ
て
き
て
い
る

（
12
）

。

（
二
）　

Ｅ
Ｕ
法
の
優
越
性
に
対
す
る
対
抗
限
界
（contro-lim

iti

）

他
方
で
、
加
盟
国
の
一
部
は
、
Ｅ
Ｕ
法
の
加
盟
国
法
に
対
す
る
優
越
性
の
要
請
を
受
け
容
れ
る
と
同
時
に
、
一
定
の
留
保
を
示
し
て
き

た
（
13
）

。
イ
タ
リ
ア
も
、
イ
タ
リ
ア
憲
法
の
基
本
原
則
お
よ
び
不
可
侵
の
人
権
に
Ｅ
Ｕ
法
が
抵
触
す
る
よ
う
な
事
態
に
お
い
て
は
、
Ｅ
Ｕ
法
の

イ
タ
リ
ア
法
に
対
す
る
優
越
性
を
否
定
す
る
姿
勢
を
と
っ
て
き
て
い
る

（
14
）

。
Ｅ
Ｕ
法
の
優
越
性
に
対
す
る
イ
タ
リ
ア
憲
法
の
こ
の
よ
う
な
留

保
は
、「
対
抗
限
界
（controlim

iti

）」
と
呼
ば
れ
る

（
15
）

。

対
抗
限
界
が
示
さ
れ
た
背
景
に
は
、
当
初
、
Ｅ
Ｕ
法
に
お
け
る
基
本
権
保
障
が
不
十
分
で
あ
る
と
加
盟
国
側
か
ら
考
え
ら
れ
て
い
た
こ

と
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
背
景
の
も
と
、
対
抗
限
界
に
は
以
下
の
よ
う
な
意
義
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
は
、
自
ら
の
主
権

三
八
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九
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を
制
限
す
る
こ
と
に
よ
り
Ｅ
Ｕ
法
と
い
う
新
た
な
法
秩
序
を
創
設
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
Ｅ
Ｕ
法
は
加
盟
国
法
に
対
す
る
優
越
性
を
要

請
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
Ｅ
Ｕ
法
自
体
は
基
本
権
保
障
が
不
十
分
な
状
態
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
Ｅ
Ｕ
法
が
基
本
権
保
障
を
備

え
た
各
加
盟
国
法
に
対
し
て
無
条
件
に
優
越
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
基
本
権
が
保
障
さ
れ
な
い
空
白
の
領
域
が
生
じ
て
し
ま
う
。
そ
の
よ
う

な
事
態
を
防
ぐ
た
め
イ
タ
リ
ア
憲
法
裁
判
所
が
提
示
し
た
の
が
、
Ｅ
Ｕ
法
の
加
盟
国
法
に
対
す
る
優
越
性
に
対
す
る
対
抗
限
界
で
あ
っ
た
。

具
体
的
な
対
抗
限
界
の
例
と
し
て
は
、S

an M
ichele

事
件
判
決
に
お
い
て
、
司
法
保
護
の
原
則
が
例
示
さ
れ
た
の
が
そ
の
萌
芽
で
あ

る
（
16
）

。
そ
の
後
イ
タ
リ
ア
憲
法
裁
判
所
は
、F

rontini

事
件
判
決
で
、
Ｅ
Ｕ
規
則
が
憲
法
の
根
本
的
原
則
や
不
可
侵
の
人
権
を
侵
害
す
る
場

合
の
、﹇
Ｅ
Ｕ
基
本
﹈
条
約
（
批
准
施
行
法
律
）
の
憲
法
審
査
権
を
留
保
す
る
と
明
確
に
示
し

（
17
）

、
以
降
の
判
決
に
お
い
て
も
繰
り
返
し
確
認

し
て
い
る

（
18
）

。
た
だ
、
実
体
的
な
面
で
対
抗
限
界
に
よ
り
イ
タ
リ
ア
憲
法
裁
判
所
が
Ｅ
Ｕ
法
の
優
越
性
を
否
定
し
た
事
例
は
今
の
と
こ
ろ
な

い
（
19
）

。

二　

欧
州
人
権
条
約
と
イ
タ
リ
ア
法
│
Ｅ
Ｕ
法
の
適
用
範
囲
内
の
欧
州
人
権
条
約
と
イ
タ
リ
ア
法

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
欧
州
人
権
条
約
規
定
の
法
的
性
質
は
、
Ｅ
Ｕ
法
の
適
用
範
囲
外
で
は
各
締
約
国
の
憲
法
に
も
と
づ
き
決
定
さ
れ

る
が
、
Ｅ
Ｕ
法
の
適
用
範
囲
内
で
は
、
Ｅ
Ｕ
法
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
、
Ｅ
Ｕ
法
の
適
用
範
囲
内
に
お
け
る
欧
州
人

権
条
約
と
イ
タ
リ
ア
法
の
関
係
を
確
認
す
る
。
そ
の
後
、
Ｅ
Ｕ
法
の
適
用
範
囲
外
に
お
け
る
イ
タ
リ
ア
憲
法
に
も
と
づ
く
欧
州
人
権
条
約

の
法
的
性
質
を
確
認
す
る
。

三
九
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（
一
四
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〇
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（
一
）　

Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
基
本
権
保
障
の
進
展

Ｅ
Ｕ
の
前
身
で
あ
る
Ｅ
Ｅ
Ｃ
は
、
欧
州
審
議
会
等
と
違
っ
て
、
経
済
的
実
体
集
団
と
し
て
設
立
さ
れ
、
個
人
の
権
利
の
保
護
統
一
を
目

的
と
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
基
本
権
憲
章
を
備
え
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
一
九
六
〇
年
代
後
半
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
、
Ｅ
Ｕ
司

法
裁
判
所
は
、
特
に
欧
州
議
会
の
支
持
を
得
て
、
基
本
権
保
障
に
関
す
る
不
文
の
原
則
を
固
め
て
き
た
。
そ
れ
ら
は
、
基
本
的
権
利
が

Ｅ
Ｕ
法
の
一
般
原
則
の
不
可
欠
の
一
部
で
あ
る
こ
と
、
Ｅ
Ｕ
法
制
度
内
の
人
権
保
護
の
根
拠
を
明
確
に
す
る
た
め
に
加
盟
国
の
国
家
制
度

の
憲
法
伝
統
や
共
通
の
原
則
を
参
考
に
す
る
こ
と
、
欧
州
人
権
条
約
等
の
人
権
保
護
に
関
す
る
国
際
条
約
を
参
照
す
る
こ
と
な
ど
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
の
判
例
は
、
一
九
九
三
年
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
版
Ｅ
Ｕ
条
約
第
Ｆ
条
二
項
に
明
文
化
さ
れ
た

（
20
）

。
さ
ら

に
、
一
九
九
六
年
六
月
に
欧
州
理
事
会
に
お
い
て
Ｅ
Ｕ
基
本
権
憲
章
を
制
定
す
る
こ
と
が
合
意
さ
れ
、
二
〇
〇
〇
年
末
に
は
宣
言
と
し
て

採
択
さ
れ
た
。
Ｅ
Ｕ
基
本
権
憲
章
は
、
二
〇
〇
九
年
に
な
り
よ
う
や
く
、
リ
ス
ボ
ン
条
約
に
よ
っ
て
、
Ｅ
Ｕ
の
基
本
権
目
録
と
し
て
、

Ｅ
Ｕ
基
本
条
約
と
同
等
の
法
的
効
力
を
付
与
さ
れ
、
さ
ら
に
Ｅ
Ｕ
に
よ
る
欧
州
人
権
条
約
へ
の
加
入
も
Ｅ
Ｕ
基
本
条
約
に
規
定
さ
れ
る

（
21
）

に

至
っ
た
（
Ｅ
Ｕ
条
約
第
六
条
）。

（
二
）　

Ｅ
Ｕ
法
の
基
本
権
に
も
と
づ
く
審
査
権
の
範
囲

Ｅ
Ｕ
法
の
一
般
原
則
の
一
部
で
あ
る
基
本
権
に
も
と
づ
く
審
査
権
の
範
囲
は
、
Ｅ
Ｕ
諸
機
関
の
行
為
、
お
よ
び
加
盟
国
の
行
為
の
う
ち
、

第
一
に
加
盟
国
が
Ｅ
Ｕ
立
法
を
実
施
す
る
場
合
、
第
二
に
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
が
Ｅ
Ｕ
要
件
か
ら
適
用
除
外
を
受
け
る
国
内
措
置
の
効
力
を

審
査
す
る
場
合
、
第
三
に
あ
る
特
定
の
Ｅ
Ｕ
実
体
法
規
範
が
当
該
状
況
に
適
用
可
能
で
あ
る
場
合
、
で
あ
る

（
22
）

。
こ
れ
ら
の
場
合
以
外
の
、

Ｅ
Ｕ
法
の
適
用
領
域
に
該
当
し
な
い
事
案
に
関
し
て
は
、
司
法
裁
判
所
は
管
轄
を
有
し
な
い

（
23
）

。

四
〇
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憲
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七
一
）

こ
の
点
に
つ
い
て
、
中
絶
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
で
、
中
絶
が
合
法
で
あ
る
他
の
加
盟
国
の
中
絶
施
設
に
つ
い
て
の
情
報

を
、
当
該
中
絶
施
設
と
無
関
係
に
、
学
生
団
体
が
情
報
提
供
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
こ
と
は
、
Ｅ
Ｕ
法
な
い
し
欧
州
人
権
条
約
第
一
〇
条

一
項
「
表
現
の
自
由
」
に
反
す
る
か
が
問
わ
れ
た
一
九
九
一
年G

rogan

事
件
判
決
に
お
い
て
、
司
法
裁
判
所
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
。

「
国
内
立
法
が
﹇
Ｅ
Ｕ
﹈
法
の
適
用
範
囲
内
に
あ
る
場
合
に
、
先
決
判
決
を
求
め
ら
れ
た
と
き
、
本
裁
判
所
は
、
当
該
国
内
立
法
の
基

本
権
（
特
に
欧
州
人
権
条
約
に
規
定
さ
れ
た
基
本
権
）
と
の
適
合
性
の
審
査
を
可
能
に
す
る
た
め
に
必
要
な
す
べ
て
の
解
釈
要
素
を
国
内
裁
判

所
に
提
供
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
一
方
、﹇
Ｅ
Ｕ
﹈
法
の
射
程
外
に
あ
る
国
内
立
法
に
関
し
て
は
、
そ
の
よ
う
な
管
轄
を
本
裁
判
所
は
有
し

な
い

（
24
）

」。
つ
ま
り
、
欧
州
人
権
条
約
に
規
定
さ
れ
た
基
本
権
の
法
的
性
質
は
、
Ｅ
Ｕ
法
の
適
用
範
囲
内
で
は
、
Ｅ
Ｕ
法
上
の
基
本
権
の
一
部
と
し

て
認
め
ら
れ
る
場
合
、
Ｅ
Ｕ
法
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
。
反
対
に
、
欧
州
人
権
条
約
に
規
定
さ
れ
た
基
本
権
の
法
的
性
質
は
、
Ｅ
Ｕ
法
の
適

用
領
域
外
に
お
い
て
は
、
加
盟
国
憲
法
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

（
三
）　

リ
ス
ボ
ン
条
約
以
降
の
欧
州
人
権
条
約

二
〇
〇
九
年
の
リ
ス
ボ
ン
条
約
に
よ
る
Ｅ
Ｕ
基
本
条
約
の
改
正
の
結
果
さ
ら
に
進
展
し
た
Ｅ
Ｕ
の
基
本
権
保
障
枠
組
に
お
い
て
、
欧
州

人
権
条
約
は
三
つ
の
法
源
性
を
有
す
る
。

第
一
に
、
Ｅ
Ｕ
条
約
第
六
条
一
項
に
よ
り
、
二
〇
〇
〇
年
に
法
的
拘
束
力
の
な
い
宣
言
と
し
て
採
択
さ
れ
た
Ｅ
Ｕ
基
本
権
憲
章
に
、

Ｅ
Ｕ
基
本
条
約
と
同
等
の
法
的
価
値
が
認
め
ら
れ
た
点
と
の
関
連
性
で
あ
る
。
Ｅ
Ｕ
基
本
権
憲
章
の
規
定
に
は
、
欧
州
人
権
条
約
の
規
定

四
一
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と
重
複
す
る
も
の
が
あ
る
。
Ｅ
Ｕ
基
本
権
憲
章
第
五
二
条
三
項

（
25
）

に
よ
れ
ば
、
欧
州
人
権
条
約
の
規
定
と
重
複
す
る
Ｅ
Ｕ
基
本
権
憲
章
の
規

定
は
、
欧
州
人
権
条
約
規
定
の
基
準
に
照
ら
し
て
解
釈
、
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
Ｅ
Ｕ
基
本
権
憲
章
の
規
定
と
重
複

す
る
欧
州
人
権
条
約
の
規
定
は
、
Ｅ
Ｕ
基
本
権
憲
章
を
媒
介
と
し
て
、
Ｅ
Ｕ
法
に
取
り
込
ま
れ
る
の
で
あ
る
（「
同
等
性
条
項
」）。

た
だ
し
、
Ｅ
Ｕ
条
約
第
六
条
一
項
に
よ
れ
ば
、
Ｅ
Ｕ
基
本
権
憲
章
は
Ｅ
Ｕ
の
権
限
を
拡
大
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

リ
ス
ボ
ン
条
約
附
属
宣
言
一

（
26
）

や
、
Ｅ
Ｕ
基
本
権
憲
章
第
五
二
条
二
項

（
27
）

に
よ
っ
て
も
確
認
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
Ｅ
Ｕ
基
本
権
憲
章
の

適
用
範
囲
は
、
Ｅ
Ｕ
諸
機
関
や
Ｅ
Ｕ
法
を
実
施
す
る
加
盟
国
の
行
為
（
Ｅ
Ｕ
基
本
権
憲
章
第
五
一
条
一
項

（
28
）

）、
つ
ま
り
Ｅ
Ｕ
法
の
射
程
内
に
と

ど
ま
る
も
の
で
あ
っ
て
、
加
盟
国
の
国
内
法
上
の
基
本
権
保
障
に
直
接
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
Ｅ
Ｕ
基
本
権
憲

章
と
重
複
す
る
欧
州
人
権
条
約
の
規
定
も
、
そ
の
適
用
範
囲
は
Ｅ
Ｕ
法
の
射
程
内
に
限
定
さ
れ
る
。

第
二
に
、
Ｅ
Ｕ
条
約
第
六
条
二
項
規
定
の
欧
州
人
権
条
約
で
あ
る
が
、
同
項
は
、
Ｅ
Ｕ
に
よ
る
欧
州
人
権
条
約
へ
の
将
来
の
加
入
を
規

定
し
て
い
る
。
実
際
に
Ｅ
Ｕ
が
欧
州
人
権
条
約
に
加
入
す
れ
ば
、
現
在
の
よ
う
に
欧
州
人
権
条
約
締
約
当
事
者
で
は
な
い
Ｅ
Ｕ
に
よ
る
欧

州
人
権
条
約
違
反
の
責
任
を
欧
州
人
権
条
約
締
約
国
で
あ
る
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
が
負
う
状
況
か
ら
、
欧
州
人
権
条
約
締
約
当
事
者
と
な
る
Ｅ
Ｕ

が
直
接
、
欧
州
人
権
条
約
違
反
の
責
任
を
負
う
こ
と
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
欧
州
人
権
条
約
法
は
、
そ
れ
自
体
か
つ
全
体
が
Ｅ
Ｕ
を
拘

束
す
る
法
規
範
と
な
る
。

た
だ
し
、
Ｅ
Ｕ
基
本
権
憲
章
へ
の
法
的
拘
束
力
の
付
与
と
同
様
、
Ｅ
Ｕ
条
約
第
六
条
二
項
に
よ
れ
ば
、
Ｅ
Ｕ
に
よ
る
欧
州
人
権
条
約
へ

の
加
入
は
、
Ｅ
Ｕ
の
権
限
を
拡
大
す
る
も
の
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
Ｅ
Ｕ
が
加
入
す
る
欧
州
人
権
条
約
の
規
定
の
適
用
範
囲
も
、
Ｅ
Ｕ

法
の
射
程
内
に
限
定
さ
れ
る
。

第
三
に
、
Ｅ
Ｕ
条
約
第
六
条
三
項
規
定
の
Ｅ
Ｕ
法
の
一
般
原
則
は
、
加
盟
国
に
共
通
の
憲
法
的
伝
統
に
由
来
し
、
か
つ
欧
州
人
権
条
約

四
二



イ
タ
リ
ア
憲
法
に
お
け
る
人
権
保
障
と
欧
州
人
権
条
約
（
庄
司
・
東
）

（
一
四
七
三
）

に
よ
り
保
障
さ
れ
る
基
本
権
に
着
想
を
得
る
と
い
う
、
従
前
の
判
例
法
を
明
文
化
し
た
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
版
Ｅ
Ｕ
条
約
第
Ｆ
条
二
項

を
受
け
継
い
だ
も
の
で
あ
る
。
Ｅ
Ｕ
法
の
一
般
原
則
と
認
め
ら
れ
る
欧
州
人
権
条
約
の
基
本
権
は
、
Ｅ
Ｕ
法
の
一
般
原
則
と
し
て
、
Ｅ
Ｕ

法
に
取
り
込
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
Ｅ
Ｕ
条
約
第
六
条
三
項
の
規
定
は
、
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
版
Ｅ
Ｕ
条
約
第
Ｆ
条
二
項
の
規
定
を
受
け
継
い
だ
も
の
で
あ
る
の

で
、
特
に
Ｅ
Ｕ
権
限
を
拡
大
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
Ｅ
Ｕ
法
の
一
般
原
則
と
認
め
ら
れ
る
欧
州
人
権
条
約
の
規
定
の
適
用

範
囲
も
、
Ｅ
Ｕ
法
の
射
程
内
に
限
定
さ
れ
る
。

こ
れ
ら
の
規
定
か
ら
明
ら
か
な
の
は
、
リ
ス
ボ
ン
条
約
に
よ
る
Ｅ
Ｕ
基
本
条
約
の
改
正
は
、
基
本
権
に
関
す
る
Ｅ
Ｕ
の
権
限
を
い
ず
れ

に
し
ろ
拡
大
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
Ｅ
Ｕ
条
約
第
六
条
に
規
定
さ
れ
た
い
ず
れ
か
の
形
で
Ｅ
Ｕ
法
の
一
部
と

な
る
欧
州
人
権
条
約
が
Ｅ
Ｕ
な
い
し
加
盟
国
を
拘
束
す
る
の
は
、
リ
ス
ボ
ン
条
約
以
前
と
か
わ
ら
ず
、
事
案
が
Ｅ
Ｕ
法
の
射
程
内
に
あ
る

場
合
に
限
ら
れ
る
。
Ｅ
Ｕ
は
、
Ｅ
Ｕ
法
の
射
程
外
の
事
案
に
お
け
る
欧
州
人
権
条
約
と
加
盟
国
法
の
関
係
を
Ｅ
Ｕ
レ
ベ
ル
で
共
通
化
す
る

わ
け
で
は
な
い
の
で
、
リ
ス
ボ
ン
条
約
以
前
と
同
様
、
Ｅ
Ｕ
法
の
射
程
外
の
事
案
に
お
け
る
欧
州
人
権
条
約
と
加
盟
国
法
の
関
係
が
、
国

内
法
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
る
事
項
で
あ
る
点
に
変
更
は
な
い
。

三　

欧
州
人
権
条
約
と
イ
タ
リ
ア
法
│
Ｅ
Ｕ
法
の
適
用
範
囲
外
の
欧
州
人
権
条
約
と
イ
タ
リ
ア
法

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
欧
州
人
権
条
約
の
法
的
性
質
は
、
Ｅ
Ｕ
法
の
適
用
範
囲
内
で
は
Ｅ
Ｕ
法
の
一
部
と
し
て
Ｅ
Ｕ
法
に
よ
り
決
定
さ

れ
る
が
、
Ｅ
Ｕ
法
の
適
用
範
囲
外
で
は
各
締
約
国
の
憲
法
に
も
と
づ
き
決
定
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
、
Ｅ
Ｕ
法
の
適
用
範
囲
外
に

お
け
る
イ
タ
リ
ア
憲
法
に
も
と
づ
く
欧
州
人
権
条
約
の
法
的
性
質
を
確
認
す
る
。

四
三



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
一
四
七
四
）

（
一
）　

イ
タ
リ
ア
と
欧
州
人
権
条
約

イ
タ
リ
ア
は
、
欧
州
人
権
条
約
の
起
草
段
階
に
参
加
し
、
署
名
の
場
を
提
供
し
、
か
つ
最
初
に
署
名
し
た
一
〇
ヶ
国
の
一
国
で
あ
る
。

イ
タ
リ
ア
は
、
一
九
五
〇
年
一
一
月
四
日
に
欧
州
人
権
条
約
に
署
名
し
、
一
九
五
五
年
一
〇
月
二
五
日
に
批
准
し
た
。
イ
タ
リ
ア
は
そ
の

際
、
留
保
を
行
な
っ
て
い
な
い
。
イ
タ
リ
ア
は
そ
の
後
一
九
七
三
年
に
は
個
人
申
立
制
度
を
受
諾
し
、
以
降
多
く
の
申
立
が
行
わ
れ
て
き

た
（
29
）

。
一
九
五
九
年
か
ら
二
〇
一
二
年
ま
で
の
統
計
に
よ
れ
ば
、
イ
タ
リ
ア
に
対
す
る
判
決
は
二
二
二
九
件
で
、
欧
州
人
権
条
約
締
約
国
の

な
か
で
は
ト
ル
コ
に
次
い
で
二
番
目
に
件
数
の
多
い
締
約
国
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
な
ん
ら
か
の
条
約
違
反
が
認
定
さ
れ
た
の
は
一
六
八
七

件
で
、
や
は
り
ト
ル
コ
に
次
い
で
二
番
目
に
件
数
の
多
い
締
約
国
と
な
っ
て
い
る

（
30
）

。
イ
タ
リ
ア
を
相
手
取
っ
た
申
立
の
数
が
非
常
に
多
い

原
因
に
は
、
イ
タ
リ
ア
で
は
欧
州
人
権
条
約
の
国
内
法
に
対
す
る
優
越
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
、
欧
州
人
権
条
約
の
直
接
適
用
可
能

性
に
つ
い
て
争
い
が
あ
る
こ
と
、
憲
法
裁
判
所
へ
の
申
立
が
裁
判
官
お
よ
び
国
家
機
関
に
限
定
さ
れ
、
個
人
に
よ
る
申
立
が
認
め
ら
れ
て

い
な
い
こ
と

（
31
）

、
お
よ
び
イ
タ
リ
ア
裁
判
所
が
欧
州
人
権
裁
判
所
判
例
と
一
線
を
画
す
こ
と
が
多
か
っ
た
こ
と
等
が
挙
げ
ら
れ
る

（
32
）

。

（
二
）　

欧
州
人
権
条
約
の
批
准
・
施
行

イ
タ
リ
ア
で
は
、
欧
州
人
権
条
約
は
、
一
九
五
五
年
八
月
四
日
付
法
律
第
八
四
八
号
（
以
下
、「
一
九
五
五
年
法
律
八
四
八
号

（
33
）

」）
に
よ
り
、

批
准
承
認
お
よ
び
施
行
命
令
が
行
わ
れ
た
。
一
九
五
五
年
法
律
八
四
八
号
の
第
一
条
は
、
欧
州
人
権
条
約
お
よ
び
各
追
加
議
定
書
の
批
准

の
イ
タ
リ
ア
議
会
に
よ
る
承
認
を
規
定
し

（
34
）

、
同
第
二
条
は
、
国
内
に
お
け
る
完
全
な
施
行
の
命
令
を
規
定
し
て
い
る

（
35
）

。
欧
州
人
権
条
約
お

よ
び
各
追
加
議
定
書
は
、
一
九
五
五
年
一
〇
月
二
六
日
に
発
効
し
た

（
36
）

。

欧
州
人
権
条
約
は
、
国
際
人
権
規
約
を
含
む
一
般
的
な
国
際
条
約
と
同
様
、
施
行
命
令
を
規
定
す
る
法
的
行
為
と
同
等
の
序
列
に
属
す

四
四
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五
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る
た
め
、
通
常
の
法
律
と
同
等
の
序
列
を
有
す
る

（
37
）

。
そ
の
た
め
、
後
法
優
越
の
原
則
の
適
用
に
よ
り
、
国
内
後
法
が
優
先
さ
れ
る
可
能
性

が
あ
っ
た
。

（
三
）　

欧
州
人
権
条
約
の
序
列
の
問
題

し
か
し
、
学
説
に
は
、
欧
州
人
権
条
約
の
独
特
の
内
容
お
よ
び
そ
の
人
権
保
護
と
い
う
目
的
か
ら
、
法
律
に
優
る
権
威
（authority

）

を
同
条
約
に
与
え
る
た
め
の
理
論
や
、
憲
法
上
の
根
拠
を
主
張
す
る
も
の
が
あ
っ
た
。
そ
の
な
か
に
は
、
一
般
的
な
国
際
条
約
の
場
合
と

同
様
に
、
国
内
後
法
が
あ
い
ま
い
で
あ
る
場
合
、
国
家
が
先
に
引
き
受
け
て
い
る
国
際
的
義
務
を
尊
重
で
き
る
よ
う
に
国
内
後
法
を
解
釈

せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
適
合
性
の
推
定
の
理
論

（
38
）

や
、
特
別
法
優
越
の
原
則
を
欧
州
人
権
条
約
に
適
用
し
、
特
別
法
た
る
欧
州
人
権
条
約

の
一
般
法
た
る
法
律
に
対
す
る
優
位
を
主
張
す
る
説

（
39
）

、
さ
ら
に
、
締
結
し
た
国
際
条
約
に
よ
る
規
律
と
同
様
に
国
内
で
規
律
し
て
い
た
一

定
の
問
題
を
、
以
後
国
際
条
約
に
よ
る
規
律
と
異
な
る
態
様
で
規
律
す
る
と
い
う
意
図
と
、
す
で
に
引
き
受
け
た
国
際
的
な
約
定
を
破
棄

す
る
と
い
う
二
重
の
意
図
が
明
確
な
場
合
の
み
に
、
国
内
後
法
が
条
約
に
優
越
す
る
と
す
る
「
条
約
の
特
別
性
」
の
理
論
も
主
張
さ
れ
た

（
40
）

。

イ
タ
リ
ア
憲
法
上
の
根
拠
と
し
て
は
、
イ
タ
リ
ア
憲
法
第
一
〇
条
一
項

（
41
）

に
も
と
づ
き
、
欧
州
人
権
条
約
の
優
越
を
主
張
す
る
学
説
も

あ
っ
た

（
42
）

。
し
か
し
、
同
条
に
も
と
づ
い
た
欧
州
人
権
条
約
の
法
律
に
対
す
る
優
位
の
主
張
に
対
し
て
、
イ
タ
リ
ア
憲
法
裁
判
所
は
一
貫
し

て
否
定
的
な
判
示
を
堅
持
し
て
い
る

（
43
）

。

ま
た
、
イ
タ
リ
ア
憲
法
第
二
条

（
44
）

の
規
定
が
、
国
内
法
の
人
権
と
国
際
法
の
人
権
と
の
双
方
の
保
護
の
た
め
に
「
開
か
れ
た
規
定
」（open 

clause

）
で
あ
る
と
い
う
主
張
も
な
さ
れ
た

（
45
）

。

ま
た
、
Ｅ
Ｕ
法
の
イ
タ
リ
ア
法
に
対
す
る
優
越
性
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
イ
タ
リ
ア
憲
法
第
一
一
条
に
も
と
づ
く
欧
州
人
権
条
約
の
優

四
五
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越
性
も
主
張
さ
れ
て
い
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
人
権
保
障
を
目
的
と
す
る
欧
州
人
権
条
約
は
、
人
権
保
障
を
通
じ
て
「
諸
国
家
間
の

平
和
と
正
義
を
確
保
す
る
」（
イ
タ
リ
ア
憲
法
第
一
一
条
）
制
度
で
あ
り
、
そ
の
た
め
の
「
主
権
の
制
限
」
と
い
う
文
言
は
、
Ｅ
Ｕ
を
念
頭

に
お
い
た
「
立
法
、
行
政
、
お
よ
び
司
法
機
能
の
実
施
の
た
め
の
国
家
権
限
の
制
限
」
と
い
う
厳
格
な
意
味
で
の
み
解
釈
さ
れ
る
べ
き
で

は
な
く
、
欧
州
人
権
条
約
等
の
Ｅ
Ｕ
以
外
の
人
権
条
約
機
構
を
も
包
含
す
る
意
味
で
解
釈
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
主
張
で
あ
る

（
46
）

。

（
四
）　

欧
州
人
権
条
約
の
「
Ｅ
Ｕ
法
化
」

さ
ら
に
、
司
法
裁
判
所
が
一
九
七
〇
年
代
頃
よ
り
、
Ｅ
Ｕ
法
の
一
般
原
則
と
し
て
欧
州
人
権
条
約
の
諸
権
利
に
言
及
を
開
始
し
、
そ
の

よ
う
な
判
例
を
明
文
化
す
る
も
の
と
し
て
、
一
九
九
三
年
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
版
Ｅ
Ｕ
条
約
第
Ｆ
条
が
「
連
合
は
、
…
欧
州
人
権
条
約

に
よ
り
保
障
さ
れ
、
各
加
盟
国
に
共
通
す
る
憲
法
上
の
伝
統
に
由
来
す
る
基
本
権
を
共
同
体
法
の
一
般
原
則
と
し
て
尊
重
す
る
」
と
規
定

し
た
こ
と
か
ら
、
同
条
を
根
拠
に
欧
州
人
権
条
約
の
国
内
法
に
対
す
る
優
越
を
主
張
す
る
説
も
あ
る
。
こ
の
説
は
、
欧
州
人
権
条
約
が
、

Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
の
判
例
な
い
し
同
条
に
よ
り
、
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
一
九
四
七
等
と
同
様
に
、「
Ｅ
Ｕ
法
化
」
さ
れ
た
と
考
え
、
欧
州
人
権
条
約

と
国
内
法
と
の
関
係
は
、
Ｅ
Ｕ
法
と
国
内
法
の
関
係
に
等
し
い
、
し
た
が
っ
て
、
欧
州
人
権
条
約
は
Ｅ
Ｕ
法
と
同
様
に
イ
タ
リ
ア
憲
法
第

一
一
条
に
も
と
づ
き
国
内
法
に
対
し
て
優
越
す
る
、
と
い
う
主
張
で
あ
る

（
47
）

。

こ
こ
で
、
欧
州
人
権
条
約
の
Ｅ
Ｕ
法
化
と
、
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
一
九
四
七
の
Ｅ
Ｕ
法
化
と
の
相
違
を
確
認
し
て
お
く
。

1　

Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
一
九
四
七
の
「
Ｅ
Ｕ
法
化
」

ま
ず
、
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
一
九
四
七
の
「
Ｅ
Ｕ
法
化
」
は
、
以
下
の
含
意
を
有
す
る
。

四
六



イ
タ
リ
ア
憲
法
に
お
け
る
人
権
保
障
と
欧
州
人
権
条
約
（
庄
司
・
東
）

（
一
四
七
七
）

一
九
四
七
年
当
初
、
Ｅ
Ｕ
は
ま
だ
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
一
九
四
七
の
締
約
国
は
、
現
在
の
Ｅ
Ｕ
の
加
盟
国
（
の
一

部
）
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
当
初
の
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
一
九
四
七
は
、
加
盟
国
に
と
っ
て
、
一
般
的
な
条
約
の
一
つ
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。

そ
の
後
、
Ｅ
Ｅ
Ｃ
の
創
設
を
経
て
、
一
九
六
八
年
に
Ｅ
Ｅ
Ｃ
の
対
外
共
通
関
税
が
発
効
す
る
と
、
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
一
九
四
七
に
関
す
る
権
限

は
、
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
国
か
ら
Ｅ
Ｅ
Ｃ
に
承
継
さ
れ
、
Ｅ
Ｅ
Ｃ
の
排
他
的
権
限
事
項
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
一
九
四
七
は
完
全
に

「
Ｅ
Ｕ
法
化
」（
当
時
の
「
共
同
体
法
化
」（com

unitarizzazione

））
さ
れ
、
加
盟
国
に
と
っ
て
Ｅ
Ｕ
法
と
な
っ
た
。

つ
ま
り
、
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
一
九
四
七
の
「
Ｅ
Ｕ
法
化
」
は
、
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
一
九
四
七
全
体
の
性
質
が
、
加
盟
国
に
と
っ
て
、
一
般
的
な
条
約
か

ら
Ｅ
Ｕ
法
へ
と
変
化
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

2　

欧
州
人
権
条
約
の
「
Ｅ
Ｕ
法
化
」

一
方
、
欧
州
人
権
条
約
の
「
Ｅ
Ｕ
法
化
」
は
、
以
下
の
含
意
を
有
す
る
。

一
九
五
〇
年
当
初
、
Ｅ
Ｕ
は
ま
だ
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
欧
州
人
権
条
約
の
締
約
国
は
、
現
在
の
Ｅ
Ｕ
の
加
盟
国
（
の
一
部
）

で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
当
初
の
欧
州
人
権
条
約
も
ま
た
、
加
盟
国
に
と
っ
て
、
一
般
的
な
条
約
の
一
つ
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。

そ
の
後
、
Ｅ
Ｅ
Ｃ
の
創
設
を
経
て
、
欧
州
人
権
条
約
は
、
一
九
七
〇
年
代
に
司
法
裁
判
所
の
判
例
に
よ
り
、
一
九
九
三
年
マ
ー
ス
ト
リ

ヒ
ト
条
約
版
Ｅ
Ｕ
条
約
第
Ｆ
条
二
項
に
よ
り
、
Ｅ
Ｕ
法
の
一
般
原
則
と
し
て
言
及
さ
れ
、「
Ｅ
Ｕ
法
化
」
さ
れ
た
（
当
時
の
「
共
同
体
法
化
」

（com
unitarizzazione

））。
し
か
し
、
欧
州
人
権
条
約
の
「
Ｅ
Ｕ
法
化
」
は
、
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
一
九
四
七
の
場
合
の
完
全
な
「
Ｅ
Ｕ
法
化
」
と
異

な
り
、
欧
州
人
権
条
約
が
保
障
す
る
基
本
権
が
Ｅ
Ｕ
の
排
他
的
権
限
事
項
に
な
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
加
盟
国
に
と
っ

て
欧
州
人
権
条
約
は
、
Ｅ
Ｕ
法
の
射
程
内
で
は
、
Ｅ
Ｕ
法
上
の
基
本
権
と
し
て
Ｅ
Ｕ
法
の
一
部
と
な
り
う
る
が
、
Ｅ
Ｕ
法
の
射
程
外
で
は
、

四
七
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依
然
と
し
て
一
般
的
な
条
約
の
一
つ
の
ま
ま
で
あ
る

（
48
）

。

つ
ま
り
、
欧
州
人
権
条
約
の
「
Ｅ
Ｕ
法
化
」
は
、
加
盟
国
に
と
っ
て
の
欧
州
人
権
条
約
の
性
質
が
、
Ｅ
Ｕ
法
射
程
外
で
は
一
般
的
な
条

約
で
あ
る
こ
と
に
加
え
、
Ｅ
Ｕ
法
射
程
内
で
は
Ｅ
Ｕ
法
と
な
り
う
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
点
で
、
一
般
的
な
条
約
と
Ｅ
Ｕ
法
と
の
二
面

性
を
得
た
こ
と
を
意
味
す
る
点
に
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

結
果
と
し
て
、
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
に
お
け
る
基
本
権
保
障
は
、
さ
な
が
ら
基
本
権
保
障
の
「
バ
ベ
ル
の
塔

（
49
）

」
の
様
相
を
呈
し
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
法
源
が
複
数
あ
り
、
そ
の
一
部
に
つ
い
て
の
序
列
が
定
ま
っ
て
お
ら
ず
、
さ
ら
に
国
内
裁
判
所
、
超
国
家
的
裁
判
所
、
国
際
裁
判

所
の
権
限
が
競
合
し
て
お
り
、
個
人
は
そ
れ
ぞ
れ
の
裁
判
所
に
自
ら
の
権
利
保
障
を
求
め
、
そ
れ
ぞ
れ
が
提
供
す
る
権
利
保
障
も
異
な
る

と
い
う

（
50
）

、「
多
層
的
な
（m

ultilivello （
51
）

）」
基
本
権
保
障
の
状
況
が
あ
る
。

（
五
）　

イ
タ
リ
ア
憲
法
第
一
一
七
条
改
正
（
二
〇
〇
一
年
）
以
前
の
判
例

イ
タ
リ
ア
裁
判
所
に
よ
る
欧
州
人
権
条
約
規
定
の
適
用
は
、
直
接
的
に
行
わ
れ
た
も
の
で
も
、
統
一
の
と
れ
た
も
の
で
も
な
く
、
消
極

的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
イ
タ
リ
ア
憲
法
に
、
国
際
条
約
を
自
動
的
に
受
容
す
る
規
定
や
、
国
際
条
約
に
対
し
て
立
法
に
優
越
す

る
序
列
を
与
え
る
規
定
等
、
国
際
条
約
一
般
と
国
内
法
と
の
関
係
を
積
極
的
に
規
律
す
る
規
定
が
二
〇
〇
一
年
の
イ
タ
リ
ア
憲
法
第

一
一
七
条
改
正
ま
で
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
が
第
一
の
理
由
で
あ
る
。
ま
た
、
欧
州
人
権
条
約
規
定
の
大
部
分
が
イ
タ
リ
ア
憲
法
の
人
権

規
定
と
重
複
し
て
い
る
た
め
、
国
内
裁
判
所
は
欧
州
人
権
条
約
規
定
よ
り
も
イ
タ
リ
ア
憲
法
規
定
を
も
と
に
判
断
を
す
る
傾
向
が
強
か
っ

た
と
も
考
え
ら
れ
て
い
る

（
52
）

。
人
権
が
国
際
条
約
に
よ
っ
て
も
国
内
法
に
よ
っ
て
も
保
障
さ
れ
て
い
る
場
合
、
わ
ざ
わ
ざ
「
謎
め
い
た

（m
ysterious

）」
国
外
の
規
範
を
適
用
す
る
必
要
は
な
い
か
ら
で
あ
る

（
53
）

。

四
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イ
タ
リ
ア
憲
法
に
お
け
る
人
権
保
障
と
欧
州
人
権
条
約
（
庄
司
・
東
）

（
一
四
七
九
）

1　

イ
タ
リ
ア
憲
法
裁
判
所

イ
タ
リ
ア
憲
法
裁
判
所
は
、
条
約
規
定
は
、
特
別
の
憲
法
規
定
が
な
い
た
め
、
通
常
の
法
律
の
効
力
を
有
し
、
こ
れ
が
欧
州
人
権
条
約

に
も
妥
当
す
る
と
し
て
、
欧
州
人
権
条
約
の
序
列
は
欧
州
人
権
条
約
の
批
准
承
認
お
よ
び
施
行
命
令
を
行
う
法
律
の
そ
れ
と
同
等
で
あ
る

と
判
断
し
、
欧
州
人
権
条
約
に
通
常
の
法
律
に
優
越
す
る
序
列
を
認
め
る
た
め
に
学
説
が
提
示
し
た
数
々
の
根
拠
を
受
け
入
れ
て
こ
な

か
っ
た
。
一
方
で
、
欧
州
人
権
条
約
は
ま
っ
た
く
違
憲
性
の
審
査
の
際
に
関
連
性
を
有
し
な
い
の
で
は
な
く
、
基
本
的
に
は
イ
タ
リ
ア
憲

法
規
定
に
基
づ
い
て
違
憲
問
題
を
判
断
す
る
と
は
い
え
、
イ
タ
リ
ア
憲
法
に
よ
る
保
障
の
ほ
う
が
欧
州
人
権
条
約
よ
り
も
広
範
で
あ
る
、

ま
た
は
欧
州
人
権
条
約
規
定
の
内
容
は
イ
タ
リ
ア
憲
法
と
同
様

（
54
）

で
あ
る
、
等
と
、
憲
法
規
定
の
解
釈
に
欧
州
人
権
条
約
が
参
照

（
55
）

さ
れ
る
傾

向
が
あ
る
。
ま
た
、
憲
法
審
査
の
基
準
と
な
る
憲
法
規
定
の
み
な
ら
ず
、
憲
法
審
査
の
対
象
と
な
る
法
律
の
解
釈
の
基
準

（
56
）

と
し
て
も
欧
州

人
権
条
約
が
参
照
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
く
。

イ
タ
リ
ア
憲
法
裁
判
所
は
一
度
、
一
九
九
三
年
第
一
〇
号
判
決
で
、
欧
州
人
権
条
約
を
「
非
典
型
的
権
限
」（atypical com

petence

）

に
由
来
す
る
も
の
と
み
な
し
、
後
法
に
よ
っ
て
廃
さ
れ
な
い
と
判
断
し
た
こ
と
が
あ
る
が

（
57
）

、
同
判
理
は
定
着
し
な
か
っ
た
。

2　

イ
タ
リ
ア
破
棄
院

イ
タ
リ
ア
破
棄
院
は
、
欧
州
人
権
条
約
の
効
力
な
い
し
適
用
に
関
し
て
、
判
例
の
立
場
を
徐
々
に
変
更
し
て
き
た
。

当
初
、
イ
タ
リ
ア
破
棄
院
は
、
欧
州
人
権
条
約
規
定
を
プ
ロ
グ
ラ
ム
規
定
と
判
断
し

（
58
）

、
締
約
国
に
対
し
て
の
み
拘
束
力
を
有
し
、
私
人

に
は
直
接
に
は
効
力
を
有
し
な
い
と
判
示
し
た
が

（
59
）

、
一
方
で
、
欧
州
人
権
条
約
の
自
動
執
行
性
を
認
め
る
判
断
も
下
す
よ
う
に
な
り

（
60
）

、
最

終
的
に
は
、
欧
州
人
権
条
約
の
規
定
ご
と
に
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
規
定
の
も
の
も
あ
れ
ば
、
自
動
執
行
性
を
有
す
る
も
の
も
あ
る
と
判
断
す
る

四
九
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こ
と
と
な
り

（
61
）

、
い
ず
れ
に
し
ろ
、
憲
法
お
よ
び
通
常
法
律
の
解
釈
の
基
準
と
し
て
の
拘
束
力
を
有
す
る
と
判
示
し
た

（
62
）

。

と
は
い
え
、
欧
州
人
権
条
約
が
そ
の
批
准
承
認
お
よ
び
施
行
命
令
を
行
う
国
内
法
律
の
序
列
を
有
す
る
と
い
う
前
提
は
変
わ
ら
ず
、

よ
っ
て
抵
触
す
る
国
内
後
法
に
よ
っ
て
廃
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
っ
た
が
、
一
九
九
三
年
のM

edrano

事
件
判
決
で
、
イ
タ
リ
ア
破
棄
院

は
、
イ
タ
リ
ア
憲
法
裁
判
所
の
一
九
九
三
年
第
一
〇
号

（
63
）

を
反
映
す
る
形
で
、
欧
州
人
権
条
約
が
「
特
別
な
抵
抗
力
」（particular force of 

resistance

）
を
有
し
、
後
法
に
よ
り
廃
さ
れ
な
い
と
判
断
し
た

（
64
）

。
イ
タ
リ
ア
破
棄
院
は
、
一
九
九
八
年
に
も
、「
非
典
型
的
権
限
お
よ
び

特
別
な
抵
抗
力
」（atypical com

petence and a particular force of resistance

）
に
も
と
づ
く
同
様
の
判
断
を
維
持
し
た

（
65
）

。
た
だ
、
こ
の

判
理
の
含
意
は
、
国
内
後
法
の
解
釈
の
際
に
欧
州
人
権
条
約
に
可
能
な
限
り
拡
張
的
な
意
味
を
与
え
る
義
務
が
裁
判
官
に
あ
る
、
す
な
わ

ち
、
欧
州
人
権
条
約
が
憲
法
お
よ
び
通
常
法
律
の
解
釈
の
基
準
と
な
る
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
欧
州
人
権
条
約
に
抵
触
す
る
国
内
法
が
適

用
排
除
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
欧
州
人
権
条
約
に
抵
触
す
る
国
内
法
が
適
用
排
除
さ
れ
た
事
例
も
あ
っ
た
が
、
欧

州
人
権
条
約
に
抵
触
す
る
と
し
て
適
用
排
除
さ
れ
た
の
は
、
前
法
で
あ
る
行
政
措
置
で
あ
っ
て
、
後
法
で
あ
る
法
律
で
は
な
か
っ
た

（
66
）

。

3　

そ
の
他
の
裁
判
所

イ
タ
リ
ア
憲
法
第
一
一
七
条
改
正
前
の
イ
タ
リ
ア
憲
法
裁
判
所
お
よ
び
破
毀
院
以
外
の
裁
判
所
の
判
例
に
は
、
欧
州
人
権
条
約
規
定
の

自
動
執
行
性
を
認
め
る
も
の

（
67
）

、
欧
州
人
権
条
約
に
反
す
る
国
内
法
を
適
用
排
除
す
る
も
の

（
68
）

等
、
一
定
の
重
要
性
を
欧
州
人
権
条
約
法
に
認

め
る
も
の
が
現
れ
て
い
る
。
そ
の
他
一
部
の
傾
向
と
し
て
は
、
欧
州
人
権
条
約
に
何
ら
か
の
Ｅ
Ｕ
法
と
の
関
係
を
見
出
し
、
欧
州
人
権
条

約
を
重
要
視
す
る
裁
判
所

（
69
）

が
現
れ
て
い
る
点
が
指
摘
で
き
る
。

五
〇



イ
タ
リ
ア
憲
法
に
お
け
る
人
権
保
障
と
欧
州
人
権
条
約
（
庄
司
・
東
）

（
一
四
八
一
）

（
六
）　

イ
タ
リ
ア
憲
法
第
一
一
七
条
改
正
（
二
〇
〇
一
年
）
後
の
判
例

す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
二
〇
〇
一
年
一
〇
月
八
日
憲
法
的
法
律
第
三
号
に
よ
り

（
70
）

、
イ
タ
リ
ア
憲
法
第
一
一
七
条
が
改
正
さ
れ
、
第
一

項
の
規
定
が
「
立
法
権
は
、
憲
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
な
ら
び
に
共
同
体
法
お
よ
び
国
際
的
義
務
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
国
お
よ

び
州
に
属
す
る

（
71
）

」
と
修
正
さ
れ
、
イ
タ
リ
ア
法
規
範
に
お
け
る
国
際
条
約
に
関
す
る
言
及
が
追
加
さ
れ
た
。

学
説
は
、
二
〇
〇
一
年
憲
法
改
正
以
後
、
国
際
条
約
に
抵
触
す
る
国
内
法
令
は
、
新
た
な
イ
タ
リ
ア
憲
法
第
一
一
七
条
一
項
の
間
接
的

違
反
に
よ
り
、
イ
タ
リ
ア
憲
法
裁
判
所
に
よ
り
違
憲
無
効
と
な
る
の
で
は
、
と
議
論
し
た

（
72
）

。

1　

イ
タ
リ
ア
憲
法
裁
判
所

イ
タ
リ
ア
憲
法
第
一
一
七
条
改
正
直
後
の
判
例
で
は
、
学
説
の
予
想
と
は
異
な
り
、
イ
タ
リ
ア
憲
法
第
一
一
七
条
は
論
点
と
し
て
扱
わ

れ
て
い
な
い
も
の
が
確
認
で
き
る

（
73
）

。
と
は
い
え
、
欧
州
人
権
条
約
は
引
き
続
き
、
憲
法
審
査
の
基
準
と
な
る
憲
法
規
定
の
解
釈
に
も
、
憲

法
審
査
の
対
象
と
な
る
法
律
規
定
の
解
釈
に
も
基
準
と
し
て
依
拠
さ
れ
、
イ
タ
リ
ア
憲
法
第
一
一
七
条
が
取
り
扱
わ
れ
て
い
な
く
と
も
、

欧
州
人
権
条
約
の
解
釈
の
基
準
と
し
て
の
重
要
性
が
認
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る

（
74
）

。

2　

イ
タ
リ
ア
破
毀
院

イ
タ
リ
ア
破
毀
院
は
、
二
〇
〇
二
年
判
決
第
一
〇
五
四
二
号
等
で
、
欧
州
人
権
条
約
に
反
す
る
国
内
法
令
は
国
内
通
常
裁
判
官
に
よ
っ

て
適
用
排
除
さ
れ
う
る
と
判
示
し
た

（
75
）

。
こ
の
イ
タ
リ
ア
破
毀
院
の
判
示
は
、
国
際
条
約
に
抵
触
す
る
国
内
法
令
は
イ
タ
リ
ア
憲
法
第

一
一
七
条
一
項
の
間
接
的
違
反
に
よ
り
イ
タ
リ
ア
憲
法
裁
判
所
に
よ
り
違
憲
無
効
と
さ
れ
る
と
予
想
し
て
い
た
学
説

（
76
）

と
は
異
な
る
も
の
で

五
一
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あ
っ
た
。
イ
タ
リ
ア
破
毀
院
が
示
し
た
、
欧
州
人
権
条
約
に
反
す
る
国
内
法
令
が
国
内
通
常
裁
判
官
に
よ
っ
て
適
用
排
除
さ
れ
る
と
い
う

手
続
は
、
直
接
効
果
を
有
す
る
Ｅ
Ｕ
法
に
反
す
る
国
内
法
令
を
国
内
通
常
裁
判
官
が
適
用
排
除
す
る
手
続
と
同
様
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、

イ
タ
リ
ア
憲
法
裁
判
所
に
よ
る
国
内
法
令
の
違
憲
無
効
化
手
続
を
経
な
い
。
つ
ま
り
、
国
内
法
令
と
直
接
効
果
を
有
す
る
Ｅ
Ｕ
法
と
の
抵

触
の
問
題
は
、
イ
タ
リ
ア
憲
法
裁
判
所
の
判
断
を
介
す
る
こ
と
な
く
、
国
内
通
常
裁
判
所
か
ぎ
り
で
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
他
に
も
、
憲
法
第
一
一
七
条
改
正
後
の
イ
タ
リ
ア
破
毀
院
の
判
例
は
、
欧
州
人
権
条
約
法
の
直
接
適
用
可
能
性

（
77
）

、
国
内
法
の
適
合

解
釈

（
78
）

、
抵
触
国
内
法
の
通
常
裁
判
官
に
よ
る
適
用
排
除

（
79
）

を
判
示
し
た
も
の
が
あ
る
。
直
接
効
果
を
有
す
る
Ｅ
Ｕ
法
の
場
合
と
同
様
の
手
続

に
よ
っ
て
欧
州
人
権
条
約
と
国
内
法
令
と
の
抵
触
を
解
決
す
る
こ
と
は
、
イ
タ
リ
ア
憲
法
裁
判
所
と
の
関
係
に
お
け
る
イ
タ
リ
ア
破
毀
院

の
権
限
の
強
化
に
も
つ
な
が
る
。
こ
の
よ
う
な
イ
タ
リ
ア
破
毀
院
の
姿
勢
は
、
イ
タ
リ
ア
憲
法
裁
判
所
と
の
間
の
権
限
争
い
の
様
相
を
呈

し
た
も
の
で
あ
る
と
の
分
析
が
あ
る

（
80
）

。

3　

イ
タ
リ
ア
国
務
院

一
方
で
イ
タ
リ
ア
国
務
院
は
、
こ
の
時
期
、
欧
州
人
権
条
約
の
序
列
は
通
常
の
法
律
の
序
列
と
同
一
で
あ
る
の
で
、
Ｅ
Ｕ
法
と
異
な
り
、

欧
州
人
権
条
約
と
抵
触
す
る
国
内
後
法
が
適
用
排
除
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
こ
と
を
確
認
し
て
い
た

（
81
）

。

4　

そ
の
他
の
裁
判
所

憲
法
第
一
一
七
条
改
正
後
の
そ
の
他
の
裁
判
所
の
判
例
に
は
、
欧
州
人
権
条
約
に
抵
触
す
る
国
内
法
の
通
常
裁
判
官
に
よ
る
適
用
排
除

を
支
持
す
る
も
の

（
82
）

が
散
発
し
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
理
由
と
し
て
、
欧
州
人
権
条
約
が
Ｅ
Ｕ
法
化
さ
れ
た
と
の
指
摘
を
す
る
も
の

（
83
）

、
Ｅ
Ｕ

五
二



イ
タ
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ア
憲
法
に
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け
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州
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東
）

（
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四
八
三
）

法
化
さ
れ
た
訳
で
は
な
い
が
、
Ｅ
Ｕ
法
も
有
す
る
特
徴
を
欧
州
人
権
条
約
も
備
え
て
い
る
と
い
う
点
を
指
摘
す
る
も
の

（
84
）

が
あ
る
。

5　

立
法
に
よ
る
対
応

こ
の
時
期
、
イ
タ
リ
ア
立
法
府
は
、
欧
州
人
権
条
約
と
の
適
合
性
の
確
保
に
向
け
て
対
応
を
行
っ
て
い
る
。

そ
の
一
つ
は
、
下
院
に
設
置
さ
れ
た
「
欧
州
人
権
裁
判
所
判
例
常
設
オ
ブ
ザ
ー
バ
ト
リ
ー
（O

sservatorio P
erm

anente delle S
entenze 

della C
orte E

uropea dei D
iritti dell ’U

om
o

）」（
以
下
「
常
設
オ
ブ
ザ
ー
バ
ト
リ
ー
」）
で
あ
る
。
同
機
関
は
、
欧
州
審
議
会
の
議
員
会
議
の

イ
タ
リ
ア
代
表
団
お
よ
び
法
廷
作
業
部
会
に
対
す
る
法
的
助
言
を
行
う
た
め
に
、
欧
州
人
権
裁
判
所
判
例
を
収
集
し
、
体
系
的
に
整
理
し
、

情
報
の
普
及
に
貢
献
し
て
い
る
。
ま
た
常
設
オ
ブ
ザ
ー
バ
ト
リ
ー
は
、
国
内
法
を
欧
州
人
権
条
約
基
準
に
適
合
さ
せ
る
た
め
の
起
草
や
改

正
の
際
の
助
言
等
を
行
っ
て
い
る

（
85
）

。

二
〇
〇
六
年
一
月
に
は
、
欧
州
人
権
裁
判
所
判
決
の
遵
守
を
確
保
す
る
た
め
のA

zzolini

法
（
86
）

が
採
択
さ
れ
た
。
同
法
は
、
イ
タ
リ
ア

に
対
す
る
欧
州
人
権
裁
判
所
の
判
決
の
遵
守
を
確
保
す
る
た
め
の
総
理
大
臣
の
権
限
お
よ
び
義
務
を
規
定
し
て
い
る
。
総
理
大
臣
は
、
欧

州
人
権
裁
判
所
の
判
決
に
つ
い
て
時
宜
を
得
て
議
会
に
報
告
し
、
判
決
の
履
行
に
関
す
る
議
会
へ
の
年
次
報
告
を
起
草
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い

（
87
）

。
（
七
）　

イ
タ
リ
ア
憲
法
裁
判
所
の
双
子
判
決
（
二
〇
〇
七
年
判
決
第
三
四
八
号（88
）お

よ
び
第
三
四
九
号（89
））

こ
の
よ
う
に
、
欧
州
人
権
条
約
の
国
内
法
秩
序
に
お
け
る
位
置
づ
け
が
よ
り
重
要
な
も
の
と
な
っ
て
き
て
い
る
な
か
で
、
国
内
通
常
裁

判
所
は
、
究
極
的
な
ジ
レ
ン
マ
を
抱
え
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
仮
に
欧
州
人
権
裁
判
所
に
よ
り
欧
州
人
権
条
約
違
反
と
判
示
さ
れ
た
イ
タ

五
三



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
一
四
八
四
）

リ
ア
憲
法
判
例
に
し
た
が
っ
て
判
決
を
下
し
た
場
合
、
当
該
判
決
が
イ
タ
リ
ア
国
内
で
上
級
審
に
よ
り
覆
さ
れ
る
可
能
性
を
排
除
で
き
る

が
、
欧
州
人
権
条
約
違
反
の
状
態
が
解
消
で
き
な
い
。
逆
に
、
イ
タ
リ
ア
憲
法
判
例
を
欧
州
人
権
条
約
違
反
と
判
示
し
た
欧
州
人
権
裁
判

所
判
例
に
し
た
が
っ
て
判
決
を
下
し
た
場
合
、
当
該
判
決
は
イ
タ
リ
ア
国
内
の
上
級
審
に
よ
り
覆
さ
れ
る
可
能
性
が
残
る

（
90
）

。

イ
タ
リ
ア
破
毀
院
は
、
こ
の
よ
う
な
ジ
レ
ン
マ
を
解
決
す
べ
く
、
二
〇
〇
六
年
の
決
定

（
91
）

に
よ
っ
て
、
自
ら
イ
タ
リ
ア
憲
法
裁
判
所
に
質

問
を
行
っ
た

（
92
）

。
す
な
わ
ち
、
イ
タ
リ
ア
憲
法
裁
判
所
に
よ
り
か
つ
て
合
憲
と
判
断
さ
れ
た
国
内
法
令
が
、
欧
州
人
権
裁
判
所
に
よ
り
欧
州

人
権
条
約
違
反
と
判
断
さ
れ
た
場
合
、
イ
タ
リ
ア
憲
法
上
ど
ち
ら
に
し
た
が
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
、
と
い
う
問
題
で
も
あ
る
。

1　

事
案

二
〇
〇
七
年
判
決
第
三
四
八
号
お
よ
び
第
三
四
九
号
で
審
理
さ
れ
た
事
例
で
は
、
い
ず
れ
も
市
場
価
格
を
下
回
る
土
地
収
用
の
損
失
補

償
額
を
許
容
す
る
国
内
法
の
合
憲
性
お
よ
び
欧
州
人
権
条
約
違
反
が
争
点
で
あ
っ
た
。

同
国
内
法
に
つ
い
て
、
イ
タ
リ
ア
憲
法
裁
判
所
は
、
過
去
、
イ
タ
リ
ア
憲
法
第
四
二
条
に
適
合
し
て
い
る
と
判
断
し
て
い
た

（
93
）

が
、
欧
州

人
権
裁
判
所
は
、
欧
州
人
権
条
約
第
一
議
定
書
第
一
条

（
94
）

に
規
定
さ
れ
た
「
財
産
の
平
和
的
な
享
有
」
の
違
反
で
あ
る
と
判
断
し
て
い
た

（
95
）

。

2　

判
旨

イ
タ
リ
ア
憲
法
裁
判
所
は
、
両
事
件
に
つ
い
て
、
国
内
法
が
、
欧
州
人
権
条
約
第
一
議
定
書
第
一
条
に
抵
触
し
、
し
た
が
っ
て
イ
タ
リ

ア
憲
法
第
一
一
七
条
一
項
違
反
で
あ
る
と
宣
言
し
た
。

イ
タ
リ
ア
憲
法
裁
判
所
は
、
Ｅ
Ｕ
法
規
定
と
異
な
り
、「
い
か
な
る
国
家
主
権
の
制
限
も
み
う
け
ら
れ
な
い
」
た
め
、
欧
州
人
権
条
約

五
四



イ
タ
リ
ア
憲
法
に
お
け
る
人
権
保
障
と
欧
州
人
権
条
約
（
庄
司
・
東
）

（
一
四
八
五
）

規
定
に
つ
い
て
は
、
憲
法
第
一
一
条
が
考
慮
さ
れ
な
い
と
し
た
判
例
を
再
確
認
し
た
。
欧
州
人
権
条
約
は
、
国
家
に
対
し
て
拘
束
力
を
生

じ
る
国
際
条
約
規
定
で
あ
っ
て
、
国
内
法
規
範
に
お
け
る
直
接
効
果
を
生
じ
な
い
。
つ
ま
り
、
訴
訟
に
お
い
て
欧
州
人
権
条
約
規
定
を
適

用
し
、
同
時
に
欧
州
人
権
条
約
規
定
に
抵
触
す
る
国
内
法
規
定
を
適
用
排
除
す
る
権
限
は
、
国
内
通
常
裁
判
官
に
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と

に
な
る
。

次
に
イ
タ
リ
ア
憲
法
裁
判
所
は
、
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
に
よ
っ
て
欧
州
人
権
条
約
規
定
の
基
本
権
が
Ｅ
Ｕ
法
の
一
般
原
則
と
し
て
位
置
づ

け
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
間
接
的
に
イ
タ
リ
ア
憲
法
第
一
一
条
の
憲
法
判
断
基
準
と
し
て
の
関
連
性
が
認
め
ら
れ
る
可
能
性
も
否
定
し
た
。

そ
の
理
由
と
し
て
、
確
か
に
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
判
例
に
よ
れ
ば
、
基
本
権
は
Ｅ
Ｕ
法
の
一
般
原
則
の
一
部
で
あ
り
、
加
盟
国
に
共
通
な
憲

法
的
伝
統
お
よ
び
特
に
欧
州
人
権
条
約
に
着
想
を
得
つ
つ
Ｅ
Ｕ
裁
判
官
は
基
本
権
の
遵
守
を
確
保
せ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
よ
う
な
基

本
権
は
、
そ
れ
が
適
用
可
能
な
事
案
に
関
し
て
の
み
関
連
性
を
有
す
る
点
を
指
摘
し
た
。
つ
ま
り
、
Ｅ
Ｕ
措
置
や
、
Ｅ
Ｕ
法
規
定
を
実
施

す
る
国
内
措
置
、
お
よ
び
基
本
権
遵
守
の
観
点
か
ら
正
当
と
認
め
ら
れ
る
Ｅ
Ｕ
法
規
定
の
適
用
が
除
外
さ
れ
る
国
内
措
置
が
問
題
と
な
っ

て
い
る
事
案
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
れ
以
外
の
事
案
に
お
け
る
欧
州
人
権
条
約
と
加
盟
国
の
法
規
範
と
の
関
係
に
関
し
て
は
、
各
加
盟
国

の
法
規
範
に
よ
り
確
固
と
し
て
規
律
さ
れ
る
問
題
と
な
る
。

ま
た
、
イ
タ
リ
ア
憲
法
第
一
一
七
条
一
項
の
新
条
文
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
よ
う
に
判
示
し
た
。

イ
タ
リ
ア
憲
法
第
一
一
七
条
一
項
に
よ
り
、
条
約
規
定
は
「
中
間
規
範
（norm

a interposta

）」（
後
述
）
と
し
て
の
位
置
づ
け
を
一
般

的
に
得
る
。
結
果
と
し
て
、
国
内
通
常
裁
判
官
は
、
規
定
の
文
言
が
許
容
す
る
範
囲
内
で
、
国
内
法
を
国
際
条
約
規
定
に
適
合
す
る
形
で

解
釈
す
る
こ
と
と
な
る
。
そ
れ
が
不
可
能
な
場
合
、
ま
た
は
「
中
間
規
範
」
で
あ
る
条
約
規
定
と
の
国
内
法
規
定
の
適
合
性
に
疑
義
が
あ

る
場
合
、
国
内
通
常
裁
判
官
は
、
ま
さ
に
本
件
で
行
わ
れ
た
よ
う
に
、
イ
タ
リ
ア
憲
法
第
一
一
七
条
一
項
の
合
憲
性
に
関
す
る
質
問
を
イ

五
五
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月
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（
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四
八
六
）

タ
リ
ア
憲
法
裁
判
所
に
付
託
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

憲
法
審
査
の
際
、
仮
に
中
間
規
範
た
る
欧
州
人
権
条
約
法
が
イ
タ
リ
ア
憲
法
規
定
と
抵
触
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
イ
タ
リ
ア
憲
法
裁
判

所
は
、
当
該
中
間
規
範
の
補
完
的
違
憲
審
査
基
準
と
し
て
の
不
適
合
性
を
宣
言
し
、
規
定
の
手
続
き
に
よ
り
、
イ
タ
リ
ア
司
法
規
範
よ
り

排
除
す
る
。
欧
州
人
権
条
約
規
定
は
、
憲
法
審
査
基
準
を
補
完
す
る
規
定
で
あ
り
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
憲
法
の
下
位
に
留
ま
る
も
の
で
あ

る
の
で
、
憲
法
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
欧
州
人
権
条
約
規
定
は
、
Ｅ
Ｕ
法
規
定
と
異
な
り
、「
中
間
規
範
」
と
し
て
の

欧
州
人
権
条
約
規
定
の
合
憲
性
の
審
査
の
際
の
精
査
は
、
イ
タ
リ
ア
憲
法
の
基
本
原
則
お
よ
び
不
可
侵
の
人
権
の
違
反
の
事
例
に
限
定
さ

れ
ず
、
す
べ
て
の
憲
法
規
定
と
の
抵
触
に
お
よ
ぶ
。

こ
の
よ
う
に
、
イ
タ
リ
ア
憲
法
裁
判
所
に
よ
れ
ば
国
内
法
の
憲
法
審
査
の
際
に
欧
州
人
権
裁
判
所
の
判
決
が
無
条
件
に
拘
束
力
を
有
す

る
と
い
う
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。
イ
タ
リ
ア
憲
法
規
範
は
、
イ
タ
リ
ア
が
憲
法
第
一
一
条
の
規
定
に
よ
り
主
権
の
制
限
を
伴
う
こ
と
を

認
め
た
Ｅ
Ｕ
の
よ
う
な
国
際
機
関
が
定
立
す
る
法
規
範
以
外
の
外
部
の
法
規
範
に
よ
っ
て
は
修
正
さ
れ
え
な
い
。

3　

考
察

（
1
）　

欧
州
人
権
条
約
の
国
内
法
令
に
対
す
る
優
越
性
？

本
判
決
に
お
い
て
イ
タ
リ
ア
憲
法
裁
判
所
が
明
ら
か
に
し
た
の
は
、
立
法
府
お
よ
び
国
内
裁
判
所
が
国
際
条
約
規
定
に
適
合
す
る
よ
う

に
国
内
法
の
採
択
お
よ
び
解
釈
を
行
う
義
務
が
、
イ
タ
リ
ア
憲
法
上
存
す
る
こ
と
で
あ
る

（
96
）

。
本
判
決
に
よ
り
、
イ
タ
リ
ア
憲
法
裁
判
所
に

よ
っ
て
国
際
条
約
に
反
す
る
国
内
立
法
は
イ
タ
リ
ア
憲
法
第
一
一
七
条
一
項
に
違
反
す
る
と
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
法
律
に
対
す
る
国
際

条
約
の
優
位
が
実
質
的
に
確
保
さ
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た

（
97
）

。

五
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イ
タ
リ
ア
憲
法
に
お
け
る
人
権
保
障
と
欧
州
人
権
条
約
（
庄
司
・
東
）

（
一
四
八
七
）

欧
州
人
権
条
約
は
、
新
た
な
イ
タ
リ
ア
憲
法
第
一
一
七
条
一
項
に
基
づ
き
、「
超
立
法
的
」（supra-legislative

）
序
列
が
与
え
ら
れ
る
。

そ
の
意
味
は
、
国
内
法
令
は
、
イ
タ
リ
ア
憲
法
裁
判
所
に
よ
り
、
イ
タ
リ
ア
憲
法
の
み
な
ら
ず
、
欧
州
人
権
条
約
と
の
適
合
性
を
も
審
査

さ
れ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
そ
の
際
、
イ
タ
リ
ア
憲
法
裁
判
所
は
、
憲
法
審
査
の
判
断
基
準
と
し
て
、
欧
州
人
権
条
約
の
規
定
の
み
な

ら
ず
、
欧
州
人
権
裁
判
所
の
解
釈
に
も
従
う
。
そ
の
結
果
欧
州
人
権
条
約
法
に
抵
触
す
る
国
内
法
令
は
、
イ
タ
リ
ア
憲
法
第
一
一
七
条
一

項
の
違
反
に
よ
り
、
違
憲
と
な
る
の
で
あ
る

（
98
）

。
こ
の
よ
う
な
イ
タ
リ
ア
憲
法
第
一
一
七
条
に
も
と
づ
く
違
憲
審
査
の
基
準
た
る
性
質
を
、

「
中
間
規
範
」（norm

e interposte/interm
ediate norm

）
と
呼
ぶ

（
99
）

。

こ
の
よ
う
な
欧
州
人
権
条
約
に
基
づ
く
国
内
法
令
の
審
査
は
、
イ
タ
リ
ア
憲
法
裁
判
所
の
排
他
的
な
権
限
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
欧
州
人

権
条
約
が
Ｅ
Ｕ
法
と
同
様
に
国
内
法
令
に
対
し
て
優
越
し
、
そ
の
結
果
、
欧
州
人
権
条
約
に
反
す
る
国
内
法
令
は
国
内
通
常
裁
判
官
に

よ
っ
て
適
用
排
除
さ
れ
る
と
判
断
し
た
、
イ
タ
リ
ア
破
毀
院
や
、
そ
の
他
の
下
級
審
の
判
理
は
採
用
さ
れ
な
か
っ
た

（
100
）

。

そ
の
理
由
は
、
欧
州
人
権
条
約
制
度
と
Ｅ
Ｕ
法
制
度

（
101
）

と
が
構
造
の
面
で
異
な
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
欧
州
人
権
条
約
に
は

先
決
付
託
手
続
が
な
く
、
国
内
裁
判
所
は
欧
州
人
権
裁
判
所
と
直
接
に
対
話
を
し
な
い
と
い
う
点
で
、
Ｅ
Ｕ
法
制
度
と
は
異
な
る

（
102
）

。
ま

た
、
欧
州
人
権
条
約
は
、
Ｅ
Ｕ
法
と
異
な
り
、
加
盟
国
全
域
に
お
け
る
厳
密
な
統
一
的
適
用
を
要
求
し
て
い
な
い
。
す
な
わ
ち
、
欧
州
人

権
条
約
は
、
同
第
五
三
条

（
103
）

に
よ
れ
ば
、
下
限
設
定
基
準
（m

inim
um

 standard

）
に
過
ぎ
な
い

（
104
）

。
言
い
換
え
れ
ば
、
欧
州
人
権
裁
判
所
と
国

内
裁
判
所
と
の
関
係
は
、
Ｅ
Ｕ
法
の
よ
う
に
優
越
性
の
原
則
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
補
完
性
の
原
則
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ

る
と
い
う
点
で
、
Ｅ
Ｕ
法
と
国
内
法
と
の
関
係
と
は
異
な
る
。
つ
ま
り
、
欧
州
人
権
条
約
制
度
は
、「
裁
量
の
余
地
」（m

argin of 

appreciation

）
理
論
に
基
き
、
国
内
法
に
お
い
て
欧
州
人
権
条
約
上
の
権
利
を
ど
の
よ
う
に
保
護
す
る
か
、
ま
た
欧
州
人
権
条
約
が
国
内

法
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
優
越
す
る
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
加
盟
国
に
選
択
す
る
自
由
を
与
え
て
い
る

（
105
）

。
欧
州
人
権
裁
判
所
の
役
割

五
七
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（
一
四
八
八
）

は
、
国
内
法
に
基
づ
く
履
行
に
よ
っ
て
、
私
人
に
過
度
な
、
ま
た
は
受
け
容
れ
難
い
負
担
が
課
さ
れ
な
い
よ
う
確
保
す
る
た
め
に
、
特
定

事
例
を
国
際
的
に
監
督
す
る
も
の
で
あ
る

（
106
）

。
人
権
の
保
護
を
第
一
義
的
に
担
う
の
は
国
内
裁
判
所
で
あ
っ
て
、
国
内
裁
判
所
に
は
、
国
内

法
令
を
欧
州
人
権
条
約
に
照
ら
し
て
解
釈
す
る
義
務
が
課
さ
れ
る
。
国
内
法
令
が
、
欧
州
人
権
条
約
に
照
ら
し
、
解
釈
に
よ
っ
て
回
避
が

不
可
能
な
程
度
に
抵
触
し
て
い
る
場
合
、
国
内
裁
判
所
は
、
事
案
を
イ
タ
リ
ア
憲
法
裁
判
所
に
移
送
し
、
同
法
令
の
イ
タ
リ
ア
憲
法
第

一
一
七
条
一
項
違
反
に
よ
る
違
憲
宣
言
を
得
ね
ば
な
ら
な
い

（
107
）

。
こ
の
よ
う
な
制
度
に
よ
り
イ
タ
リ
ア
は
、
人
権
を
尊
重
し
、
な
ら
び
に
、

そ
の
管
轄
に
お
い
て
全
て
の
者
に
対
し
欧
州
人
権
条
約
上
の
権
利
お
よ
び
自
由
を
確
保
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
欧
州
人
権
条
約
第
一
条

の
国
際
的
義
務
を
、
完
全
に
履
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
評
価
さ
れ
た

（
108
）

。

（
2
）　
「
対
抗
限
界
」（C

ounter-lim
its

）
？

同
時
に
他
方
で
イ
タ
リ
ア
憲
法
裁
判
所
は
、
欧
州
人
権
条
約
規
定
お
よ
び
欧
州
人
権
裁
判
所
に
よ
る
そ
れ
ら
の
適
用
が
イ
タ
リ
ア
憲
法

と
適
合
す
る
か
否
か
を
判
断
す
る
権
限
を
留
保
し
た
。
こ
れ
は
、
Ｅ
Ｕ
法
と
イ
タ
リ
ア
法
と
の
関
係
に
つ
い
てG

ranital

事
件
判
決
で

イ
タ
リ
ア
憲
法
裁
判
所
が
採
用
し
た
立
場
（
イ
タ
リ
ア
憲
法
裁
判
所
は
、
Ｅ
Ｕ
法
の
イ
タ
リ
ア
憲
法
の
基
本
原
則
お
よ
び
不
可
侵
の
人
権
と
の
適
合

性
を
審
査
す
る
権
限
を
留
保
し
た

（
109
）

）
を
、
欧
州
人
権
条
約
と
イ
タ
リ
ア
法
の
関
係
に
お
い
て
も
適
用
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
、
Ｅ
Ｕ
法
の
場

合
と
同
様
「
対
抗
限
界
」
と
い
う
用
語
で
表
現
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が

（
110
）

、
対
Ｅ
Ｕ
法
と
の
関
係
で
の
対
抗
限
界
と
、
対
欧
州
人
権
条
約
と

の
そ
れ
と
は
、
以
下
の
よ
う
に
異
な
る
こ
と
に
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

ま
ず
、
Ｅ
Ｕ
法
の
場
合
は
、
Ｅ
Ｕ
法
に
対
す
る
対
抗
限
界
は
、
イ
タ
リ
ア
憲
法
規
定
の
う
ち
、
イ
タ
リ
ア
憲
法
の
基
本
原
則
お
よ
び
不

可
侵
の
人
権
に
該
当
す
る
規
定
の
み
で
あ
る
。

五
八
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）

（
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四
八
九
）

他
方
、
欧
州
人
権
条
約
の
場
合
は
、
欧
州
人
権
条
約
は
、
イ
タ
リ
ア
憲
法
第
一
一
七
条
に
よ
り
法
律
の
違
憲
審
査
の
際
の
中
間
規
範
と

な
る
と
は
い
え
、
そ
れ
自
体
は
あ
く
ま
で
も
通
常
の
法
律
と
同
等
の
序
列
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
前
提
で
あ
る
の
で
、
憲
法
の
下
の
序
列

に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
欧
州
人
権
条
約
に
対
す
る
「
対
抗
限
界
」
は
、
イ
タ
リ
ア
憲
法
全
体
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
立
法
府
お
よ
び

国
内
裁
判
所
は
、
国
際
条
約
規
定
に
適
合
す
る
よ
う
に
国
内
法
の
採
択
お
よ
び
解
釈
を
行
う
義
務
が
あ
る
が
、
イ
タ
リ
ア
憲
法
上
の
人
権

規
定
を
国
際
条
約
に
照
ら
し
て
解
釈
す
る
義
務
は
、
イ
タ
リ
ア
憲
法
上
存
し
な
い

（
111
）

こ
と
と
一
貫
し
て
い
る

（
112
）

。
し
た
が
っ
て
、
イ
タ
リ
ア
憲

法
裁
判
所
は
、
欧
州
人
権
裁
判
所
の
影
響
を
免
れ
、
国
内
法
の
境
界
を
守
り
つ
つ
、
国
内
法
に
お
け
る
人
権
保
護
で
主
導
的
役
割
を
果
た

す
こ
と
が
で
き
る

（
113
）

。

こ
の
よ
う
に
、
イ
タ
リ
ア
憲
法
裁
判
所
は
欧
州
人
権
条
約
を
イ
タ
リ
ア
憲
法
の
下
位
に
位
置
づ
け
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
は
、「
対
抗

限
界
」
の
概
念
が
元
来
、
Ｅ
Ｕ
法
の
イ
タ
リ
ア
憲
法
に
対
す
る
優
越
に
対
抗
す
る
た
め
の
概
念
で
あ
る
こ
と
を
想
起
し
直
す
と
、
そ
も
そ

も
イ
タ
リ
ア
憲
法
に
は
優
越
し
な
い
と
さ
れ
て
い
る
欧
州
人
権
条
約
の
場
合
に
「
対
抗
限
界
」
の
用
語
を
使
用
す
る
こ
と
は
不
適
切
で
あ

ろ
う
。
た
だ
、
今
後
の
イ
タ
リ
ア
法
と
欧
州
人
権
条
約
法
の
関
係
の
進
展
に
よ
り
、
も
し
欧
州
人
権
条
約
法
の
イ
タ
リ
ア
憲
法
に
対
す
る

優
越
性
が
認
め
ら
れ
る
事
態
に
な
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
欧
州
人
権
条
約
法
の
優
越
性
に
対
し
て
イ
タ
リ
ア
憲
法
裁
判
所
が
掲
げ
る
で
あ
ろ

う
留
保
は
、「
対
抗
限
界
」
と
呼
ぶ
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
八
）　

双
子
判
決
以
降
の
イ
タ
リ
ア
判
例

双
子
判
決
以
降
の
イ
タ
リ
ア
判
例
に
は
、
双
子
判
決
を
下
し
た
イ
タ
リ
ア
憲
法
裁
判
所
自
身
は
も
ち
ろ
ん
、
イ
タ
リ
ア
破
毀
院
、
イ
タ

リ
ア
国
務
院
も
イ
タ
リ
ア
憲
法
裁
判
所
の
双
子
判
決
を
確
認
す
る
も
の
が
見
受
け
ら
れ
る
。
た
だ
、
一
部
の
国
内
裁
判
所
は
、
欧
州
人
権

五
九



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
一
四
九
〇
）

条
約
と
抵
触
す
る
国
内
法
の
国
内
通
常
裁
判
官
に
よ
る
適
用
排
除
を
認
め
る
以
前
の
破
毀
院
判
例
を
支
持
す
る
も
の
も
あ
っ
た
。

1　

イ
タ
リ
ア
憲
法
裁
判
所

イ
タ
リ
ア
憲
法
裁
判
所
は
、
自
身
の
双
子
判
決
以
降
、
実
際
に
欧
州
人
権
条
約
違
反
を
疑
わ
れ
る
国
内
法
を
イ
タ
リ
ア
憲
法
第
一
一
七

条
の
違
憲
の
問
題
と
し
て
審
査
す
る
と
い
う
判
理
を
踏
襲
し
て
い
く

（
114
）

。

2　

イ
タ
リ
ア
破
毀
院

イ
タ
リ
ア
破
毀
院
は
、
二
〇
〇
八
年
判
決
第
五
九
九
号

（
115
）

に
て
、
イ
タ
リ
ア
憲
法
裁
判
所
の
双
子
判
決
を
反
映
し
、
収
用
の
補
償
と
し

て
、
イ
タ
リ
ア
憲
法
裁
判
所
に
よ
り
違
憲
と
判
断
さ
れ
た
国
内
法
に
も
と
づ
く
市
場
価
格
を
下
回
る
価
格
で
は
な
く
、
完
全
市
場
価
格
を

採
用
す
る
判
断
を
行
な
っ
た
。

ま
た
、
二
〇
〇
九
年
判
決
第
一
〇
四
一
五
号

（
116
）

に
て
、
イ
タ
リ
ア
憲
法
裁
判
所
の
双
子
判
決
の
内
容
を
敷
衍
し
、
国
内
通
常
裁
判
官
は
第

一
に
、
欧
州
人
権
裁
判
所
判
例
に
し
た
が
っ
た
欧
州
人
権
条
約
規
定
に
適
合
的
に
国
内
法
を
解
釈
せ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
第
二
に
、
適

合
解
釈
が
可
能
で
な
い
場
合
に
は
、
イ
タ
リ
ア
憲
法
第
一
一
七
条
違
反
の
違
憲
訴
訟
を
提
起
せ
ね
ば
ら
な
い
旨
を
確
認
し
た
。

3　

イ
タ
リ
ア
国
務
院

イ
タ
リ
ア
国
務
院
も
、
二
〇
〇
七
年
判
決
第
五
八
三
〇
号

（
117
）

に
て
、
イ
タ
リ
ア
憲
法
裁
判
所
の
双
子
判
決
の
結
論
を
反
映
す
る
判
示
を
行

な
っ
た
。

六
〇



イ
タ
リ
ア
憲
法
に
お
け
る
人
権
保
障
と
欧
州
人
権
条
約
（
庄
司
・
東
）

（
一
四
九
一
）

4　

そ
の
他

そ
の
他
の
下
級
裁
判
所
に
は
、
イ
タ
リ
ア
憲
法
裁
判
所
の
判
示
に
反
す
る
判
断
を
行
な
っ
た
も
の
も
あ
る
。

二
〇
〇
八
年
一
月
一
六
日
ラ
ヴ
ェ
ン
ナ
地
裁
判
決

（
118
）

は
、
イ
タ
リ
ア
憲
法
裁
判
所
の
双
子
判
決
の
内
容
を
、
以
下
の
よ
う
に
確
認
し
た
。

す
な
わ
ち
、
イ
タ
リ
ア
憲
法
裁
判
所
に
よ
れ
ば
、
欧
州
人
権
条
約
規
定
は
欧
州
人
権
裁
判
所
に
よ
る
解
釈
を
通
じ
て
日
々
変
化
す
る

（vivono

）
も
の
で
あ
り
、
国
内
通
常
裁
判
官
に
対
し
て
拘
束
力
を
有
す
る
が
、
国
内
通
常
裁
判
官
は
欧
州
人
権
条
約
規
定
を
前
に
し
て
国

内
法
を
適
用
排
除
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

次
に
ラ
ヴ
ェ
ン
ナ
地
方
裁
判
所
は
、
イ
タ
リ
ア
憲
法
裁
判
所
の
双
子
判
決
で
は
な
く
、
双
子
判
決
以
前
の
イ
タ
リ
ア
破
毀
院
判
例

（
二
〇
〇
五
年
判
決
第
二
八
五
〇
七
号
）
を
支
持
し
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
イ
タ
リ
ア
破
毀
院
判
例
の
ほ
う
が
、
欧
州
人
権
条
約
規
定
の
直

接
的
な
裁
判
規
範
性
（im

m
ediata precettività

）
を
認
め
る
こ
と
に
よ
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
領
域
に
お
け
る
基
本
権
に
よ
り
実
効
性
を
与
え

る
姿
勢
で
あ
る
点
を
示
し
た
。

（
九
）　

リ
ス
ボ
ン
条
約
以
降
の
イ
タ
リ
ア
判
例

前
述
の
通
り
、
Ｅ
Ｕ
は
、
リ
ス
ボ
ン
条
約
に
よ
る
Ｅ
Ｕ
基
本
条
約
の
改
正
に
て
、
Ｅ
Ｕ
基
本
権
憲
章
に
Ｅ
Ｕ
基
本
条
約
と
同
等
の
法
的

拘
束
力
を
付
与
し
、
欧
州
人
権
条
約
へ
の
将
来
の
加
入
を
規
定
し
、
ま
た
、
従
来
の
Ｅ
Ｕ
法
の
一
般
原
則
と
し
て
の
基
本
権
保
障
の
仕
組

み
も
維
持
し
た
。
こ
の
よ
う
な
新
た
な
Ｅ
Ｕ
基
本
条
約
を
、
イ
タ
リ
ア
は
、
二
〇
〇
八
年
法
律
第
一
三
〇
号
に
よ
り
批
准
承
認
・
施
行
命

令
し
た

（
119
）

。
リ
ス
ボ
ン
条
約
に
よ
る
新
た
な
Ｅ
Ｕ
基
本
条
約
体
制
は
、
二
〇
〇
九
年
一
二
月
一
日
よ
り
発
効
し
て
い
る
。

Ｅ
Ｕ
条
約
第
六
条
二
項
規
定
の
Ｅ
Ｕ
に
よ
る
欧
州
人
権
条
約
へ
の
加
入
の
た
め
に
は
、
加
入
協
定
が
合
意
さ
れ
て
、
す
べ
て
の
締
約
国

六
一



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
一
四
九
二
）

お
よ
び
Ｅ
Ｕ
に
よ
り
署
名
、
批
准
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
加
入
協
定
は
、
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
を
含
む
Ｅ
Ｕ
諸
機
関
お
よ
び
加
盟
国
に
対
し
、

Ｅ
Ｕ
機
能
条
約
第
二
一
六
条
二
項
に
も
と
づ
き
、
法
的
拘
束
力
を
有
す
る

（
120
）

。
Ｅ
Ｕ
が
締
結
し
た
国
際
条
約
と
し
て
の
欧
州
人
権
条
約
に
対

し
て
は
、
Ｅ
Ｕ
法
秩
序
内
で
は
Ｅ
Ｕ
基
本
権
憲
章
お
よ
び
法
の
一
般
原
則
が
欧
州
人
権
条
約
に
優
越
す
る
が

（
121
）

、
同
時
に
、
Ｅ
Ｕ
機
能
条
約

第
六
条
三
項
に
よ
り
、
欧
州
人
権
条
約
は
法
の
一
般
原
則
の
範
囲
内
に
組
み
入
れ
ら
れ
て
お
り
、
Ｅ
Ｕ
基
本
権
憲
章
第
五
三
条
に
よ
り
、

欧
州
人
権
条
約
は
Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
基
本
権
保
障
の
下
限
基
準
と
し
て
参
照
さ
れ
、
ま
た
、
Ｅ
Ｕ
基
本
権
憲
章
第
五
二
条
三
項
に
よ
り
、

Ｅ
Ｕ
基
本
権
憲
章
に
含
ま
れ
る
権
利
は
、
欧
州
人
権
条
約
に
よ
り
保
障
さ
れ
る
基
本
権
に
相
応
す
る
と
き
に
は
、
同
一
の
解
釈
を
付
与
さ

れ
る
（
た
だ
し
、
そ
れ
よ
り
も
広
範
な
保
護
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い

（
122
）

）。

1　

イ
タ
リ
ア
憲
法
裁
判
所

リ
ス
ボ
ン
条
約
以
降
の
イ
タ
リ
ア
憲
法
裁
判
所
判
例
は
、
引
き
続
き
、
双
子
判
決
以
降
の
判
例
と
同
様
、
欧
州
人
権
条
約
違
反
を
疑
わ

れ
る
国
内
法
を
イ
タ
リ
ア
憲
法
第
一
一
七
条
の
違
憲
の
問
題
と
し
て
審
査
す
る
判
例
を
維
持
し
、
国
内
法
が
欧
州
人
権
条
約
違
反
に
つ
き

イ
タ
リ
ア
憲
法
第
一
一
七
条
違
憲
と
判
断
さ
れ
た
事
例
も
あ
る

（
123
）

。
し
か
し
、
こ
れ
ら
判
示
に
お
け
る
リ
ス
ボ
ン
条
約
に
よ
る
新
た
な
Ｅ
Ｕ

の
基
本
権
保
障
体
制
の
影
響
は
特
に
見
ら
れ
な
い
。

2　

イ
タ
リ
ア
行
政
裁
判
所

し
か
し
、
リ
ス
ボ
ン
条
約
発
効
後
の
イ
タ
リ
ア
行
政
裁
判
所
判
例
に
は
、
リ
ス
ボ
ン
条
約
に
よ
る
Ｅ
Ｕ
基
本
条
約
の
改
正
に
よ
り
、
欧

州
人
権
条
約
の
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
法
的
性
質
に
変
化
が
生
じ
た
と
す
る
も
の
が
散
見
さ
れ
た
。

六
二



イ
タ
リ
ア
憲
法
に
お
け
る
人
権
保
障
と
欧
州
人
権
条
約
（
庄
司
・
東
）

（
一
四
九
三
）

（
1
）　

二
〇
一
〇
年
三
月
二
日
イ
タ
リ
ア
国
務
院
判
決
第
一
二
二
〇
号

（
124
）

本
判
決
で
は
、
リ
ス
ボ
ン
条
約
に
よ
る
Ｅ
Ｕ
条
約
第
六
条
の
修
正
を
根
拠
に
、
欧
州
人
権
条
約
が
イ
タ
リ
ア
に
お
い
て
直
接
適
用
可
能

に
な
っ
た
と
判
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
な
ぜ
欧
州
人
権
条
約
が
「
直
接
適
用
可
能
」
と
な
っ
た
の
か
、
そ
の
根
拠
に
つ
い
て
は
明
確

に
さ
れ
て
い
な
い
。
新
た
な
Ｅ
Ｕ
条
約
第
六
条
の
規
定
の
う
ち
、
一
項
の
Ｅ
Ｕ
基
本
権
憲
章
規
定
と
重
複
す
る
欧
州
人
権
条
約
規
定
に

Ｅ
Ｕ
法
上
の
基
本
権
と
し
て
直
接
効
果
を
認
め
る
の
か
、
二
項
の
Ｅ
Ｕ
が
加
入
す
る
予
定
で
あ
る
欧
州
人
権
条
約
の
規
定
に
Ｅ
Ｕ
法
と
し

て
の
直
接
効
果
ま
た
は
国
際
条
約
と
し
て
の
直
接
適
用
可
能
性
を
認
め
る
の
か
、
三
項
の
Ｅ
Ｕ
法
の
一
般
原
則
と
認
め
ら
れ
る
欧
州
人
権

条
約
規
定
に
Ｅ
Ｕ
法
上
の
基
本
権
と
し
て
直
接
効
果
を
認
め
る
の
か
、
そ
れ
と
も
Ｅ
Ｕ
条
約
第
六
条
全
体
の
修
正
を
根
拠
に
、
Ｅ
Ｕ
が

Ｅ
Ｕ
法
射
程
外
の
事
案
に
お
い
て
も
欧
州
人
権
条
約
と
国
内
法
と
の
関
係
に
つ
い
て
Ｅ
Ｕ
レ
ベ
ル
で
共
通
化
す
る
権
限
を
獲
得
し
た
と
解

釈
し
て
（
Ｅ
Ｕ
条
約
第
六
条
の
文
言
か
ら
は
そ
の
よ
う
な
解
釈
は
不
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
）
欧
州
人
権
条
約
と
イ
タ
リ
ア
法
と
の
関
係
が

全
般
的
に
Ｅ
Ｕ
法
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
る
と
い
う
理
由
で
欧
州
人
権
条
約
に
Ｅ
Ｕ
法
と
同
様
「
直
接
効
果
」
を
認
め
る
の
か
、
は
た
ま
た
、

Ｅ
Ｕ
条
約
第
六
条
の
修
正
に
よ
る
Ｅ
Ｕ
法
上
の
Ｅ
Ｕ
権
限
の
変
更
は
な
い
が
、
Ｅ
Ｕ
条
約
第
六
条
の
修
正
に
対
す
る
イ
タ
リ
ア
法
の
側
に

よ
る
対
応
と
し
て
、
Ｅ
Ｕ
法
の
射
程
外
の
事
案
、
つ
ま
り
本
来
イ
タ
リ
ア
法
上
の
問
題
で
あ
る
従
前
の
欧
州
人
権
条
約
と
イ
タ
リ
ア
法
の

関
係
を
修
正
し
、
欧
州
人
権
条
約
法
に
直
接
適
用
可
能
性
を
認
め
る
に
至
っ
た
の
か
、
明
確
に
さ
れ
て
い
な
い
。

（
2
）　

二
〇
一
〇
年
五
月
一
八
日
ラ
ツ
ィ
オ
行
政
裁
判
所
判
決
第
一
一
九
八
四
号

（
125
）

本
判
決
で
は
、
前
述
の
イ
タ
リ
ア
国
務
院
判
決
で
明
ら
か
に
さ
れ
な
か
っ
た
点
に
つ
い
て
具
体
的
に
示
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
リ
ス
ボ

ン
条
約
に
よ
る
Ｅ
Ｕ
条
約
第
六
条
二
項
の
追
加
、
お
よ
び
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
欧
州
人
権
条
約
規
定
が
Ｅ
Ｕ
法
内
部
の
原
則
と
し
て
認

六
三



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
一
四
九
四
）

め
ら
れ
、
Ｅ
Ｕ
法
と
し
て
イ
タ
リ
ア
憲
法
第
一
一
条
に
も
と
づ
き
イ
タ
リ
ア
に
お
い
て
「
直
接
運
用
せ
ら
る
る
」、
つ
ま
り
直
接
効
果
を

有
す
る
と
判
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
論
理
は
、
リ
ス
ボ
ン
条
約
に
よ
り
欧
州
人
権
条
約
が
Ｅ
Ｕ
法
と
な
り
、
Ｅ
Ｕ
法
で
あ
る
欧
州
人
権
条

約
が
関
連
す
る
事
案
は
自
動
的
に
Ｅ
Ｕ
法
の
射
程
内
に
入
り
、
欧
州
人
権
条
約
と
国
内
法
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
Ｅ
Ｕ
法
に
し
た
が
い
解

決
す
る
、
と
解
釈
す
る
も
の
で
あ
り
、
Ｅ
Ｕ
条
約
第
六
条
の
文
言
か
ら
は
そ
の
よ
う
な
解
釈
は
不
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

ま
ず
、
Ｅ
Ｕ
条
約
第
六
条
二
項
は
、「
欧
州
人
権
条
約
へ
の
加
入
は
、
基
本
条
約
に
定
め
る
連
合
の
権
限
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
は

な
い
」
と
規
定
し
て
い
る
。
し
か
も
、
Ｅ
Ｕ
に
よ
る
欧
州
人
権
条
約
へ
の
加
入
は
、
そ
も
そ
も
実
現
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
Ｅ
Ｕ
条
約
第

六
条
三
項
は
、
従
前
の
判
例
お
よ
び
そ
れ
を
明
文
化
し
た
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
版
Ｅ
Ｕ
条
約
第
Ｆ
条
二
項
を
受
け
継
ぐ
規
定
で
あ
る
。

従
前
の
判
例
は
、
Ｅ
Ｕ
お
よ
び
Ｅ
Ｕ
法
の
射
程
内
で
行
動
す
る
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
は
、
Ｅ
Ｕ
法
の
一
般
原
則
と
し
て
の
欧
州
人
権
条
約
の
基
本

権
を
遵
守
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
Ｅ
Ｕ
法
の
射
程
「
外
」
で
行
動
す
る
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
は
、
Ｅ
Ｕ
法
の
一
般
原
則
と
し
て

の
欧
州
人
権
条
約
に
拘
束
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
国
際
法
と
し
て
の
欧
州
人
権
条
約
に
拘
束
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
国
際
法
と
し
て
の
欧
州

人
権
条
約
と
加
盟
国
法
と
の
関
係
は
、
当
該
加
盟
国
の
憲
法
に
し
た
が
い
決
定
さ
れ
る
問
題
で
あ
る
。
こ
う
し
た
判
理
は
、
す
で
に
マ
ー

ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
版
Ｅ
Ｕ
条
約
第
Ｆ
条
二
項
導
入
の
際
に
す
で
に
確
立
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
リ
ス
ボ
ン
条
約
に
よ
る
基
本
条
約
の
改
正

後
の
Ｅ
Ｕ
条
約
第
六
条
三
項
は
こ
れ
を
引
き
継
い
だ
も
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
ラ
ツ
ィ
オ
行
政
裁
判
所
の
判
示
に
は
欠
陥
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

（
3
）　

二
〇
一
〇
年
九
月
一
五
日
Ｔ
Ａ
Ｒ
ロ
ン
バ
ル
デ
ィ
ア
判
決
第
五
九
八
八
号

（
126
）

本
判
決
で
は
、
欧
州
人
権
条
約
関
連
事
案
が
Ｅ
Ｕ
法
と
の
関
連
性
を
有
す
る
場
合
に
国
内
法
秩
序
に
入
り
込
ん
だ
途
端
、
優
越
性
、
直

六
四



イ
タ
リ
ア
憲
法
に
お
け
る
人
権
保
障
と
欧
州
人
権
条
約
（
庄
司
・
東
）

（
一
四
九
五
）

接
効
果
、
抵
触
国
内
法
の
適
用
排
除
等
、
Ｅ
Ｕ
法
の
す
べ
て
の
性
質
を
備
え
る
こ
と
と
な
る
が
、
Ｅ
Ｕ
法
に
よ
り
媒
介
さ
れ
（veicolati

）

な
い
欧
州
人
権
条
約
上
の
権
利
は
、
Ｅ
Ｕ
法
と
異
な
る
制
度
の
も
と
に
置
か
れ
る
こ
と
と
な
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
ま
た
、
リ
ス
ボ
ン

条
約
が
Ｅ
Ｕ
の
欧
州
人
権
条
約
へ
の
加
入
を
規
定
し
た
こ
と
の
含
意
と
し
て
、
そ
の
実
現
の
時
点
ま
で
欧
州
人
権
条
約
規
定
は
直
接
適
用

可
能
（direttam

ente applicabili

）
で
は
な
い
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
と
判
断
し
た
。
そ
し
て
、
欧
州
人
権
条
約
へ
の
加
入
に
よ
っ
て
、

欧
州
人
権
条
約
が
Ｅ
Ｕ
基
本
条
約
と
同
質
に
な
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、
Ｅ
Ｕ
基
本
条
約
に
も
含
ま
れ
る
と
認
め
ら
れ
る
欧
州
人
権
条
約
上

の
権
利
が
、
Ｅ
Ｕ
法
の
一
般
原
則
と
同
じ
く
中
間
の
序
列
を
保
つ
の
か
、
ま
た
は
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
の
判
断
と
は
無
関
係
に
自
律
的
に
関

連
性
を
有
す
る
の
か
（
こ
の
場
合
、
Ｅ
Ｕ
基
本
権
憲
章
に
「
Ｅ
Ｕ
基
本
条
約
と
同
一
の
法
的
性
質
」
を
付
与
す
る
規
定
と
、
欧
州
人
権
条
約
が
Ｅ
Ｕ
法

の
一
般
原
則
と
し
て
Ｅ
Ｕ
法
に
受
容
さ
れ
る
と
す
る
Ｅ
Ｕ
条
約
第
六
条
三
項
と
の
間
に
相
違
が
生
ま
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
）、
議
論
す
る
に
は
ま

だ
尚
早
で
あ
る
と
の
、
慎
重
な
考
察
を
行
な
っ
て
い
る
。

（
4
）　

二
〇
一
〇
年
九
月
二
九
日
イ
タ
リ
ア
国
務
院
判
決
第
七
二
〇
〇
号

（
127
）

本
件
で
は
、
イ
タ
リ
ア
国
務
院
は
、
ま
ず
、
イ
タ
リ
ア
憲
法
第
一
一
七
条
一
項
お
よ
び
Ｅ
Ｕ
条
約
第
六
条
三
項
に
よ
り
、
欧
州
人
権
条

約
が
国
内
法
秩
序
に
お
い
て
「
直
接
の
関
連
性
（diretta rilevanza

）」
を
有
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
確
認
し
た
。

次
に
、
イ
タ
リ
ア
国
務
院
は
、
イ
タ
リ
ア
憲
法
裁
判
所
の
双
子
判
決
の
内
容
を
確
認
し
た
。
す
な
わ
ち
、
欧
州
人
権
条
約
に
抵
触
す
る

国
内
法
は
、
イ
タ
リ
ア
憲
法
第
一
一
七
条
一
項
が
規
定
す
る
「
国
際
義
務
」
と
抵
触
す
る
た
め
に
、
イ
タ
リ
ア
憲
法
の
違
反
と
な
る
こ
と

が
前
提
で
あ
る
。
そ
し
て
、
国
内
裁
判
官
は
国
内
法
規
定
を
、
当
該
国
内
法
の
文
言
が
許
容
す
る
範
囲
内
に
お
い
て
、
イ
タ
リ
ア
憲
法
お

よ
び
欧
州
人
権
条
約
に
適
合
す
る
よ
う
に
解
釈
（interpretazione ‘convenzionalm

ente ’ orientata

）
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
の

六
五



政
経
研
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第
五
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
一
四
九
六
）

よ
う
な
国
際
条
約
に
適
合
的
な
解
釈
が
不
可
能
で
あ
る
場
合
に
は
、
国
内
裁
判
官
は
、
イ
タ
リ
ア
憲
法
裁
判
所
に
イ
タ
リ
ア
憲
法
第

一
一
七
条
一
項
違
憲
の
問
題
を
付
託
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
イ
タ
リ
ア
憲
法
裁
判
所
の
双
子
判
決
の
内
容
を
正
確
に
確
認
し
た

上
で
、
イ
タ
リ
ア
国
務
院
は
、
家
族
を
引
き
離
す
こ
と
に
な
る
た
め
欧
州
人
権
条
約
に
違
反
す
る
行
政
決
定
（
第
三
国
国
民
の
滞
在
許
可
延

長
の
不
許
可
）
を
取
り
消
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
リ
ス
ボ
ン
条
約
発
効
後
の
イ
タ
リ
ア
行
政
裁
判
所
判
例
に
は
、
リ
ス
ボ
ン
条
約
に
よ
る
Ｅ
Ｕ
基
本
条
約
の
改
正
に
よ
り
、

欧
州
人
権
条
約
の
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
法
的
性
質
に
変
化
が
生
じ
た
と
し
、
Ｅ
Ｕ
法
と
同
様
の
扱
い
を
す
る
も
の
が
散
発
し
始
め
た
。

（
一
〇
）　

二
〇
一
一
年
三
月
一
一
日
イ
タ
リ
ア
憲
法
裁
判
所
判
決
第
八
〇
号
と
最
新
判
例

欧
州
人
権
条
約
に
Ｅ
Ｕ
法
と
同
様
の
性
質
を
認
め
る
上
記
の
国
内
裁
判
所
の
判
例
に
対
し
、
イ
タ
リ
ア
憲
法
裁
判
所
は
、
二
〇
一
一
年

判
決
第
八
〇
号
に
よ
り
、
再
度
、
欧
州
人
権
条
約
に
抵
触
す
る
国
内
法
の
通
常
裁
判
官
に
よ
る
適
用
排
除
を
否
定
す
る
判
示
を
行
っ
た

（
128
）

。

1　

事
案

二
〇
〇
九
年
一
一
月
一
二
日
付
決
定
（ordinanza

）
に
よ
り
、
イ
タ
リ
ア
破
毀
院
は
、
一
九
五
六
年
一
二
月
二
七
日
法
律
第
一
四
二
三

号
第
四
条
（
安
全
お
よ
び
公
衆
道
徳
を
理
由
と
し
た
危
険
人
物
に
対
す
る
予
防
措
置
）、
お
よ
び
一
九
六
五
年
五
月
三
一
日
法
律
第
五
七
五
号
第

二
条
の
三
（
マ
フ
ィ
ア
お
よ
び
外
国
犯
罪
組
織
に
対
す
る
規
定
）
の
、「
当
事
者
の
要
請
に
よ
り
予
防
措
置
手
続
が
公
開
の
法
廷
で
行
わ
れ
る

こ
と
を
認
め
な
い
」
部
分
に
お
け
る
、
イ
タ
リ
ア
憲
法
第
一
一
七
条
一
項
の
合
憲
性
に
関
す
る
質
問
を
提
起
し
た
。 六

六



イ
タ
リ
ア
憲
法
に
お
け
る
人
権
保
障
と
欧
州
人
権
条
約
（
庄
司
・
東
）

（
一
四
九
七
）

イ
タ
リ
ア
破
毀
院
に
よ
れ
ば
、
二
〇
〇
七
年
一
一
月
一
三
日B

ocellari

お
よ
びR

izza

対
イ
タ
リ
ア
事
件
判
決
に
お
い
て
欧
州
人
権

裁
判
所
は
、
欧
州
人
権
条
約
第
六
条
一
項
に
よ
り
保
障
さ
れ
る
司
法
手
続
の
公
開
原
則
が
、
裁
判
に
服
す
る
者
を
公
の
監
視
の
目
を
逃
れ

る
秘
密
裁
判
か
ら
保
護
す
る
も
の
で
あ
り
、
裁
判
官
へ
の
信
頼
を
維
持
す
る
た
め
の
適
切
な
手
段
で
あ
っ
て
、
公
正
な
裁
判
手
続
の
実
施

に
資
す
る
こ
と
を
判
示
し
た
。
欧
州
人
権
裁
判
所
に
よ
れ
ば
、
欧
州
人
権
条
約
第
六
条
一
項
は
、
司
法
当
局
が
事
案
の
性
質
を
考
慮
し
裁

判
の
公
開
原
則
か
ら
逸
脱
す
る
可
能
性
を
排
除
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
イ
タ
リ
ア
法
規
範
に
お
け
る
予
防
措
置
の
適
用
手

続
で
生
じ
る
よ
う
に
、
訴
訟
手
続
が
一
般
的
か
つ
絶
対
的
な
規
定
に
も
と
づ
い
て
非
公
開
で
行
わ
れ
、
裁
判
に
服
す
る
者
が
公
開
の
裁
判

を
要
求
す
る
可
能
性
を
与
え
ら
れ
て
い
な
い
場
合
は
、
事
情
は
異
な
る
。
そ
の
よ
う
な
手
続
は
、
欧
州
人
権
条
約
第
六
条
一
項
に
適
合
す

る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

2　

判
決

本
件
で
イ
タ
リ
ア
憲
法
裁
判
所
は
、
以
下
の
よ
う
に
判
示
し
た
。

ま
ず
、
双
子
判
決
で
も
示
さ
れ
た
よ
う
に
、
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
判
例
な
い
し
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
版
Ｅ
Ｕ
条
約
第
Ｆ
条
が
「
Ｅ
Ｕ
法

の
一
般
原
則
」
と
し
て
欧
州
人
権
条
約
規
定
が
保
障
す
る
基
本
権
に
言
及
し
た
こ
と
か
ら
は
、
欧
州
人
権
条
約
が
イ
タ
リ
ア
憲
法
第
一
一

条
の
射
程
に
入
る
と
い
う
帰
結
は
導
か
れ
な
い
こ
と
、
お
よ
び
欧
州
人
権
条
約
に
抵
触
す
る
国
内
法
規
定
を
適
用
し
な
い
権
限
な
い
し
義

務
は
通
常
裁
判
官
に
は
な
い
こ
と
、
な
ら
び
に
「
欧
州
人
権
条
約
の
規
定
に
関
し
て
は
、
い
か
な
る
国
家
主
権
の
制
限
も
確
認
で
き
な
い

た
め
」、
欧
州
人
権
条
約
に
関
し
て
は
イ
タ
リ
ア
憲
法
第
一
一
条
が
考
慮
さ
れ
な
い
こ
と
を
再
確
認
し
た
。

次
に
、
リ
ス
ボ
ン
条
約
に
よ
る
Ｅ
Ｕ
法
上
の
基
本
権
保
障
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
考
察
し
た
。

六
七



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
一
四
九
八
）

Ｅ
Ｕ
条
約
第
六
条
が
リ
ス
ボ
ン
条
約
に
よ
り
修
正
さ
れ
た
結
果
、
Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
基
本
権
保
障
は
、
第
一
に
Ｅ
Ｕ
基
本
権
憲
章
、
第
二

に
Ｅ
Ｕ
が
加
入
を
し
た
後
の
欧
州
人
権
条
約
、
お
よ
び
第
三
に
欧
州
人
権
条
約
に
規
定
さ
れ
、
加
盟
国
に
共
通
の
憲
法
的
伝
統
に
由
来
す

る
「
法
の
一
般
原
則
」
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
。
し
か
し
、
本
件
の
事
案
に
関
し
て
は
、
こ
れ
ら
の
基
本
権
保
障
規
範
の
い
ず
れ
も
、
欧
州

人
権
条
約
に
Ｅ
Ｕ
法
の
直
接
効
果
を
求
め
る
も
の
で
は
な
い
。

特
に
、
Ｅ
Ｕ
条
約
第
六
条
二
項
規
定
の
Ｅ
Ｕ
の
欧
州
人
権
条
約
へ
の
加
入
は
、
い
ま
だ
実
現
し
て
い
な
い
た
め
、
直
接
効
果
は
導
か
れ

え
な
い
。
同
条
の
効
力
が
ど
の
よ
う
な
も
の
に
な
る
か
は
、
Ｅ
Ｕ
の
欧
州
人
権
条
約
へ
の
加
入
が
実
現
さ
れ
る
際
の
態
様
に
よ
る
こ
と
と

な
る
。

さ
ら
に
、
Ｅ
Ｕ
条
約
第
六
条
三
項
に
言
及
さ
れ
て
い
る
「
法
の
一
般
原
則
」
と
し
て
の
欧
州
人
権
条
約
は
、
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
版

Ｅ
Ｕ
条
約
第
Ｆ
条
二
項
の
枠
組
を
受
け
継
い
だ
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
法
の
一
般
原
則
」
は
、
Ｅ
Ｕ
法
が
適
用
す
る
事
案
に
お
い

て
の
み
関
連
性
を
有
す
る
が
、
国
内
法
に
よ
っ
て
の
み
規
律
さ
れ
る
事
案
に
お
い
て
は
関
連
性
を
有
し
な
い
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
Ｅ
Ｕ
基
本
権
憲
章
に
つ
い
て
も
妥
当
す
る
。
Ｅ
Ｕ
条
約
第
六
条
一
項
は
、
Ｅ
Ｕ
基
本
権
憲
章
の
規
定
が
基
本
条

約
に
規
定
さ
れ
た
Ｅ
Ｕ
の
権
限
を
拡
張
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
。
リ
ス
ボ
ン
条
約
の
附
属
宣
言
一
も
同
様
の
内
容
を

示
し
て
い
る
。
Ｅ
Ｕ
基
本
権
憲
章
第
五
一
条
は
、
明
示
的
に
、「
Ｅ
Ｕ
基
本
権
憲
章
の
規
定
は
、
補
完
性
の
原
則
を
遵
守
し
つ
つ
、
Ｅ
Ｕ

の
諸
機
関
、
お
よ
び
Ｅ
Ｕ
法
の
実
施
を
行
う
際
の
加
盟
国
に
対
し
て
の
み
適
用
す
る
」
と
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
Ｅ
Ｕ
基
本

権
憲
章
が
Ｅ
Ｕ
の
権
限
を
越
え
て
基
本
権
保
障
の
制
度
を
創
設
す
る
こ
と
を
否
定
し
て
い
る
し
、
司
法
裁
判
所
も
、
リ
ス
ボ
ン
条
約
の
発

効
以
前
も
以
後
も
、
そ
の
よ
う
に
判
示
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
Ｅ
Ｕ
基
本
権
憲
章
が
適
用
可
能
で
あ
る
に
は
、
事
案
が
Ｅ
Ｕ
法
に

よ
っ
て
規
律
さ
れ
て
お
り
、
Ｅ
Ｕ
法
と
関
連
を
全
く
有
し
な
い
国
内
法
の
み
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
前
提
と
な
る

六
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イ
タ
リ
ア
憲
法
に
お
け
る
人
権
保
障
と
欧
州
人
権
条
約
（
庄
司
・
東
）

（
一
四
九
九
）

が
、
本
件
で
は
、
そ
の
よ
う
な
前
提
を
欠
く
。

以
上
の
考
察
に
よ
り
、
イ
タ
リ
ア
憲
法
裁
判
所
は
、
本
件
に
お
い
て
、
国
内
通
常
裁
判
官
は
、
欧
州
人
権
条
約
第
六
条
一
項
に
抵
触
す

る
と
考
え
ら
れ
る
国
内
法
規
定
を
適
用
排
除
す
る
（non applicare

）
権
限
を
有
す
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
と
判
示
し
た
。

3　

考
察
│
リ
ス
ボ
ン
条
約
に
よ
る
欧
州
人
権
条
約
の
「
Ｅ
Ｕ
法
化
」（「﹇
Ｅ
Ｕ
基
本
﹈
条
約
化
」（trattatizzazione

））
？
│

本
件
で
は
、
リ
ス
ボ
ン
条
約
に
よ
る
欧
州
人
権
条
約
の
「
Ｅ
Ｕ
法
化
」
に
よ
る
イ
タ
リ
ア
法
に
お
け
る
欧
州
人
権
条
約
の
位
置
づ
け
に

つ
い
て
の
判
示
が
行
わ
れ
た
（
な
お
、
リ
ス
ボ
ン
条
約
に
よ
る
欧
州
人
権
条
約
の
「
Ｅ
Ｕ
法
化
」
は
、
リ
ス
ボ
ン
条
約
に
よ
る
改
正
に
よ
り
、
Ｅ
Ｕ
基

本
条
約
に
欧
州
人
権
条
約
へ
言
及
し
た
規
定
が
拡
充
さ
れ
た
こ
と
に
鑑
み
、「﹇
Ｅ
Ｕ
基
本
﹈
条
約
化
」（trattatizzazione

）
と
称
さ
れ
る
が
、
以
下
で
は

「
Ｅ
Ｕ
法
化
」
と
呼
ぶ
）。

結
論
と
し
て
は
、
リ
ス
ボ
ン
条
約
に
よ
る
欧
州
人
権
条
約
の
「
Ｅ
Ｕ
法
化
」
に
よ
る
イ
タ
リ
ア
法
に
お
け
る
欧
州
人
権
条
約
の
位
置
づ

け
に
変
更
は
な
い
。

（
1
）　

イ
タ
リ
ア
法
秩
序
に
お
け
る
Ｅ
Ｕ
法
の
射
程
内
外
に
よ
る
欧
州
人
権
条
約
の
位
置
付
け
の
相
違

二
〇
一
一
年
判
決
第
八
〇
号
で
は
、
双
子
判
決
の
判
理
が
再
確
認
さ
れ
、
そ
れ
は
リ
ス
ボ
ン
条
約
の
影
響
を
受
け
る
も
の
で
は
な
い
こ

と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

つ
ま
り
、
欧
州
人
権
条
約
は
、
Ｅ
Ｕ
法
の
射
程
内
で
は
、
欧
州
人
権
条
約
法
が
、
Ｅ
Ｕ
基
本
権
憲
章
の
「
同
等
性
条
項
」
を
介
し
て
で

あ
れ
、
Ｅ
Ｕ
法
の
一
般
原
則
と
し
て
で
あ
れ
、
Ｅ
Ｕ
法
に
媒
介
さ
れ
る
場
合
、
Ｅ
Ｕ
法
上
の
基
本
権
と
し
て
、
当
該
欧
州
人
権
条
約
法
に

六
九



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
一
五
〇
〇
）

イ
タ
リ
ア
憲
法
第
一
一
条
の
射
程
が
及
ぶ
。
そ
の
結
果
、
当
該
欧
州
人
権
条
約
法
は
Ｅ
Ｕ
法
と
し
て
イ
タ
リ
ア
法
に
対
す
る
優
越
性
が
認

め
ら
れ
、
抵
触
す
る
イ
タ
リ
ア
国
内
法
は
通
常
裁
判
官
に
よ
り
適
用
排
除
さ
れ
う
る
。
そ
の
よ
う
な
Ｅ
Ｕ
法
と
し
て
の
当
該
欧
州
人
権
条

約
法
の
優
越
性
が
イ
タ
リ
ア
法
に
よ
り
否
定
さ
れ
る
の
は
、
当
該
欧
州
人
権
条
約
法
が
「
対
抗
限
界
」、
す
な
わ
ち
イ
タ
リ
ア
憲
法
の
基

本
原
則
お
よ
び
不
可
侵
の
人
権
に
抵
触
す
る
場
合
の
み
で
あ
る
。

一
方
、
欧
州
人
権
条
約
は
、
Ｅ
Ｕ
法
の
射
程
外
で
は
、
イ
タ
リ
ア
憲
法
上
は
通
常
の
一
般
的
な
国
際
条
約
の
一
で
あ
る
の
で
、
イ
タ
リ

ア
憲
法
第
一
一
条
の
射
程
が
及
ば
な
い
。
結
果
、
当
然
欧
州
人
権
条
約
法
に
は
、
イ
タ
リ
ア
法
に
対
す
る
Ｅ
Ｕ
法
と
し
て
の
優
越
性
が
認

め
ら
れ
ず
、
よ
っ
て
抵
触
す
る
イ
タ
リ
ア
国
内
法
を
通
常
裁
判
官
が
適
用
排
除
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
欧
州
人
権
条
約
法
と
イ
タ
リ
ア

国
内
法
の
抵
触
の
際
に
は
、
適
合
解
釈
が
不
可
能
な
場
合
、
通
常
裁
判
官
は
、
国
際
的
義
務
の
遵
守
を
定
め
る
イ
タ
リ
ア
憲
法
第
一
一
七

条
の
違
憲
訴
訟
を
イ
タ
リ
ア
憲
法
裁
判
所
に
提
起
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
欧
州
人
権
条
約
法
の
優
越
を
、
Ｅ
Ｕ
法
の
場
合
の
よ
う

に
通
常
裁
判
官
が
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
欧
州
人
権
条
約
法
の
場
合
は
イ
タ
リ
ア
憲
法
裁
判
所
に
委
ね
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し

て
イ
タ
リ
ア
憲
法
裁
判
所
は
、
欧
州
人
権
条
約
法
が
、「
対
抗
限
界
」（
イ
タ
リ
ア
憲
法
の
基
本
原
則
お
よ
び
不
可
侵
の
人
権
）
の
み
な
ら
ず
、

い
ず
れ
の
イ
タ
リ
ア
憲
法
規
定
で
あ
れ
、
イ
タ
リ
ア
憲
法
に
抵
触
す
る
場
合
、
欧
州
人
権
条
約
法
の
優
越
を
否
定
す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
説
明
を
次
のR

E
S
C
IG

N
O

の
イ
タ
リ
ア
法
規
範
の
階
層
構
造
の
図

（
129
）

に
当
て
は
め
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

①
イ
タ
リ
ア
憲
法
第
一
一
条

②
「
対
抗
限
界
」（
イ
タ
リ
ア
憲
法
の
侵
さ
れ
ざ
る
人
権
と
基
本
原
則
）

③
Ｅ
Ｕ
基
本
条
約
（
Ｅ
Ｕ
基
本
権
憲
章
の
同
等
性
条
項
を
介
し
た
、
ま
た
は
Ｅ
Ｕ
法
の
一
般
原
則
に
該
当
す
る
欧
州
人
権
条
約
法
）

七
〇



イ
タ
リ
ア
憲
法
に
お
け
る
人
権
保
障
と
欧
州
人
権
条
約
（
庄
司
・
東
）

（
一
五
〇
一
）

④
Ｅ
Ｕ
が
締
結
し
た
国
際
条
約

⑤
Ｅ
Ｕ
派
生
法

⑥
イ
タ
リ
ア
憲
法
（
②
「
対
抗
限
界
」
を
除
く
）

⑦
イ
タ
リ
ア
憲
法
改
正
法
律
、
そ
の
他
憲
法
的
法
律

⑧
国
際
法
（
慣
習
法
・
条
約
法
）
義
務
（
Ｅ
Ｕ
法
の
射
程
外
の
欧
州
人
権
条
約
法
）

⑨
イ
タ
リ
ア
通
常
国
内
法

こ
の
よ
う
に
、
欧
州
人
権
条
約
法
は
、
Ｅ
Ｕ
法
の
射
程
内
で
は
③
の
序
列
が
認
め
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
Ｅ
Ｕ
法
の
射
程
外
で
は
⑧
の

序
列
し
か
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
と
な
る
。

（
2
）　

学
説
の
反
応

こ
の
よ
う
な
、
双
子
判
決
か
ら
引
き
続
き
、
二
〇
一
一
年
判
決
第
八
〇
号
で
も
維
持
さ
れ
た
イ
タ
リ
ア
憲
法
裁
判
所
の
判
理
に
つ
い
て
、

学
説
の
反
応
は
総
じ
て
批
判
的
と
い
え
る

（
130
）

。

欧
州
人
権
条
約
の
位
置
づ
け
は
、
そ
の
法
的
効
力
が
欧
州
人
権
条
約
自
体
に
よ
っ
て
は
決
定
さ
れ
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

欧
州
人
権
条
約
は
、
Ｅ
Ｕ
法
の
射
程
内
で
は
Ｅ
Ｕ
法
に
よ
っ
て
そ
の
性
質
が
決
定
さ
れ
、
Ｅ
Ｕ
法
の
射
程
外
で
は
イ
タ
リ
ア
法
（
各
締
約

国
法
）
に
よ
り
そ
の
性
質
が
決
定
さ
れ
る
。
同
じ
欧
州
人
権
条
約
法
で
あ
っ
て
も
、
事
案
が
異
な
れ
ば
異
な
る
結
論
が
導
か
れ
る
。

例
え
ば
、
Ｅ
Ｕ
レ
ベ
ル
で
経
済
活
動
を
行
う
者
は
、
Ｅ
Ｕ
法
と
し
て
の
欧
州
人
権
条
約
法
に
も
と
づ
き
、
と
き
に
は
直
接
効
果
を
通
じ

七
一



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
一
五
〇
二
）

て
、
自
ら
の
人
権
を
保
障
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
に
対
し
て
、
弱
小
の
事
業
者
で
、
国
内
の
み
で
経
済
活
動
を
行
う
者
は
、
ま
っ
た
く

同
一
の
欧
州
人
権
条
約
法
が
認
め
る
人
権
で
あ
っ
て
も
、
Ｅ
Ｕ
法
と
し
て
の
欧
州
人
権
条
約
法
で
は
な
く
、
イ
タ
リ
ア
法
秩
序
の
下
で
の

欧
州
人
権
条
約
法
と
し
て
適
用
さ
れ
（
ま
た
は
適
用
さ
れ
ず
）、
人
権
を
保
障
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
理
論
的
に
は
起

こ
り
う
る
。
つ
ま
り
、
同
じ
イ
タ
リ
ア
市
民
の
間
に
も
差
別
的
取
扱
い
が
許
容
さ
れ
る
事
態
を
生
じ
う
る
の
で
あ
る

（
131
）

。

ま
た
、
差
別
的
取
り
扱
い
は
、
イ
タ
リ
ア
市
民
と
他
の
加
盟
国
の
Ｅ
Ｕ
市
民
と
の
間
で
も
生
じ
う
る
。
同
一
の
問
題
で
も
、
イ
タ
リ
ア

市
民
が
イ
タ
リ
ア
政
府
を
相
手
取
っ
て
訴
訟
を
す
る
場
合
と
、
他
の
加
盟
国
の
Ｅ
Ｕ
市
民
が
イ
タ
リ
ア
政
府
を
相
手
取
っ
て
訴
訟
を
す
る

場
合
で
は
、
前
者
の
場
合
に
は
「
全
く
国
内
的
な
状
況
」
と
し
て
Ｅ
Ｕ
法
と
の
関
連
性
が
否
定
さ
れ
る
可
能
性
が
高
く
な
る
一
方
で
、
後

者
の
場
合
に
は
Ｅ
Ｕ
法
の
問
題
と
さ
れ
る
可
能
性
が
高
く
な
る
。
結
果
と
し
て
、
後
者
の
場
合
に
、
他
の
加
盟
国
の
Ｅ
Ｕ
市
民
は
、
Ｅ
Ｕ

法
と
し
て
の
欧
州
人
権
条
約
法
に
も
と
づ
き
、
と
き
に
は
直
接
効
果
を
通
じ
て
、
自
ら
の
人
権
を
保
障
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
に
対
し

て
、
前
者
の
場
合
に
、
イ
タ
リ
ア
市
民
は
、
ま
っ
た
く
同
一
の
欧
州
人
権
条
約
法
が
認
め
る
人
権
で
あ
っ
て
も
、
Ｅ
Ｕ
法
と
し
て
の
欧
州

人
権
条
約
法
で
は
な
く
、
イ
タ
リ
ア
法
秩
序
の
下
で
の
欧
州
人
権
条
約
法
と
し
て
適
用
さ
れ
（
ま
た
は
適
用
さ
れ
ず
）、
人
権
を
保
障
さ
せ

る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
理
論
的
に
は
起
こ
り
う
る

（
132
）

。
こ
の
よ
う
な
イ
タ
リ
ア
市
民
と
他
の
加
盟
国
の
Ｅ
Ｕ
市
民
と
の
間
の

差
別
に
つ
い
て
は
、
Ｅ
Ｕ
法
の
観
点
か
ら
は
問
題
と
さ
れ
な
い
が
、
イ
タ
リ
ア
憲
法
の
観
点
か
ら
は
、
ま
さ
に
イ
タ
リ
ア
憲
法
三
条
規
定

の
差
別
禁
止
原
則
違
反
の
可
能
性
が
高
い

（
133
）

。

こ
の
よ
う
な
状
況
は
、
イ
タ
リ
ア
憲
法
第
一
一
条
の
解
釈
が
形
式
的
に
過
ぎ
る
た
め
に
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、S

T
R
O
Z
Z
I

は
、

こ
の
よ
う
な
不
平
等
を
生
じ
る
教
条
主
義
的
な
理
論
を
放
棄
し
て
、
よ
り
実
効
的
な
基
本
権
保
障
を
選
択
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
て
い

る
（
134
）

。
学
説
一
般
も
、
欧
州
人
権
条
約
を
、
特
に
イ
タ
リ
ア
憲
法
第
一
一
条
、
お
よ
び
そ
の
他
の
憲
法
規
定
（
例
え
ば
憲
法
の
人
権
関
連
規
定
）

七
二



イ
タ
リ
ア
憲
法
に
お
け
る
人
権
保
障
と
欧
州
人
権
条
約
（
庄
司
・
東
）

（
一
五
〇
三
）

の
射
程
内
に
含
め
て
解
釈
す
べ
き
と
の
主
張
が
大
勢
を
占
め
て
い
る

（
135
）

。V
IL

L
A
N
I

は
、
イ
タ
リ
ア
憲
法
第
一
一
条
に
よ
り
、
欧
州
人
権

条
約
に
反
す
る
国
内
法
を
通
常
裁
判
官
が
直
接
に
適
用
排
除
す
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る

（
136
）

。

F
E
R
R
A
R
O

は
、
イ
タ
リ
ア
憲
法
第
一
一
条
（
の
み
な
ら
ず
、
イ
タ
リ
ア
憲
法
第
二
条
、
お
よ
び
一
部
の
側
面
に
つ
い
て
は
イ
タ
リ
ア
憲
法
第

一
〇
条
一
項
）
に
も
と
づ
き
欧
州
人
権
条
約
に
自
ら
の
拘
束
力
（un suo valore vincolante

）
を
認
め
る
よ
う
に
す
る
の
が
望
ま
し
い
と
主

張
す
る

（
137
）

。R
U
G
G
E
R
I

は
、
イ
タ
リ
ア
憲
法
第
一
〇
条
や
第
一
一
条
以
前
に
、
第
二
条
お
よ
び
第
三
条
の
射
程
に
欧
州
人
権
条
約
を
含
め
、

欧
州
人
権
条
約
の
位
置
づ
け
を
「
憲
法
未
満
（subcostituzionale

）」
の
も
の
か
ら
格
上
げ
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る

（
138
）

。

欧
州
人
権
条
約
を
イ
タ
リ
ア
憲
法
第
一
一
条
の
射
程
に
含
め
る
根
拠
と
し
て
は
、C

A
IA

N
IE

L
L
O

は
、
欧
州
人
権
条
約
法
が
Ｅ
Ｕ
条

約
第
六
条
を
通
じ
て
、
Ｅ
Ｕ
法
の
第
一
次
法
と
同
等
と
な
っ
た
こ
と
の
重
要
性
を
指
摘
す
る

（
139
）

。
こ
れ
は
、
一
部
の
国
内
裁
判
所
が
何
度
か

示
し
た
主
張
に
沿
う
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、IM

M
E
D
IA

T
O

は
、
イ
タ
リ
ア
憲
法
第
一
一
条
の
「
主
権
の
制
限
」
を
広
義
で
捉
え
、「
主

権
の
制
限
」
は
通
常
条
約
に
よ
っ
て
も
も
た
ら
さ
れ
う
る
、
つ
ま
り
欧
州
人
権
条
約
法
も
「
主
権
の
制
限
」
を
も
た
ら
す
の
で
、
イ
タ
リ

ア
憲
法
第
一
一
条
の
射
程
で
捉
え
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る

（
140
）

。
こ
の
よ
う
な
見
解
を
と
れ
ば
、
確
か
に
イ
タ
リ
ア
憲
法
第
一
一
条
が
規

定
す
る
「
主
権
の
制
限
」
を
伴
う
法
制
度
は
、
Ｅ
Ｕ
法
に
限
ら
な
い
。
ま
た
、
イ
タ
リ
ア
憲
法
第
一
一
条
が
規
定
す
る
「
諸
国
間
の
平
和

と
正
義
を
確
保
す
る
制
度
」
も
、
Ｅ
Ｕ
に
限
ら
な
い
。
よ
っ
て
、
イ
タ
リ
ア
憲
法
第
一
一
条
規
定
の
「『
諸
国
間
の
平
和
と
正
義
を
確
保

す
る
制
度
』
に
必
要
な
『
主
権
の
制
限
』」
と
い
う
文
言
の
射
程
に
は
、
欧
州
人
権
条
約
の
み
な
ら
ず
、
国
際
人
権
規
約
等
の
国
際
人
権

保
障
制
度
も
入
る
可
能
性
が
開
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。R

A
N
D
A
Z
Z
O

は
、
欧
州
人
権
条
約
を
含
む
「
国
際
人
権
憲
章
（C

arte 

internazionali dei diritti

）」
を
い
ず
れ
か
の
憲
法
規
定
の
射
程
に
捉
え
る
こ
と
を
否
定
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る

（
141
）

。

と
は
い
え
、
欧
州
人
権
条
約
法
、
ひ
い
て
は
Ｅ
Ｕ
法
の
よ
う
な
、
外
部
の
法
秩
序
を
イ
タ
リ
ア
法
が
イ
タ
リ
ア
憲
法
第
一
一
条
を
根
拠

七
三



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
一
五
〇
四
）

に
自
動
的
に
受
容
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
特
に
、
公
立
学
校
に
お
け
る
十
字
架
設
置
や
同
性
婚
等
の
機
微
な
問
題
が
欧
州
人
権
裁
判
所

で
扱
わ
れ
る
際
等
に
際
立
つ
よ
う
に
、
慎
重
な
立
場
も
見
ら
れ
る

（
142
）

。R
O
S
S
I

は
、
イ
タ
リ
ア
憲
法
第
一
一
七
条
の
考
察
の
際
に
、
国
内

通
常
裁
判
官
が
イ
タ
リ
ア
憲
法
裁
判
所
の
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
さ
ず
に
全
て
の
国
際
条
約
を
直
接
適
用
し
て
し
ま
う
こ
と
は
危
険
で
あ
る
と

し
て
い
る

（
143
）

。

4　

最
新
判
例

最
近
の
イ
タ
リ
ア
憲
法
裁
判
所
の
事
例
に
は
、
欧
州
人
権
裁
判
所
の
判
決
を
否
定
す
る
も
の
も
登
場
し
て
い
る
。
二
〇
一
二
年
判
決
第

二
六
四
号

（
144
）

で
あ
る
。

（
1
）　

事
案

本
件
で
問
題
と
な
っ
た
の
は
、
単
年
度
お
よ
び
複
数
年
度
国
家
予
算
編
成
に
関
す
る
二
〇
〇
六
年
一
二
月
二
七
日
法
律
第
二
九
六
号

（
以
下
、「
二
〇
〇
七
年
財
政
法
」）
第
一
条
七
七
七
項
と
、
欧
州
人
権
条
約
第
六
条
一
項
と
の
関
係
で
あ
っ
た
。

二
〇
〇
七
年
財
政
法
第
一
条
七
七
七
項
は
、
一
般
強
制
保
険
年
金
の
増
額
お
よ
び
新
計
算
方
法
に
関
す
る
一
九
六
八
年
四
月
二
七
日
大

統
領
令
第
四
八
八
号
第
五
条
二
項
の
解
釈
を
明
確
に
す
る
も
の
で
、
外
国
で
の
収
入
は
、
同
一
期
間
に
イ
タ
リ
ア
で
支
払
わ
れ
た
年
金
額

に
対
し
て
規
定
さ
れ
た
も
の
と
同
じ
パ
ー
セ
ン
テ
ー
ジ
と
な
る
よ
う
、
そ
の
割
合
が
調
整
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
旨
を
規
定
し
て
い
た
。

イ
タ
リ
ア
憲
法
裁
判
所
は
、
す
で
に
二
〇
〇
八
年
判
決
第
一
七
二
号
に
よ
り
、
二
〇
〇
七
年
財
政
法
の
イ
タ
リ
ア
憲
法
第
三
条
、
三
五

条
、
お
よ
び
三
八
条
の
合
憲
性
に
関
す
る
疑
義
に
つ
い
て
、
根
拠
が
な
い
と
判
断
し
て
い
た
。

七
四



イ
タ
リ
ア
憲
法
に
お
け
る
人
権
保
障
と
欧
州
人
権
条
約
（
庄
司
・
東
）

（
一
五
〇
五
）

し
か
し
そ
の
後
、
欧
州
人
権
裁
判
所
は
、
二
〇
〇
七
年
財
政
法
が
欧
州
人
権
条
約
に
適
合
し
な
い
と
判
示

（
145
）

し
た
。

本
件
は
、
イ
タ
リ
ア
憲
法
裁
判
所
が
合
憲
と
判
断
し
た
も
の
の
、
欧
州
人
権
裁
判
所
が
欧
州
人
権
条
約
違
反
と
判
断
し
た
国
内
法
を
、

再
度
ど
の
よ
う
に
判
断
す
る
の
か
が
問
題
と
な
っ
た
事
案
で
あ
っ
た
。

（
2
）　

判
旨

本
件
で
イ
タ
リ
ア
憲
法
裁
判
所
は
、
初
め
て
欧
州
人
権
裁
判
所
の
欧
州
人
権
条
約
違
反
の
判
断
か
ら
逸
脱
し
た

（
146
）

。

ま
ず
イ
タ
リ
ア
憲
法
裁
判
所
は
、
欧
州
人
権
裁
判
所
が
、
遡
及
的
立
法
に
よ
る
介
入
に
よ
る
危
険
性
を
凌
駕
す
る
ほ
ど
一
般
的
利
益
が

充
分
に
優
越
的
で
あ
る
と
は
「
納
得
で
き
な
い
」
と
し
、
本
件
に
つ
き
イ
タ
リ
ア
が
欧
州
人
権
条
約
規
定
の
原
告
の
権
利
を
侵
害
し
た
と

結
論
し
、
原
告
が
置
か
れ
て
い
る
手
続
の
結
論
が
原
告
に
有
利
な
も
の
と
な
る
よ
う
保
証
す
る
よ
う
求
め
、
断
固
と
し
た
姿
勢
で
介
入
し

た
こ
と
を
想
起
し
た
。

そ
の
上
で
イ
タ
リ
ア
憲
法
裁
判
所
は
、
二
〇
〇
七
年
財
政
法
に
関
し
て
は
、
遡
及
的
立
法
を
正
当
化
す
る
優
越
的
な
一
般
的
利
益

（prem
inenti interessi generali

）
が
存
在
す
る
と
判
断
し
た
。
そ
の
理
由
は
以
下
で
あ
る
。

二
〇
〇
七
年
財
政
法
の
規
定
の
効
力
は
、
イ
タ
リ
ア
憲
法
第
八
一
条
四
項
の
義
務
を
遵
守
し
つ
つ
、
入
手
可
能
な
財
源
と
提
供
さ
れ
る

サ
ー
ビ
ス
と
の
間
の
一
致
を
目
指
す
社
会
保
障
制
度
の
分
野
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
一
部
の
納
税
者
の
犠
牲
に
よ
り
一

部
の
納
税
者
を
優
遇
す
る
形
で
経
済
的
資
産
を
歪
曲
す
る
こ
と
を
阻
止
す
る
こ
と
に
よ
り
、
か
つ
、
平
等
と
連
帯
の
原
則
の
尊
重
を
保
障

す
る
こ
と
に
よ
り
、
制
度
自
体
の
全
体
的
な
合
理
性
を
保
証
す
る
（
二
〇
〇
八
年
判
決
第
一
七
二
号
）
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
平
等
と

連
帯
の
原
則
は
、
根
本
的
な
性
質
の
も
の
で
あ
る
の
で
、
他
の
イ
タ
リ
ア
憲
法
上
の
価
値
と
の
衡
量
に
お
い
て
、
優
越
的
な
地
位
を
占
め

七
五



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
一
五
〇
六
）

る
。欧

州
人
権
裁
判
所
の
判
決
は
、
個
別
の
権
利
に
言
及
し
つ
つ
、
様
々
な
価
値
を
部
分
的
な
方
法
で
保
障
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

欧
州
人
権
裁
判
所
と
異
な
り
、
イ
タ
リ
ア
憲
法
裁
判
所
は
、
個
別
的
で
は
な
く
、
精
査
さ
れ
る
規
定
に
関
連
す
る
価
値
の
総
合
的
な
評
価
、

す
な
わ
ち
衡
量
を
行
う
。

イ
タ
リ
ア
憲
法
裁
判
所
は
こ
の
よ
う
に
判
示
し
、
結
論
と
し
て
、
本
件
合
憲
性
に
つ
い
て
の
疑
義
は
根
拠
が
な
い
と
宣
言
し
た
。

（
3
）　

考
察

本
件
で
は
、「
最
大
限
の
保
障
の
基
準
」（the criterion of the m

axim
um

 standard of protection （
147
）

）
が
考
慮
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
欧

州
人
権
条
約
に
よ
る
基
本
権
保
障
と
イ
タ
リ
ア
憲
法
に
よ
る
基
本
権
保
障
と
を
比
較
し
て
、
欧
州
人
権
条
約
法
に
よ
っ
て
イ
タ
リ
ア
憲
法

上
の
基
本
権
保
障
が
引
き
下
げ
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
欧
州
人
権
条
約
法
は
イ
タ
リ
ア
憲
法
上
否
定
す
べ
き
で
あ
る
が
、
欧
州
人
権
条
約

法
に
よ
っ
て
イ
タ
リ
ア
憲
法
上
の
基
本
権
保
障
が
引
き
上
げ
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
欧
州
人
権
条
約
法
は
イ
タ
リ
ア
憲
法
上
肯
定
す
べ
き

も
の
で
あ
る
と
い
う
解
釈
原
則
で
あ
る
。
た
だ
し
、
欧
州
人
権
条
約
法
に
よ
る
基
本
権
保
障
と
、
イ
タ
リ
ア
憲
法
に
よ
る
基
本
権
保
障
の

程
度
を
比
較
す
る
際
に
は
、
直
接
争
点
に
な
っ
て
い
る
基
本
権
の
み
に
着
目
し
て
衡
量
す
る
の
で
は
な
く
、
当
該
基
本
権
保
障
に
よ
り
影

響
を
受
け
る
、
他
の
イ
タ
リ
ア
憲
法
規
定
が
保
障
す
る
利
益
も
考
慮
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

本
件
で
は
、
実
際
に
、
欧
州
人
権
条
約
第
六
条
一
項
に
よ
る
基
本
権
保
障
と
、
イ
タ
リ
ア
憲
法
第
二
五
条
に
よ
る
基
本
権
保
障
と
が
比

較
さ
れ
た
。
欧
州
人
権
裁
判
所
に
よ
れ
ば
、
遡
及
的
立
法
介
入
は
、
一
般
的
利
益
に
も
と
づ
く
優
越
的
理
由
が
認
め
ら
れ
な
い
限
り
、
欧

州
人
権
条
約
第
六
条
一
項
違
反
と
な
る
。
そ
し
て
本
件
遡
及
的
立
法
介
入
は
、
一
般
的
利
益
に
も
と
づ
く
優
越
的
理
由
が
認
め
ら
れ
な
い
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の
で
、
欧
州
人
権
条
約
第
六
条
一
項
違
反
と
の
結
論
で
あ
る
。

イ
タ
リ
ア
憲
法
裁
判
所
に
よ
っ
て
も
、
遡
及
的
立
法
介
入
は
、
一
般
的
利
益
に
も
と
づ
く
優
越
的
理
由
が
認
め
ら
れ
な
い
限
り
、
イ
タ

リ
ア
憲
法
第
二
五
条
違
反
と
な
る
。
し
か
し
、
欧
州
人
権
裁
判
所
の
判
断
と
異
な
り
、
イ
タ
リ
ア
憲
法
裁
判
所
の
判
断
は
、
本
件
遡
及
的

立
法
介
入
に
関
し
て
は
、
一
般
的
利
益
に
も
と
づ
く
優
越
的
理
由
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
理
由
は
、
イ
タ
リ
ア
憲

法
上
保
障
さ
れ
、
他
の
イ
タ
リ
ア
憲
法
上
の
価
値
と
の
衡
量
に
お
い
て
優
越
的
な
地
位
を
占
め
る
平
等
と
連
帯
の
原
則
で
あ
っ
た
。
イ
タ

リ
ア
憲
法
裁
判
所
は
、「
個
別
の
権
利
に
言
及
し
つ
つ
、
様
々
な
価
値
を
部
分
的
な
方
法
で
保
障
し
よ
う
と
す
る
」
欧
州
人
権
裁
判
所
の

考
察
と
は
異
な
り
、「
総
合
的
な
評
価
、
衡
量
」
を
行
う
の
で
あ
る
。
そ
の
総
合
的
な
評
価
、
考
量
の
結
果
と
し
て
、
イ
タ
リ
ア
憲
法
規

範
全
体
に
照
ら
し
て
許
容
さ
れ
る
国
内
法
を
、
条
約
違
反
と
判
断
す
る
欧
州
人
権
裁
判
所
の
判
決
は
、
イ
タ
リ
ア
憲
法
に
反
す
る
こ
と
に

な
る
た
め
、
イ
タ
リ
ア
憲
法
第
一
一
七
条
の
「
中
間
規
範
」
と
し
て
採
用
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
Ｅ
Ｕ
法
射
程
外
の
欧
州
人
権
条
約
法
と
イ
タ
リ
ア
法
の
関
係
に
お
い
て
は
、
欧
州
人
権
条
約
の
位
置
づ
け
は
イ
タ
リ
ア

憲
法
と
法
律
の
「
中
間
規
範
」
で
あ
る
の
で
、
欧
州
人
権
条
約
法
が
イ
タ
リ
ア
憲
法
の
い
ず
れ
の
規
定
に
抵
触
し
て
も
、
法
律
の
違
憲
審

査
の
基
準
と
し
て
は
採
用
さ
れ
な
い
と
い
う
事
態
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。

結
語

従
来
の
イ
タ
リ
ア
判
例
で
は
、
欧
州
人
権
条
約
は
、
Ｅ
Ｕ
法
と
は
異
な
り
、
イ
タ
リ
ア
憲
法
第
一
一
条
が
規
定
す
る
「
主
権
の
制
限
」

を
と
も
な
わ
な
い
条
約
制
度
で
あ
り

（
148
）

、
よ
っ
て
イ
タ
リ
ア
憲
法
第
八
〇
条
の
み
に
も
と
づ
く
一
般
的
な
条
約
の
一
、
つ
ま
り
通
常
法
律
と

同
等
の
序
列
を
有
す
る
規
範
で
あ
る
と
さ
れ
た
が
、
そ
の
自
動
執
行
性
は
条
文
に
よ
っ
て
は
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
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他
方
で
、
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
は
、
欧
州
人
権
条
約
に
含
ま
れ
、
Ｅ
Ｕ
法
の
一
般
原
則
と
認
め
ら
れ
る
基
本
権
を
遵
守
す
る
と
い
う
姿
勢

を
、
判
例
で
確
立
し
た

（
149
）

。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
の
判
例
は
、
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
版
Ｅ
Ｕ
条
約
第
Ｆ
条
二
項
に
明
文

化
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
経
緯
か
ら
、
欧
州
人
権
条
約
が
Ｅ
Ｕ
法
の
一
部
と
な
っ
た
と
捉
え
、
Ｅ
Ｕ
法
と
同
様
に
、
欧
州
人
権
条
約
に
も
、

イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
直
接
効
果
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
主
張
も
あ
っ
た

（
150
）

。

そ
の
後
、
二
〇
〇
一
年
に
は
イ
タ
リ
ア
憲
法
第
一
一
七
条
が
改
正
さ
れ
、
イ
タ
リ
ア
の
立
法
権
は
国
際
的
義
務
お
よ
び
Ｅ
Ｕ
法
に
し
た

が
い
行
使
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
欧
州
人
権
条
約
に
反
す
る
法
律
は
、
イ
タ
リ
ア
憲
法
裁
判
所
に
よ
り
イ
タ
リ
ア
憲
法
第

一
一
七
条
違
反
と
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た

（
151
）

。
憲
法
裁
判
所
が
法
律
の
イ
タ
リ
ア
憲
法
第
一
一
七
条
違
反
、
つ
ま
り
欧
州
人
権
条
約
違
反
を

判
断
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
国
内
通
常
裁
判
官
が
条
約
違
反
の
法
律
を
適
用
排
除
し
条
約
規
定
を
適
用
す
る
と
い
う
直
接
効
果
の
否
定
を

意
味
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、
欧
州
人
権
条
約
に
含
ま
れ
Ｅ
Ｕ
法
の
一
般
原
則
と
認
め
ら
れ
る
基
本
権
の
位
置
づ
け
は
、
Ｅ
Ｕ
法
の
適

用
範
囲
内
に
お
い
て
の
み
Ｅ
Ｕ
法
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
Ｅ
Ｕ
法
の
適
用
範
囲
外
に
お
け
る
欧
州
人
権
条
約
と
加
盟
国
法
と

の
関
係
は
、
加
盟
国
法
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
、
欧
州
人
権
条
約
は
そ
も
そ
も
主
権
の
制
限
を
と
も
な
わ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、

イ
タ
リ
ア
憲
法
第
一
一
条
に
も
と
づ
き
Ｅ
Ｕ
法
に
認
め
ら
れ
る
よ
う
な
直
接
効
果
は
生
じ
な
い
、
と
い
う
理
由
で
あ
る

（
152
）

。

そ
の
後
、
二
〇
〇
九
年
に
は
、
リ
ス
ボ
ン
条
約
に
よ
り
Ｅ
Ｕ
基
本
条
約
が
改
正
さ
れ
、
Ｅ
Ｕ
条
約
第
六
条
が
改
正
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、

現
在
の
Ｅ
Ｕ
条
約
第
六
条
の
、
一
項
は
Ｅ
Ｕ
基
本
権
憲
章
へ
の
法
的
拘
束
力
付
与
を
規
定
し
、
二
項
は
Ｅ
Ｕ
に
よ
る
欧
州
人
権
条
約
へ
の

加
入
の
予
定
を
規
定
し
、
そ
し
て
三
項
は
、
欧
州
人
権
条
約
に
含
ま
れ
、
Ｅ
Ｕ
法
の
一
般
原
則
と
認
め
ら
れ
る
基
本
権
を
遵
守
す
る
と
い

う
、
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
判
例
を
確
認
し
た
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
版
Ｅ
Ｕ
条
約
第
Ｆ
条
二
項
を
継
承
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
現
在
の

Ｅ
Ｕ
条
約
第
六
条
一
項
お
よ
び
二
項
は
、
欧
州
人
権
条
約
の
Ｅ
Ｕ
法
に
お
け
る
関
連
性
を
従
前
よ
り
も
高
め
る
も
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、

七
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Ｅ
Ｕ
法
に
お
け
る
欧
州
人
権
条
約
の
関
連
性
は
、
あ
く
ま
で
も
Ｅ
Ｕ
法
の
適
用
範
囲
内
に
お
い
て
は
Ｅ
Ｕ
法
規
範
に
し
た
が
っ
て
決
定
さ

れ
る
の
で
あ
る
が
、
Ｅ
Ｕ
法
の
適
用
範
囲
外
に
お
け
る
欧
州
人
権
条
約
の
位
置
づ
け
が
各
加
盟
国
法
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
問
題
で
あ
る
状

況
は
、
従
前
と
な
ん
ら
変
わ
る
こ
と
は
な
い
。
つ
ま
り
、
イ
タ
リ
ア
法
に
お
け
る
欧
州
人
権
条
約
に
は
、
イ
タ
リ
ア
憲
法
第
一
一
条
に
も

と
づ
き
Ｅ
Ｕ
法
に
認
め
ら
れ
る
よ
う
な
直
接
効
果
が
生
じ
な
い
と
し
て
も
、
Ｅ
Ｕ
法
上
は
何
ら
問
題
は
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
Ｅ
Ｕ

基
本
条
約
の
改
正
を
受
け
、
イ
タ
リ
ア
で
は
、
イ
タ
リ
ア
法
に
お
け
る
欧
州
人
権
条
約
の
位
置
づ
け
を
巡
っ
て
議
論
が
高
ま
っ
て
い
る
。

一
部
の
国
内
裁
判
所
に
は
、
欧
州
人
権
条
約
を
Ｅ
Ｕ
法
と
同
様
に
捉
え
、
イ
タ
リ
ア
憲
法
第
一
一
条
の
射
程
で
捉
え
る
も
の
が
散
見
さ
れ

る
。
学
説
も
、
欧
州
人
権
条
約
法
と
Ｅ
Ｕ
法
を
同
様
に
扱
う
べ
き
で
あ
る
と
す
る
論
調
が
多
い
。

イ
タ
リ
ア
憲
法
と
欧
州
人
権
条
約
と
の
関
係
は
、
Ｅ
Ｕ
法
と
欧
州
人
権
条
約
と
の
関
係
に
多
大
な
影
響
を
受
け
て
い
る
。
近
い
将
来

Ｅ
Ｕ
が
欧
州
人
権
条
約
に
実
際
に
加
入
し
た
場
合
に
、
そ
れ
が
Ｅ
Ｕ
法
と
欧
州
人
権
条
約
の
関
係
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
も
た
ら
す
か
の

み
な
ら
ず
、
欧
州
人
権
条
約
と
イ
タ
リ
ア
法
の
関
係
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
も
た
ら
す
か
否
か
、
引
き
続
き
注
視
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な

い
。ま

た
、
イ
タ
リ
ア
憲
法
と
欧
州
人
権
条
約
と
の
関
係
は
、
Ｅ
Ｕ
法
と
欧
州
人
権
条
約
と
の
関
係
に
も
示
唆
が
あ
る
。
両
者
に
は
以
下
の

共
通
点
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
イ
タ
リ
ア
憲
法
も
Ｅ
Ｕ
法
も
、（
Ｅ
Ｕ
法
に
関
し
て
は
、
Ｅ
Ｕ
が
欧
州
人
権
条
約
へ
の
加
入
を
果
た
し
た
場
合
）

国
際
条
約
と
し
て
の
欧
州
人
権
条
約
に
憲
法
（
第
一
次
法
）
に
相
当
す
る
序
列
は
認
め
な
い
一
方
で
、
な
ん
ら
か
の
形
で
欧
州
人
権
条
約

法
を
憲
法
（
第
一
次
法
）
規
定
に
読
み
込
む
と
い
う
こ
と
を
行
う
点
で
あ
る
。
そ
の
際
、
本
章
で
確
認
し
た
イ
タ
リ
ア
憲
法
裁
判
所
の
判

例
に
よ
れ
ば
、
イ
タ
リ
ア
憲
法
全
体
と
の
整
合
性
の
判
断
に
よ
り
、
欧
州
人
権
裁
判
所
の
判
断
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
う
る
。
こ
の

よ
う
な
判
断
の
抵
触
が
生
じ
て
い
る
の
は
、
Ｅ
Ｕ
の
欧
州
人
権
条
約
加
入
が
実
現
し
て
い
な
い
現
在
で
は
、
直
接
的
に
は
、
欧
州
人
権
裁
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判
所
と
欧
州
人
権
条
約
締
約
国
で
あ
る
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
と
の
間
で
あ
る
が
、
Ｅ
Ｕ
が
欧
州
人
権
条
約
に
加
入
し
た
場
合
に
は
、
Ｅ
Ｕ
が
欧
州

人
権
裁
判
所
と
の
関
係
に
お
い
て
、
同
様
の
問
題
に
直
面
す
る
可
能
性
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
も
、
今
後
の
イ
タ
リ
ア

憲
法
と
欧
州
人
権
条
約
と
の
関
係
、
お
よ
び
Ｅ
Ｕ
法
と
欧
州
人
権
条
約
の
関
係
に
注
視
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

＊　

本
稿
は
、
東
史
彦
が
作
成
し
た
ド
ラ
フ
ト
に
基
づ
き
、
庄
司
克
宏
が
指
導
し
、
監
修
し
た
後
、
東
が
最
終
稿
と
し
て
完
成
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。

（
1
） 

イ
タ
リ
ア
憲
法
第
一
一
条
﹇
戦
争
の
否
認
・
主
権
の
制
限
﹈
イ
タ
リ
ア
は
他
の
人
民
の
自
由
を
侵
害
す
る
手
段
お
よ
び
国
際
紛
争
を
解
決
す
る

方
法
と
し
て
の
戦
争
を
否
認
す
る
。
イ
タ
リ
ア
は
、
他
国
と
等
し
い
条
件
の
下
で
、
各
国
の
間
に
平
和
と
正
義
を
確
保
す
る
制
度
に
必
要
な
主
権
の

制
限
に
同
意
す
る
。
イ
タ
リ
ア
は
、
こ
の
目
的
を
め
ざ
す
国
際
組
織
を
推
進
し
、
助
成
す
る
（
樋
口
陽
一
・
吉
田
善
明
編
『
世
界
憲
法
集
』
第
四
版

（
三
省
堂
、
二
〇
〇
一
年
）
一
五
九
頁
）。

（
2
） 

イ
タ
リ
ア
憲
法
第
八
〇
条
﹇
国
際
条
約
批
准
の
承
認
﹈
両
議
院
は
、
政
治
的
性
格
の
国
際
条
約
、
仲
裁
ま
た
は
司
法
的
処
理
を
定
め
る
国
際
条

約
も
し
く
は
領
土
の
変
更
、
財
政
上
の
負
担
ま
た
は
法
律
の
改
正
を
と
も
な
う
国
際
条
約
の
批
准
を
、
法
律
に
よ
っ
て
承
認
す
る
（
阿
部
照
哉
「
イ

タ
リ
ア
共
和
国
憲
法
」
阿
部
照
哉
・
畑
博
行
編
『
世
界
の
憲
法
集
（
第
三
版
）』
有
信
堂
（
二
〇
〇
五
年
）
二
八
頁
）。

（
3
） C

orte costituzionale sentenza 7 m
arzo 1964 n. 14, F

oro Italian
o, 1964, I, 465.

（
4
） L

egge 14 ottobre 1957, n. 1203, G
azzetta U

ffi ciale 23 dicem
bre 1957, n. 317; L

egge 2 agosto 2008, n. 130, G
azzetta 

U
ffi ciale 8 agosto 2008, n. 185.

（
5
） 

庄
司
克
宏
『
Ｅ
Ｕ
法　

新
基
礎
編
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
三
年
）
二
二
四
〜
五
頁
。

（
6
） 

条
約
実
施
機
関
の
勧
告
は
、
法
的
拘
束
力
を
有
し
な
い
と
は
い
え
、
人
権
条
約
の
重
要
な
解
釈
指
針
と
し
て
無
視
で
き
な
い
影
響
力
を
事
実
と

し
て
も
ち
は
じ
め
て
い
る
。
こ
れ
と
異
な
る
解
釈
を
国
内
裁
判
所
が
採
用
し
た
場
合
に
は
、
国
家
報
告
制
度
の
場
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、

当
該
国
は
そ
こ
で
自
国
の
裁
判
所
の
解
釈
の
妥
当
性
の
立
証
を
迫
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
（
芹
田
健
太
郎
他
『
国
際
人
権
法
』
信
山
社
（
二
〇
〇
八

八
〇



イ
タ
リ
ア
憲
法
に
お
け
る
人
権
保
障
と
欧
州
人
権
条
約
（
庄
司
・
東
）

（
一
五
一
一
）

年
）
一
六
六
、
二
一
六
頁
）。

（
7
） 

芹
田
他
・
前
掲
注（
6
）一
五
六
頁
。

（
8
） 
欧
州
人
権
条
約
第
四
六
条
一
項
（
判
決
の
拘
束
力
お
よ
び
執
行
）
一　

締
約
国
は
、
自
国
が
当
事
者
で
あ
る
い
か
な
る
事
件
に
お
い
て
も
、
裁

判
所
の
最
終
判
決
に
従
う
こ
と
を
約
束
す
る
（
奥
脇
直
也
編
集
代
表
『
国
際
条
約
集
二
〇
一
〇
年
版
』
有
斐
閣
（
二
〇
一
〇
年
）
三
五
五
頁
）。
た

だ
し
、
こ
れ
は
「
国
際
的
な
平
面
で
の
法
的
拘
束
力
で
あ
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
が
国
内
的
効
力
を
有
し
て
い
る
国
で
も
、
判
決
が
国
内
的
効

力
や
ま
し
て
や
執
行
力
を
有
す
る
と
は
限
ら
な
い
」（
小
畑
郁
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
の
組
織
と
手
続
」
戸
波
江
二
他
編
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権

裁
判
所
の
判
例
』
信
山
社
（
二
〇
〇
八
年
）
一
五
頁
）。

（
9
） 

「
…
﹇
Ｅ
Ｕ
基
本
﹈
条
約
に
由
来
す
る
法
は
、
独
立
し
た
法
源
で
あ
り
、
そ
の
特
別
お
よ
び
固
有
の
性
格
の
た
め
、
い
か
な
る
国
内
法
規
定
に

よ
っ
て
も
退
け
ら
れ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
で
な
け
れ
ば
、﹇
Ｅ
Ｕ
﹈
法
と
し
て
の
性
格
は
失
わ
れ
、﹇
Ｅ
Ｕ
﹈
の
法
的
根
拠
が
問
わ
れ
る
こ
と
に

な
ろ
う
」（C

ase 6/64, C
osta v. E

N
E

L
 

﹇1964

﹈ E
C
R
 585, at 594.

）

（
10
） 

庄
司
・
前
掲
注（
5
）二
二
四
〜
二
二
五
頁
。

（
11
） C

ase 6/64 cit. at. 3, at 594.

（
12
） 

一
九
六
五
年
イ
タ
リ
ア
憲
法
裁
判
所S

.M
ichele

事
件
判
決
（C

orte cost. sentenza 27 dicem
bre 1965 n. 98, R

ivista d
i D

iritto 

In
tern

azion
ale P

rivato e P
rocessu

ale, 1966, 106
）、
一
九
七
三
年F

rontini

事
件
判
決
（C

orte cost. sentenza 27 dicem
bre 1973 

n. 183, R
ivista d

i D
iritto In

tern
azion

ale P
rivato e P

rocessu
ale, 1974, 154

）、
一
九
八
四
年G

ranital

事
件
判
決
（C

orte cost. 

sentenza 8 giugno 1984 n. 170, F
oro Italian

o, 1984, 2062
）。

（
13
） 

ド
イ
ツ
憲
法
裁
判
所S

olange I

判
決
（C

ase 2 B
vL

 52/71 
﹇1974

﹈ 2 C
M

L
R
, p. 540

）、S
olange II

判
決
（C

ase 2 B
vL

 197/83 

﹇1987

﹈ 3 C
M

L
R
, p. 225

）
等
。

（
14
） 

一
九
六
五
年
イ
タ
リ
ア
憲
法
裁
判
所S

.M
ichele

事
件
判
決
、
一
九
七
三
年F

rontini

事
件
判
決
、
一
九
八
四
年G

ranital

事
件
判
決
、
等
。

（
15
） 

江
原
勝
行
「
イ
タ
リ
ア
憲
法
│
超
国
家
的
・
国
際
的
法
規
範
の
受
容
と
主
権
の
制
限
の
意
味
│
」
中
村
民
雄
・
山
元
一
編
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
「
憲

法
」
の
形
成
と
各
国
憲
法
の
変
化
』
信
山
社
（
二
〇
一
二
年
）
一
一
一
〜
一
一
三
頁
。

八
一



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
一
五
一
二
）

（
16
） C

orte cost., sentenza 1965 n. 98 cit., punto 2. del considerato in diritto.
（
17
） C

orte cost., sentenza 1973 n. 183 cit., punto 9. del considerato in diritto.
（
18
） C

orte cost., sentenza 1984 n. 170 cit., punto 7. del considerato in diritto, etc.

（
19
） 
江
原
・
前
掲
注（
15
）一
一
七
頁; R

U
G
G
E
R
I, A

ntonio, “R
iform

a del T
itolo V

 e G
iudici di <<C

om
unitarietà>> delle L

eggi”, 

D
iritto C

om
u

n
itario e D

iritto In
tern

o, G
iuff rè, 2008, p. 454.

（
20
） 

マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
版
Ｅ
Ｕ
条
約
第
Ｆ
条　

二
項　

連
合
は
、﹇
欧
州
人
権
条
約
﹈
に
よ
り
保
障
さ
れ
、
か
つ
加
盟
国
に
共
通
の
憲
法
的
伝

統
に
由
来
す
る
基
本
権
を
﹇
Ｅ
Ｕ
﹈
法
の
一
般
原
則
と
し
て
尊
重
す
る
。

（
21
） 

Ｅ
Ｕ
条
約
第
六
条　

一
項　

連
合
は
、
…
Ｅ
Ｕ
基
本
権
憲
章
に
定
め
る
権
利
、
自
由
及
び
原
則
を
承
認
す
る
。
同
憲
章
は
、
基
本
条
約
と
同
一

の
法
的
価
値
を
有
す
る
。

同
憲
章
の
規
定
は
、
基
本
条
約
に
規
定
す
る
Ｅ
Ｕ
の
権
限
を
い
か
な
る
意
味
で
も
拡
大
す
る
も
の
で
は
な
い
。

同
憲
章
上
の
権
利
、
自
由
及
び
原
則
は
、
そ
の
解
釈
及
び
適
用
を
規
律
す
る
憲
章
第
七
編
の
規
定
に
従
い
、
憲
章
に
い
う
説
明
で
あ
っ
て
、
こ

れ
ら
の
規
定
の
淵
源
を
述
べ
た
も
の
に
適
正
な
考
慮
を
払
っ
て
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
項　

連
合
は
、﹇
欧
州
人
権
条
約
﹈
に
加
入
す
る
。
こ
の
加
入
は
、
基
本
条
約
に
定
め
る
Ｅ
Ｕ
の
権
限
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
は
な
い
。

三
項　
﹇
欧
州
人
権
条
約
﹈
に
よ
り
保
障
さ
れ
、
か
つ
加
盟
国
に
共
通
の
憲
法
的
伝
統
に
由
来
す
る
基
本
権
は
、
Ｅ
Ｕ
法
の
一
般
原
則
を
構
成
す
る
。

（
訳
出
に
際
し
て
は
、
松
井
芳
郎
編
集
代
表
『
ベ
ー
シ
ッ
ク
条
約
集
』
東
信
堂
（
二
〇
一
〇
年
）
五
七
頁
を
参
照
。）

庄
司
克
宏
『
Ｅ
Ｕ
法　

基
礎
編
』
岩
波
書
店
（
二
〇
〇
三
年
）
一
六
一
〜
四
頁
、
庄
司
・
前
掲
注（
5
）三
一
七
〜
八
頁
、
三
二
七
〜
四
五
頁
。

（
22
） 

庄
司
・
前
掲
注（
5
）三
一
九
頁
。

（
23
） C

-260/89 E
llin

iki R
ad

ioph
on

ia T
iléorassi A

E
 an

d
 P

an
ellin

ia O
m

ospon
d

ia S
yllogon

 P
rossopikou

 v D
im

otiki E
tairia 

P
liroforissis an

d
 S

otirios K
ou

velas an
d

 N
icolaos A

vd
ellas an

d
 oth

ers 

﹇1991

﹈ E
C
R
-I 2925, para. 42.

（
24
） C

ase C
-159/90 S

P
U

C
 v. G

rogan 

﹇1991

﹈ E
C
R
, I-4741, P

ara. 31.

（
25
） 

Ｅ
Ｕ
基
本
権
憲
章
第
五
二
条
三
項　

こ
の
憲
章
が
、﹇
欧
州
人
権
﹈
条
約
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
た
権
利
に
相
当
す
る
権
利
を
含
む
限
り
に
お
い

八
二



イ
タ
リ
ア
憲
法
に
お
け
る
人
権
保
障
と
欧
州
人
権
条
約
（
庄
司
・
東
）

（
一
五
一
三
）

て
、
そ
れ
ら
の
権
利
の
意
味
お
よ
び
範
囲
は
、
同
条
約
が
定
め
る
意
味
お
よ
び
範
囲
と
同
一
で
あ
る
。
本
条
は
、
連
合
法
が
い
っ
そ
う
広
範
な
保
護

を
規
定
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
（
訳
出
に
際
し
て
は
、
奥
脇
編
・
前
掲
注（
8
）三
六
三
頁
を
参
照
）。

（
26
） 
リ
ス
ボ
ン
条
約
附
属
宣
言
一　

基
本
権
憲
章
は
、
法
的
拘
束
力
を
も
っ
て
、
欧
州
人
権
条
約
に
よ
り
保
障
さ
れ
、
加
盟
国
に
共
通
の
憲
法
的
伝

統
に
由
来
す
る
基
本
権
を
確
認
す
る
。

憲
章
は
、
連
合
法
の
適
用
範
囲
を
連
合
の
権
限
を
越
え
て
拡
張
す
る
も
の
で
は
な
く
、
連
合
の
新
た
な
権
限
ま
た
は
任
務
を
創
設
す
る
も
の
で
も

な
く
、﹇
基
本
﹈
条
約
に
よ
り
画
定
さ
れ
た
権
限
お
よ
び
任
務
を
修
正
す
る
も
の
で
も
な
い
。（O

J 2010/C
 83/337

）

（
27
） 

Ｅ
Ｕ
基
本
権
憲
章
第
五
一
条
二
項　

こ
の
憲
章
は
、
連
合
の
権
限
を
越
え
て
連
合
法
の
適
用
分
野
を
拡
張
す
る
も
の
で
も
な
く
、
連
合
に
何
ら

か
の
新
し
い
権
限
も
し
く
は
任
務
を
創
設
す
る
も
の
で
も
な
く
、
ま
た
両
条
約
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
権
限
お
よ
び
任
務
を
修
正
す
る
も
の
で
も
な

い
（
訳
出
に
際
し
て
は
、
奥
脇
編
・
前
掲
注（
8
）三
六
三
頁
を
参
照
）。

（
28
） 

Ｅ
Ｕ
基
本
権
憲
章
第
五
一
条
一
項　

こ
の
憲
章
の
規
定
は
、
補
完
性
の
原
則
に
妥
当
な
考
慮
を
払
い
つ
つ
、
連
合
の
主
要
機
関
お
よ
び
専
門
行

政
機
関
を
含
む
そ
の
他
の
機
関
に
対
し
て
、
お
よ
び
加
盟
国
が
連
合
法
を
実
施
す
る
と
き
に
限
り
加
盟
国
に
対
し
て
、
適
用
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、

加
盟
国
は
そ
れ
ぞ
れ
の
権
限
に
し
た
が
い
、
ま
た
、
両
条
約
に
お
い
て
与
え
ら
れ
る
連
合
の
権
限
の
限
界
を
尊
重
し
つ
つ
、
諸
権
利
を
尊
重
し
、
諸

原
則
を
遵
守
し
、
そ
の
適
用
を
促
進
す
る
（
訳
出
に
際
し
て
は
、
奥
脇
編
・
前
掲
注（
8
）三
六
三
頁
を
参
照
）。

（
29
） S

O
R
IA

N
O
, M

ercedes C
andela, “T

he R
eception P

rocess in S
pain and Italy”, K

E
L
L
E
R
 &

 S
T
O
N
E
 S

W
E
E
T
 eds., A

 

E
u

rope of R
igh

ts: T
h

e im
pact of th

e E
C

H
R

 on
 n

ation
al legal system

s, O
xford U

P
, 2008, p. 401.

（
30
） 

欧
州
人
権
裁
判
所
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト <http://w

w
w
.echr.coe.int/

（
以
下
略
）>

（
ア
ク
セ
ス
：
二
〇
一
三
年
九
月
四
日
）。

（
31
） S

O
R
IA

N
O
, op. cit. at 27, pp. 417-8.

（
32
） 

Ibid., p. 433.

（
33
） L

egge 4 agosto 1955, n. 848, G
azzetta U

ffi ciale 24 settem
bre 1955 n. 221.

（
34
） 

“1. Il P
residente della R

epubblica è autorizzato a ratifi care la C
onvenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uom

o e 

delle libertà fondam
entali, fi rm

ata a R
om

a il 4 novem
bre 1950, ed il P

rotocollo addizionale alla C
onvenzione stessa, fi rm

ato a 

八
三



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
一
五
一
四
）

P
arigi il 20 m

arzo 1952.”
（
35
） 

“2. P
iena ed intera esecuzione è data alla C

onvenzione e P
rotocollo suddetti, a decorrere dalla data della loro entrata in 

vigore.”

（
36
） S

O
R
IA

N
O
, op. cit. at 27, p. 402.

（
37
） M

IR
A
T
E
, S

ilvia, “A
 N

ew
 S

tatus for the E
C
H
R
 in Italy: T

he Italian C
onstitutional C

ourt and the N
ew

 ‘C
onventional 

R
eview

’ on N
ational L

aw
s”, E

u
ropean

 P
u

blic L
aw

, vol. 15 n. 1, 2009, p. 92; S
O
R
IA

N
O
, op. cit. at 27, p. 405.

（
38
） C

O
N
F
O
R
T
I, B

enedetto, “N
ational C

ourts and the International L
aw

 of H
um

an R
ights”, C

O
N
F
O
R
T
I and F

R
A
N
C
IO

N
I 

ed., E
n

forcin
g In

tern
ation

al H
u

m
an

 R
igh

ts in
 D

om
estic C

ou
rts, K

luw
er L

aw
 International, 1997, p. 11.

（
39
） S

O
R
IA

N
O
, op. cit. at 27, p. 405.

（
40
） C

O
N
F
O
R
T
I, B

enedetto, D
iritto In

tern
azion

ale, Jovene, N
apoli, 1999, p. 316 ; C

O
N
F
O
R
T
I, op. cit. at 36, pp. 12-14.

（
41
） 

イ
タ
リ
ア
憲
法
第
一
〇
条
﹇
国
際
法
の
遵
守
、
外
国
人
の
法
的
地
位
・
庇
護
権
﹈
一
項　

イ
タ
リ
ア
の
法
秩
序
は
、
一
般
に
承
認
さ
れ
た
国
際

法
規
に
し
た
が
う
（
訳
出
に
際
し
て
は
、
阿
部
・
畑
編
・
前
掲
注（
2
）二
一
頁
を
参
照
）。

（
42
） Q

U
A
D
R
I, R

olando, D
iritto in

tern
azion

ale pu
bblico, Jovene, N

apoli, 1968, p. 64.

（
43
） C

orte cost. sentenza 16 dicem
bre 1980, n. 188 

（
イ
タ
リ
ア
憲
法
裁
判
所
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト <http://w

w
w
.cortecostituzionale.it/

（
以

下
略
）> 

（
ア
ク
セ
ス
：
二
〇
一
三
年
六
月
四
日
））, punto 5. del considerato in diritto; C

orte cost. sentenza 19 giugno 1969, n. 104 

（
イ

タ
リ
ア
憲
法
裁
判
所
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（
ア
ク
セ
ス
：
二
〇
一
三
年
六
月
四
日
））, punto 5. del considerato in diritto; C

orte cost. sentenza 

18 m
aggio 1960, n. 32 

（
イ
タ
リ
ア
憲
法
裁
判
所
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（
ア
ク
セ
ス
：
二
〇
一
三
年
六
月
四
日
））, punto 3. del considerato in 

diritto, etc.

（
44
） 

イ
タ
リ
ア
憲
法
第
二
条
﹇
人
権
お
よ
び
基
本
的
義
務
﹈　

共
和
国
は
、
個
人
と
し
て
の
、
お
よ
び
人
間
の
人
格
が
発
展
す
る
場
と
し
て
の
社
会

組
織
に
お
け
る
、
人
間
の
不
可
侵
の
権
利
を
承
認
し
、
お
よ
び
保
障
し
、
免
れ
ら
れ
な
い
政
治
的
、
経
済
的
お
よ
び
社
会
的
連
帯
の
義
務
の
履
行
を

要
求
す
る
（
訳
出
に
際
し
て
は
、
阿
部
・
畑
編
・
前
掲
注（
2
）二
一
頁
を
参
照
）。

八
四



イ
タ
リ
ア
憲
法
に
お
け
る
人
権
保
障
と
欧
州
人
権
条
約
（
庄
司
・
東
）

（
一
五
一
五
）

（
45
） C

O
C
O
Z
Z
A
, F

rancesco, D
iritto com

u
n

e d
elle libertà in

 E
u

ropa, G
iappichelli, T

orino, 1994, pp. 57-58;  B
A
R
B
E
R
A
, A

., 

“C
om

m
ento all’art. 2 C

ost.”, by G
. B

ranca, C
om

m
en

tario alla C
ostitu

zion
e, Z

anichelli, B
ologna, 1975, p. 102, etc. 

（
46
） M

O
R
I, P

., “C
onvenzione europea dei diritti dell’uom

o, P
atto delle N

azioni unite e C
ostituzione italiana”, R

ivista d
i 

D
iritto In

tern
azion

ale, 1983, pp. 322-326;　

P
IC

C
H
IO

は
、
イ
タ
リ
ア
憲
法
第
一
一
条
が
想
定
し
て
い
た
「
主
権
の
制
限
」
は
、
国
連
の

よ
う
に
、
欧
州
人
権
条
約
が
備
え
て
い
る
個
人
申
立
制
度
を
備
え
て
い
な
い
、
緩
い
国
際
組
織
に
よ
る
も
の
で
あ
る
の
で
、
Ｅ
Ｕ
は
も
ち
ろ
ん
、
欧

州
人
権
条
約
も
イ
タ
リ
ア
憲
法
第
一
一
条
の
射
程
に
含
め
る
べ
き
で
あ
る
と
論
じ
た 

（P
IC

C
H
IO

, L
. F

orlati, “D
eroga alla giurisdizione e 

parità delle arm
i nel processo del lavoro”, S

tu
d

i P
arm

en
si, X

V
III, M

ilano, 1977, p. 232

）.

（
47
） T

A
R
 T

rentino-A
lto A

dige, T
rento, sentenza 17 luglio 2008, n. 171; M

A
R
T
IN

IC
O
, G

iuseppe, “Is the E
uropean C

onvention 

G
oing to be ‘S

uprem
e’? A

 C
om

parative-C
onstitutional O

verview
 of E

C
H
R
 and E

U
 L

aw
 before N

ational C
ourts”, E

J
IL

 V
ol. 23 

N
o. 2, 2012, 423.

（
48
） C

-260/89 cit. at 23, para. 42.

（
49
） P

A
N
Z
E
R
A
, C

laudio, “Il bello d’essere diversi. C
orte costituzionale e C

orti europee ad una svolta”, R
ivista T

rim
estrale 

d
i D

iritto P
u

bblico, 2009, n. 1, p. 1, pp. 26-30.

（
50
） S

A
L
V
A
T
O
, L

uigi, “L
a tutala dei diritti fondam

entali nelle fonti interne ed ‘esterne’: poteri e com
piti del giudice ‘com

une’”, 

Il D
iritto d

ell’U
n

ion
e E

u
ropea, 2011, n. 1, p. 260.

（
51
） R

U
G
G
E
R
I, A

ntonio, “R
iconoscim

ento e tutela ‘m
ultilivello’ dei diritti fondam

entali, attraverso le esperienze di 

norm
azione e dal punto di vista della teoria della C

ostituzione”, 8 giugno 2007 

（A
ssociazione Italiana dei C

ostituzionalisti

ウ
ェ

ブ
サ
イ
ト <http://archivio.rivistaaic.it/dottrina/libertadiritti/ruggeri.htm

l> 

（
ア
ク
セ
ス
：
二
〇
一
三
年
八
月
二
〇
日
））.

（
52
） S

O
R
IA

N
O
, op. cit. at 27, p. 428.

（
53
） 

イ
タ
リ
ア
裁
判
官
が
国
際
法
規
定
の
適
用
に
不
慣
れ
な
象
徴
的
な
例
の
一
つ
と
し
て
、S

C
O
V
A
Z
Z
I

は
、
一
九
九
二
年
イ
タ
リ
ア
憲
法
裁
判

所
判
決
第
六
二
号
を
挙
げ
て
い
る
。
同
件
判
示
に
お
い
て
、
イ
タ
リ
ア
憲
法
裁
判
所
は
、
自
由
権
規
約
が
未
だ
充
分
な
数
の
締
約
国
に
よ
り
批
准
さ

八
五



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
一
五
一
六
）

れ
て
い
な
い
た
め
、
多
数
国
条
約
と
し
て
未
発
効
で
あ
る
と
述
べ
た
（C

orte cost. sentenza 5-24 febbraio 1992, n. 62 

（
イ
タ
リ
ア
憲
法
裁

判
所
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト punto 6. del considerato in diritto 

（
ア
ク
セ
ス
：
二
〇
一
三
年
六
月
四
日
）））
が
、
実
際
は
自
由
権
規
約
は
一
九
七
六

年
三
月
二
三
日
に
発
効
し
て
お
り
、
イ
タ
リ
ア
に
関
し
て
も
一
九
七
八
年
一
二
月
一
五
日
よ
り
施
行
さ
れ
て
い
た
（
一
九
七
七
年
九
月
二
五
日
法
律

第
八
八
一
号
）S

C
O
V
A
Z
Z
I, T

ullio, “T
he A

pplication by Italian C
ourts of H

um
an R

ights T
reaty L

aw
”, C

O
N
F
O
R
T
I, B

., and 

F
R
A
N
C
IO

N
I, F

., eds., E
n

forcin
g In

tern
ation

al H
u

m
an

 R
igh

ts in
 D

om
estic C

ou
rts, M

artinus N
ijhoff  P

ublishers, T
he H

ague, 

1997, pp. 59-60, 65.

（
54
） C

orte cost. sentenza 22 dicem
bre 1980, n. 188 

（
イ
タ
リ
ア
憲
法
裁
判
所
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（
ア
ク
セ
ス
：
二
〇
一
三
年
六
月
四
日
））; 

C
orte cost. sentenza 9 luglio 1970, n. 123 

（
イ
タ
リ
ア
憲
法
裁
判
所
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（
ア
ク
セ
ス
：
二
〇
一
三
年
六
月
四
日
））.

（
55
） C

orte cost. sentenza 23 novem
bre 1967, n. 120 

（
イ
タ
リ
ア
憲
法
裁
判
所
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（
ア
ク
セ
ス
：
二
〇
一
三
年
六
月
四
日
））; 

C
orte cost. sentenza 12-27 luglio 2000, n. 376 

（
イ
タ
リ
ア
憲
法
裁
判
所
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（
ア
ク
セ
ス
：
二
〇
一
三
年
六
月
四
日
））.

（
56
） C

orte cost. sentenza 11 m
arzo 1961, n. 1 

（
イ
タ
リ
ア
憲
法
裁
判
所
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（
ア
ク
セ
ス
：
二
〇
一
三
年
六
月
四
日
））; C

orte 

cost. sentenza 14 dicem
bre 1995, n. 505 

（
イ
タ
リ
ア
憲
法
裁
判
所
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（
ア
ク
セ
ス
：
二
〇
一
三
年
六
月
四
日
））; C

orte cost. 

ordinanza 12-25 luglio 2001, n. 305 

（
イ
タ
リ
ア
憲
法
裁
判
所
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（
ア
ク
セ
ス
：
二
〇
一
三
年
六
月
四
日
））.

（
57
） C

orte cost., sentenza 19 gennaio 1993, n. 10, G
iu

rispru
d

en
za C

ostitu
zion

ale, 1993, 52.

（
58
） C

orte di C
assazione, sentenza 12 febbraio 1982, G

iu
stizia P

en
ale, 1983, III, 20; C

assazione, sentenza 11 ottobre 1990, 

R
ivista In

tern
azion

ale d
ei D

iritti d
ell’U

om
o, 1991, p. 927; C

assazione, sentenza 1 ottobre 1991, R
ivista In

tern
azion

ale d
ei 

D
iritti d

ell’U
om

o, 1992, p. 815.

（
59
） C

assazione, sentenza 23 m
arzo 1983, G

iu
stizia P

en
ale, 1984, III, 226; C

assazione, sentenza 18 dicem
bre 1986, R

ivista 

In
tern

azion
ale d

ei D
iritti d

ell’U
om

o, 1988, I, p. 122; C
assazione, sentenza 23 febbraio 1999, R

assegn
a F

oren
se, vol. 32, 1999, 

p. 943.

（
60
） C

assazione, sentenza 14 luglio 1982, n. 6978, R
ivista

 P
en

a
le, 1983, p. 447; C

assazione, sentenza 13 luglio 1985, 

八
六



イ
タ
リ
ア
憲
法
に
お
け
る
人
権
保
障
と
欧
州
人
権
条
約
（
庄
司
・
東
）

（
一
五
一
七
）

G
iu

rispru
d

en
za Italian

a, 1986 II, 72; C
assazione, sentenza 14 aprile 1988, F

oro Italian
o, 1986 II, 269.

（
61
） C

assazione, sentenza 23 novem
bre 1988, R

ivista In
tern

azion
ale d

ei D
iritti d

ell’U
om

o, 1990, p. 419.
（
62
） C

assazione, sentenza 22 novem
bre 1990, R

ivista In
tern

azion
ale d

ei D
iritti d

ell’U
om

o, 1991, p. 924.

（
63
） C

orte cost., sentenza 19 gennaio 1993, n. 10, G
iu

rispru
d

en
za Italian

a, 1993, I, 1, 1613.

（
64
） C

assazione, sentenza 10 luglio 1993, M
ed

ran
o, C

assazion
e P

en
ale, 1994, 439.

（
65
） C

assazione, sentenza 8 luglio 1998, n. 6672, R
ivista Italian

a D
iritto P

u
bblico C

om
u

n
itario, 1998, 1380.

（
66
） C

assazione, sentenza 10 luglio 1991, n. 7662, G
iu

stizia C
ivile, 1992, I, p. 744.

（
67
） T

ribunale di R
om

a, sentenza 7 agosto 1984, T
em

i R
om

an
a, 1985 II, p. 979.

（
68
） C

S
M

, sentenza 5 luglio 1985, F
oro Italian

o, 1986, III, 46.

（
69
） C

om
m
issione tributaria R

egionale di M
ilano, sez. V

, sentenza 19 settem
bre 2000, R

ivista Italian
a d

i d
iritto pu

bblico 

com
u

n
itario, 2002, p. 160; T

ribunale di G
enova, sentenza 4 giugno 2001, F

oro italian
o, 2001, I, 2653.

（
70
） 

G
azzetta U

ffi ciale n. 248, 24 ottobre 2001.

（
71
） 

訳
出
に
際
し
て
は
、
阿
部
・
畑
編
・
前
掲
注（
2
）三
二
頁
を
参
照
。

（
72
） T

R
E
V
E
S
, T

ullio, D
iritto In

tern
a

zion
a

le, G
iuffrè, 2005, pp. 692-3; C

O
N
F
O
R
T
I, “S

ulle R
ecenti M

odifiche della 

C
ostituzione Italian in T

em
a di R

ispetto degli O
bblighi Internationalie C

om
unitari”, F

oro Italian
o, novem

bre 2002, V
, 229

（estratto

）, p. 4; R
E
S
C
IG

N
O
, G

iuseppe U
go, “N

ote per la C
ostruzione di un N

uovo S
istem

a delle F
onti”, D

iritto P
u

bblico 

2002 vol.3, il M
ulino, B

ologna, 2002, p. 784, etc.

（
73
） C

orte cost. sentenza 12 novem
bre 2002 n. 445 

（
イ
タ
リ
ア
憲
法
裁
判
所
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（
ア
ク
セ
ス
：
二
〇
一
三
年
六
月
四
日
））.

（
74
） C

orte cost. sentenza 16 luglio 2004, n. 231 

（
イ
タ
リ
ア
憲
法
裁
判
所
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（
ア
ク
セ
ス
：
二
〇
一
三
年
六
月
四
日
））.

（
75
） C

assazione, sentenza 19 luglio 2002, n. 10542, F
oro Italian

o, 2002, I, 2606; C
assazione, sentenza 3 settem

bre 2004, 

n. 17837, R
ivista Italian

a d
i D

iritto P
u

bblico C
om

u
n

itario, 2005, p. 275.

八
七



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
一
五
一
八
）

（
76
） C

O
N
F
O
R
T
I, op. cit. at 70, p. 4; R

E
S
C
IG

N
O
, op. cit. at 70, p. 784, etc.

（
77
） C

assazione, sentenza 26 gennaio 2004, n. 1338, F
oro Italian

o, 2004 I, 693; C
assazione, sentenza 12 luglio 2006, n. 32678 

（penale it

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト <http://w

w
w
.penale.it/> 

（
ア
ク
セ
ス
：
二
〇
一
三
年
八
月
七
日
））; C

assazione, sentenza 1 dicem
bre 2006-25 

gennaio 2007, n. 2800 

（federalism
i.it

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト <http://w

w
w
.federalism

i.it/> 

（
ア
ク
セ
ス
：
二
〇
一
三
年
八
月
七
日
））.

（
78
） C

assazione, sentenza 10 m
arzo 2004, n. 4932 

（am
icuscuriae.it

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト <http://w

w
w
.am

icuscuriae.it/

（
以
下
略
）> 

（
ア

ク
セ
ス
：
二
〇
一
三
年
八
月
七
日
））; C

assazione, sentenza 27 m
arzo 2004, n. 6173 

（am
icuscuriae.it

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト 

（
ア
ク
セ
ス
：

二
〇
一
三
年
八
月
七
日
））.

（
79
） C

assazione, sentenza 11 giugno 2004, n. 11096, C
orriere G

iu
rid

ico, 2004, p. 1467; C
assazione, sentenza 3 settem

bre 2004, 

n. 17837, R
ivista Italian

a d
i d

iritto pu
bblico com

u
n

itario, 2005, p. 275; C
assazione, sentenza 23 dicem

bre 2005, n. 28507 

（altalex

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト <http://w

w
w
.altalex.com

/

（
以
下
略
）> 

（
ア
ク
セ
ス
：
二
〇
一
三
年
八
月
七
日
））.

（
80
） 

酒
井
他
『
国
際
法
』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
一
年
）、
四
〇
三
頁
。

（
81
） C

onsiglio di S
tato, 24 m

arzo 2004, n. 1559 

（
イ
タ
リ
ア
国
務
院
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト <http://w

w
w
.giustizia-am

m
inistrativa.it/

（
以
下

略
）> 

（
ア
ク
セ
ス
：
二
〇
一
三
年
六
月
四
日
））, punto 6.3.2. del diritto; C

ons. S
tato, 10 agosto 2004, n. 5499 

（
イ
タ
リ
ア
国
務
院
ウ
ェ
ブ

サ
イ
ト
（
ア
ク
セ
ス
：
二
〇
一
三
年
六
月
四
日
））, punto 4.3.3. del diritto.

（
82
） C

orte d’A
ppello di R

om
a, ordinanza 11 aprile 2002, G

iu
rispru

d
en

za C
ostitu

zion
ale, 2002, 2221; C

orte d’A
ppello di 

F
irenze, sentenza 20 gennaio 2005, n. 570 

（altalex
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（
ア
ク
セ
ス
：
二
〇
一
三
年
八
月
七
日
））; C

orte d’A
ppello di 

F
irenze, sentenza 22 m

arzo 2005, G
iu

rispru
d

en
za d

i M
erito, 2005, p. 1649; C

orte d’A
ppello di F

irenze, sentenza 14 luglio 

2006, n. 1403 

（A
m
bienteD

iritto.it

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト <http://w

w
w
.am

bientediritto.it/> 

（
ア
ク
セ
ス
：
二
〇
一
三
年
八
月
七
日
））.

（
83
） C

orte d’A
ppello di F

irenze, sentenza 9 giugno 2007, R
ivista G

iu
rid

ica d
el L

avoro e d
ella P

revid
en

za S
ociale, 2008 II, 

p. 479.

（
84
） T

ribunale di P
istoia, sentenza 23 m

arzo 2007, R
ivista G

iu
rid

ica d
el L

avoro e d
ella P

revid
en

za S
ociale, 2008 II, p. 481.

八
八



イ
タ
リ
ア
憲
法
に
お
け
る
人
権
保
障
と
欧
州
人
権
条
約
（
庄
司
・
東
）

（
一
五
一
九
）

（
85
） S

O
R
IA

N
O
, op. cit. at 27, pp. 432-433.

（
86
） L

egge 9 gennaio 2006 n. 12, “D
isposizioni in m

ateria di esecuzione delle pronunce della C
orte E

uropea dei D
iritti 

dell’U
om

o”, G
azzetta U

ffi ciale 19 gennaio 2006 n. 15 

（
イ
タ
リ
ア
議
会
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト <http://w

w
w
.parlam

ento.it> 

（
ア
ク
セ
ス
：

二
〇
一
三
年
七
月
三
日
））.

（
87
） S

O
R
IA

N
O
, op. cit. at 27, p. 433.

（
88
） C

orte cost., sentenza 24 ottobre 2007, n. 348 

（
イ
タ
リ
ア
憲
法
裁
判
所
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（
ア
ク
セ
ス
：
二
〇
一
三
年
六
月
四
日
））.

（
89
） C

orte cost., sentenza 24 ottobre 2007, n. 349 

（
イ
タ
リ
ア
憲
法
裁
判
所
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（
ア
ク
セ
ス
：
二
〇
一
三
年
六
月
四
日
））.

（
90
） S

O
R
IA

N
O
, op. cit. at 27, p. 428.

（
91
） C

orte di C
assazione, ordinanza 20 m

aggio 2006, n. 11887, G
iu

rispru
d

en
za Italian

a, 2007, 15171, etc.

（
92
） M

IR
A
T
E
, op. cit. at 35, p. 98.

（
93
） C

orte cost., sentenza 16 giugno 1993, n. 283 

（
イ
タ
リ
ア
憲
法
裁
判
所
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（
ア
ク
セ
ス
：
二
〇
一
三
年
六
月
四
日
））.

（
94
） 

欧
州
人
権
条
約
第
一
議
定
書
第
一
条
（
財
産
の
保
護
）
す
べ
て
の
自
然
人
ま
た
は
法
人
は
、
そ
の
財
産
を
平
和
的
に
享
有
す
る
権
利
を
有
す
る
。

何
人
も
、
公
益
の
た
め
に
、
か
つ
、
法
律
お
よ
び
国
際
法
の
一
般
原
則
で
定
め
る
条
件
に
従
う
場
合
を
除
く
ほ
か
、
そ
の
財
産
を
奪
わ
れ
な
い
。

た
だ
し
、
前
項
の
規
定
は
、
国
が
一
般
的
利
益
に
基
づ
い
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in considerato in diritto.

（
152
） C

orte cost., sentenza 2007, n. 348 cit., punto 3.3. in considerato in diritto; C
orte C

ost., sentenza 2007, n. 349 cit., punto 6.1. 

in considerato in diritto.
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．
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Ｗ
Ｆ
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令
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Ｗ
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令
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令
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令
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．
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．
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．
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．
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．
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約
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．
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内
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に
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け
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規
制
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デ
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母
国
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則
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Ｕ
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デ
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Ｕ
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経
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第
五
十
巻
第
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号
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二
〇
一
四
年
三
月
）

（
一
五
二
六
）

1
．
は
じ
め
に

Ｅ
Ｕ

（
1
）

に
お
け
る
視
聴
覚
メ
デ
ィ
ア
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
の
規
制

と
し
て
は
、
一
九
八
九
年
の
「
国
境
な
き
テ
レ
ビ
指
令
」

（
Ｔ
Ｖ
Ｗ
Ｆ
指
令

（
2
）

）
が
あ
っ
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
視
聴
覚
メ
デ
ィ

ア
サ
ー
ビ
ス
市
場
の
統
合
と
文
化
的
多
様
性
の
保
護
を
目
的
と
す

る
Ｔ
Ｖ
Ｗ
Ｆ
指
令
に
よ
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
視
聴
覚
メ
デ
ィ
ア

サ
ー
ビ
ス
の
市
場
統
合
は
一
定
程
度
実
現
し
た
が
、
文
化
的
多
様

性
の
保
護
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
十
分
と
は
い
え
な
か
っ
た
。

視
聴
覚
メ
デ
ィ
ア
サ
ー
ビ
ス
を
と
り
ま
く
技
術
の
進
歩
を
受
け

て
、
二
〇
〇
七
年
一
二
月
一
一
日
、
Ｔ
Ｖ
Ｗ
Ｆ
指
令
を
全
面
的
に

改
正
す
る
「
視
聴
覚
メ
デ
ィ
ア
サ
ー
ビ
ス
指
令
」（
Ａ
Ｖ
Ｍ
Ｓ
指

令
（
3
）

）
が
採
択
さ
れ
た
。
Ａ
Ｖ
Ｍ
Ｓ
指
令
は
、
Ｔ
Ｖ
Ｗ
Ｆ
指
令
か
ら

視
聴
覚
メ
デ
ィ
ア
サ
ー
ビ
ス
の
域
内
市
場
統
合
及
び
文
化
的
多
様

性
の
保
護
と
い
う
目
的
を
受
け
継
ぎ
な
が
ら
、
規
制
対
象
を
テ
レ

ビ
放
送
に
加
え
て
オ
ン
デ
マ
ン
ド
サ
ー
ビ
ス
に
ま
で
拡
大
す
る
も

の
で
あ
る
。
Ａ
Ｖ
Ｍ
Ｓ
指
令
は
、
そ
の
建
前
に
お
い
て
、
域
内
に

お
け
る
視
聴
覚
メ
デ
ィ
ア
サ
ー
ビ
ス
の
自
由
移
動
と
文
化
的
多
様

性
の
保
護
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
が
、
文
化
的
多

様
性
を
実
効
的
に
保
護
す
る
具
体
的
な
規
定
が
欠
け
る
と
い
う
状

4
．2
．1 

．
域
内
市
場
に
お
け
る
規
制
権
限
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行
使
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程
度
に

つ
い
て
の
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モ
デ
ル

4
．2
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．
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Ｍ
Ｓ
指
令
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け
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母
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則

5
．
Ａ
Ｖ
Ｍ
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指
令
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5
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．
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5
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．
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場
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文
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的
多
様

性
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与
え
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影
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5
．3
．
Ａ
Ｖ
Ｍ
Ｓ
指
令
に
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け
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文
化
的
多
様
性
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保
護

5
．3
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．
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Ｖ
Ｍ
Ｓ
指
令
に
お
け
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な
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化
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多
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保
護
の
欠
如

5
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．
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．
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6
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．
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ア
サ
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ビ
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発
展
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．2 

．
域
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市
場
に
お
け
る
Ｅ
Ｕ
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規
制
権
限
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九
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年
タ
バ
コ
広
告
指
令
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件
│
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．2
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．
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司
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Ｅ
Ｕ
法
に
お
け
る
視
聴
覚
メ
デ
ィ
ア
サ
ー
ビ
ス
と
文
化
（
鳩
貝
）

（
一
五
二
七
）

の
創
設
に
寄
与
す
る
一
方
で
、
文
化
的
多
様
性
保
護
を
実
効
的
に

図
る
具
体
的
な
規
定
に
は
欠
け
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
続
い
て
、

Ｅ
Ｕ
レ
ベ
ル
で
い
か
な
る
規
制
を
す
れ
ば
実
効
的
に
文
化
的
多
様

性
を
保
護
で
き
る
の
か
、
考
え
ら
れ
る
規
制
に
言
及
す
る
。
最
後

に
、
Ｅ
Ｕ
に
そ
の
よ
う
な
規
制
を
す
る
権
限
が
認
め
ら
れ
る
の
か
、

視
聴
覚
メ
デ
ィ
ア
サ
ー
ビ
ス
領
域
で
の
判
例
法
及
び
域
内
市
場
に

お
け
る
Ｅ
Ｕ
の
規
制
権
限
の
限
界
に
つ
い
て
の
判
例
法
を
分
析
し

て
、
今
後
Ｅ
Ｕ
に
お
い
て
考
え
ら
れ
る
視
聴
覚
メ
デ
ィ
ア
サ
ー
ビ

ス
の
規
制
の
あ
り
方
を
検
討
す
る
。

な
お
、
Ａ
Ｖ
Ｍ
Ｓ
指
令
は
二
〇
一
〇
年
三
月
一
〇
日
に
、
改
正

さ
れ
な
か
っ
た
部
分
と
併
せ
て
統
合
さ
れ
て
い
る
た
め

（codifi ed version （
5
）

）、
本
稿
で
は
特
に
断
り
の
な
い
限
り
統
合
後

の
規
定
を
用
い
る
。

2 

．
Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
視
聴
覚
メ
デ
ィ
ア
サ
ー
ビ

ス
規
制
の
発
展

（
6
）

2
．1
．
Ｔ
Ｖ
Ｗ
Ｆ
指
令
成
立
以
前

今
日
の
Ｅ
Ｕ
の
制
度
設
計
が
共
同
市
場
の
設
立
を
目
的
と
す
る

ロ
ー
マ
条
約
に
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
か
ら
み
て
も
（
庄
司
﹇
二
〇
〇
七

ｂ
﹈
三
頁
）、
Ｅ
Ｕ
は
本
質
的
に
は
経
済
的
共
同
体
で
あ
っ
た
。

況
は
Ｔ
Ｖ
Ｗ
Ｆ
指
令
の
頃
か
ら
何
ら
改
善
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に

思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
に
対
し
て
、
Ｅ
Ｕ
レ
ベ
ル
で
文
化
的
多
様
性

の
保
護
を
図
る
よ
り
実
効
的
な
規
制
が
必
要
だ
と
す
る
見
解
が
あ

る
が
、
Ｅ
Ｕ
に
文
化
的
観
点
か
ら
視
聴
覚
メ
デ
ィ
ア
サ
ー
ビ
ス
に

つ
い
て
規
制
す
る
権
限

（
4
）

が
認
め
ら
れ
る
の
か
。
二
〇
〇
九
年
に
発

効
さ
れ
た
リ
ス
ボ
ン
条
約
に
お
い
て
、
Ｅ
Ｕ
の
権
限
は
排
他
的
権

限
、
加
盟
国
と
の
共
有
権
限
及
び
補
充
的
行
動
に
類
型
化
さ
れ
た
。

し
か
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
間
の
境
界
は
必
ず
し
も
明
確
で
な
い
と
こ

ろ
、
市
場
を
流
通
す
る
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
の
経
済
的
側
面
と
そ
の

内
容
が
文
化
に
関
わ
り
を
持
つ
が
ゆ
え
の
文
化
的
側
面
と
の
双
方

を
併
せ
持
つ
視
聴
覚
メ
デ
ィ
ア
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
の
規
制
は
、

Ｅ
Ｕ
の
共
有
権
限
と
補
充
的
行
動
の
境
界
に
位
置
す
る
も
の
と
い

え
る
。
視
聴
覚
メ
デ
ィ
ア
サ
ー
ビ
ス
規
制
を
域
内
市
場
の
問
題
と

捉
え
れ
ば
Ｅ
Ｕ
は
共
有
権
限
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
文
化
の

問
題
と
捉
え
る
と
Ｅ
Ｕ
は
補
充
的
行
動
し
か
と
れ
ず
、
Ｅ
Ｕ
レ
ベ

ル
で
調
和
措
置
を
と
る
こ
と
は
禁
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

本
稿
は
、
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
に
基
づ
き
、
Ａ
Ｖ
Ｍ
Ｓ
指
令

成
立
の
背
景
と
し
て
改
正
前
Ｔ
Ｖ
Ｗ
Ｆ
指
令
を
検
討
し
た
う
え
で

Ａ
Ｖ
Ｍ
Ｓ
指
令
の
内
容
を
確
認
し
、
Ａ
Ｖ
Ｍ
Ｓ
指
令
が
域
内
市
場

九
七
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第
五
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
一
五
二
八
）

る
こ
と
に
よ
り
、
テ
レ
ビ
放
送
サ
ー
ビ
ス
の
自
由
な
提
供
を
保
障

す
る
こ
と
を
核
心
的
な
目
的
と
し
て
い
た
。
ま
た
、
メ
デ
ィ
ア
の

多
様
性
確
保
、
青
少
年
の
保
護
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
作
品
の
促
進
も
趣

旨
と
さ
れ
た
。

Ｔ
Ｖ
Ｗ
Ｆ
指
令
は
、
Ｅ
Ｃ
条
約
第
四
七
条
二
項
（
Ｅ
Ｕ
機
能
条

約
（
以
下
、
Ｔ
Ｆ
Ｅ
Ｕ
）
第
五
三
条
一
項
）
及
び
第
五
五
条

（
Ｔ
Ｆ
Ｅ
Ｕ
第
六
六
条
）
を
根
拠
と
し
て
お
り
、
域
内
放
送
市
場

の
自
由
化
を
開
業
の
自
由
の
文
脈
で
捉
え
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ

で
は
、
物
や
他
の
サ
ー
ビ
ス
の
自
由
移
動
と
同
様
に
、
相
互
承
認

原
則

（
10
）

を
基
本
と
す
る
母
国
原
則
が
と
ら
れ
た

（
11
）

。
す
な
わ
ち
、
加
盟

国
は
サ
ー
ビ
ス
提
供
の
自
由
及
び
開
業
の
自
由
を
保
障
す
る
こ
と

と
さ
れ
（
第
二
条
ａ
号
）、
受
信
の
自
由
を
保
障
す
る
と
と
も
に
、

再
送
信
に
対
す
る
規
制
が
禁
じ
ら
れ
る
も
の
と
さ
れ
た
（
母
国
原

則
）。
Ｔ
Ｖ
Ｍ
Ｓ
指
令
は
、
ク
オ
ー
タ
制
（
第
四
条
及
び
第
五
条
）、

広
告
規
制
（
第
一
〇
条
〜
第
二
〇
条
）、
少
数
者
や
公
の
秩
序
の

保
護
（
第
二
二
条
ａ
号
、
ｂ
号
）、
反
論
権
の
保
障
（
第
二
三
条
） 

と
い
う
四
つ
の
領
域
に
つ
い
て
主
に
規
制
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

な
お
、
Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
通
信
・
放
送
の
規
制
体
系
は
、
主
と
し
て

情
報
の
内
容
で
あ
る
コ
ン
テ
ン
ツ
領
域
と
伝
送
路
で
あ
る
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
領
域
に
二
分
で
き
、
Ｔ
Ｖ
Ｗ
Ｆ
指
令
は
前
者
領
域
を
規
制

一
九
五
七
年
の
ロ
ー
マ
条
約
に
お
い
て
文
化
に
つ
い
て
言
及
が
な

さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
そ
れ
が
初
め
て
な
さ
れ
る
に
は
、

一
九
九
三
年
一
一
月
一
日
に
施
行
さ
れ
た
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約

（
第
一
二
八
条
二
項
）
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

（
7
）

。

し
か
し
、
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
に
登
場
す
る
以
前
か
ら
、
欧

州
司
法
裁
判
所
は
Ｅ
Ｕ
の
視
聴
覚
メ
デ
ィ
ア
サ
ー
ビ
ス
政
策
に
つ

き
判
例
法
理
を
展
開
さ
せ
て
お
り
、
そ
れ
が
Ｔ
Ｖ
Ｗ
Ｆ
指
令
を
導

く
一
因
と
な
っ
た

（
8
）

。

一
九
八
二
年
、
欧
州
議
会
は
、
欧
州
メ
デ
ィ
ア
が
市
民
の
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
へ
の
帰
属
意
識
を
高
め
る
と
し
て
、
パ
ン
欧
州
メ
デ
ィ
ア

の
創
出
を
促
す
決
議
を
採
択
し
た
。
続
く
一
九
八
四
年
、
コ
ミ
ッ

シ
ョ
ン
の
Ｄ
Ｇ
Ⅲ
（
産
業
）
は
「
放
送
番
組
市
場
の
自
由
化
に
関

す
る
グ
リ
ー
ン
ペ
ー
パ
ー
」
を
公
表
し
た
。
衛
星
放
送
や
ケ
ー
ブ

ル
テ
レ
ビ
の
普
及
を
受
け
て
、
一
九
八
九
年
五
月
に
理
事
会
が
採

択
し
た
国
境
を
越
え
る
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
に
関
す
る
欧
州
協
約

（
9
）

に
続

き
、
同
年
、
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
産
業
担
当
総
局
Ｄ
Ｇ
Ⅲ
の
主
導
で

Ｔ
Ｖ
Ｗ
Ｆ
指
令
が
策
定
さ
れ
た
。

2
．2
．
Ｔ
Ｖ
Ｗ
Ｆ
指
令

Ｔ
Ｖ
Ｗ
Ｆ
指
令
は
、
Ｅ
Ｕ
域
内
で
最
低
限
の
規
制
の
調
和
を
図

九
八



Ｅ
Ｕ
法
に
お
け
る
視
聴
覚
メ
デ
ィ
ア
サ
ー
ビ
ス
と
文
化
（
鳩
貝
）

（
一
五
二
九
）

i2010

を
採
択
し
た
。i2010

は
、
Ｅ
Ｕ
の
情
報
化
戦
略
で
あ
り
、

そ
の
重
点
分
野
の
一
つ
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
域
内
の
情
報
・
メ
デ
ィ
ア

分
野
で
共
通
の
枠
組
み
を
確
立
す
る
こ
と
を
掲
げ
る
が
（C

O
M

 

（2005

） p.3

）、
そ
の
中
で
Ｔ
Ｖ
Ｗ
Ｆ
指
令
の
現
代
化
が
求
め
ら

れ
た
（C

O
M

 

（2005

） p.5

）。

ま
た
、
技
術
の
発
展
に
と
も
な
っ
て
、
Ｔ
Ｖ
Ｗ
Ｆ
指
令
の
定
義

に
は
直
ち
に
お
さ
ま
ら
な
い
視
聴
覚
メ
デ
ィ
ア
サ
ー
ビ
ス
が
生
じ
、

Ｔ
Ｖ
Ｗ
Ｆ
指
令
の
定
義
の
解
釈
を
め
ぐ
る
諸
判
例
が
出
て

（
15
）

、
視
聴

覚
メ
デ
ィ
ア
サ
ー
ビ
ス
分
野
に
お
け
る
法
制
の
改
正
を
促
し
た

（
市
川
、
二
八
〇
頁
）。

3
．
Ａ
Ｖ
Ｍ
Ｓ
指
令
の
構
成
と
具
体
的
内
容

3
．1
．
Ａ
Ｖ
Ｍ
Ｓ
指
令
の
趣
旨
・
構
成

Ａ
Ｖ
Ｍ
Ｓ
指
令
は
、
一
般
原
則
、
憎
悪
の
扇
動
、
障
害
者
の
ア

ク
セ
シ
ビ
リ
テ
ィ
ー
、
管
轄
の
原
則
（P

rinciples of Jurisdiction

）、

主
要
な
イ
ベ
ン
ト
（M

ajor E
vents

）、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
作
品
の
促

進
・
配
信
、
商
業
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、
未
成
年
の
保
護
に

つ
い
て
Ｅ
Ｕ
レ
ベ
ル
で
各
国
法
制
を
調
整
す
る
指
令
で
あ
る
。
そ

の
趣
旨
は
、
技
術
の
発
展
に
即
し
た
ル
ー
ル
作
り
を
す
る
こ
と

（
前
文
二
）、
新
興
視
聴
覚
メ
デ
ィ
ア
サ
ー
ビ
ス
に
つ
き
平
等
な
競

す
る
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
、
後
者
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
領
域
に
つ
い

て
は
、
二
〇
〇
二
年
に
「
電
子
通
信
規
制
パ
ッ
ケ
ー
ジ
」
と
呼
ば

れ
る
統
一
的
な
規
制
枠
組
み
が
あ
る
（
市
川
﹇
二
〇
〇
八
﹈

二
七
五
頁
）。

一
九
九
七
年
、
自
由
化
さ
れ
た
市
場
に
お
い
て
Ｅ
Ｕ
が
視
聴
者

保
護
の
観
点
か
ら
よ
り
適
切
な
規
制
を
行
う
責
任
が
あ
る
と
し
て
、

Ｔ
Ｖ
Ｗ
Ｆ
指
令
の
以
下
の
諸
点
に
つ
き
改
正
が
な
さ
れ
た

（
12
）

。
ま

ず
、
知
る
権
利
を
保
護
す
べ
く
（
九
七
年
改
正
指
令
前
文
一
八
）、

社
会
に
と
っ
て
主
と
し
て
重
要
な
イ
ベ
ン
ト

（
13
）

が
有
料
テ
レ
ビ
の
み

に
よ
っ
て
放
送
さ
れ
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
た
（
改
正
指
令
第
三
条

ａ
項
）。
他
に
は
、
所
轄
（jurisdiction
）
を
明
ら
か
に
す
べ
く

「
母
国
」
に
つ
い
て
よ
り
詳
細
な
規
定
が
お
か
れ
、
ポ
ル
ノ
や
暴

力
番
組
等
に
関
す
る
未
成
年
保
護
規
定
の
規
定
も
拡
充
さ
れ
た

（
14
）

。

2
．3
．
Ａ
Ｖ
Ｍ
Ｓ
指
令
成
立
の
背
景

二
〇
〇
〇
年
三
月
、
理
事
会
は
、
今
後
一
〇
年
で
Ｅ
Ｕ
に
お
い

て
雇
用
拡
大
と
社
会
的
連
帯
、
持
続
的
な
経
済
発
展
を
実
現
し
、

世
界
を
先
導
す
る
知
識
社
会
を
構
築
す
る
こ
と
を
戦
略
的
目
標
と

し
て
定
め
た
。（
リ
ス
ボ
ン
戦
略
）。
二
〇
〇
五
年
三
月
に
行
わ
れ

た
リ
ス
ボ
ン
戦
略
の
中
間
見
直
し
を
受
け
て
、
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ン
は

九
九



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
一
五
三
〇
）

め
る
。
最
後
に
第
一
二
章
に
は
最
終
規
定
が
置
か
れ
て
い
る
。

3
．2
．
Ａ
Ｖ
Ｍ
Ｓ
指
令
の
具
体
的
内
容
（
16
）

3
．2
．1
．
母
国
原
則

母
国
原
則
とcom

m
on m

inim
um

 standards

（
二
〇
〇
七
年

Ａ
Ｖ
Ｍ
Ｓ
指
令
前
文
七
）
と
い
う
Ｔ
Ｖ
Ｗ
Ｆ
指
令
の
基
本
原
則
は

域
内
市
場
の
創
設
に
不
可
欠
で
あ
る
か
ら
、
Ａ
Ｖ
Ｍ
Ｓ
指
令
の
核

心
と
し
て
維
持
さ
れ
た
。
新
し
い
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
や
そ
れ
ら
の

展
開
に
必
要
な
ベ
ー
ス
と
し
て
の
法
的
安
定
性
を
メ
デ
ィ
ア
サ
ー

ビ
ス
提
供
者
に
保
障
す
る
た
め
、
こ
の
母
国
原
則
は
全
て
の
視
聴

覚
メ
デ
ィ
ア
サ
ー
ビ
ス
に
適
用
さ
れ
る
（
前
文
三
三
）。
そ
し
て
、

母
国
原
則
の
実
効
性
を
図
る
べ
く
、
ど
こ
を
母
国
と
す
る
か
に
つ

き
、
管
轄
は
一
つ
の
加
盟
国
の
み
が
持
つ
こ
と
と
さ
れ
（
前
文

三
四
）、
管
轄
の
基
準
が
よ
り
明
確
化
さ
れ
た
（
第
二
条
四
項
ａ
号
）。

母
国
原
則
の
も
と
、
加
盟
国
は
視
聴
覚
メ
デ
ィ
ア
サ
ー
ビ
ス
に

つ
き
、
加
盟
国
管
轄
下
で
の
受
信
の
自
由
を
保
障
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
と
も
に
、
再
送
信
を
制
限
し
て
は
な
ら
な
い
の
が
原
則

で
あ
る
（
第
三
条
一
項
）。

一
方
で
、
こ
れ
に
は
例
外
が
設
け
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
他
の

加
盟
国
か
ら
の
放
送
が
指
令
第
二
七
条
一
項
・
二
項
及
び
、
又
は

争
環
境
（level-playing fi eld

）
を
確
保
す
る
こ
と
（
前
文

一
〇
）、
文
化
的
多
様
性
を
保
護
す
る
こ
と
、
子
供
と
保
護
者
を

守
る
こ
と
、
メ
デ
ィ
ア
の
多
様
性
を
保
護
す
る
こ
と
、
人
種
的
・

宗
教
的
憎
悪
と
戦
う
こ
と
及
び
各
国
の
メ
デ
ィ
ア
法
制
の
独
立
性

を
保
障
す
る
こ
と
に
あ
る
。

Ａ
Ｖ
Ｍ
Ｓ
指
令
は
、
Ｔ
Ｖ
Ｗ
Ｆ
指
令
を
改
正
す
る
も
の
と
し
て

二
〇
〇
七
年
一
二
月
一
一
日
に
採
択
さ
れ
、
二
〇
一
〇
年
三
月

一
〇
日
に
統
合
化
さ
れ
た
。
統
合
化
さ
れ
た
Ａ
Ｖ
Ｍ
Ｓ
指
令
は
、

前
文
及
び
一
二
の
章
か
ら
以
下
の
よ
う
に
構
成
さ
れ
て
い
る
。
ま

ず
、
第
一
章
は
定
義
の
章
で
あ
り
、
拡
大
さ
れ
た
規
制
対
象
を
含

め
て
定
義
規
定
が
置
か
れ
て
い
る
。
次
に
、
第
二
章
は
一
般
条
項

を
定
め
、
第
三
章
は
、
リ
ニ
ア
サ
ー
ビ
ス
か
ノ
ン
・
リ
ニ
ア
サ
ー

ビ
ス
か
を
問
わ
ず
、
全
て
の
視
聴
覚
メ
デ
ィ
ア
サ
ー
ビ
ス
に
適
用

さ
れ
る
規
定
に
つ
い
て
定
め
て
い
る
。
続
く
第
四
章
で
は
、
オ
ン

デ
マ
ン
ド
メ
デ
ィ
ア
サ
ー
ビ
ス
に
の
み
適
用
さ
れ
る
規
定
が
、
一

方
、
第
五
章
か
ら
第
九
章
で
は
テ
レ
ビ
放
送
に
つ
い
て
の
み
適
用

さ
れ
る
規
定
が
上
乗
せ
し
て
定
め
ら
れ
て
い
る
。
第
一
〇
章
は
加

盟
国
に
お
け
る
規
制
機
関
と
し
て
のcontact com

m
ittee

に
つ

い
て
定
め
、
効
果
的
な
指
令
の
執
行
を
図
る
。
第
一
一
章
は
本
規

制
の
実
施
機
関
で
あ
る
加
盟
国
に
求
め
ら
れ
る
協
力
に
つ
い
て
定

一
〇
〇



Ｅ
Ｕ
法
に
お
け
る
視
聴
覚
メ
デ
ィ
ア
サ
ー
ビ
ス
と
文
化
（
鳩
貝
）

（
一
五
三
一
）

3
．2
．2
．
規
制
対
象

Ｔ
Ｖ
Ｗ
Ｆ
指
令
は
国
境
を
越
え
る
テ
レ
ビ
放
送
に
つ
い
て
基
本

的
な
規
制
を
加
盟
国
間
で
調
和
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、

Ａ
Ｖ
Ｍ
Ｓ
指
令
は
、
技
術
発
展
及
び
競
争
の
進
展
に
対
応
し
て
、

新
興
す
る
視
聴
覚
メ
デ
ィ
ア
サ
ー
ビ
ス
全
体
に
そ
の
規
制
対
象
を

広
げ
て
い
る
。

Ａ
Ｖ
Ｍ
Ｓ
指
令
に
お
い
て
、「
視
聴
覚
メ
デ
ィ
ア
サ
ー
ビ
ス

（audiovisual m
edia service

）」
と
は
、
Ｅ
Ｃ
条
約
第
四
九
条

（
18
）

及
び
第
五
〇
条
に
定
義
さ
れ
る
サ
ー
ビ
ス
で
あ
り
、
二
〇
〇
二
／

二
一
／
Ｅ
Ｃ
指
令
第
二
条
ａ
号
が
定
め
る
意
味
で
の
電
子
通
信

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
通
じ
て
、
メ
デ
ィ
ア
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
の
編
集

責
任
の
も
と
、
公
衆
へ
の
情
報
提
供
、
娯
楽
又
は
教
育
の
た
め
に

番
組
の
提
供
を
す
る
こ
と
を
主
た
る
目
的
と
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
い

う
。
こ
れ
は
、
Ａ
Ｖ
Ｍ
Ｓ
指
令
第
一
条
ｅ
号
で
定
義
さ
れ
る
テ
レ

ビ
放
送
又
は
、
同
条
ｇ
号
で
定
義
さ
れ
る
オ
ン
デ
マ
ン
ド
視
聴
覚

メ
デ
ィ
ア
の
こ
と
を
い
う
。
ま
た
、
視
聴
覚
商
業
的
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
の
こ
と
も
意
味
す
る
（
Ａ
Ｖ
Ｍ
Ｓ
指
令
第
一
条
ａ

号
）。
こ
れ
は
、
媒
介
す
る
メ
デ
ィ
ア
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ

て
も
、
公
衆
の
大
多
数
に
対
し
て
明
確
な
影
響
を
与
え
う
る
マ
ス

メ
デ
ィ
ア
を
規
制
し
（
前
文
二
二
）、
先
に
述
べ
た
Ａ
Ｖ
Ｍ
Ｓ
指

第
六
条
に
違
反
す
る
こ
と
が
明
白
で
、
深
刻
で
、
か
つ
重
大
で
あ

る
場
合
は
、
第
三
条
一
項
の
適
用
が
除
外
さ
れ
る
（
同
条
二
項
ａ

号
（
17
）

）。
ま
た
、
母
国
原
則
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
加
盟
国
は
指
令
に

適
合
的
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
、
Ａ
Ｖ
Ｍ
Ｓ
指
令
よ
り
厳
し
い
内

容
の
規
制
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
（
第
四
条
一
項
）
と
さ
れ
て

い
る
（
前
文
四
三
）。

母
国
原
則
の
も
と
で
は
、
Ｅ
Ｕ
域
内
に
開
業
す
る
サ
ー
ビ
ス
提

供
者
は
開
業
先
の
国
の
ル
ー
ル
に
の
み
服
し
て
他
の
加
盟
国
で
規

制
を
受
け
る
こ
と
な
く
自
由
に
広
範
な
分
野
の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供

す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
（
庄
司
﹇
二
〇
〇
八
﹈
二
五
頁
）、
ど

の
国
が
「
母
国
」
に
な
る
か
と
い
う
管
轄
は
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
に

と
っ
て
重
要
な
問
題
で
あ
る
。
そ
こ
で
二
重
管
轄
や
管
轄
の
欠
缺

を
防
ぐ
べ
く
、
管
轄
基
準
の
明
確
化
が
求
め
ら
れ
、
原
則
と
し
て
、

本
社
所
在
地
で
編
集
上
の
決
定
が
な
さ
れ
る
加
盟
国
に
管
轄
が
認

め
ら
れ
る
と
さ
れ
た
。
ま
た
、
Ａ
Ｖ
Ｍ
Ｓ
指
令
に
お
い
て
、
衛
星

の
ア
ッ
プ
リ
ン
ク
が
加
盟
国
に
あ
れ
ば
、
そ
の
加
盟
国
に
管
轄
が

認
め
ら
れ
る
こ
と
が
新
た
に
規
定
さ
れ
た
（
前
文
三
八
、
第
二
条

四
項
ａ
号
）。

一
〇
一



政
経
研
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第
五
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
一
五
三
二
）

コ
ン
テ
ン
ツ
に
対
す
る
規
制
と
し
て
は
、
リ
ニ
ア
サ
ー
ビ
ス
に

対
し
て
は
従
来
の
テ
レ
ビ
放
送
に
対
す
る
規
制
と
同
レ
ベ
ル
の
強

い
規
制
が
課
さ
れ
る
。
一
方
、
ノ
ン
・
リ
ニ
ア
サ
ー
ビ
ス
に
対
し

て
は
、
社
会
的
影
響
力
が
リ
ニ
ア
サ
ー
ビ
ス
ほ
ど
大
き
く
な
い
こ

と
を
正
当
事
由
と
し
て
、
最
小
限
の
規
律
の
み
が
課
さ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
ノ
ン
・
リ
ニ
ア
サ
ー
ビ
ス
を
含
め
全
て
の
視
聴
覚

メ
デ
ィ
ア
サ
ー
ビ
ス
に
対
し
て
、
編
集
権
を
有
す
る
サ
ー
ビ
ス
提

供
者
の
情
報
の
開
示
（
第
五
条
）、
人
種
、
性
別
、
宗
教
、
国
籍

等
に
か
か
わ
る
差
別
を
扇
動
す
る
内
容
の
禁
止
（
第
六
条
）、
視

聴
覚
障
が
い
者
の
ア
ク
セ
ス
権
の
保
障
（
第
七
条
）、
未
成
年
者

の
一
般
的
な
保
護
（
第
一
二
条
）、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
作
品
の
促
進

（
第
一
三
条
）
に
つ
い
て
の
規
制
が
課
せ
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
リ

ニ
ア
サ
ー
ビ
ス
に
対
し
て
は
、
ク
オ
ー
タ
制
（
第
一
六
条
、
第

一
七
条
）、
放
送
時
間
帯
の
制
限
等
に
つ
い
て
の
未
成
年
者
の
保

護
（
第
二
七
条
）、
反
論
権
の
保
障
（
第
二
八
条
）
と
い
う
規
制

が
加
重
さ
れ
る
。

こ
こ
で
、
ク
オ
ー
タ
制
と
は
、
放
送
時
間
の
一
定
割
合
を
特
定

の
属
性
を
持
つ
番
組
に
あ
て
る
よ
う
義
務
付
け
る
も
の
で
あ
る
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
作
品
（E

uropean W
ork

）
と
は
主
に
加
盟
国
で
製

作
さ
れ
た
作
品
等
一
定
の
条
件
を
充
た
し
た
も
の
を
い
う
が
（
第

令
の
一
般
原
則
の
一
つ
で
あ
る
技
術
的
中
立
性
を
企
図
す
る
も
の

で
あ
る
。

一
方
、
経
済
性
の
な
い
活
動
や
私
的
な
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
と
い
っ

た
テ
レ
ビ
放
送
と
競
合
し
な
い
も
の
は
、
視
聴
覚
メ
デ
ィ
ア
の
枠

外
と
な
る
（
前
文
二
一
）。
ま
た
、
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
に
よ
る
編

集
責
任
の
な
い
私
的
な
通
信
と
み
な
さ
れ
る
一
般
の
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
サ
ー
ビ
ス
も
視
聴
覚
メ
デ
ィ
ア
に
は
当
た
ら
な
い
（
前
文

二
二
）。

3
．2
．3 

．
リ
ニ
ア
サ
ー
ビ
ス
と
ノ
ン
・
リ
ニ
ア
サ
ー
ビ
ス

（
段
階
的
な
規
制
）

視
聴
覚
メ
デ
ィ
ア
サ
ー
ビ
ス
は
、
リ
ニ
ア
サ
ー
ビ
ス
と
ノ
ン
・

リ
ニ
ア
サ
ー
ビ
ス
に
分
類
さ
れ
る
。
リ
ニ
ア
サ
ー
ビ
ス
と
は
、
通

常
の
テ
レ
ビ
放
送
や
一
部
の
Ｉ
Ｐ
テ
レ
ビ
の
よ
う
に
、
メ
デ
ィ
ア

サ
ー
ビ
ス
提
供
者
が
プ
ロ
グ
ラ
ム
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
基
づ
き
同
時

に
提
供
す
る
視
聴
覚
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
（
第
一
条
ｅ
号
）。
ノ

ン
・
リ
ニ
ア
サ
ー
ビ
ス
と
は
、
メ
デ
ィ
ア
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
が
、

提
供
者
の
提
供
す
る
カ
タ
ロ
グ
か
ら
視
聴
者
が
個
別
に
リ
ク
エ
ス

ト
を
し
、
視
聴
者
が
選
択
す
る
時
に
提
供
す
る
視
聴
覚
サ
ー
ビ
ス

を
い
う
（
第
一
条
ｇ
号
）。

一
〇
二



Ｅ
Ｕ
法
に
お
け
る
視
聴
覚
メ
デ
ィ
ア
サ
ー
ビ
ス
と
文
化
（
鳩
貝
）

（
一
五
三
三
）

ニ
ア
サ
ー
ビ
ス
に
対
し
て
は
、
番
組
と
広
告
の
明
確
な
区
別
（
第

一
九
条
、
第
二
四
条
）、
ア
ル
コ
ー
ル
広
告
（
第
二
二
条
）
及
び

ス
ポ
ッ
ト
広
告
（
第
二
三
条
）
に
つ
き
加
重
的
に
規
制
が
な
さ
れ

て
い
る
。

3
．2
．5
．
国
内
法
化

Ａ
Ｖ
Ｍ
Ｓ
指
令
は
「
指
令

（
20
）

」
の
形
で
定
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
、

加
盟
国
で
国
内
法
化
さ
れ
る
必
要
が
あ
り
（
第
三
四
条
）、

二
〇
〇
七
年
の
採
択
時
に
は
二
〇
〇
九
年
一
二
月
一
九
日
が
国
内

法
化
の
期
限
と
さ
れ
た
（
二
〇
〇
七
年
Ａ
Ｖ
Ｍ
Ｓ
指
令
第
三
条
一

項
（
21
）

）。
Ｔ
Ｖ
Ｗ
Ｆ
指
令
に
お
い
て
は
、
加
盟
国
に
一
般
的
な
遵
守

義
務
が
課
さ
れ
て
い
た
が
（
Ｔ
Ｖ
Ｗ
Ｆ
指
令
第
三
条
二
項
）、

Ａ
Ｖ
Ｍ
Ｓ
指
令
に
お
い
て
は
、
共
同
規
制
及
び
あ
る
い
は
自
主
規

制
と
い
う
体
制
を
採
る
こ
と
が
勧
め
ら
れ
て
い
る
（
Ａ
Ｖ
Ｍ
Ｓ
指

令
第
四
条
七
項

（
22
）

）。
4 

．
Ａ
Ｖ
Ｍ
Ｓ
指
令
に
お
け
る
母
国
原
則

4
．1
．
Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
規
制
権
限
の
類
型

で
は
、
Ａ
Ｖ
Ｍ
Ｓ
指
令
の
核
心
と
し
て
母
国
原
則
が
と
ら
れ
て

い
る
こ
と
が
（
前
文
33
）、
Ｅ
Ｕ
法
に
お
い
て
い
か
な
る
意
味
を

一
条
一
項
ｎ
号
）、
Ａ
Ｖ
Ｍ
Ｓ
指
令
で
は
、
加
盟
国
域
内
の
放
送

業
者
が
原
則
と
し
て
放
送
時
間
の
半
分
以
上
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
作
品

に
使
う
よ
う
加
盟
国
が
定
め
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
た
（
第

一
六
条
）。
ま
た
、
独
立
系
製
作
者
の
作
品
に
少
な
く
と
も
放
送

時
間
の
一
〇
％
以
上
を
使
う
こ
と
と
さ
れ
た
（
第
一
七
条
）。

も
っ
と
も
、
両
条
項
と
も
「
実
行
可
能
な
限
り
に
お
い
て
（w
here 

practicable

）」
と
い
う
た
だ
し
書
き
が
あ
り
、
法
的
拘
束
力
が

弱
め
ら
れ
て
い
る

（
19
）

。

3
．2
．4
．
広
告
に
対
す
る
規
制
の
緩
和

広
告
に
対
す
る
規
制
の
目
的
は
、
隠
さ
れ
た
商
業
的
メ
ッ
セ
ー

ジ
か
ら
視
聴
者
を
保
護
す
る
こ
と
、
制
作
者
の
独
立
と
放
送
の
完

全
性
を
保
障
す
る
こ
と
及
び
メ
デ
ィ
ア
の
中
立
性
を
保
障
す
る
こ

と
に
あ
る
が
、
Ａ
Ｖ
Ｍ
Ｓ
指
令
は
、
新
た
な
広
告
形
態
が
現
れ
て

い
る
こ
と
に
か
ん
が
み
て
Ｔ
Ｖ
Ｗ
Ｆ
指
令
よ
り
も
広
告
規
制
を
緩

和
し
て
い
る
。

具
体
的
に
は
、
ノ
ン
・
リ
ニ
ア
サ
ー
ビ
ス
も
含
め
た
全
て
の
視

聴
覚
メ
デ
ィ
ア
サ
ー
ビ
ス
に
対
し
、
不
当
広
告
の
禁
止
（
第
九
条
、

第
一
〇
条
）、
及
び
プ
ロ
ダ
ク
ト
・
プ
レ
ー
ス
メ
ン
ト
の
制
限
・

禁
止
（
第
一
一
条
）
と
の
規
制
が
課
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
リ

一
〇
三



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
一
五
三
四
）

4
．1
．2
．
Ｅ
Ｕ
機
能
条
約
に
お
け
る
Ｅ
Ｕ
の
権
限
の
類
型
化（24）

二
〇
〇
九
年
一
二
月
一
日
に
発
効
さ
れ
た
リ
ス
ボ
ン
条
約
に
お

い
て
、
Ｅ
Ｕ
に
権
限
が
認
め
ら
れ
る
場
合
の
権
限
に
つ
き
三
つ
の

類
型
化
が
行
わ
れ
た

（
25
）

。
そ
れ
は
Ｅ
Ｕ
の
「
排
他
的
権
限
」、「
共
有

権
限
」
及
び
「
支
援
・
調
整
・
補
充
的
行
動
」（
以
下
、「
補
充
的

行
動
」）
で
あ
る

（
26
）

。

第
一
に
、
Ｅ
Ｕ
が
排
他
的
権
限
を
有
す
る
場
合
と
は
、
Ｅ
Ｕ
の

基
本
条
約
が
あ
る
領
域
に
つ
き
Ｅ
Ｕ
に
の
み
権
限
を
与
え
、
Ｅ
Ｕ

か
ら
授
権
が
あ
る
場
合
に
の
み
加
盟
国
が
権
限
を
有
す
る
こ
と
に

な
る
場
合
で
あ
る
（
Ｔ
Ｆ
Ｅ
Ｕ
第
二
条
一
項
）。
そ
し
て
、
Ｅ
Ｕ

の
排
他
的
権
限
が
認
め
ら
れ
る
領
域
は
、
同
三
条
に
お
い
て
限
定

列
挙
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
関
税
同
盟
（
同
第
三
条
一
項
ａ

号
）、
域
内
市
場
に
必
要
な
競
争
規
則
（
同
ｂ
号
）、
金
融
政
策

（
同
ｃ
号
）、
共
通
漁
業
政
策
（
同
ｄ
号
）、
共
通
通
商
政
策
（
同

ｅ
号
）、
及
び
、
一
定
の
国
際
条
約
の
締
結
（
同
条
二
項
）
の
領

域
で
あ
る
。

第
二
に
、
Ｅ
Ｕ
が
共
有
権
限
を
有
す
る
場
合
と
は
、
Ｅ
Ｕ
の
基

本
条
約
が
あ
る
領
域
に
つ
き
Ｅ
Ｕ
に
加
盟
国
と
の
共
有
権
限
を
与

え
る
場
合
で
あ
り
、
加
盟
国
は
Ｅ
Ｕ
が
権
限
を
行
使
し
て
い
な
い

限
度
で
権
限
を
有
す
る
（
同
第
二
条
二
項
）。
そ
し
て
、
Ｅ
Ｕ
の

持
つ
の
か
。
そ
の
規
制
の
あ
り
方
の
評
価
に
あ
た
り
、
ま
ず
は

Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
規
制
権
限
を
整
理
し
た
い
。

4
．1
．1
．
個
別
授
権
原
則
と
補
完
性
の
原
則

Ｅ
Ｕ
を
構
成
す
る
加
盟
国
は
主
権
国
家
と
し
て
の
性
格
を
失
っ

て
は
い
な
い
。
一
方
、
加
盟
国
は
広
範
な
政
策
分
野
に
お
い
て

Ｅ
Ｕ
の
枠
組
を
通
じ
て
行
動
す
る
こ
と
に
同
意
し
て
い
る
た
め
、

Ｅ
Ｕ
と
加
盟
国
の
間
に
お
け
る
権
限
関
係
の
明
確
化
が
問
題
と
な

る
。
こ
の
よ
う
な
Ｅ
Ｕ
と
加
盟
国
の
権
限
関
係
を
規
律
す
る
規
定

が
、
Ｅ
Ｕ
条
約
（
以
下
、
Ｔ
Ｅ
Ｕ
）
第
五
条
で
あ
る
。

ま
ず
、
Ｅ
Ｕ
は
、
Ｔ
Ｅ
Ｕ
及
び
Ｔ
Ｆ
Ｅ
Ｕ
に
列
挙
さ
れ
た
目
的

を
達
成
す
る
た
め
に
、
両
条
約
に
お
い
て
加
盟
国
か
ら
付
与
さ
れ

た
権
能
の
範
囲
内
で
の
み
行
動
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る

（
Ｔ
Ｅ
Ｕ
第
五
条
二
項
）。
こ
れ
が
個
別
授
権
原
則
で
あ
る
。

そ
し
て
、
Ｅ
Ｕ
の
排
他
的
権
限
に
当
た
ら
な
い
分
野

（
23
）

に
お
い

て
、
規
模
又
は
効
果
の
点
で
加
盟
国
の
中
央
政
府
や
地
方
自
治
体

よ
り
Ｅ
Ｕ
レ
ベ
ル
の
方
が
目
的
を
よ
り
良
く
達
成
で
き
る
場
合
に

の
み
Ｅ
Ｕ
が
行
動
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
（
同
条
三
項
）。
こ
れ

が
、
補
完
性
の
原
則
で
あ
る
。

一
〇
四



Ｅ
Ｕ
法
に
お
け
る
視
聴
覚
メ
デ
ィ
ア
サ
ー
ビ
ス
と
文
化
（
鳩
貝
）

（
一
五
三
五
）

Ｔ
Ｆ
Ｅ
Ｕ
第
五
三
条
一
項
及
び
第
六
六
条
を
根
拠
と
し
て
お
り

（
Ａ
Ｖ
Ｍ
Ｓ
指
令
前
文
冒
頭
）、
域
内
市
場
に
お
け
る
規
制
に
該
当

す
る
か
ら
、
上
記
第
二
の
Ｅ
Ｕ
が
共
有
権
限
を
有
す
る
場
合
に
あ

た
る
。
一
方
で
、
視
聴
覚
メ
デ
ィ
ア
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
の
規
制

で
あ
っ
て
も
仮
に
文
化
政
策
を
根
拠
と
し
て
な
さ
れ
る
場
合
は
、

上
記
第
三
の
補
充
的
行
動
に
分
類
さ
れ
る
。
そ
の
場
合
は
、
Ｅ
Ｕ

は
加
盟
国
の
多
様
性
を
尊
重
し
つ
つ
、
各
国
・
地
域
の
文
化
が
繁

栄
す
る
こ
と
に
寄
与
す
る
役
目
を
負
う
が
、
各
国
法
令
の
調
和
を

行
う
こ
と
は
禁
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

4
．2 

．
Ｅ
Ｕ
域
内
市
場
に
お
け
る
規
制
権
限
モ
デ
ル
と
母
国
原

則

4
．2
．1 

．
域
内
市
場
に
お
け
る
規
制
権
限
の
行
使
の
程
度
に

つ
い
て
の
三
つ
の
モ
デ
ル（27）

上
記
第
二
の
Ｅ
Ｕ
に
加
盟
国
と
の
共
有
権
限
が
認
め
ら
れ
る
場

合
に
お
い
て
、
そ
の
権
限
は
ど
の
よ
う
に
分
配
さ
れ
る
か
。
域
内

市
場
と
は
、「
物
、
人
、
サ
ー
ビ
ス
及
び
資
本
の
自
由
移
動
が
…

確
保
さ
れ
る
、
内
部
に
国
境
の
な
い
地
域
」（
Ｔ
Ｆ
Ｅ
Ｕ
第
二
六

条
二
項
）
を
い
う
と
こ
ろ
、
域
内
市
場
に
お
い
て
は
、
規
制
権
限

を
超
国
家
主
体
（
Ｅ
Ｕ
域
内
市
場
で
い
え
ば
Ｅ
Ｕ
）、
母
国

加
盟
国
と
の
共
有
権
限
が
認
め
ら
れ
る
領
域
は
、
同
四
条
二
項
で

例
示
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
域
内
市
場
（
同
ａ
号
）、

条
約
関
連
の
社
会
政
策
（
同
ｂ
号
）、
経
済
的
・
社
会
的
・
地
域

的
結
束
（
同
ｃ
号
）、
農
業
と
海
洋
生
物
資
源
保
存
を
除
く
漁
業

（
同
ｄ
号
）、
環
境
（
同
ｅ
号
）、
消
費
者
保
護
（
同
ｆ
号
）、
運
輸

（
同
ｇ
号
）、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
横
断
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（
同
ｈ
号
）、
エ

ネ
ル
ギ
ー
（
同
ｉ
号
）、
自
由
・
安
全
・
司
法
領
域
（
同
ｊ
号
）、

及
び
、
基
本
条
約
で
定
め
ら
れ
た
公
衆
衛
生
上
の
一
定
の
共
通
関

心
事
項
（
同
ｋ
号
）
で
あ
る
。

Ｅ
Ｕ
が
補
充
的
行
動
を
と
れ
る
場
合
と
は
、
あ
る
領
域
に
つ
き

基
本
条
約
に
定
め
ら
れ
た
一
定
の
場
合
に
、
Ｅ
Ｕ
が
加
盟
国
の
活

動
を
補
充
す
る
行
動
を
と
れ
る
場
合
で
あ
る
（
同
第
二
条
五
項
）。

そ
し
て
、
Ｅ
Ｕ
の
補
充
的
行
動
が
認
め
ら
れ
る
領
域
は
、
同
第
六

条
で
限
定
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
健
康
の
保
護
・
改
善

（
同
ａ
号
）、
産
業
（
同
ｂ
号
）、
文
化
（
同
ｃ
号
）、
観
光
（
同
ｄ

号
）、
教
育
・
職
業
訓
練
・
青
少
年
・
ス
ポ
ー
ツ
（
同
ｅ
号
）、
市

民
保
護
（
同
ｆ
号
）、
及
び
、
行
政
協
力
（
同
ｇ
号
）
で
あ
る
。

視
聴
覚
メ
デ
ィ
ア
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
は
、
域
内
市
場
の
創

設
・
運
営
に
か
か
わ
る
経
済
的
側
面
と
、
そ
の
内
容
が
文
化
に
か

か
わ
る
が
ゆ
え
の
文
化
的
側
面
が
あ
る
が
、
Ａ
Ｖ
Ｍ
Ｓ
指
令
は

一
〇
五



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
一
五
三
六
）

盟
国
の
規
制
が
存
続
す
る
と
い
う
意
味
で
の
多
様
性
が
存
在
す
る
、

中
間
的
な
モ
デ
ル
と
い
え
る
。

第
三
に
、
ホ
ス
ト
・
ス
テ
ー
ト
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
、
規
制
権

限
の
委
譲
が
な
く
、
母
国
と
ホ
ス
ト
・
ス
テ
ー
ト
の
双
方
が
規
制

権
限
を
有
す
る
モ
デ
ル
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
母
国
の
産
品
や

サ
ー
ビ
ス
は
、
ホ
ス
ト
・
ス
テ
ー
ト
の
規
制
に
従
う
限
り
に
お
い

て
ホ
ス
ト
・
ス
テ
ー
ト
で
流
通
で
き
る
が
、
各
国
の
市
場
は
異
な

る
規
制
に
よ
り
分
断
さ
れ
た
ま
ま
と
な
る
。
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を

採
用
す
る
と
、
加
盟
各
国
の
多
様
性
は
尊
重
さ
れ
る
反
面
、
共
通

性
は
犠
牲
に
さ
れ
る
。

Ｅ
Ｕ
域
内
市
場
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
三
つ
の
モ
デ
ル
が
母
国

原
則
を
中
心
に
混
在
し
て
い
る
。
し
か
も
、
こ
れ
ら
の
三
つ
の
モ

デ
ル
は
理
念
型
で
あ
り
、
実
際
に
は
、
母
国
原
則
と
ホ
ス
ト
・
ス

テ
ー
ト
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
間
で
何
ら
か
の
Ｅ
Ｕ
共
通
の
再
規
制

が
調
和
措
置
と
し
て
採
ら
れ
る
。
Ｅ
Ｕ
レ
ベ
ル
で
は
、
よ
り
統
合

促
進
的
な
母
国
原
則
を
基
準
と
す
る
再
規
制
が
行
わ
れ
る
傾
向
が

あ
る
。

4
．2
．2
．
Ａ
Ｖ
Ｍ
Ｓ
指
令
に
お
け
る
母
国
原
則

Ａ
Ｖ
Ｍ
Ｓ
指
令
で
は
Ｔ
Ｖ
Ｗ
Ｆ
指
令
を
踏
襲
し
て
母
国
原
則
が

（H
om

e S
tate

）、
受
入
国
（H

ost S
tate

）
の
い
ず
れ
に
配
分
す

る
か
に
よ
っ
て
、
調
和
（harm

onization

）
ア
プ
ロ
ー
チ
、
母

国
原
則
（the country of origin principle （

28
）

）
及
び
ホ
ス
ト
・

ス
テ
ー
ト
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
い
う
三
つ
の
モ
デ
ル
が
存
在
す
る
。

そ
し
て
、
域
内
市
場
に
お
い
て
は
共
通
性
と
多
様
性
と
い
う
相
反

す
る
要
請
が
あ
る
と
こ
ろ
、
採
用
す
る
モ
デ
ル
に
よ
っ
て
い
ず
れ

の
要
請
が
尊
重
さ
れ
る
か
が
異
な
っ
て
く
る
。

第
一
に
、
Ｅ
Ｕ
域
内
市
場
に
お
け
る
調
和
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、

Ｅ
Ｕ
が
規
制
権
限
を
有
す
る
モ
デ
ル
で
あ
る
。
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ

を
採
用
す
る
と
、
加
盟
国
各
国
が
規
制
権
限
を
Ｅ
Ｕ
に
垂
直
的
に

委
譲
す
る
結
果
と
な
る
。
こ
の
と
き
、
域
内
市
場
に
お
け
る
共
通

性
が
確
保
さ
れ
反
面
、
多
様
性
は
犠
牲
に
さ
れ
る
。

第
二
に
、
母
国
原
則
は
、
産
品
の
輸
出
国
や
サ
ー
ビ
ス
の
提
供

国
た
る
母
国
が
規
制
権
限
を
有
す
る
と
い
う
モ
デ
ル
で
あ
る
。
そ

こ
で
は
、
母
国
の
規
制
に
基
づ
い
て
適
法
に
流
通
し
て
い
る
物
や

サ
ー
ビ
ス
は
、
ホ
ス
ト
・
ス
テ
ー
ト
（
産
品
の
輸
入
国
や
サ
ー
ビ

ス
の
受
入
国
）
で
新
た
に
規
制
を
受
け
る
こ
と
な
く
自
由
に
取
引

さ
れ
る
。
こ
の
モ
デ
ル
を
採
用
す
る
帰
結
と
し
て
、
ホ
ス
ト
・
ス

テ
ー
ト
の
規
制
権
限
は
水
平
的
に
母
国
に
委
譲
さ
れ
る
こ
と
と
な

る
。
自
由
貿
易
と
い
う
意
味
で
の
共
通
性
と
、
母
国
と
し
て
の
加

一
〇
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創
設
・
運
営
の
要
請
と
文
化
的
多
様
性
保
護
の
要
請
の
双
方
を
目

的
に
掲
げ
て
い
る
と
こ
ろ
、
文
化
的
多
様
性
の
保
護
は
い
か
に
図

ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。「
文
化
的
多
様
性
」
の
語
の
用
い
ら

れ
方
が
一
様
で
な
い
こ
と
か
ら
、
ま
ず
は
そ
の
意
義
を
明
ら
か
に

す
る
。

域
内
市
場
に
お
け
る
共
通
性
と
多
様
性
と
が
相
反
す
る
要
請
で

あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
域
内
市
場
の
創
設
・
運
営
と
文
化
的
多

様
性
の
保
護
と
は
本
質
的
に
相
反
す
る
要
請
に
あ
る
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。
一
方
、
文
化
的
多
様
性
の
語
は
Ｅ
Ｕ
の
文
化
的
競
争
力

を
対
外
的
に
高
め
る
と
い
う
機
能
を
有
す
る
よ
う
な
、
む
し
ろ
経

済
と
適
合
的
な
概
念
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ

う
な
文
化
的
多
様
性
の
保
護
は
形
式
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
こ
と

か
ら
、
実
質
的
に
文
化
的
多
様
性
を
保
護
す
べ
く
、
本
稿
で
用
い

る
文
化
的
多
様
性
は
、
域
内
市
場
の
創
設
・
運
営
と
本
質
的
に
相

反
す
る
概
念
に
限
定
し
た
い
。
こ
の
よ
う
に
解
す
る
と
、
ユ
ネ
ス

コ
の
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
に
お
け
る
「
文
化
的
団
体
や
社
会
が
表
現

を
み
つ
け
る
こ
と
の
で
き
る
多
様
な
有
様
」（
第
四
条
一
項
）
と

い
う
定
義
と
も
適
合
的
で
あ
る
。

こ
れ
と
関
連
し
て
、
域
内
市
場
の
創
設
・
運
営
と
相
反
す
る
要

請
と
し
て
、「
メ
デ
ィ
ア
の
多
元
性
」
と
い
う
用
語
も
同
じ
よ
う

採
用
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
受
入
国
が
よ
り
厳
し
い
規
制
を
課
す

場
合
は
ま
ず
二
国
間
で
合
意
を
得
る
よ
う
協
議
す
る
こ
と
が
望
ま

れ
て
お
り
、
合
意
に
至
ら
な
か
っ
た
場
合
は
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ン
が
指

令
に
基
づ
い
た
手
続
を
と
る
。
Ａ
Ｖ
Ｍ
Ｓ
指
令
は
、
テ
レ
ビ
放
送

の
域
内
市
場
統
合
を
目
的
と
し
た
Ｔ
Ｖ
Ｗ
Ｆ
指
令
か
ら
対
象
を
拡

大
し
て
、
よ
り
広
い
視
聴
覚
メ
デ
ィ
ア
サ
ー
ビ
ス
の
域
内
市
場
統

合
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
を
目
標
の
核
心
と
す
る
（N
ew

m
an, 

p.159

）
と
こ
ろ
、
Ｔ
Ｖ
Ｗ
Ｆ
指
令
か
ら
踏
襲
し
て
母
国
原
則
が

採
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
か
か
る
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
適

切
な
措
置
が
採
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

実
際
、
母
国
原
則
を
採
用
し
た
Ｔ
Ｖ
Ｗ
Ｆ
指
令
が
テ
レ
ビ
放
送

の
自
由
移
動
を
促
進
す
る
こ
と
で
Ｅ
Ｕ
の
視
聴
覚
メ
デ
ィ
ア
サ
ー

ビ
ス
産
業
は
大
い
に
発
展
し
て
い
る
こ
と
（C

O
M

 
﹇2006

﹈ 49, 
fi nal

）
も
、
母
国
原
則
を
維
持
す
る
こ
と
が
視
聴
覚
メ
デ
ィ
ア

サ
ー
ビ
ス
域
内
市
場
の
創
設
・
運
営
に
寄
与
す
る
こ
と
が
裏
付
け

る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

5
．
Ａ
Ｖ
Ｍ
Ｓ
指
令
に
お
け
る
文
化
的
多
様
性

5
．1
．
文
化
的
多
様
性
の
意
義

Ａ
Ｖ
Ｍ
Ｓ
指
令
は
、
視
聴
覚
メ
デ
ィ
ア
サ
ー
ビ
ス
域
内
市
場
の

一
〇
七
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ら
の
発
展
は
放
送
や
テ
レ
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
い
っ
た
個
別

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
産
業
の
融
合
、
す
な
わ
ち
、
単
一
市
場
へ

の
「
収
れ
ん
」
を
も
た
ら
し
た
（N

ew
m
an 

﹇2009

﹈ p.160

）。

こ
の
よ
う
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
視
聴
覚
メ
デ
ィ
ア
サ
ー
ビ
ス
の
発
展

に
よ
り
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
デ
ジ

タ
ル
化
の
進
行
に
よ
っ
て
チ
ャ
ン
ネ
ル
の
選
択
肢
が
増
え
る
と
、

主
要
だ
っ
た
チ
ャ
ン
ネ
ル
の
視
聴
者
が
減
る
。
ま
た
、
視
聴
者
が

分
散
化
す
る
と
主
要
な
公
的
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
対
し
て
収
入
が
圧
迫

さ
れ
る

（
31
）

。
さ
ら
に
、
新
し
い
配
信
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
伝
統
的
な

エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
チ
ャ
ン
ネ
ル
の
視
聴
者
が
減
る
。
そ
う
す

る
と
、
特
定
の
地
域
・
文
化
に
固
有
の
番
組
が
失
わ
れ
か
ね
な
い
。

他
方
で
、
視
聴
者
の
分
散
は
、
い
わ
ゆ
る
規
模
の
経
済
を
働
か
せ

る
こ
と
と
な
り
、
メ
デ
ィ
ア
提
供
者
の
集
中
を
招
く
（B

urri-
N
enova 

﹇2007

﹈ p.1716

）。
そ
の
よ
う
な
メ
デ
ィ
ア
の
合
併
は
、

多
元
性
に
マ
イ
ナ
ス
の
影
響
を
及
ぼ
す
。
な
ぜ
な
ら
、
公
の
情
報

の
多
元
性
の
前
提
で
あ
る
メ
デ
ィ
ア
管
理
者
の
多
元
性
を
限
定
す

る
か
ら
で
あ
る
（C

O
M

 

（92

） 480, p.21

）。
そ
う
で
あ
る
と
す

れ
ば
、
文
化
的
多
様
性
の
前
提
た
る
メ
デ
ィ
ア
の
多
元
性
を
損
な

う
視
聴
覚
メ
デ
ィ
ア
サ
ー
ビ
ス
の
域
内
市
場
は
、
文
化
的
多
様
性

に
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
影
響
を
与
え
る
も
の
と
い
え
る
。

な
場
面
で
使
わ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
欧
州
議
会
は
、
視
聴
覚
メ

デ
ィ
ア
分
野
に
お
け
る
私
的
独
占
を
抑
止
し
文
化
的
多
様
性
を
保

障
す
る
よ
う
求
め
て
い
る
し
、
欧
州
放
送
連
合

（
29
）

は
、
文
化
の
多
様

性
と
メ
デ
ィ
ア
の
多
元
性
を
Ｅ
Ｕ
の
基
本
的
な
価
値
で
あ
る
と
し

た
う
え
で
、
メ
デ
ィ
ア
の
多
元
性
は
、
民
主
主
義
及
び
文
化
的
多

様
性
の
前
提
条
件
で
あ
る
と
す
る
。
メ
デ
ィ
ア
の
多
元
性
の
概
念

も
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
文
化
的
多
様
性
と
密
接
に

関
連
し
た
概
念
で
あ
る
か
ら
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
メ
デ
ィ
ア
の

多
元
性
に
言
及
す
る
と
き
は
、
文
化
的
多
様
性
を
実
現
す
る
一
要

素
と
し
て
用
い
る
も
の
と
す
る

（
30
）

。

な
お
、
メ
デ
ィ
ア
の
多
元
性
に
つ
い
て
は
、
Ｅ
Ｃ
条
約
二
九
五

条
（
Ｔ
Ｆ
Ｅ
Ｕ
第
三
四
五
条
）
に
お
い
て
、「
加
盟
国
に
公
企
業

等
に
よ
る
メ
デ
ィ
ア
多
元
体
制
の
構
築
が
可
能
」
と
言
及
さ
れ
て

お
り
、
ま
た
、
Ｅ
Ｕ
基
本
権
憲
章
で
も
メ
デ
ィ
ア
多
元
性
の
尊
重

が
明
記
さ
れ
て
い
る
（
第
一
一
条
二
項
）。

5
．2 

．
視
聴
覚
メ
デ
ィ
ア
サ
ー
ビ
ス
の
域
内
市
場
が
文
化
的
多

様
性
に
与
え
る
影
響

近
年
、
ブ
ロ
ー
ド
バ
ン
ド
や
テ
レ
ビ
の
デ
ジ
タ
ル
化
や
モ
バ
イ

ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
お
け
る
3
Ｇ
が
急
速
に
普
及
し
た
が
、
こ
れ

一
〇
八
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寄
与
す
る
か
に
つ
い
て
は
疑
問
が
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
ク
オ
ー
タ

制
は
、
Ｅ
Ｕ
の
文
化
的
競
争
力
を
対
外
的
に
高
め
る
と
い
う
機
能

を
有
し
こ
そ
す
れ
、
実
質
的
に
文
化
的
多
様
性
を
保
護
す
る
制
度

で
は
な
く
、
5
．1
．
で
定
義
し
た
よ
う
な
文
化
的
多
様
性
の
保

護
に
は
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
仮
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
作
品
に
つ
い
て
ク
オ
ー
タ
制
を
と

る
こ
と
が
現
状
の
保
護
に
な
る
と
し
て
も
、
や
は
り
そ
れ
は
文
化

的
多
様
性
の
保
護
に
は
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
製
作
者
」
の
基
準
が
製
作
者
の
居
住
地
が
加
盟

国
に
あ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
作

品
」
と
い
う
の
に
、
独
自
性
や
質
の
基
準
も
な
く
、
国
家
的
ま
た

は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
テ
ー
マ
と
い
う
要
件
も
な
い
の
で
は
、
単
な

る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
つ
い
て
の
保
護
主
義
と
区
別
が
つ
か
な
い

（B
urri-N

enova 

﹇2007

﹈ p.1718

）。
そ
も
そ
も
、
文
化
的
多
様

性
の
実
現
の
深
度
を
は
か
る
客
観
的
な
指
標
も
存
在
し
な
い

（Ibid. p.1720

）。

ま
た
、
ク
オ
ー
タ
制
以
外
の
規
制
に
つ
い
て
み
て
も
、

Ａ
Ｖ
Ｍ
Ｓ
指
令
に
お
い
て
は
視
聴
覚
メ
デ
ィ
ア
サ
ー
ビ
ス
と
い
う

規
制
対
象
の
拡
大
に
よ
っ
て
、
Ｅ
Ｃ
メ
デ
ィ
ア
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク

や
経
済
的
に
有
益
な
母
国
原
則
は
広
ま
っ
た
と
い
え
る
が
、
一
方

5
．3
．
Ａ
Ｖ
Ｍ
Ｓ
指
令
に
お
け
る
文
化
的
多
様
性
の
保
護

5
．3
．1 

．
Ａ
Ｖ
Ｍ
Ｓ
指
令
に
お
け
る
実
効
的
な
文
化
的
多
様

性
の
保
護
の
欠
如

Ｔ
Ｖ
Ｗ
Ｆ
指
令
と
同
様
に
、
Ａ
Ｖ
Ｍ
Ｓ
指
令
に
お
い
て
も
メ

デ
ィ
ア
の
文
化
的
多
様
性
の
保
護
は
目
的
の
一
つ
と
し
て
明
記
さ

れ
て
い
る
（
前
文
⑸

（
32
）

）。
す
な
わ
ち
、
Ａ
Ｖ
Ｍ
Ｓ
指
令
は
、
Ｅ
Ｃ

固
有
の
補
完
性
の
原
則
と
比
例
原
則
を
尊
重
し
つ
つ
、
テ
レ
ビ
放

送
及
び
新
興
視
聴
覚
メ
デ
ィ
ア
サ
ー
ビ
ス
の
自
由
移
動
と
文
化
的

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
及
び
多
様
性
の
価
値
の
保
護
と
の
バ
ラ
ン
ス

を
と
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
文
化
的
多
様
性
を
図
る
具
体
的

な
規
定
と
し
て
は
、
ク
オ
ー
タ
制
度
に
つ
い
て
定
め
る
Ａ
Ｖ
Ｍ
Ｓ

指
令
第
一
六
、
一
七
条
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
文
化
的

目
標
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
図
る
Ｅ
Ｕ
レ
ベ
ル
で
の
規
定
と
し
て
は
唯

一
の
も
の
で
あ
る
。

Ｔ
Ｖ
Ｗ
Ｆ
指
令
下
の
ク
オ
ー
タ
制
度
に
お
い
て
な
さ
れ
た
コ

ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
影
響
調
査
に
よ
れ
ば
、
ク
オ
ー
タ
制
は
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
作
品
及
び
独
立
系
作
品
の
促
進
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
さ

れ
て
い
る
（C

O
M

 

（2006

）459, fi nal

）。
た
し
か
に
Ａ
Ｖ
Ｍ
Ｓ

指
令
に
お
い
て
、
文
化
政
策
の
要
素
と
し
て
、
ク
オ
ー
タ
制
度
は

定
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
ク
オ
ー
タ
制
が
文
化
的
多
様
性
に

一
〇
九
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た
が
っ
て
、
今
後
は
視
聴
覚
メ
デ
ィ
ア
サ
ー
ビ
ス
分
野
に
お
い
て
、

文
化
的
多
様
性
を
実
効
的
に
図
る
べ
く
、
Ｅ
Ｕ
レ
ベ
ル
で
統
一
的

な
政
策
を
と
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

そ
の
一
案
と
し
て
、
メ
デ
ィ
ア
・
リ
テ
ラ
シ
ー
を
充
実
さ
せ
る

こ
と
、
母
国
だ
け
を
基
準
と
せ
ず
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
作
品
の
製
作
に

イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
作
る
こ
と
、
公
共
放
送
の
役
割
を
明
記
す
る

こ
と
等
を
内
容
と
す
る
、
Ｅ
Ｕ
レ
ベ
ル
で
統
一
的
な
規
制
枠
組
を

設
け
る
こ
と
が
提
案
さ
れ
て
い
る
（B

urri-N
enova 

﹇2007

﹈ 
p.1724

）。

し
か
し
、
Ｅ
Ｕ
レ
ベ
ル
で
こ
の
よ
う
な
措
置
を
規
制
す
る
こ
と

は
可
能
な
の
か
。
Ａ
Ｖ
Ｍ
Ｓ
指
令
が
文
化
的
多
元
性
の
保
護
に
つ

き
実
効
的
な
規
定
を
欠
く
最
大
の
原
因
は
、
Ｅ
Ｕ
が
そ
の
よ
う
な

分
野
に
つ
き
明
確
な
規
制
権
限
を
持
っ
て
い
な
い
こ
と
に
求
め
ら

れ
る
。
す
な
わ
ち
、
文
化
に
つ
い
て
Ｔ
Ｆ
Ｅ
Ｕ
第
一
六
七
条
が
定

め
る
Ｅ
Ｕ
の
権
限
は
曖
昧
な
も
の
で
あ
る
し
、
と
り
わ
け
補
完
性

の
原
則
に
よ
り
Ｅ
Ｕ
が
規
制
を
す
る
余
地
は
小
さ
い
と
考
え
ら
れ

る
。
そ
こ
で
、
視
聴
覚
メ
デ
ィ
ア
サ
ー
ビ
ス
分
野
に
お
い
て
文
化

的
多
様
性
の
保
護
を
図
る
べ
く
Ｅ
Ｕ
レ
ベ
ル
で
統
一
的
な
措
置
を

と
る
こ
と
は
法
的
に
可
能
な
の
か
、
経
済
的
観
点
か
ら
定
め
ら
れ

た
指
令
に
お
い
て
文
化
的
観
点
に
つ
い
て
の
規
制
を
ど
こ
ま
で
定

で
、
ノ
ン
・
リ
ニ
ア
サ
ー
ビ
ス
に
対
す
る
規
制
が
課
さ
れ
た
こ
と

で
か
え
っ
て
小
規
模
の
発
信
者
に
対
し
て
負
担
と
な
り
振
興
の
創

造
に
と
っ
て
は
障
壁
と
な
り
、
文
化
的
多
様
性
が
損
な
わ
れ
う
る

の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
Ａ
Ｖ
Ｍ
Ｓ
指
令
は
文
化
的
多
様
性
目
的
と
し
て

掲
げ
て
は
い
る
も
の
の
、
そ
れ
を
達
成
す
る
実
効
的
な
規
定
を
欠

い
て
い
る
。

5
．3
．2
．
実
効
的
な
文
化
的
多
様
性
の
保
護
措
置
の
必
要
性

し
か
し
、
そ
れ
で
は
文
化
的
多
元
性
の
保
護
と
し
て
不
十
分
で

な
い
か
。
た
し
か
に
、
Ｅ
Ｕ
レ
ベ
ル
で
の
規
制
が
な
い
と
し
て
も
、

サ
ー
ビ
ス
の
受
入
国
が
採
る
文
化
政
策
実
現
の
た
め
の
措
置
は
、

サ
ー
ビ
ス
の
自
由
移
動
に
対
す
る
制
限
に
つ
き
欧
州
司
法
裁
判
所

が
明
文
の
正
当
化
事
由
に
加
え
て
認
め
る
公
益
上
不
可
欠
な
事
由

に
あ
た
り
う
る

（
33
）

。
し
か
し
、
そ
れ
は
サ
ー
ビ
ス
の
自
由
移
動
に
対

す
る
例
外
と
し
て
消
極
的
な
文
脈
で
認
め
ら
れ
る
に
と
ど
ま
る

（B
urri-N

enova 

﹇2007

﹈ p.1721 （
34
）

）。
ま
た
、
近
年
ま
す
ま
す
分

断
化
し
て
い
る
視
聴
覚
メ
デ
ィ
ア
サ
ー
ビ
ス
の
環
境
に
か
ん
が
み

れ
ば
、
加
盟
国
ば
ら
ば
ら
に
措
置
を
と
る
だ
け
で
は
、
文
化
的
多

様
性
を
適
切
に
保
護
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し

一
一
〇



Ｅ
Ｕ
法
に
お
け
る
視
聴
覚
メ
デ
ィ
ア
サ
ー
ビ
ス
と
文
化
（
鳩
貝
）

（
一
五
四
一
）

多
元
性
確
保
は
、
オ
ー
ナ
ー
シ
ッ
プ
・
シ
ェ
ア
で
は
な
く
、
視
聴

シ
ェ
ア
に
よ
る
べ
き
だ
と
い
う
考
え
方
が
主
流
に
な
っ
た
こ
と
も

あ
り
、
結
局
メ
デ
ィ
ア
・
オ
ー
ナ
ー
シ
ッ
プ
指
令
が
日
の
目
を
見

る
こ
と
は
な
か
っ
た
（
安
江
﹇2009

﹈ p.17

）。

6
．1
．2
．
現
在
の
措
置
│M

ED
IA

計
画
│

現
在
実
施
さ
れ
て
い
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
視
聴
覚
メ
デ
ィ
ア
へ
の
支

援
措
置
と
し
て
、
欧
州
議
会
及
び
理
事
会
が
一
九
九
〇
年
に
採
択

し
たM

E
D
IA

計
画

（
36
）

が
あ
る
。
二
〇
一
三
年
現
在
は
、M

E
D
IA

計
画
の
第
四
弾
で
あ
り
二
〇
〇
七
年
か
ら
二
〇
一
三
年
ま
で
の
計

画
と
し
て
、
二
〇
〇
六
年
に
採
択
さ
れ
たM

edia 2007 （
37
）

が
施
行

さ
れ
て
い
る
。M

E
D
IA

計
画
の
目
的
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
化

的
多
様
性
及
び
映
画
や
視
聴
覚
メ
デ
ィ
ア
作
品
の
伝
統
を
保
護
・

強
化
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
作
品
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
保
障
し
、
文
化
間

の
対
話
を
促
進
す
る
と
と
も
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
視
聴
覚
メ
デ
ィ

ア
作
品
の
競
争
力
を
高
め
、
域
内
で
の
流
通
を
促
進
す
る
と
と
も

に
世
界
の
市
場
に
お
け
る
シ
ェ
ア
を
拡
大
す
る
こ
と
に
あ
る

（M
E
D
IA

 2007

第
一
条
二
項
ａ
、
ｂ
、
ｃ
号
）。M

E
D
IA

計
画

は
、
作
品
制
作
の
技
術
面
で
の
事
前
の
支
援
や
、
作
品
の
配
給
・

宣
伝
と
い
う
事
後
的
支
援
等
の
財
政
支
援
を
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
で

め
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
が
問
題
と
な
る
た
め
、
こ
の
点
に
つ
き
、

過
去
の
経
緯
及
び
現
状
を
振
り
返
る
と
と
も
に
、
判
例
法
を
検
討

し
た
い
。

6 
．
文
化
的
観
点
に
よ
る
Ｅ
Ｕ
の
規
制
権
限
の

有
無

6
．1
．
文
化
政
策
と
し
て
の
既
存
の
措
置

6
．1
．1
．
完
全
な
調
和
に
向
け
た
過
去
の
試
み

過
去
に
は
、
文
化
的
多
様
性
の
前
提
と
な
る
メ
デ
ィ
ア
の
多
元

性
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
完
全
な
統
一
枠
組
を
作
ろ
う
と
す

る
試
み
が
な
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
一
九
八
九
年
の
Ｔ
Ｖ
Ｗ
Ｆ
指

令
成
立
後
、
メ
デ
ィ
ア
・
オ
ー
ナ
ー
シ
ッ
プ

（
35
）

指
令
の
導
入
が
試
み

ら
れ
た
の
で
あ
る
。

過
度
の
自
由
化
に
向
け
た
動
き
に
警
戒
を
示
し
て
、
欧
州
議
会

が
メ
デ
ィ
ア
の
多
元
性
保
護
の
観
点
か
ら
、
メ
デ
ィ
ア
集
中
防
止

の
規
制
を
求
め
る
勧
告
を
し
た
こ
と
、
及
び
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条

約
に
よ
る
基
本
条
約
の
改
正
が
あ
っ
た
こ
と
を
受
け
て
、
メ
デ
ィ

ア
・
オ
ー
ナ
ー
シ
ッ
プ
指
令
の
導
入
に
つ
き
、
文
化
大
臣
に
よ
る

閣
僚
理
事
会
で
審
議
が
な
さ
れ
た
。
し
か
し
、
デ
ン
マ
ー
ク
と
ベ

ル
ギ
ー
の
反
対
に
よ
り
成
立
し
な
か
っ
た
。
そ
の
後
メ
デ
ィ
ア
の

一
一
一



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
一
五
四
二
）

域
内
市
場
の
た
め
に
定
め
ら
れ
た
指
令
に
お
い
て
健
康
の
観
点
に

つ
い
て
も
規
定
を
し
た
タ
バ
コ
広
告
指
令
事
件

（
39
）

を
検
討
す
る
。

6
．2
．1 

．
視
聴
覚
メ
デ
ィ
ア
サ
ー
ビ
ス
領
域
に
お
け
る
判
例

法
の
発
展

一
九
七
〇
年
代
か
ら
、
欧
州
司
法
裁
判
所
は
放
送
分
野
に
つ
い

て
包
括
的
に
判
例
法
を
発
展
さ
せ
て
き
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
、

サ
ー
ビ
ス
の
自
由
移
動
を
は
じ
め
と
す
る
基
本
条
約
に
定
め
ら
れ

た
一
般
原
則
の
適
用
や
、
Ｔ
Ｖ
Ｍ
Ｓ
指
令
の
解
釈
に
関
す
る
も
の

で
あ
る

（
40
）

。
そ
こ
で
は
主
に
、
加
盟
国
の
規
制
が
争
わ
れ
た
。

ま
ず
、
ボ
ン
ド
事
件

（
41
）

に
お
い
て
は
、
オ
ラ
ン
ダ
公
衆
に
向
け
た

広
告
を
禁
じ
る
オ
ラ
ン
ダ
法
の
規
制
が
、
Ｅ
Ｃ
条
約
第
四
九
条

（
現
Ｔ
Ｆ
Ｅ
Ｕ
第
五
六
条
）
に
抵
触
す
る
と
さ
れ
た
。
そ
し
て
、

そ
の
規
制
の
目
的
が
、
非
営
利
か
つ
多
元
的
な
オ
ラ
ン
ダ
放
送
シ

ス
テ
ム
の
維
持
の
た
め
に
正
当
化
さ
れ
る
と
し
て
も
、
特
定
の
商

品
や
特
定
の
日
時
に
限
定
し
て
広
告
を
禁
じ
る
と
い
う
よ
り
制
限

的
で
な
い
手
段
が
あ
る
た
め
、
比
例
原
則
に
反
す
る
と
さ
れ
た
。

次
に
、M

ediaw
et

事
件

（
42
）

で
は
、
非
営
利
団
体
し
か
広
告
で
き

な
い
と
す
る
オ
ラ
ン
ダ
の
ゴ
ー
ダ
地
方
の
規
制
が
、
Ｅ
Ｃ
条
約
第

四
九
条
（
現
Ｔ
Ｆ
Ｅ
Ｕ
第
五
六
条
）
に
抵
触
す
る
と
さ
れ
た
。
オ

あ
り
、
小
規
模
予
算
や
独
立
系
の
作
品
を
支
援
す
る
こ
と
で
、
文

化
的
多
様
性
に
寄
与
し
て
い
る
。

M
E
D
IA

計
画
は
経
済
的
・
文
化
的
双
方
の
側
面
を
目
的
と
し
、

そ
の
実
態
と
し
て
は
文
化
政
策
の
側
面
が
強
い
も
の
で
あ
る
が

（
小
畑
、
一
〇
五
頁
）、
そ
の
根
拠
と
し
て
は
、
Ｅ
Ｃ
条
約
第

一
五
〇
条
四
項
（
Ｔ
Ｆ
Ｅ
Ｕ
第
一
六
六
条
四
項
）
及
び
一
五
七
条

（
Ｔ
Ｆ
Ｅ
Ｕ
一
七
二
条

（
38
）

）
を
考
慮
す
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
い
る

（M
E
D
IA

 2007

前
文
冒
頭
）。
す
な
わ
ち
、
Ｅ
Ｕ
レ
ベ
ル
で
の
調

和
措
置
を
と
る
こ
と
を
明
示
的
に
否
定
し
た
う
え
で
、
文
化
的
多

様
性
を
保
護
す
る
措
置
を
採
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

6
．2
．
欧
州
司
法
裁
判
所
の
判
例
法

こ
の
よ
う
に
、
現
在
の
と
こ
ろ
文
化
的
多
様
性
の
保
護
を
目
的

と
し
た
Ｅ
Ｕ
レ
ベ
ル
で
の
調
和
措
置
は
採
ら
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
、

Ｅ
Ｕ
レ
ベ
ル
で
統
一
的
な
措
置
を
と
る
こ
と
は
法
的
に
可
能
な
の

か
。
開
業
の
自
由
及
び
サ
ー
ビ
ス
提
供
の
自
由
を
根
拠
と
し
、
経

済
的
観
点
か
ら
定
め
ら
れ
た
Ａ
Ｖ
Ｍ
Ｓ
指
令
に
お
い
て
、
文
化
的

観
点
に
つ
い
て
の
規
制
を
ど
こ
ま
で
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、

Ｅ
Ｕ
の
権
限
の
射
程
が
問
題
と
な
る
。
そ
こ
で
、
視
聴
覚
メ
デ
ィ

ア
サ
ー
ビ
ス
領
域
に
お
け
る
欧
州
司
法
裁
判
所
の
判
例
法
、
及
び
、

一
一
二



Ｅ
Ｕ
法
に
お
け
る
視
聴
覚
メ
デ
ィ
ア
サ
ー
ビ
ス
と
文
化
（
鳩
貝
）

（
一
五
四
三
）

化
財
の
保
護
を
含
め
一
定
の
適
用
除
外
事
由
に
該
当
す
れ
ば
、
各

国
の
政
策
が
許
容
さ
れ
る
。
こ
こ
に
域
内
市
場
統
合
対
文
化
的
多

様
性
と
い
う
対
立
図
式
が
浮
か
び
上
が
る
。
Ｅ
Ｕ
は
そ
の
設
立
目

的
か
ら
し
て
前
者
に
比
重
を
置
く
が
、
欧
州
司
法
裁
判
所
は
両
者

の
価
値
の
バ
ラ
ン
ス
を
図
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
Ｅ
Ｕ

法
の
基
本
原
則
違
反
を
認
定
し
つ
つ
も
、
第
二
に
社
会
的
・
文
化

的
理
由
に
基
づ
く
と
し
て
適
用
除
外
事
由
に
該
当
す
る
か
、
そ
の

う
え
で
第
三
に
比
例
性
原
則
（
手
段
が
目
的
に
照
ら
し
て
過
度
で

な
い
か
、
よ
り
制
限
的
で
な
い
手
段
が
存
在
し
な
い
か
）
を
満
た

す
か
と
い
う
三
段
階
で
判
断
を
行
う
こ
と
が
多
い
（
庄
司

﹇
二
〇
〇
七
﹈
八
二
頁
）。
そ
う
で
あ
る
と
は
い
え
、
こ
れ
ら
の
文

化
的
政
策
は
全
て
加
盟
国
の
権
限
で
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

6
．2
．2 

．
域
内
市
場
に
お
け
る
Ｅ
Ｕ
の
規
制
権
限
の
限
界

│
九
八
年
タ
バ
コ
広
告
指
令
事
件
│

6
．2
．2
．1
．
事
案
及
び
争
点

一
九
九
八
年
、「
タ
バ
コ
産
品
の
広
告
及
び
後
援
に
つ
い
て
の

加
盟
国
法
令
の
接
近
に
関
す
る
指
令
」（
九
八
年
タ
バ
コ
広
告
指

令
）
が
採
択
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
Ｅ
Ｃ
条
約
第
四
七
条
二
項

（
Ｔ
Ｆ
Ｅ
Ｕ
第
五
三
条
一
項
）、
第
五
五
条
（
Ｔ
Ｆ
Ｅ
Ｕ
第
六
二

ラ
ン
ダ
政
府
は
こ
の
規
制
が
加
盟
国
の
文
化
政
策
と
し
て
正
当
化

さ
れ
る
と
主
張
し
た
が
、
欧
州
司
法
裁
判
所
は
加
盟
国
の
文
化
政

策
と
外
国
組
織
の
構
造
と
に
関
連
性
が
認
め
ら
れ
な
い
と
し
て
、

正
当
化
を
認
め
な
か
っ
た
。

欧
州
司
法
裁
判
所
の
こ
れ
ら
の
判
決
は
、
母
国
の
放
送
業
者
の

サ
ー
ビ
ス
提
供
の
自
由
を
保
障
す
る
傾
向
に
あ
り
、
母
国
が
首
位

的
に
放
送
業
者
の
放
送
活
動
を
規
制
し
、
受
信
国
は
補
足
的
に
規

制
で
き
る
の
み
で
あ
る
と
い
う
母
国
原
則
に
適
合
的
で
あ
る
。
そ

し
て
、
こ
の
よ
う
な
判
例
法
は
、
テ
レ
ビ
サ
ー
ビ
ス
提
供
の
自
由

を
保
障
す
る
Ｔ
Ｖ
Ｗ
Ｆ
指
令
に
反
映
さ
れ
た
（B

arnard, p.385

）。

Ｔ
Ｖ
Ｗ
Ｆ
指
令
成
立
後
の
判
例
と
し
て
、
フ
ァ
ミ
リ
ア
プ
レ
ス

事
件

（
43
）

で
は
、
ま
ず
、
物
の
自
由
移
動
の
障
壁
と
な
る
規
制
は
、
必

要
不
可
欠
（overriding requirem

ent

）
で
あ
り
、
比
例
原
則

を
み
た
し
、
か
つ
目
的
達
成
の
た
め
に
よ
り
制
限
的
で
な
い
手
段

が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
シ
ン
ド
ラ
ー
事
件

（
44
）

で
示
さ
れ
た
基

準
が
引
用
さ
れ
た
。
そ
の
う
え
で
、
報
道
の
多
元
性
は
表
現
の
自

由
を
保
障
に
寄
与
す
る
た
め
必
要
不
可
欠
な
目
的
に
当
た
る
と
判

断
さ
れ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
各
国
固
有
の
文
化
に
根
ざ
す
政
策
が
Ｅ
Ｕ
域
内

市
場
に
お
け
る
自
由
移
動
の
障
壁
と
な
る
場
合
で
も
、
国
民
的
文

一
一
三



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
一
五
四
四
）

い
か
な
る
影
響
も
も
た
ら
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
も

の
で
は
な
い
と
し
て
、
Ｅ
Ｃ
条
約
第
九
五
条
一
項
（
Ｔ
Ｆ
Ｅ
Ｕ
第

一
一
四
条
）
に
基
づ
く
調
和
立
法
を
行
う
余
地
が
あ
る
こ
と
を
認

め
た

（
48
）

。
⑵
続
い
て
、
Ｅ
Ｃ
条
約
第
三
条
一
項
（
cf. 

Ｔ
Ｆ
Ｅ
Ｕ
第
四
条

二
項
ａ
号
）
と
読
み
合
わ
せ
て
、
Ｅ
Ｃ
条
約
第
九
五
条
（
Ｔ
Ｆ
Ｅ
Ｕ

第
一
一
四
条
）
を
域
内
市
場
の
確
立
・
機
能
の
た
め
の
諸
条
件
を

向
上
さ
せ
る
こ
と
を
意
図
し
た
立
法
根
拠
規
定
と
限
定
解
釈
し
た

う
え
で
（
第
八
〇
〜
八
三
段
落
）、
同
条
に
基
づ
く
立
法
措
置
は
、

域
内
市
場
の
確
立
・
機
能
の
た
め
の
諸
条
件
の
向
上
を
真
に
意
図

し
て
お
り
（
第
八
四
段
落
）、
か
つ
、
実
際
に
そ
の
よ
う
な
効
果

を
持
つ
場
合
で
あ
っ
て
（
第
九
五
段
落
）、
調
和
立
法
に
よ
り
四

つ
の
自
由
移
動
の
行
使
に
対
し
て
起
こ
り
う
る
障
壁
の
撤
廃
に
寄

与
す
る
と
き
、
ま
た
は
、
調
和
立
法
に
よ
り
多
様
な
国
内
規
則
か

ら
生
じ
る
お
そ
れ
の
あ
る
感
知
可
能
な
競
争
の
歪
曲
の
除
去
に
寄

与
す
る
と
き
、
を
要
件
と
し
て
挙
げ
た

（
49
）

。

6
．2
．2
．3
．
考
察

本
件
は
、
欧
州
司
法
裁
判
所
が
、
Ｅ
Ｕ
立
法
根
拠
規
制
の
選
択

の
適
法
性
に
つ
い
て
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
Ｅ
Ｕ
立
法
の
目
的
及

び
内
容
が
選
択
さ
れ
た
立
法
根
拠
と
現
実
的
に
真
正
に
関
連
性
を

条
）、
及
び
第
九
五
条

（
45
）（

Ｔ
Ｆ
Ｅ
Ｕ
第
一
一
四
条
）
を
根
拠
に
制
定

さ
れ
た
。
同
指
令
に
お
い
て
は
、
加
盟
国
間
で
タ
バ
コ
製
品
の
広

告
や
後
援
に
つ
い
て
各
国
法
令
の
改
正
を
通
し
た
接
近
が
必
要
と

さ
れ
て
い
た
（
同
指
令
前
文
第
二
段

（
46
）

）。
こ
れ
に
対
し
、
ド
イ
ツ

は
、
欧
州
司
法
裁
判
所
に
同
指
令
の
取
消
訴
訟
を
提
起
し
た
。
そ

こ
で
は
、
九
八
年
タ
バ
コ
広
告
指
令
の
目
的
や
内
容
が
域
内
市
場

の
運
営
に
ほ
と
ん
ど
関
係
が
な
い
こ
と
、
ま
た
健
康
保
護
に
つ
い

て
は
域
内
市
場
の
経
済
活
動
に
関
す
る
Ｅ
Ｃ
条
約
九
五
条
、
四
七

条
二
項
、
五
五
条
で
は
な
く
一
五
二
条
（
Ｔ
Ｆ
Ｅ
Ｕ
一
六
八
条
）

を
立
法
根
拠
と
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
と
の
ド
イ
ツ
の
主
張
に
関
連

し
て
、
⑴
調
和
措
置
が
明
文
で
排
除
さ
れ
て
い
る
分
野
で
Ｅ
Ｃ
条

約
第
九
五
条
（
Ｔ
Ｆ
Ｅ
Ｕ
第
一
一
四
条
）
に
基
づ
く
調
和
立
法
を

行
う
余
地
の
有
無
、
及
び
⑵
同
条
項
を
用
い
る
こ
と
の
で
き
る
要

件
が
問
題
と
な
っ
た
。

6
．2
．2
．2
．
欧
州
司
法
裁
判
所
の
判
断

⑴
欧
州
司
法
裁
判
所
は
、
ま
ず
、
本
件
指
令
に
よ
り
改
正
を
迫

ら
れ
る
各
国
法
の
大
部
分
が
公
衆
の
健
康
保
護
を
目
的
と
し
た
立

法
で
あ
る
こ
と
に
言
及
し
、
か
か
る
目
的
で
の
調
和
措
置
は
明
文

で
排
除
さ
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た

（
47
）（

第
七
六
段
落
）。
そ
の
一
方

で
、
他
の
規
定
に
基
づ
き
採
択
さ
れ
た
調
和
措
置
が
健
康
保
護
に

一
一
四



Ｅ
Ｕ
法
に
お
け
る
視
聴
覚
メ
デ
ィ
ア
サ
ー
ビ
ス
と
文
化
（
鳩
貝
）

（
一
五
四
五
）

と
同
様
、
文
化
的
多
様
性
保
護
を
目
的
と
す
る
調
和
立
法
は
禁
じ

ら
れ
る
。
次
に
、
健
康
保
護
が
す
べ
て
の
Ｅ
Ｕ
の
政
策
の
決
定
と

履
行
に
お
い
て
確
保
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
第
一
六
八
条
一

項
）
と
さ
れ
て
い
る
の
に
比
し
て
、
文
化
的
側
面
は
「
考
慮
」
さ

れ
る
（
第
一
六
七
条
四
項
）
に
と
ど
ま
る
点
で
そ
の
実
効
性
確
保

に
つ
き
文
言
が
若
干
弱
い
も
の
の
、
域
内
市
場
の
確
立
・
機
能
の

た
め
の
調
和
措
置
の
影
響
を
受
動
的
に
受
け
る
場
面
で
あ
る
か
ら
、

Ｅ
Ｕ
の
立
法
権
限
の
要
件
に
影
響
を
与
え
る
と
は
考
え
難
い
。

よ
っ
て
、
本
判
決
の
射
程
は
文
化
を
目
的
と
す
る
立
法
に
つ
い
て

も
及
ぶ
と
考
え
ら
れ
る
。

続
い
て
、
文
化
的
多
様
性
の
保
護
を
図
る
措
置
は
、
同
判
決
で

示
さ
れ
た
三
要
件
を
満
た
す
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
き
、
文
化

的
多
様
性
の
保
護
に
積
極
的
な
加
盟
国
と
、
域
内
市
場
の
確
立
・

機
能
の
向
上
を
重
視
す
る
加
盟
国

（
52
）

と
で
、
規
制
措
置
が
大
き
く
こ

と
な
る
と
サ
ー
ビ
ス
の
自
由
移
動
の
障
壁
に
な
り
う
る
か
ら
、
調

和
立
法
に
よ
り
か
か
る
障
壁
の
撤
廃
に
寄
与
す
る
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。
し
か
し
、
本
稿
に
お
い
て
文
化
的
多
様
性
の
保
護
を
実
効

的
に
図
る
措
置
と
し
て
想
定
し
て
い
る
の
は
本
質
的
に
域
内
市
場

へ
の
要
請
と
は
相
反
す
る
措
置
で
あ
る
か
ら
、
域
内
市
場
の
確

立
・
機
能
の
た
め
の
諸
条
件
の
向
上
を
真
に
意
図
す
る
と
の
要
件

も
つ
か
を
、
こ
れ
ま
で
に
比
べ
て
厳
し
く
審
査
し
、
Ｅ
Ｕ
立
法
根

拠
規
定
の
実
体
内
容
面
か
ら
の
限
界
づ
け
を
示
し
た
事
例
で
あ
る
。

欧
州
司
法
裁
判
所
は
、
Ｅ
Ｕ
の
立
法
権
限
が
Ｅ
Ｕ
条
約
に
お
い
て

特
定
的
に
付
与
さ
れ
た
範
囲
に
と
ど
ま
る
と
い
う
個
別
授
権
原
則

が
Ｅ
Ｃ
条
約
第
五
条
（
Ｔ
Ｅ
Ｕ
条
約
第
五
条
）
に
込
め
ら
れ
て
い

る
こ
と
を
再
確
認
し
、
Ｅ
Ｕ
の
立
法
権
限
の
拡
大
的
解
釈

（
50
）

を
規
律

し
よ
う
と
し
た
も
の
と
評
価
さ
れ
る

（
51
）（

大
藤
﹇
二
〇
一
〇
﹈

一
二
六
頁
）。

こ
の
よ
う
に
、
タ
バ
コ
広
告
指
令
事
件
で
は
公
衆
の
健
康
保
護

を
目
的
と
し
た
調
和
的
立
法
措
置
に
つ
き
司
法
裁
判
所
の
判
断
が

な
さ
れ
た
が
、
文
化
的
多
様
性
保
護
を
目
的
と
す
る
調
和
立
法
が

認
め
ら
れ
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
手
が
か
り
と
し
て
、
同
判
決
の

射
程
が
文
化
を
目
的
と
す
る
立
法
措
置
に
つ
い
て
も
及
ぶ
か
を
検

討
す
る
。

ま
ず
、
立
法
目
的
が
公
衆
の
健
康
保
護
と
文
化
と
で
異
な
る
こ

と
が
、
Ｅ
Ｕ
レ
ベ
ル
で
調
和
立
法
が
認
め
ら
れ
る
要
件
に
影
響
す

る
で
あ
ろ
う
か
。
健
康
保
護
（
Ｔ
Ｆ
Ｅ
Ｕ
第
六
条
ａ
号
）
と
文
化

（
同
条
ｃ
号
）
と
で
、
い
ず
れ
の
分
野
も
加
盟
国
が
権
限
を
持
ち
、

Ｅ
Ｕ
は
補
助
的
行
動
し
か
で
き
な
い
分
野
（
第
二
条
五
項
）
で
あ

る
こ
と
に
は
異
な
ら
な
い
か
ら
、
健
康
保
護
を
目
的
と
す
る
立
法

一
一
五



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
一
五
四
六
）

の
意
義
か
ら
し
て
一
義
的
に
解
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
ゴ
ー
ル
に

つ
き
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
得
ら
れ
て
い
な
い
状
況
で
あ
る
。
そ
の
な

か
で
、
域
内
市
場
の
た
め
の
必
要
性
が
あ
る
だ
け
で
文
化
に
つ
い

て
も
域
内
措
置
を
採
る
こ
と
は
、
基
本
条
約
に
定
め
ら
れ
た
権
限

の
分
配
に
も
と
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
ら
に
か
ん
が
み
て
、
Ａ
Ｖ
Ｍ
Ｓ
指
令
に
お
い
て
文
化
的
多

様
性
を
保
護
す
る
Ｅ
Ｕ
レ
ベ
ル
の
実
効
的
な
規
定
が
不
十
分
で
あ

る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
立
法
事
実
の
成
熟
や
判
例
法
理
の
集
積
を

待
つ
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
1
） 

本
稿
で
は
、
年
代
に
か
か
わ
ら
ず
Ｅ
Ｃ
や
共
同
体
と
い
う
用

語
を
含
め
て
す
べ
て
「
Ｅ
Ｕ
」
に
一
本
化
し
て
表
記
す
る
。

（
2
） D

irective 89/552/E
E
C
. the T

elevision w
ithout 

frontiers directive.

（
3
） D

irective 2007/65/E
C
. the A

udiovisual M
edia 

S
ervices D

irective.

（
4
） 

本
稿
で
は
、“com

petence”

又
は“pow

er”

に
該
当
す
る
用

語
と
し
て
、「
権
限
」
と
表
記
す
る
。

（
5
） D

irective 2010/13/E
U
.

（
6
） 

Ｅ
Ｕ
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
参
照
。

E
uropa, “R

egulatory F
ram

ew
ork - A

udiovisual M
edia 

S
ervices D

irective.”

を
充
た
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
同
判
決
で
示
さ
れ
た
要
件
に
照
ら
す
と
、
文
化
的
多

様
性
の
保
護
を
実
効
的
に
図
る
べ
き
Ｅ
Ｕ
レ
ベ
ル
で
の
調
和
措
置

を
採
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

7
．
お
わ
り
に

本
稿
で
は
、
経
済
的
側
面
と
文
化
的
側
面
の
両
面
を
持
つ
視
聴

覚
メ
デ
ィ
ア
の
領
域
に
お
い
て
Ｅ
Ｕ
が
い
か
な
る
規
制
を
し
て
き

た
の
か
、
視
聴
覚
メ
デ
ィ
ア
サ
ー
ビ
ス
の
域
内
市
場
の
創
設
と
文

化
的
多
様
性
の
保
護
と
い
う
相
反
す
る
要
請
を
目
的
に
掲
げ
る

Ａ
Ｖ
Ｍ
Ｓ
指
令
を
中
心
に
、
主
に
Ｅ
Ｕ
と
加
盟
国
の
権
限
の
分
配

の
観
点
か
ら
検
討
し
た
。
視
聴
覚
メ
デ
ィ
ア
サ
ー
ビ
ス
の
域
内
市

場
の
創
設
に
つ
い
て
は
母
国
原
則
の
も
と
で
大
い
に
成
果
が
み
ら

れ
る
一
方
、
文
化
的
多
様
性
の
保
護
に
つ
い
て
は
Ｅ
Ｕ
レ
ベ
ル
で

は
実
効
的
な
調
和
措
置
が
採
ら
れ
て
い
な
い
。

た
し
か
に
、
文
化
的
多
様
性
は
Ｅ
Ｕ
の
重
要
な
目
的
の
ひ
と
つ

で
あ
る
が
、
Ｅ
Ｕ
の
規
制
権
限
に
何
ら
か
の
外
縁
を
画
す
る
こ
と

は
重
要
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
、
リ
ス
ボ
ン
条
約
に
よ
っ
て
、

Ｅ
Ｕ
の
権
限
の
拡
張
解
釈
に
歯
止
め
が
か
け
ら
れ
た
こ
と
と
適
合

的
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
特
に
文
化
的
多
様
性
に
つ
い
て
は
、
そ

一
一
六



Ｅ
Ｕ
法
に
お
け
る
視
聴
覚
メ
デ
ィ
ア
サ
ー
ビ
ス
と
文
化
（
鳩
貝
）

（
一
五
四
七
）

fu
r B

ran
n

tw
ein

 ﹇1979

﹈ E
C
R
 649

）。

（
11
） 

母
国
原
則
に
つ
い
て
は
、
次
章
で
詳
述
す
る
。

（
12
） D

irective 97/36/E
C
.

（
13
） 

例
と
し
て
は
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
や
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
や
ヨ
ー

ロ
ピ
ア
ン
・
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
シ
ッ
プ
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
九
七
年

改
正
指
令
前
文
⒅
。

（
14
） E

U
R
O
P
A
-H

istory.
http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/history/historytvw

f/
index_en.htm

（
15
） 

そ
の
一
つ
で
あ
るM

ediakabel

事
件
は
、2007

年A
V
M

S

指
令
前
文
42
で
言
及
さ
れ
て
い
る
。

（
16
） 

改
正
点
を
簡
潔
に
ま
と
め
た
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
と
し
て
、

E
uropa, “R

egulatory F
ram

ew
ork - A

udiovisual M
edia 

S
ervices D

irective - w
hat’s new

?” 

（http://ec.europa.eu/
avpolicy/reg/avm

s/index_en.htm

）

（
17
） 

Ｔ
Ｖ
Ｗ
Ｆ
指
令
下
に
お
け
る
例
外
的
場
合
の
具
体
例
と
し
て
、

P
rice 

﹇2002

﹈ p.76-80

。

（
18
） 

「
以
下
の
規
定
の
枠
内
で
、
共
同
体
内
に
お
け
る
サ
ー
ビ
ス
の

自
由
な
提
供
に
対
す
る
制
限
は
、
提
供
さ
れ
る
サ
ー
ビ
ス
の
受
領

者
の
国
以
外
の
共
同
体
内
の
国
で
開
業
す
る
加
盟
国
民
に
つ
い
て

禁
止
さ
れ
る
。」（
Ｅ
Ｃ
条
約
四
九
条
第
一
項
（
機
能
条
約
五
六
条
、

庄
司
﹇
二
〇
〇
三
﹈
四
一
頁
））

（
19
） 
Ｔ
Ｖ
Ｗ
Ｆ
指
令
第
四
条
一
項
及
び
第
五
条
一
項
の
た
だ
し
書

き
に
お
け
る
同
様
の
文
言
に
つ
き
、
小
畑
﹇
二
〇
〇
九
﹈
一
〇
六

http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/tvw
f/index_en.htm

（
7
） 

マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
に
お
け
る
文
化
政
策
（
第
一
二
六
〜

一
二
八
条
）
は
、
文
化
の
多
様
性
が
前
提
に
な
っ
て
お
り
、
そ
こ

で
新
設
さ
れ
た
Ｅ
Ｕ
の
言
語
・
文
化
政
策
は
「
多
様
性
の
な
か
の

統
一
」
を
求
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
領
域
で
は
補
完
性

の
原
理
が
特
徴
と
な
っ
て
い
る
（
田
中
﹇
二
〇
〇
三
﹈
一
〇
七
頁
）。

（
8
） 

例
と
し
て
、
テ
レ
ビ
電
波
は
サ
ー
ビ
ス
で
あ
る
こ
と
を
示
し

たS
acchi

事
件
（C

ase C
-155/73

﹇1974

﹈ E
C
R
 409

）
や
、
放

送
産
業
に
お
け
る
差
別
禁
止
を
示
し
たD

ehauve

事
件
（C

ase 
C
52/79 

﹇1980

﹈ E
C
R
 833

）
や
、
映
画
の
テ
レ
ビ
放
映
の
独
占

権
に
関
す
るC

oditelⅡ

事
件
（C

ase C
262/81 

﹇1982

﹈ E
C
R
 

3381

）
等
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
9
） E

uropean C
onvention on T

ransfrontier T
elevision 

（C
T
T

）.
http://conventions.coe.int/T

reaty/en/T
reaties/H

tm
l/132.

htm

（
10
） 

狭
義
の
相
互
承
認
と
は
、
母
国
原
則
の
こ
と
を
意
味
す
る
が
、

判
例
法
上
の
相
互
承
認
原
則
は
、
Ｅ
Ｕ
レ
ベ
ル
で
の
各
国
法
の
調

和
が
当
該
分
野
に
お
い
て
存
在
し
な
い
場
合
に
母
国
原
則
を
原
則

と
し
、
例
外
的
に
、
不
可
避
的
要
請
に
基
づ
き
、
か
つ
比
例
性
原

則
を
充
た
す
場
合
に
、
ホ
ス
ト
・
ス
テ
ー
ト
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を

認
め
る
こ
と
を
意
味
す
る
（
庄
司
﹇
二
〇
〇
六
﹈
一
一
一
、
一
一
二
頁
）。

こ
れ
は
カ
シ
ス
・
ド
・
デ
ィ
ジ
ョ
ン
判
決
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
（C

ase 
120/78 R

ew
e-Z

en
trale A

G
 v. B

u
n

d
esm

on
opolverw

altu
n

g 

一
一
七
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経
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第
五
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
一
五
四
八
）

ま
た
共
通
外
交
・
安
全
保
障
政
策
の
策
定
・
実
施
が
規
定
さ
れ
て

い
る
（
Ｔ
Ｆ
Ｅ
Ｕ
第
二
条
三
項
、
四
項
）。（
庄
司
﹇
二
〇
〇
八
﹈

三
五
一
頁
）

（
27
） 

本
章
に
つ
い
て
は
、
庄
司
﹇
二
〇
〇
七
ｂ
﹈
七
一
頁
か
ら
、

及
び
庄
司
﹇
二
〇
〇
八
﹈
一
頁
か
ら
を
参
照
し
た
。

（
28
） 

「
ホ
ー
ム
・
ス
テ
ー
ト
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
」
又
は
「
狭
義
の
相

互
承
認
」
と
も
呼
ば
れ
る
。

（
29
） 

欧
州
放
送
連
合
（E

uropean B
roadcasting U

nion

）
は
、

一
九
五
〇
年
に
設
立
さ
れ
た
欧
州
お
よ
び
北
ア
フ
リ
カ
の
放
送
局

か
ら
な
る
組
織
で
あ
り
、
二
〇
一
一
年
一
〇
月
現
在
、
五
六
カ
国

か
ら
七
五
の
放
送
局
が
加
入
し
て
い
る
。（http://w

w
w
.ebu.ch/

en/

）

（
30
） K

aitatzi-W
hitlock

は
「
メ
デ
ィ
ア
の
多
元
性
」
に
つ
き
、

情
報
公
開
の
公
正
な
管
理
と
定
義
す
る
（K

aitatzi-W
hitlock 

﹇1996

﹈ p.457

）。
ま
た
、
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ン
は
グ
リ
ー
ン
ペ
ー
パ
ー

に
お
い
て
、
メ
デ
ィ
ア
の
多
元
性
の
概
念
は
様
々
で
あ
る
が
、
欧

州
人
権
裁
判
所
が
欧
州
人
権
憲
章
を
法
的
に
解
釈
し
た
も
の
に
よ

る
と
、
二
つ
の
特
質
を
も
つ
。
第
一
に
、
多
元
性
の
概
念
は
、
表

現
の
自
由
原
則
の
範
囲
を
画
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
第
二
に
、
そ

の
よ
う
な
画
定
を
す
る
目
的
は
、
公
の
情
報
の
多
様
性
を
保
障
す

る
こ
と
で
あ
る
」
と
述
べ
る
（C

O
M

 

（92

） 480, p.14

）。

（
31
） 

メ
デ
ィ
ア
の
多
元
性
保
護
の
見
地
か
ら
公
共
放
送
の
役
割
を

再
評
価
す
る
論
稿
と
し
て
、
安
江
﹇
二
〇
一
一
﹈。

（
32
） 
Ａ
Ｖ
Ｍ
Ｓ
指
令
前
文
⑸
は
、「
視
聴
覚
メ
デ
ィ
ア
サ
ー
ビ
ス
は
、

頁
を
参
照
。

（
20
） 

「
指
令
は
、
達
成
す
べ
き
結
果
に
つ
い
て
名
宛
人
た
る
す
べ
て

の
加
盟
国
を
拘
束
す
る
が
、
形
式
及
び
手
段
に
つ
い
て
の
権
限
は

国
内
機
関
に
委
ね
る
」（T

F
E
U

第
二
八
八
条
三
段
）

（
21
） 

実
施
状
況
に
つ
い
て
は
、
下
記
参
照
。

（T
im

e up for M
em

ber States to tune T
V
 rules to digital age

http://europa.eu/rapid/pressR
eleasesA

ction.
do?reference=IP

/09/1983

）

（
22
） 

市
川
﹇
二
〇
〇
八
﹈、
生
貝
﹇
二
〇
一
一
﹈
は
、
イ
ギ
リ
ス
を

例
に
国
内
法
化
を
検
討
す
る
。
ま
た
、P

rossor 

﹇2008

﹈
は
、
自

主
規
制
よ
り
共
同
規
制
が
望
ま
し
い
と
す
る
。

（
23
） 

後
述
の
「
共
有
権
限
」
ま
た
は
「
補
助
的
行
動
」
に
該
当
す

る
分
野
で
あ
る
。

（
24
） 

Ｅ
Ｕ
の
権
能
の
類
型
化
に
つ
い
て
は
、
庄
司
﹇
二
〇
一
三
﹈

三
一
頁
以
下
に
詳
し
い
。

（
25
） 

リ
ス
ボ
ン
条
約
は
、
Ｅ
Ｕ
の
基
本
条
約
で
あ
る
Ｅ
Ｕ
条
約

（
Ｔ
Ｅ
Ｕ
）
及
び
Ｅ
Ｃ
条
約
に
改
正
を
加
え
、
Ｅ
Ｃ
条
約
を
Ｅ
Ｕ
機

能
条
約
（
Ｔ
Ｆ
Ｅ
Ｕ
）
と
改
称
す
る
も
の
で
あ
る
。
リ
ス
ボ
ン
条

約
で
の
改
正
を
受
け
て
、
二
〇
一
〇
年
三
月
三
〇
日
に
Ｔ
Ｆ
Ｅ
Ｕ

は
統
一
し
て
整
理
さ
れ
た
（consolidated version

）。
本
稿
に
お

い
て
は
、
特
段
の
断
り
の
な
い
限
り
、
Ｔ
Ｆ
Ｅ
Ｕ
に
つ
き

consolidated version

の
条
文
を
用
い
る
。

（
26
） 

こ
れ
ら
三
類
型
の
他
、
立
法
措
置
が
採
択
さ
れ
な
い
分
野
と

し
て
、
Ｅ
Ｕ
に
よ
る
加
盟
国
の
経
済
政
策
及
び
雇
用
政
策
の
調
整
、

一
一
八



Ｅ
Ｕ
法
に
お
け
る
視
聴
覚
メ
デ
ィ
ア
サ
ー
ビ
ス
と
文
化
（
鳩
貝
）

（
一
五
四
九
）

I-04007.

（
43
） C

ourt of Justice of the E
C
, 26 June 1997, C

ase 
C
-368/95, V

ereinigte F
am

iliapress Z
eitungsverlags- und 

vertriebs G
m
bH

 vs. H
einrich B

auer V
erlag.

（
44
） C

ase C
-275/92.

社
会
秩
序
を
保
護
す
る
た
め
の
懸
賞
活
動

に
対
す
る
規
制
に
つ
き
、
加
盟
国
は
非
差
別
措
置
を
採
る
こ
と
が

で
き
る
と
判
示
し
た
。

（
45
） 

Ｅ
Ｃ
条
約
第
九
五
条
は
、
同
条
約
中
に
お
い
て
法
の
接
近

（approxim
ation

）
に
位
置
し
、「
域
内
市
場
の
確
立
お
よ
び
機

能
」
の
た
め
に
、
加
盟
国
の
法
令
の
接
近
を
な
し
う
る
こ
と
を
認

め
、「
健
康
、
安
全
、
環
境
保
護
お
よ
び
消
費
者
保
護
」
に
関
す
る

場
合
に
は
、「
科
学
的
事
実
に
基
づ
く
あ
ら
ゆ
る
新
た
な
発
展
を
特

に
考
慮
し
つ
つ
、
高
い
水
準
の
保
護
を
基
盤
と
す
る
」（
第
九
五
条

三
項
）
旨
定
め
る
。

（
46
） 

そ
の
理
由
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
立
法
や
規
制
が
異
な
る
と

「
域
内
に
お
け
る
広
告
や
後
援
の
媒
介
と
な
る
製
品
の
移
動
、
同
領

域
に
お
け
る
サ
ー
ビ
ス
提
供
の
自
由
の
障
害
と
な
り
、
競
争
を
阻

害
し
、
ひ
い
て
は
域
内
市
場
の
運
営
を
妨
げ
る
要
因
と
な
る
こ
と

が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
」（
指
令
前
文
一
段
）。

（
47
） 

公
衆
の
健
康
保
護
に
関
し
て
は
、
Ｅ
Ｃ
条
約
一
五
二
条
が
あ

る
が
、
同
条
四
項
（
Ｔ
Ｆ
Ｅ
Ｕ
二
条
五
項
）
は
、
人
の
健
康
を
保

護
し
改
善
す
る
目
的
の
構
成
国
の
法
や
規
制
の
調
和
を
一
切
禁
止

し
て
い
る
。

な
お
、
Ｅ
Ｃ
条
約
一
五
二
条
四
項
が
明
示
的
に
定
め
て
い
る
調

経
済
的
サ
ー
ビ
ス
で
あ
る
の
と
匹
敵
す
る
程
度
文
化
的
サ
ー
ビ
ス

で
も
あ
る
。
視
聴
覚
メ
デ
ィ
ア
サ
ー
ビ
ス
の
社
会
や
民
主
主
義
に

対
す
る
重
要
性
、
と
り
わ
け
情
報
公
開
や
、
意
見
の
多
様
性
や
メ

デ
ィ
ア
の
多
元
性
に
対
す
る
重
要
性
や
教
育
や
文
化
に
対
す
る
重

要
性
は
、
そ
れ
ら
の
サ
ー
ビ
ス
に
対
す
る
特
定
の
規
制
を
正
当
化

す
る
」
と
規
定
す
る
。

（
33
） 

一
例
と
し
て
、C

ase C
-288/89 

﹇1991

﹈ E
C
R
 I-4007

。

（
34
） 

な
お
、
Ｅ
Ｃ
Ｈ
Ｒ
一
〇
条
は
、
表
現
の
自
由
を
積
極
的
に
捉

え
る
。

（
35
） 

コ
ミ
ッ
シ
ョ
ン
も
メ
デ
ィ
ア
は
他
の
分
野
に
比
べ
て
集
中
し

て
い
る
こ
と
を
認
め
て
い
た
が
（C

O
M

 

（92

） 480, p.21

）、
Ｅ
Ｕ

レ
ベ
ル
で
メ
デ
ィ
ア
の
多
元
性
を
保
障
す
る
こ
と
は
Ｅ
Ｕ
の
管
轄

で
は
な
く
、
現
に
八
〇
年
代
半
ば
か
ら
、
加
盟
国
が
多
元
性
を
保

障
す
る
べ
く
メ
デ
ィ
ア
・
オ
ー
ナ
ー
シ
ッ
プ
に
つ
い
て
規
制
し
て

い
る
と
の
見
解
を
示
し
て
い
る
（Ibid. p.57

）。

（
36
） D

ecision 96/685/E
E
C
.

（
37
） D

ecision 1718/2006/E
C
.

（
38
） 

こ
の
根
拠
条
文
は
、
文
化
で
は
な
く
産
業
に
つ
い
て
の
規
定

で
あ
る
点
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

（
39
） C

ase C
-376/98.

（
40
） 

二
〇
一
一
年
一
〇
月
時
点
に
お
い
て
、
Ａ
Ｖ
Ｍ
Ｓ
指
令
に
関

す
る
主
要
な
欧
州
司
法
裁
判
所
の
判
例
は
未
だ
み
ら
れ
な
い
。

（
41
） C

ase C
-352/85.

（
42
） C

ase C
-288/89, E

uropean C
ourt reports 1991 P

age 

一
一
九



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
一
五
五
〇
）

（
52
） 

例
え
ば
、
前
者
が
フ
ラ
ン
ス
で
あ
り
、
後
者
が
イ
ギ
リ
ス
や

ド
イ
ツ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
国
の
姿
勢
の
違
い
は
、
一
九
九
三
年

の
ウ
ル
グ
ア
イ
・
ラ
ウ
ン
ド
に
お
け
る
視
聴
覚
メ
デ
ィ
ア
交
渉
を

め
ぐ
る
対
立
で
顕
著
に
表
れ
た
。
フ
ラ
ン
ス
は
、
文
化
の
論
理
を

重
視
し
て
文
化
を
サ
ー
ビ
ス
貿
易
一
般
協
定
の
枠
組
み
に
組
み
入

れ
る
べ
き
で
な
い
と
し
た
が
、
イ
ギ
リ
ス
や
ド
イ
ツ
は
経
済
の
論

理
を
重
視
し
て
同
枠
組
み
に
文
化
も
組
み
入
れ
る
こ
と
を
主
張
し

た
（
小
畑
﹇
二
〇
〇
九
﹈p.106

）。

参
考
文
献
・
資
料

田
中
俊
郎
著
『
Ｅ
Ｕ
の
政
治
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
八
年

庄
司
克
宏
著
『
新
Ｅ
Ｕ
法　

基
礎
篇
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
三
年

庄
司
克
宏
著
『
Ｅ
Ｕ
法　

政
策
篇
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
三
年

庄
司
克
宏
「
Ｅ
Ｕ
域
内
市
場
に
お
け
る
自
由
移
動
、
基
本
権
保
護
と

加
盟
国
の
規
制
権
限
」、
田
中
俊
郎
・
小
久
保
康
之
・
鶴
岡
路
人
編

『
Ｅ
Ｕ
の
国
際
政
治
』
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
七
年
ａ

庄
司
克
宏
著
『
欧
州
連
合　

統
治
の
論
理
と
ゆ
く
え
』
岩
波
新
書
、

二
〇
〇
七
年
ｂ

庄
司
克
宏
「
Ｅ
Ｕ
域
内
市
場
法
の
仕
組
み
」、
庄
司
克
宏
編
『
Ｅ
Ｕ
法　

実
務
篇
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
八
年

市
川
芳
治
「
欧
州
に
お
け
る
通
信
・
放
送
融
合
時
代
へ
の
取
り
組
み

│
コ
ン
テ
ン
ツ
領
域
：「
国
境
な
き
テ
レ
ビ
指
令
」
か
ら
「
視
聴
覚
メ

デ
ィ
ア
サ
ー
ビ
ス
指
令
」
へ
」『
慶
應
法
学
』
第
一
〇
号
、
二
〇
〇
八
年

和
措
置
の
禁
止
を
免
脱
す
る
た
め
に
Ｅ
Ｃ
条
約
の
他
の
立
法
根
拠

規
定
を
用
い
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
第

七
七
〜
七
九
段
落
）。

（
48
） 
な
お
、
現
に
Ｅ
Ｃ
条
約
一
五
二
条
一
項
も
健
康
保
護
の
要
請

が
Ｅ
Ｃ
の
他
の
政
策
を
構
成
す
る
要
素
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
も
理

由
と
し
て
い
る
。

（
49
） 

判
旨
の
整
理
に
つ
き
、
庄
司
﹇
二
〇
〇
八
﹈
七
頁
を
参
照
。

（
50
） 

タ
バ
コ
広
告
指
令
事
件
判
決
以
前
の
欧
州
司
法
裁
判
所
の
判

断
は
、
加
盟
国
の
規
制
の
違
い
に
よ
り
物
の
自
由
移
動
に
障
壁
が

生
じ
た
場
合
の
一
つ
の
解
決
策
と
し
て
、
障
壁
の
除
去
で
は
な
く
、

当
該
製
品
自
体
の
禁
止
も
す
る
な
ど
、
Ｅ
Ｕ
の
域
内
市
場
規
制
に

つ
き
一
般
的
権
限
を
認
め
て
い
る
よ
う
に
み
え
た
（W

yatt 

﹇2009

﹈ p.100

）。

（
51
） 

も
っ
と
も
、
た
と
え
規
制
の
主
要
な
目
的
が
公
衆
の
健
康
の

保
護
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
域
内
市
場
に
寄
与
す
る
措
置
で
あ
れ

ば
調
和
立
法
を
認
め
る
点
、
ま
た
、
調
和
措
置
の
正
当
化
に
あ
た

り
、
競
争
歪
曲
が
認
知
可
能
か
と
い
う
要
件
を
オ
ー
プ
ン
に
し
た

ま
ま
に
し
て
、
立
法
者
に
そ
の
要
件
を
緩
和
さ
せ
う
る
余
地
を
残

し
た
点
に
つ
い
て
は
、
Ｅ
Ｕ
の
権
限
を
拡
張
し
た
も
の
と
い
え
る

と
の
指
摘
が
あ
る
（Ibid. p.93

）。
ま
た
、
本
判
決
が
Ｅ
Ｕ
の
権

限
を
限
定
し
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
後
続
す
る
判
例
に
お
け

る
欧
州
司
法
裁
判
所
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
タ
バ
コ
広
告
指
令
事
件

判
決
の
権
限
限
定
効
果
を
大
き
く
覆
し
て
い
る
こ
と
が
批
判
さ
れ

て
い
る
（Ibid. p.115-135

）。

一
二
〇



Ｅ
Ｕ
法
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お
け
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鳩
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小
畑
理
香
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
と
視
聴
覚
メ
デ
ィ
ア
：
Ｅ
Ｃ
文
化
政

策
と
フ
ラ
ン
ス
の
関
係　

一
九
八
〇
│
一
九
九
三
年
」『
パ
ブ
リ
ッ

ク
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
』
第
六
号
、
二
〇
〇
九
年

岡
村
堯
著
『
新
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
：
リ
ス
ボ
ン
条
約
体
制
下
の
法
構
造
』

三
省
堂
、
二
〇
一
〇
年

大
藤
紀
子
「
権
限
付
与
の
原
則
と
Ｅ
Ｃ
立
法
根
拠
の
適
法
性
」、
中
村

民
雄
・
須
網
隆
夫
編
『
Ｅ
Ｕ
法
基
本
判
例
集
﹇
第
二
版
﹈』、
日
本
評

論
社
、
二
〇
一
〇
年

安
江
則
子
「
Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
視
聴
覚
メ
デ
ィ
ア
政
策
と
公
共
放
送
│

市
場
と
文
化
の
間
で
│
」『
立
命
館
国
際
地
域
研
究
』
第
三
三
号
、

二
〇
一
一
年

生
貝
直
人
「
Ｅ
Ｕ
視
聴
覚
メ
デ
ィ
ア
サ
ー
ビ
ス
指
令
の
英
国
に
お
け

る
共
同
規
制
を
通
じ
た
国
内
法
化
」『
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
・
ロ
ー
レ

ビ
ュ
ー
』
第
一
〇
巻
一
号
、
二
〇
一
一
年

K
aitatzi-W

hitlock, S
ophia, “P

luralism
 and M

edia 
C
oncentration in E

urope, M
edia P

olicy as Industrial 
P
olicy”, E

u
ropean

 Jou
rn

al of C
om

m
u

n
ication, V

ol. 11, 
N
o. 4, 1996.

P
rice, M

. E
. M

ed
ia an

d
 sovereign

ty: th
e global in

form
ation

 
revolu

tion
 an

d
 its ch

allen
ge to state pow

er, M
IT

 P
ress, 

M
A
, 2002.

B
arnard, C

atherine, T
h

e S
u

bstan
tive L

aw
 of th

e E
U

 

（2nd 
ed.

）, O
xford U

niversity P
ress, O

xford, 2007.
H
arrison Jackie and W

oods, L
orna, E

u
ropean

 B
road

castin
g 

一
二
一



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
一
五
五
二
）

D
irective 2010/13/E

U
 on the coordination of certain 

provisions laid dow
n by law

, regulation or adm
inistrative 

action in M
em

ber S
tates concerning the provision of 

audiovisual m
edia services 

（A
udiovisual M

edia S
ervices 

D
irective

） ﹇2010

﹈ O
J L

95/1.

決
定

E
uropean P

arliam
ent and of the C

ouncil, D
ecision N

o. 
1718/2006/E

C
 

﹇2006

﹈ O
J L

 327/12.

﹇
関
連
文
書
﹈

C
om

m
ission, T

elevision W
ithout F

rontiers: G
reen P

aper on 
the E

stablishm
ent of the C

om
m
on M

arket for B
roadcasting, 

E
specially by S

atellite and C
able, C

O
M

 

（84

） 300, M
ay 

1984.
C
ouncil of E

urope, E
uropean C

onvention on T
ransforntier 

T
elevision 

（E
T
S
 N

o. 132

）, S
trasbourg, 5 M

ay 1989.
C
om

m
ission, P

luralism
 and M

edia C
oncentration in the 

Internal M
arket, A

n A
ssessm

ent of the need for C
om

m
unity 

action, C
O
M

 

（92

） 480, fi nal, 23 D
ecem

ber 1992.
C
om

m
ission, F

ourth R
eport on the A

pplication of D
irective 

89/552/E
E
C
 “T

elevision w
ithout F

rontiers”, C
O
M

 

（2002

） 
778, fi nal, 6 January 2003.

﹇
関
連
法
令
等
﹈

条
約

T
reaty of L

isbon am
ending the T

reaty on E
uropean U

nion 
and the T

reaty establishing the E
uropean C

om
m
unity, 

O
fficial Journal of E

uropean U
nion C

 306, 17 D
ecem

ber 
2007.
T
he T

reaty on the F
unctioning of the E

uropean U
nion 

（C
onsolidated V

ersion
）, O

fficial Journal of the E
uropean 

U
nion C

 83/47, 30 M
arch 2010.

C
om

m
ission, G

reen P
aper on the online distribution of 

audiovisual w
orks in the E

uropean U
nion: opportunities and 

challenges tow
ards a digital single m

arket, C
O
M

 

（2011

） 
427, fi nal, 13 July 2011.

指
令

D
irective 89/552/E

E
C
 on the coordination of certain 

provisions laid dow
n by law

, regulation or adm
inistrative 

action in M
em

ber S
tates concerning the pursuit of 

television broadcasting activities 

（T
elevision w

ithout 
F
rontier D

irective

） ﹇1989

﹈ O
J L

 298/23.
D
irective 97/36/E

C
 am

ending C
ouncil D

irective 89/552/
E
E
C
 

﹇1997

﹈ O
J L

 202/60.
D
irective 2007/65/E

C
 am

ending C
ouncil D

irective 89/552/
E
E
C
 

﹇2007

﹈ O
J L

 332/27.

一
二
二



Ｅ
Ｕ
法
に
お
け
る
視
聴
覚
メ
デ
ィ
ア
サ
ー
ビ
ス
と
文
化
（
鳩
貝
）

（
一
五
五
三
）

C
ase C

-376/98 G
erm

a
n

y v. E
u

rop
ea

n
 P

a
rlia

m
en

t a
n

d
 

C
ou

n
cil 

﹇2000

﹈ E
C
R
Ⅰ

-8419.
C
om

m
ission, G

reen P
aper on S

ervices of general interest, 
C
O
M

 
（2003

） 270, fi nal, 21 M
ay 2003.

C
om

m
ission, i2010 - A

 E
uropean Inform

ation S
ociety for 

grow
th and em

ploym
ent, C

O
M

 

（2005

） 229, final, 1 June 
2005.
U
N
E
S
C
O
, C

onvention on the P
rotection and P

rom
otion of 

the D
iversity of C

ultural E
xpressions, P

aris, 5 O
ctober 

2005.
C
om

m
ission, F

ifth R
eport on the A

pplication of D
irective 

89/552/E
E
C
 “T

elevision w
ithout F

rontiers”, C
O
M

 

（2006

）

49, fi nal, 10 F
eb 2006.

C
om

m
ission, S

eventh C
om

m
unication on the A

pplication of 
A
rticles 4 and 5 of D

irective 89/552/E
E
C
 “T

elevision 
w
ithout F

rontiers”, as am
ended by D

irective 97/36/E
C
 for 

the P
eriod 2003-2004, C

O
M

 

（2006

） 459 fi nal, 14 A
ug 2006.

﹇
関
連
判
例
﹈

C
ase C

-352/85 

﹇1988

﹈ E
C
R
 2085.

C
ase C

-288/89 

（M
ediaw

etⅠ

） ﹇1991

﹈ E
C
R
Ⅰ

-4007.
C
ase C

-11/95 C
om

m
ision v. B

elgium
 

﹇1996

﹈ E
C
R
Ⅰ

-4115.
C
ase C

-368/95 V
erein

igte F
am

iliapress Z
eitu

n
gsverlags- 

u
n

d
 vertriebs G

m
bH

 v. H
ein

rich
 B

a
u

er V
erla

g 

﹇1997

﹈ 
E
C
R
Ⅰ

-3689.

一
二
三





索　
　

引

（
一
五
五
五
）

政
経
研
究　

第
五
十
巻　

索　

引

論　
　
　

説

国
有
企
業
娃
哈
哈
（
ワ
ハ
ハ
）
集
団
の
変
容　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

…
…
…
…

―
―
ダ
ノ
ン
と
の
合
弁
、
改
組
と
宗
慶
後
に
よ
る
支
配
の
確
立
に
よ
る
家
族
企
業
化
―
―

簗　

場　

保　

行
…
一
（　
　

一
）

日
本
的
雇
用
シ
ス
テ
ム
と
賃
金
制
度
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
谷
田
部　

光　

一
…
一
（　

三
三
）

朝
鮮
半
島
の
領
土
論
争
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
浦　

野　

起　

央
…
一
（　

六
九
）

ノ
モ
ン
ハ
ン
戦
の
総
括
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
秦　
　
　

郁　

彦
…
一
（
一
〇
七
）

行
政
相
談
委
員
の
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト　
　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

―
―P

ublic R
elations

効
果
を
中
心
に
―
―

岩　

井　

義　

和
…
一
（
一
五
五
）

二
院
制
度
が
民
主
主
義
の
質
と
経
済
的
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

与
え
る
効
果
に
関
す
る
研
究

坂　

井　

吉　

良

岩　

井　

奉　

信

浅　

田　

義　

久
…
一
（
三
一
二
）

中
国
・
朝
鮮
国
境
の
争
点
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
浦　

野　

起　

央
…
二
（　
　

一
）

号

頁

一
二
五



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
一
五
五
六
）

デ
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
日
本
の
Ａ
Ｄ
・
Ａ
Ｓ
曲
線
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
坂　

井　

吉　

良
…
二
（
二
〇
四
）

ア
メ
リ
カ
大
統
領
候
補
者
指
名
手
続
と
投
票
者
の
投
票
動
向
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
阿　

部　

竹　

松
…
三
（　
　

三
）

言
語
本
質
論
の
思
想
的
拡
張　
　
　
　
　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

―
―
吉
本
隆
明
の
思
想
を
め
ぐ
っ
て
―
―

石　

川　

晃　

司
…
三
（　

四
一
）

強
い
絆
が
会
社
を
つ
ぶ
す　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

―
―
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
か
ら
み
た
企
業
不
祥
事
―
―

稲　

葉　

陽　

二
…
三
（　

六
九
）

行
政
広
報
の
現
代
的
課
題
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
戦
略
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
岩　

井　

義　

和
…
三
（
一
一
七
）

制
度
改
革
に
よ
る
政
党
と
政
党
シ
ス
テ
ム
の
変
容
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

―
―
日
本
の
ケ
ー
ス
―
―

岩　

崎　

正　

洋
…
三
（
一
四
五
）

社
会
工
学
と
し
て
の
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
ベ
ー
ス
シ
ス
テ
ム　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

…

―
―
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
通
信
シ
ス
テ
ム
の
可
能
性
と
災
害
時
の
避
難
誘
導
シ
ス
テ
ム
を
例
と
し
て
―
―

神　

林　
　
　

靖
…
三
（
一
七
一
）

ハ
リ
ン
ト
ン
の
政
治
制
度
原
理
に
関
す
る
一
研
究
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
倉　

島　
　
　

隆
…
三
（
一
九
九
）

一
二
六



索　
　

引

（
一
五
五
七
）

Ｈ
．Ｊ
．
ラ
ス
キ
の
政
治
哲
学
の
一
考
察　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 …
…
…
…
…
…
…
…

―
―
政
治
的
権
威
に
つ
い
て
Ｒ
．Ｍ
．
マ
ッ
キ
ー
ヴ
ァ
ー
と
の
比
較･

検
討
―
―

桾　

沢　

栄　

一
…
三
（
二
三
九
）

李
明
博
政
権
の
対
北
朝
鮮
政
策
に
つ
い
て
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
孔　
　
　

義　

植
…
三
（
二
八
九
）

企
業
結
合
会
計
に
お
け
る
公
正
価
値
測
定
に
関
す
る
一
考
察
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
小　

阪　

敬　

志
…
三
（
三
一
九
）

政
軍
関
係
の
あ
り
方
に
関
す
る
一
研
究　
　
　
　
　
　
　
　
　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

―
―
文
民
統
制
と
安
全
保
障
の
あ
る
べ
き
均
衡
に
注
目
し
て
―
―

小　

森　

雄　

太
…
三
（
三
四
七
）

地
方
に
お
け
る
首
長
と
議
会
の
対
立
と
そ
の
帰
結
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

―
―
長
野
県
と
阿
久
根
市
を
事
例
に
―
―

笹　

岡　

伸　

矢
…
三
（
三
七
五
）

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
革
命
の
な
か
で　

政
治
家
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
肖
像
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
杉　

本　

竜　

也
…
三
（
三
九
七
）

日
華
断
交
と
日
中
国
交
正
常
化　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

―
―
自
由
民
主
党
内
の
親
台
湾
派
の
行
動
論
理
を
中
心
に
―
―

田　

才　

徳　

彦
…
三
（
四
三
七
）

リ
ー
ニ
ュ
公
と
ナ
ポ
レ
オ
ン
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
玉　

井　

通　

和
…
三
（
四
八
一
）

主
席
公
選
に
関
す
る
一
考
察
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
照　

屋　

寛　

之
…
三
（
五
一
一
）

一
二
七



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
一
五
五
八
）

日
本
人
コ
ロ
ン
ビ
ア
移
民
の
父
・
竹
島
雄
三
の
移
民
論
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
長
谷
川　

雄　

一
…
三
（
五
四
五
）

改
革
開
放
後
の
権
力
闘
争
に
つ
い
て
考
察
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
日　

吉　

秀　

松
…
三
（
五
七
三
）

新
た
な
国
際
汚
職
行
為
防
止
法
の
考
察　
　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

―
―
域
外
適
用
とR

ed F
lag 

対
処
義
務
―
―

藤　

川　

信　

夫
…
三
（
六
〇
九
）

現
代
自
由
主
義
政
治
理
論
と
多
元
主
義
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
萬　

田　

悦　

生
…
三
（
六
五
五
）

政
府
の
原
発
事
故
対
応
と
原
発
立
地
自
治
体
住
民
の
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

原
発
態
度
に
関
す
る
考
察

宮　

脇　
　
　

健
…
三
（
六
八
一
）

わ
が
国
に
お
け
る
労
働
時
間
の
実
態
と
労
働
時
間
管
理
の
課
題
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
谷
田
部　

光　

一
…
三
（
七
一
九
）

平
等
と
福
祉　
　
　
　
　
　
　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

―
―
福
祉
権
を
め
ぐ
っ
て
―
―

矢　

野　
　
　

聡
…
三
（
七
五
五
）

租
税
原
則
学
説
に
お
け
る
公
平
性
の
概
念
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
藪　

下　

武　

司
…
三
（
七
七
五
）

ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
と
レ
ッ
セ
・
フ
ェ
ー
ル
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

―
―
大
学
改
革
と
の
関
連
に
お
い
て
―
―

山　

口　

正　

春
…
三
（
八
〇
一
）

一
二
八



索　
　

引

（
一
五
五
九
）

滋
賀
県
の
平
成
の
大
合
併
と
そ
の
後　
　
　
　
　
　
　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

―
―
滋
賀
県
に
お
け
る
広
域
行
政
の
特
徴
と
問
題
点
―
―

山　

田　

光　

矢
…
三
（
八
三
一
）

イ
ギ
リ
ス
政
治
の
大
統
領
制
化
に
関
す
る
一
考
察
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
渡　

辺　

容
一
郎
…
三
（
八
六
七
）

観
光
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
開
発
効
果
の
国
際
比
較
…
…
…
…
…
…
…
…
…
太　

田　

和　

男
…
四
（　
　

一
）

イ
タ
リ
ア
憲
法
に
お
け
る
人
権
保
障
と
欧
州
人
権
条
約
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
庄　

司　

克　

宏

東　
　
　

史　

彦
…
四
（　

三
五
）

翻　
　
　

訳

フ
ァ
イ
ト
・
ル
ー
デ
ヴ
ィ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ

ザ
ク
セ
ン
選
帝
公
・
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
選
帝
公
枢
密
参
議
官
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

ハ
レ
大
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①　日本大学法学部ホームページ（http://www.law.nihon-u.ac.jp/）

②　CiNii（http://ci.nii.ac.jp/）

○　本誌の受入れに関しまして、送付先（住所・宛先等）の変更や
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